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序章

第一節 本論文の目的

本論文は､経路依存 という概念を用いて会計基準を分析 しようとするものであ

る｡経路依存 とは､経済システムや人が過去に辿ってきた経路に依存 して決定さ

れていることを指摘する概念である1｡当該概念は､North【1990】が提唱 した概念で

あり､各国の経済発展や成長の差を説明するものとして用いられた｡我々は､経

路依存を援用 して各国の会計基準の差を説明 し､新たな会計基準分析を試みたい

と考えている｡

具体的には､我々は､次のような理由か ら経路依存を用いた研究(経路依存研究)

を行いたいと考えている｡まず､既存の会計学は､経済学の ｢行動仮説｣を援用

して会計基準を説明しようとしてきた｡ところが､既存の会計学は､経済学の ｢行

動仮説｣ と同様に､イデオロギーによる行動を排除 して しまっていた｡ これに対

して､North【1981;1990】は､新古典派経済学 と異な り､イデオロギーによる行動

を ｢行 動仮 説｣ に取 り込 んで経済 制度 を説 明 しよ うと して いる｡我 々は､

Nortb【1981;1990】の ｢行動仮説｣に基づいて会計基準を分析することで､既存の

会計学と異なる会計基準分析を試みたい｡

それでは､我々は､Northの ｢行動仮説｣か ら導かれた経路依存をどのように

援用すればよいのであろうか｡既存の会計学は､経路依存をまった く用いなかっ

たわけでもなく､また経路依存を用いな くても同様の現象について説明してきた｡

実際､既存の会計学は､会計に対する歴史や文化の影響を通 じて経路依存 と呼ば

れる現象を考察 してきたであろう｡ しか しなが ら､ こうした研究は､新古典派経

済学の合理的最大化行動を直接的 ･間接的に否定 しなが らも､正確に ｢行動仮説｣

を組み立てることな く具体的な事象を分析 していた｡

そ こで､我々は､North理論を用いて ｢行動仮説｣を正確 に規定 して､経路依

存を論理的に導きたいと考える｡その結果､我々は､歴史事象が会計に対 して意

外な影響を与えるという歴史的連続性を論理的に捕 らえることができよう｡ しか

しなが ら､MirantiJr.andO'Grayl1998]は､経路依存をコーポレー ト･ガバナンス

1 経路依存は､｢小さな出来事や偶然の事象の結果が解を決定し､それが支配的にな

ると､人をある特定の経路に向かわせる(North【1990】p.94(竹下訳 【1994]124頁)｣
と定義される｡
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のような制度にすでに用いているので､我々は､North理論を特定領域の会計基

準や計算構造に用いてその適用可能性を検討 したいと考える｡

具体的に､我々は､特定蘭域の会計基準 として研究開発費会計およびソフ トウ

エア会計を取 り上げ､会計学上の経路依存を導き出したいと思 う｡研究開発費会

計については､アメリカ ･イギリス ･日本の三カ国について分析 し､ソフ トウェ

ア会計については､研究開発費会計の延長線上か らアメリカについてのみ分析す

る｡その結果､我々は､研究開発費会計が歴史的要因に左右されていることを発

見 し､合理的最大化行動ばか りでなくイデオロギーによる行動が特定蘭域の会計

基準や計算構造にも作用 していることを明確にするであろう｡

我々は､以上の研究 目的を実現するにあたって､次のように論文を構成 して研

究開発費会計とソフ トウェア会計の経路依存 について明 らかにしたいと考える｡

第二節 論文構成

本論文は､次の二部で構成する｡第一部 ｢経路依存 と研究開発費会計 ･ソフ ト

ウェア会計｣は､Northの ｢行動仮説｣か ら経路依存概念を導出して､研究開発

費会計に適用する際の方法論的結論を示す｡第二部 ｢経路依存による会計基準分

析｣は､第一部の方法論的結論に基づいて各国の研究開発費会計およびソフ トウ

ェア会計を検討 し､会計基準の歴史的経路を比較する｡第一部は､第一章と第二

章で構成 し､第二部は､第三章か ら結章までの構成 とする｡具体的な章内容は､

以下のとお りである｡

第一章 ｢経路依存概念｣は､既存の会計学の ｢行動仮説｣と Northの ｢行動仮

説｣を比較検討 し､イデオロギーの必要性と経路依存の導入について述べる｡ま

ず､我々は､既存の会計学および新古典派経済学の ｢行動仮説｣を検討 し､新制

度派経済学者 Northの ｢行動仮説｣ と比較する｡North【1981;1990】の ｢行動仮説｣

においては､合理的最大化行動ばか りでなくイデオロギーによる行動も含有され､

人が過去にお こった歴史事象によって縛 られて しまうという性質を多 く観測でき

る｡ したがって､我々は､Northの ｢行動仮説｣を会計学に援用すれば､既存の

会計学よりも多 くの経路依存を導き出す ことができることを指摘するであろう｡

第二章 ｢研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計｣は､既存の会計学による研究開

発費会計とソフ トウェア会計を検討するとともに､North理論を研究開発費会計
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とソフ トウェア会計に適用する方法を検討する｡まず､既存の会計学が研究開発

費会計の会計基準について説明できない点について述べる｡次 に､我々は､経路

依存の言及手段として North理論を活用 して､研究開発費会計の経済的イ ンセン

ティブおよびイデオロギー的インセンティブについて述べる｡経済的インセンテ

ィブは､既存の会計学の ｢行動仮説｣でも導かれるが､イデオロギー的インセン

ティブは､North理論か ら導入されるものである｡我々は､イデオロギー的イン

センティブを導入することで､各国の会計基準の差をよ りよく説明できるのでは

ないかと考える｡

第三章 ｢アメリカの研究開発費会計｣は､1974年の財務会計基準書第 2号

(StatementofFinancialAccountingStandardsNo.2:SPASNo.2)を検討 して､アメリ

カの研究開発費会計の経路依存について分析する｡SPASN0.2は､研究開発費の

定義､会計処理および開示を備えた会計基準であるとともに､イギ リスや 日本の

研究開発費会計にも影響を与えた基準である｡そ こで､我々は､日英の研究開発

費会計の基盤 となるゆえに､アメリカの研究開発費会計を最初に考察する｡考察

にあたっては､SFASN0.2をめぐる経済的インセンティブとイデオロギー的イン

センティブを明 らかにしていく｡特に,SPASN0.2は､｢ロッキー ド救済声明2｣

とも呼ばれ､イデオロギー的インセンティブの影響を受けた基準 と考えられる｡

第四章 ｢イギ リスの研究開発費会計｣は､1977年に制定 し 1989年に改訂 した

会計実務基準書第 13号(StatementofStandardAccountingPractice13:SSAP13)を検

討 して､イギ リスの研究開発費会計の経路依存について分析する｡イギ リスは､

1971年の Rolls-Royce社の倒産 という社会的大惨事を契機に研究開発費会計の会

計基準を策定する｡それゆえ､我々は､アメリカと同じ形式の会計基準を早 くか

ら設定 しなが らもアメリカとは異なる歴史的経路をもって設定されたと考えてい

る｡考察 にあたっては､ssAP13をめ ぐる経済的インセンティブとイデオロギー

的イ ンセ ンティブを明 らかにしていく｡特に､ssAP13は､イギ リス政府が軍需

契約や研究開発政策を通 じて研究開発費会計に干渉 したために､イデオロギー的

インセ ンティブの影響を受けたと考え られる｡

第五章 ｢日本の研究開発費会計｣は､第二次世界大戦中の陸海軍や企画院の 『準

2 Briloff【1976】p.139(熊野他訳 【1980】79頁).
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則』､戦後の 『企業会計原則』や 『商法』および 1998年の 『研究開発費等に係わ

る会計基準』を検討 し､ 日本の研究開発費会計の経路依存を分析する｡考察にあ

たっては､ 日本の研究開発費会計をめぐる経済的インセンティブとイデオロギー

的インセ ンティブを明 らかにしていく｡特に､第二次世界大戦時中の経済統制法

に基づいた､陸海軍や企画院の 『準則』は､1998年の 『研究開発費等に係わる会

計基準』で SFASN0.2のような形式にまで改訂されるまで影響を与えたと考えら

れる｡それゆえ､ 日本の研究開発費会計は､戦時中のイデオロギー的インセンテ

ィブに影響 されて設定されたと考え られる｡

第六章 ｢アメリカのソフ トウェア会計｣は､sFASN0.2か ら 1985年の財務会計

基準書第 86号(StatementofFinancialAccountingStandardsNo.86:SPASNo.86)を検

討 し､アメリカのソフ トウェア会計の経路依存を分析する｡我々は､ソフ トウェ

ア会計が研究開発費会計とともに規定されていたために研究開発費会計の影響を

継承 してきたのではないかと考えている｡その結果､我々は､研究開発費会計の

制約 とその離脱 という観点か らソフ トウェア会計について考えるであろう｡

結章 ｢研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計の経路依存｣は､第三章か ら第六章

までの検討を総括 して､研究開発費会計およびソフ トウェア会計の経路依存を導

出する｡具体的には､我々は､第-部で導出した方法論的結論に基づいて､アメ

リカ ･イギ リス ･日本の研究開発費会計およびアメリカのソフ トウェア会計を総

括することになる｡そ して､会計基準が経済的インセンティブとイデオロギー的

インセンティブの相互作用の中でどのような歴史的経路を形成 してきたのかにつ

いて検討する｡特に､我々は､｢支配的なイデオロギー｣が会計基準の差を説明す

ることについて論 じることになるであろう｡ただ し､ここでいう ｢支配的なイデ

オロギー｣ とは､Northの以下の表現に象徴 されるものであることには注意 して

いただきたい｡

｢法､仲間の市民の権利､国家および支配者の権威 に対する広範な尊重は､いかなる社会の

維持にとっても不可欠であるoH.中略...支えるイデオロギーがなければ､パワー･エリー

トにとって市民を監視す る費用 と市民にとっての互 いを監視 し合 う費用は無限大 に近づ く
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であろう30｣

我々は､以上の論文構成に従って経路依存概念を用いた会計基準の分析 を進め

ることにしたい｡

3 竹下訳 【1996】75頁｡
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第一部 経路依存と研究開発費会計 ･ソフトウェア会計
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第一章 経路依存概念

第一節 はじめに

本章は､既存の会計学の ｢行動仮説｣ と Northの ｢行動仮説｣を比較検討 し､

イデオロギーの必要性 と経路依存の導入について述べる｡まず､我々は､既存の

会計学の ｢行動仮説｣を検討 し､新制度派経済学者 Northの ｢行動仮説｣ と比較

する｡North【1990】の ｢行動仮説｣においては､合理的最大化行動ばか りでなくイ

デオロギーによる行動も含有 され､人が過去におこった歴史事象によって縛 られ

て しまうという性質を多 く観測できる｡そ こで､我々は､既存の会計学が無視 し

ているイデオロギーの影響について考える｡

次に､我々は､North の ｢行動仮説｣を用いて､どのように経路依存を活用す

べきかを考える｡そのためには､経路依存がどのような概念であって､どのよう

に引き起 こされるかを明確 にしなければならない｡そ うしなければ､我々は､経

路依存の活用方法を見つけることができないであろう｡それ と同時に､経路依存

は､どのように会計学や経済学において用いられてきたのかについて検討するこ

とも必要であろう｡こうした議論を通 じて､我々が経路依存をどのように活用す

べきかについて検討 したいと思 う｡

特に､既存の会計学は､会計に対する歴史や文化の影響を通 じて経路依存 と呼

ばれる現象を考察 してきたが､我々は､Northの ｢行動仮説｣ と ｢制度変化の理

論｣を用いて経路依存を導出する方法について検討する｡そ して､我々は､North

理論を用いた経路依存研究が会計学にとってどのような意義と限界を保有 してい

るのかについても考える｡

そ こで､我々は､次のように本章を構成する｡第二節では､既存の会計学の ｢行

動仮説｣を言及 して､経路依存 と呼ばれる現象が存在することについて述べる｡

第三節では､経路依存の概念的基礎について明 らかにして､経路依存 自体の議論

を展開する｡また､経路依存が経済学 ･会計学でどのように用いられてきたのか

についても検討する｡第四節では､Northの ｢制度変化の理論｣を用いて経路依

存を導出する方法を述べて､会計基準分析へと援用する意義 と限界について述べ

ることにしたい｡第五節は､本章の含意を総括 して､North理論か ら引き出され

た経路依存に対する方法論についてのまとめることにしたい｡
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第二節 会計学 ･経済学の ｢行動仮説｣ と経路依存

第一項 会計学の様相 一資本市場アプローチと契約理論アプローチー

patonandLittleton【19401は､会計基準(accountingstandard)を ｢脈絡ある､相互 に

斉整せ られた､首尾一貫 した理論体系(acoherent,Coordinatedandconsistentbody

anddoctrine)4｣の具現であると位置づけた｡すなわち､会計基準は､会計理論の

首尾一貫 した体系によって規定すべきと論 じたのである｡また､彼 らによれば､

会計基準が首尾一貫 した理論体系の具現でなければな らない理由とは､経営者が

利害関係者に対 して ｢信頼 しうる､適切な情報を提供するという義務｣を果たす

に際 して､｢会計書類を編成 し､試査 し､報告するにあた り認識されるべき原理 と

遵守されるべき方法｣が利害関係者の広 い関心 となったか らであると述べている5｡

さらに､彼 らは､｢資本は公共の利益に役立つような産業に､また同一産業のなか

では経営者が資本を有効に利用 しうる企業に流入すべきである｣とも述べ､効率

的な資源配分についても述べている6｡

したがって､patonandLittletonl1940】は､効率的な資源配分あるいは利害関係

者への ｢信頼 しうる､適切な情報を提供する｣という目的か ら会計基準が ｢首尾

一貫 した理論体系｣にもとづいていなければな らないと述べたのである｡会計学

研究では､patonandLittleton【1940】の主張するように､会計基準を ｢首尾一貫 し

た理論体系｣で説明できるように試みてきた｡

本論文は､それか ら60年あまりを経た現在､会計基準が ｢脈絡ある､相互に斉

整せ られた､首尾一貫 した理論体系｣によって支え られているであろうかという

問題か らスター トする｡ このような問題が提起されるに至る理由のひとつは､ア

メ リカ にお い て 1970 年 以 降 に指 摘 され る こ とにな った ｢会 計 の政 治 化

(politicizationofaccounting)｣によるものである｡

zeffr1978]によれば､利害関係者たちは､会計測定および公正な開示 といった

伝統的な会計問題を主張するのではなく､｢経済的帰結(economicconsequence)7｣

4patonandLittletonl1940]p.Vi(中島訳【1958】3頁).

5 p礼tonandLittleton[1940]p.3(中島訳[1958】4貢).

6 ㌢atonandLittleton【1940】p.3(中島訳【195815頁).
7 経済的帰結とは､企業､政府､組合､投資家､債権者の意思決定行為に対する会計

報告のインパクトを意味する(zeffl1978]p.56)0
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に関心をもって会計基準設定に干渉 し始めた8｡そ して､この経済的帰結の問題は､

特に 1970年代の会計基準設定の際に表面化 し始めたのである｡それ らは,たとえ

ば ｢研究開発､自己保険 と破産準備金､開発準備段階企業､為替変動､ リース､

不良債権のリス トラクチャリング､国内インフレおよび相対価格変動､石油産業

の探査 ･採掘費9｣の際に発生 したのであった｡この結果､会計基準は､もはや伝

統的な会計問題か ら規定されるのではなく､外部利害関係者か らの圧力を受け､

経済的あるいは政治的な産物であることが主張されはじめたのである0

このような一連の動きによれば､会計基準は､patonandLittleton【1940】の主張

したような ｢首尾一貫 とした理論体系｣ではな く各種の利害関係者の経済的帰結

によって規定されていることになる｡会計学は､こうした現状に克服あるいは対

応すべ く経済学の基礎をもって会計基準を策定する動きが強まることになる｡そ

れ らは､主に旧来か ら存在 した ｢証券投資意思決定助成機能｣と ｢会計責任機能｣

に対 して経済学の基礎に与えたものである10｡

前者は､資本市場理論 にもとづいた会計学(資本市場アプローチ)あり､後者は､

契約理論あるいはエイジェンシー理論にもとづいた会計学(契約理論アプローチ)

である11｡それぞれ記述 ･実証研究 をもって制度的な正当性を主張するようにな

った｡そ こで､我々は､二つのアプローチについて考えるために､最低限の解説

を加えようと思 う｡

資本市場アプローチは､投資家の意思決定に有用な情報を提供 し､効率的な資

源配分を実現させようとする｡その経済学的基礎 とは､｢新古典派ミクロ経済学の

基礎をもち､個人の現在消費と将来消費か ら得 られる効用を極大化するという命

題か ら､個人のポー トフォリオ行動の原理を解明し､そ こか らさらに株式市場の

価格形成メカニズムを解明する12｣ というものである｡資本市場アプローチの実

8 zeff【1978】p.57.
9 zeff[1978】pp.59-60.
10 ｢証券投資意思決定助成機能｣と ｢会計責任機能｣の会計情報公開論については､

山地[1994】に詳述されている｡
11これらの代表的著作としてについては枚挙にいとまがないが､契約理論アプロー

チについては､sunder[19971(山地 ･鈴木 ･松本 ･梶原訳【1998】)､資本市場アプロ

ーチについては､山地 ･音川訳【19991(Brown【1994])をあげることができる｡

12 山地 【1994]18真｡
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証研究では､一般に市場の効率性 について半強度13の効率的市場を想定 し､会計

情報の有用性 を主張 してきたのである｡すなわち､会計情報が市場全体 に効果が

あることを念頭 において､個 々の投資家について有用であ り､ したがって､ある

種の会計基準が新たな情報あるいは既存の情報を投資家 に提供することが有効で

あると主張するのである14｡

上記の議論か らわか るよ うに､資本市場 アプローチの会計 目的は､patonand

Littleton【1940】の会計 目的を引き継 ぐものであると理解 してよいであろう｡また､

アメリカ財務会計基準審議会(FinancialAccountingStandardsBoards:FASB)の財務

会計諸概念ステー トメン ト(StatementofFinancialAccountingConcept:SFAC)シリ

ーズは､財務会計基準書(StatementofFinancialAccountingStandards:SEAS)等の会

計基準の枠組みを示す ものであ り､一貫 して ｢投資家の意思決定に有用な情報を

提供する｣ ことか ら ｢首尾一貫 した理論体系｣ を築 こうとしている15｡ したがっ

て､PatonandLittleton【1940】の主張は､経済学的基礎を得て資本市場アプローチ

に受け継がれているといえる｡

これに対 して､契約理論アプローチは､企業 と利害関係者 とが契約で組織化さ

れていると捉え16､エイ ジェン ト ･プ リンシパル間の情報の非対称性 を緩和する

ために会計報告を行お うとするのである17｡その経済学的基礎は､資本市場アブ

13Fama【19701は､市場が情報に反応する程度に弱度 ･半強度 ･強度という三つの効率

的市場を想定した(一ama[1970】p.383)｡弱度の効率的市場とは､｢過去の株価情報を
反映する｣市場である｡半強度の効率的市場 とは､｢株価は公表されたすべての情

報を即座にかつ十分に反映する｣市場である｡強度の効率的市場とは､｢投資家集
団がどんな情報であっても独占的アクセスする｣市場である0

14 須 田 【2000】115頁｡

15 加藤 【20021185-186頁によれば､sFACシリーズの構成は､財務報告の目的(SFAC

No.1および sFACNo.4)-その日的にかなう情報の選択基準としての情報の質

(sFACNo.2)-情報の内容をなす財務諸表の要素(sFACNo.6)-その要素の認識
(sFACNo.5)-その要素の測定(sFACNo.5)-報告の様式 ･形態となっている0

16 企業がどのように契約で組織化されているかについては､sunderl1997]pp.14-20(山

地 ･鈴木 ･松本 ･梶原訳 [1998】17-24頁)を参照せよ｡

17 sunder[1997】によれば､契約理論アプローチにおける会計の役割は､次の五つの機

能か ら理解されうると主張 している sunder[1997】p.7(山地 ･鈴木 ･松本 ･梶原訳

【199818貢)) 0 (1)各関係者の提供 した資源の測定､(2)各関係者に与えられる資源請

求権の測定と支出､(3)契約履行の状況に関する関係者への報告､(4)組織が資源を
得ているさまざまな要素市場の流動性を維持するための潜在的関係者への情報の分

配､(5)契約の交渉コス トを減 らすのに役立つ共有知識としてのある種の情報の分配｡
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ローチの基礎にある新古典派経済学ではな く新制度派経済学18を基礎 とするもの

である｡ ここで重要な点は､資本市場アプローチが完全市場を想定 しているのに

対 して､契約理論アプローチは､不完全市場あるいは不完備市場を想定 し､個人

については限定合理性あるいは学習の限界を想定 し､情報の非対称性が存在する

中での経済主体(利潤 ･便益)の効用最大化を考察するものである｡

契約理論アプローチは､エンジェンシー関係を前提 として会計報告について考

察する｡JensenandMeckling【1976]によれば､エイジェンシー関係は､｢ある一人

以上の者(プリンシパル)が自身の代わ りに他者(エイジェン ト)をして､何 らかかの

サービスに従事させる契約｣として定義され､｢これになにが しかの意思決定権限

をエイジェン トに委譲することも含む｣と述べ られている19｡そ して､Jensenand

Meckling【1976】は､エイジェンシー関係 において､次の三つのエイジェンシー ･

コス トが生じると主張する20｡

(1)プリンシパルによるモニタリング･コスト

(2)エイジェントによるボンディング･コスト

(3)残余損失

山地 【1994】にしたがって､上記のコス トを会計報告に関わ らしめていえば､次

の通 りになる21｡モニタ リング ･コス トとは､経営者が企業の財 ･用役を個人的

用途に流用するなどして株主の利害ではな く自身の利害極大化行動するような行

動(モラル ･ハザー ド)を防止するために､経営者の行動を監視するコス ト(モニタ

リング ･コス ト)である｡ボンディング ･コス トとは､経営者の情報が経営者に偏

在 しているので低能力な経営者 しか経営者市場に存在 しない状況(ア ドバース ･セ

18 赤揮昭三 ･関谷登 ･太田正行 ･高橋真 【1998113頁によれば､新制度派経済学(New
lnstitutionalEconomic:NIE)は､K.∫.Arrowなどの 『企業と組織の経済理論』､∫.M.

Buchananや M.01sonなどの 『公共選択論』､F.A.vonHayekや U.wittなどの 『進

化経済学』､R･A･Posnerや R･H･Coaseなどの 『法と経済学』､S.pejovichや J.M.
Buchananなどの 『所有権の経済分析』､D.C.Northや M.01sonなどの 『経済史の理

論』､良.H.Coaseや O.E.Williamsonなどの 『取引費用の経済学』などの多岐にわた
る｡

19 JensenandMeckling【1976】p.308.
20 JensenandMeckling【1976】p.308.
21 山地 【1994】38-39頁｡
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レクション)を回避するために､経営者が 自分 自身の情報をシグナル として発 し

(シグナ リング)､自らの能力を保証するコス ト(ボンディング ･コス ト)である｡残

余損失とは､モニタリングや シグナリングを行っても生 じる企業価値の低下をい

う｡契約理論アプローチでいう最適な財務報告制度 とは､前者二つのコス ト､つ

まりモニタ リング ･コス トとボンディング ･コス トが最小となる形態をいう｡

以上のように資本市場アプローチと契約理論アプローチを概説 してきたが､会

計基準は､資本市場アプローチと契約理論アプローチか らいえば､どのように規

定できるであろう｡資本市場アプローチか らいえば､会計基準は､最高目的たる

｢投資意思決定に対する有用な情報を提供する｣ ものが会計基準として選ばれる

ために､証券市場を中心 としたものとなる(市場ベース). これに対 して､契約理

論アプローチか らいえば､会計基準は､企業 と利害関係者の様々な契約か ら組織

化されることになる(組織ベース)｡たとえば､利益数値が財務報告(株主との契約)

と税務報告(政府 との契約)のどちらにも影響を与える可能性をもつので､会計基

準は､二つの契約における情報の非対称性を最小化するものである｡

また､二つのアプローチは､会計基準の発展に関する考え方についても大きく

異なる｡すなわち､資本市場アプローチにおいては､投資家の意思決定有用性を

究極 目的とする ｢首尾一貫 した理論体系｣によって会計基準の標準化 ･統一化が

目指されることになる｡それゆえ､会計基準は､よ り投資意思決定有用性の高い

情報を生成するものを累積的に展開させていくことになる｡ これに対 して､契約

理論アプローチにおいては､企業 と利害関係者 との各種契約によって最適な会計

報告が異なるために､会計基準の多様化が生 じることになる｡それゆえ､会計基

準は､会計基準設定時の企業 と利害関係者の環境や状況によって状況対応的な展

開を遂げることになる｡以上のような資本市場アプローチと契約理論アプローチ

の特徴をまとめれば次の通 りになる｡

図表1-1資本市場アプローチと契約理論アプローチの相違点
資本市場アプローチ 契約理論アプローチ

目的 意思決定に有用な情報の提供 情報の非対称性の緩和
理論体系 市場ベース 組織ベース

経済学的基盤 新古典派経済学 新制度派経済学
会計基準の標準化 標準化.統一化 多様化
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では､現実の会計基準 は､ どち らのアプローチが主張す る世界 に近 いと考 え ら

れるであろ うか｡我々は､二つのアプローチを比較 した場合､契約理論アプロー

チのほ うが資本市場アプローチよ りも現実の会計基準 をよ りよ く説明できると考

える｡その理 由は､｢会計の政治化｣｢会計基準の多様性｣ という二つの問題 にあ

ると考 える.第一点 の ｢会計の政治化｣の問題 については､前述 した とお りであ

る｡すなわ ち､会計基準は､patonandLittleton【1940】が主張す るような ｢首尾一

貫 した理論体系｣ によって支 え られているのではな く､各利害関係者の経済的帰

結 によって左右 されて いるか らである｡

第二点の ｢会計基準 の多様性｣は､現実の会計基準が新古典派経済学(資本市場

アプローチ)の主張す るよ うに収赦 していないということである｡この間題は､経

済学上で も指摘 されているよ うに､制度が長期的に収赦す るという含意 にもかか

わ らず､実際は各経済 間の諸制度 には差が ある ということである22｡ この点 は､

会計基準 にも該 当す る｡た とえば､次章で詳述す る ことになるが､本論文が取 り

上げる研究開発費会計 において も､開発費の会計処理がイギ リスの会計実務基準

香(SSAP)とアメ リカの財務会計基準書(SFAS)で異な る｡もっと大きな観点 とみた

として も､国際会計基準への統合が叫ばれているなかで も日本の トライアングル

体制はいまだ に存在 してお り､会計基準が一つの 目的 に収欽 しているように考 え

られない｡ このよ うな例 は､大 きな例か ら小 さな例 まで枚挙 にいとまがない｡そ

の意味 において､現実 の会計基準 は､資本市場アプローチよ りも契約理論アプロ

ーチの主張する世界 に近 いであろ うと考 え られる｡

しか しなが ら､我 々は､契約理論 アプローチ を採用す る ことにも問題があると

考える｡それは､契約理論 アプローチの ｢行動仮説｣である｡会計学の ｢行動仮

説｣ を議論す ることは､資本市場 アプローチ も契約理論 アプローチ も採用できな

い ことを明 らか にす る｡そ こで､次項以降では､Nor叫 1990】にしたがって新古典

派経済学 と新制度派経済学の相違 について詳述 し､｢行動仮説｣の問題 を説明する｡

第二項 会計学 と ｢行動仮説｣

以上のように､現在の会計学の様相 を明 らか にし､会計学が新古典派経済学や

22 North【1990】p.92(竹下訳[1994194頁).
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新制度派経済学を援用 していることを指摘 した｡また､現実の会計基準は､二つ

の点か ら資本市場アプローチよ りも契約理論アプローチの世界に近いと指摘 した｡

ここでは､二つのアプローチが想定する ｢行動仮説｣について明 らかにし､資本

市場アプローチも契約理論アプローチも採用できないことを明らかにする｡

まず､｢行動仮説｣がなぜ会計学にとって重要であるかを明らかにしよう｡｢行

動仮説｣は､資本市場アプローチあるいは契約理論アプローチにとってもっとも

基本的な仮説である｡極論すれば､資本市場アプローチ と契約理論アプローチの

差は､｢行動仮説｣よ り導きだされているといってもよい｡その結果､図表 1-1に

示 したような差が資本市場アプローチと契約理論アプローチに生じてしまうので

ある｡ したがって､資本市場アプローチ と契約理論アプローチの ｢行動仮説｣を

探求すれば､その差あるいは問題点が明 らかにされるであろう｡

それでは,資本市場アプローチと契約理論アプローチの ｢行動仮説｣ とは､ど

のようなものであろうか｡そ して､｢行動仮説｣の差がなぜ会計学に図表 1-1のよ

うな差 をもた らして しまうのであろうか｡ この問いに答えるために､我々は､

Nortb【1990】の第三章 ｢制度の理論における 『行動仮説』｣を用いて解説する｡North

【1990】を用いる理由は､我々の ｢行動仮説｣が North【1990】に非常に近いことにあ

る｡彼は､新制度派経済学の立場か ら新古典派経済学 と新制度派経済学の ｢行動

仮説｣の違いを記述 している｡新古典派経済学と新制度派経済学の差は､資本市

場アプローチと契約理論アプローチにも該当し､Northl1990】の ｢行動仮説｣の検

討 自体が契約理論アプローチの問題をも明らかにしてくれる｡

第一に､新古典派経済学の ｢行動仮説｣ とは､どのようなものであろうか｡新

古典派経済学の ｢行動仮説｣は､大雑把に言えば､あらゆる機会において費用 と

便益を比較検討するという合理的最大化行動である23｡厳密にいうのであれば､

次のように要約できるであろう(sidneyWinterの要約)｡

｢1.経済的な世界は､合理的に均衡 にあるとみなされるC

2.個々の経済行為者は､繰 り返 し同じ選択状況に直面する､あるいは非常に類似 した選

択 を次々に直面する｡

23 薮下 ･秋山 ･金子 ･立木 ･清野訳 [1995】7頁｡
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3.行為者は安定 した選好をもち､それゆえ安定 した基準にしたがって個々の選択の結果

を評価する｡

4.繰 り返 し提示を条件 とすれば､どの行為者も結果を改善するための何 らかの利用可能

な機会を確認 ･利用す ることができ､そ して営利企業の場合には､競争によって除去

されるという条件のためにそ うするであろう｡

5.それゆえ､個々の行為者が 自己の選好の極大化に失敗するような均衡は生じえない｡

6.世界は近似的均衡状態 にあるので､それは､少なくとも､行為者が極大化 していると

いう仮説によって用いられる均衡パターンをおおむね示 している｡

7.適応プロセスの詳細は複雑で､おそ らく行為者と状況に特有のものがある｡対照的に､

最適均衡 と結びつ く規則性は比較的単純である｡それゆえ,極端につましく考えれば､

経済的理解を高める道はこれ らの規則性を理論的に検討 し､そ してその結果とその他

の観察結果 とを比較することであるとされる24｡｣

ここか らわかるように､新古典派経済学の ｢行動仮説｣とは､｢合理的に行動す

る人々は生き残 り､そ うでない人は失敗するということを競争圧力が保証 し､そ

れゆえ進化論的競争状況において､継続的に観察される行動はそ うした基準にし

たがって行為 してきた人々の行動であるということを競争圧力が保証する25｣ と

いう仮説なのである｡ したがって､新古典派経済学の ｢行動仮説｣においては､

｢行為者は彼 らが選択 を行 う世界に関す る真のモデルを提供する認知システム

をもっているという仮説､あるいは少な くとも､行為者は多様な当初のモデルに

収敵に導 く情報を受け取るという暗黙の仮説26｣を想定 しているのである｡

第二に､新制度派経済学の ｢行動仮説｣ とは､どのようなものであろうか｡新

制度派経済学の ｢行動仮説｣は､端的には新古典派経済学の ｢行動仮説｣の欠陥

を補強 したものである｡特に､新古典派経済学が想定するように､行為者が真の

モデルや収欽方向を認識 しているという仮説は､現実問題を考える場合には厳 し

24 No,thl1990]p.19(竹下訳 【1993]24-25貢)｡quotedinWinter,S.,[1986],"Comments
onArrowandonLucas,"inR.M.HogarthandM.W Redereds.,TheBehavioral
FoundatlonsofEconomicTheory･JournalofBusL'ness,Vol.59,Supplement,p.429.

25 No,Ihl1990】p.19(竹下訳 【1993]25頁).

26 Northl19901p.17(竹下訳 【1993]22頁).
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す ぎる27｡そ こで､North【1990】の ｢行動仮説｣ は､新古典派経済学の合理的最大

化行動の欠陥､すなわち人間行動 における(1)動機づけと(2)環境の解読 という側面

を現実 に接近 させた仮説である｡

すなわち､(1)動機づけに関す る点 とは､人々が単純 に合理的最大化行動 を行 う

のではな く､アイデアやイデオ ロギーや ドグマに結びつ いた行動 をとるというこ

とである｡特 に､個 々人 にとって 自分 自身の価値や利害が表現できることの代償

が低 い とき､アイデアやイデオ ロギーや ドグマや一時的な熱 中な どに結びついた

行動 をとる度合 いが大 きいということである28｡(2)環境の解読 に関す る点 とは,

行為者の知識 と計算能 力が厳 しく制限 され るために必ず しも真のモデルあるいは

収欽方 向を認識できず､行為者 は､既存 の精神的構造物 を通 して情報 を処理す る

ことで環境 を解読 しているということである｡これは､｢認知心理学の合理的な人

間は､利用可能な知識 と計算手段の観点か ら手続 きの上で合理的に自己の決定 を

行お うと努 める29｣ ことか ら生 じている｡

この(1)動機づけと(2)環境の解読 という観点か ら新古典派経済学の ｢行動仮説｣

を修正 した結果､North【1990】の ｢行動仮説｣ とは､行為者が ｢各人間で異なる主

観的なモデル に基づ いて選択 を行な う30｣ ということにな るのである｡

上記の考察か らわかるよ うに､新古典派経済学 と新制度派経済学の ｢行動仮説｣

の差 は､人間行動 における(1)動機づけと(2)環境 の解読 に集約 されている｡この差

が制度 の定義 に対 して決定的な差 をもた らす｡新古典派経済学の ｢行動仮説｣ に

おいて は､人は､真のモデルや収赦方向を認識 して いるので､ 自分 自身にとって

最 も合理的選択 を行 い続 ける｡そ の意味 において､人が従 う制度 とは自分 自身の

合理的選択 ということになる｡ したがって､新古典派経済学 にお ける制度 とは､

27 Norlh【1990]は､
違っていると推

経済学の扱 う諸問題において新古典派経済学の ｢行動仮説｣が間

違っていると指摘 している(Northl1990]p.17(竹下訳 [1993]22頁))0

28 Norlh[1990】p.22(竹下訳 [1993】28頁).このような人間行動の例示は､North【1990】
のいたるところで例示されているが､一例を示す と反奴隷制運動をあげることがで

きる｡反奴隷制運動は､自分たちの利益のために用いる人々もいたが､反奴隷制運

動の知的な力が作用 している｡すなわち､｢個々人が奴隷制に対する自分たちの嫌

悪感を彼 らにとって比較的低い費用で表明でき､同時に奴隷所有者に非常に高い代

償を強いることができたことにある(Northl1990]p.85(竹下訳 【1993]112貢))｡｣
29 Northl1990]p.23(竹下訳 【1993]30頁)aquotedinSimon,H.,【1986],"Rationalityin
PsychologyandEconomics,"inR.M.HogarthandM.W.Redereds"TheBehavioral
FoundationsofEconomicTheory･JournalofBusiness,Vol.59,Supplement,pp.210-211.

30 North【1990】p.22(竹下訳 [1993】28頁).
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人自身であ り､ゲーム論的な発想で述べるであれば ｢ゲームのプレイヤー 31｣ と

いえるであろう｡

これに対 して､新制度派経済学の ｢行動仮説｣においては､人は､アイデアや

イデオロギーなどの介入や知識や計算能力の限界か ら主観的なモデルから選択を

行 うことになる｡その際に､人は､知識や計算能力の限界か ら生じる不確実性を

減少させるために制度 にしたがって行動する｡その意味において､人が従 う制度

とは､自分 自身の能力の限界である｡ したがって､新制度派経済学における制度

とは､制約条件であ り､ゲーム論的な発想で述べるであれば ｢ゲームのルール32｣

といえるであろう｡ここで注意 しなければな らないのは､新制度派経済学におけ

る制度は､単 に人の能力を制限するばか りだけでな く､同時に機会やインセンテ

ィブを与えるものでもある｡なぜな らば､能力の限界は､同時に機会やインセ ン

ティブに気付 く能力があることも意味しているか らである｡

このような ｢行動仮説｣や制度観の差は､制度の発展に対する含意にまで拡張

されることは自明である｡すなわち,新古典派経済学の ｢行動仮説｣や制度観に

おいては､非効率的な制度が取 り除かれ､効率的な制度のみが生き残るので､制

度は効率的な制度へと長期的に収赦 していく｡これに対 して､新制度派経済学の

｢行動仮説｣や制度観においては､必ず しも非効率な制度が取 り除かれることは

な く､制度は効率的な制度へ と長期的に収欽 しない可能性がある｡ただし､ここ

での ｢効率的｣の意味は､経済学上において経済成長を生み出す ことと解 される

ことには注意が必要である｡以上の点をまとめれば､図表 1-2のとお りになる｡

図表1-2新古典派経済学と新制度派経済学の違い
新古典派経済学 新制度派経済学

行動仮説の前提 合理的行為者のみ生き残るアイデア一イデオロギーの介入.
ことを競争圧力が保証 知識や計算能力の限界

行動仮説 真のモデルあるいは収敵方 各人間で異なる主観的なモデ
向を認知した上での選択 ルに基づいて選択

制度観 人.ゲームのプレイヤー 制約条件.ゲームのルール

31 瀧揮 ･谷 口訳 [2001]p.8｡
32 ｢制度は､社会におけるゲームのルール､より形式的に表現するならば､人間相
互作用を形作る人為的に創出された制約条件である｡･･･中略 ･･･経済学が用

いる専門用語を用いれば､制度は個人の選択集合を規定し､また制約する(North

【1990】pp.3-4(竹下訳 【1994]3頁))0
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このような経済学の前提を受けて､会計学では､図表 1-1で示すような資本市

場アプローチと契約理論アプローチの差が生 じてしまったのである｡すなわち､

資本市場アプローチは､資本市場の市場参加者が市場の競争圧力を所与として企

業に関する真の情報を収集する制度 として会計基準を位置づける｡当該理論にお

ける会計基準は､もっとも効率的に意思決定 に有用な情報 を与える基準へ と収

赦 ･進歩 していくことになる｡契約理論アプローチは､各利害関係者間で主観的

に導出されたモデルか ら行われた契約を支援するために会計基準を位置づける.

当該理論における会計基準は､さまざまな契約 目的か ら影響を受けて必ず しも収

欽せずに多様化する可能性がある｡

ここで､新制度派経済学者 Northの ｢行動仮説｣か ら 2つのアプローチをみた

場合､どのような問題が明らかにされるであろうか｡

まず､資本市場アプローチについて考えよう｡資本市場アプローチの ｢行動仮

説｣は､まさに新古典派経済学の ｢行動仮説｣そのものであり､完全市場におけ

る合理的最大化行動である｡North【1990】は､新古典派経済学の ｢行動仮説｣が興

味ある経済問題を取 り扱 うにあたって間違っていると指摘 してお り､これを援用

する資本市場アプローチの ｢行動仮説｣も間違っていることになる｡これは､実

際の人間行動が新古典派経済学のいうような ｢行動仮説｣どお りに行われないか

らである33｡実際､実験会計学は､｢人々がどのような会計関連意思決定を行 うの

か､あるいはその意思決定が市場価格にどのように影響するのか34｣を明 らかに

することで､資本市場の非効率性 に対 して大きな証拠 を提供 している｡ したがっ

て､我々は､資本市場アプローチを採用することには問題があると考える｡

次に､契約理論アプローチについて考えよう｡契約理論アプローチの ｢行動仮

説｣は､不完備 ･不完全情報を仮定 した上で､行為者の知識 と計算能力を制限さ

れた合理的最大化行動である35｡それゆえに､契約理論アプローチと North【1990】

33 この点については､新古典派経済学の ｢行動仮説｣が近年のゲーム理論や実験経

済学の発展によって明らかにされつつある(西部監訳 [2003]5頁)｡また､この動向
は､最近では会計学にまで波及し､実験会計学という分野が形成されつつある｡

34 Libby,BloomfieldandNelson[2001】p.2.
35 たとえば､sunder[1997】は､市場の分析に関しては経済全体を ｢契約のネクサス｣

として捕らえることなく､依然として従来の市場理論､新古典派経済学の枠組みを
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の ｢行動仮説｣は､行為者の知識 と計算能力の制限について共通 しているといえ

る｡ しか しなが ら､契約理論アプローチの ｢行動仮説｣は､アイデアやイデオロ

ギーによる動機づけあるいは既存の精神的構造物による環境の解読 といった側面

を無視 している.その結果､契約理論アプローチは､新制度派経済学における行

為者の知識 と計算能力の制限のみを取 り込んだだけであって､その他の部分は新

古典派経済学の ｢行動仮説｣ と変わ らないのである｡ したがって､我々は､契約

理論アプローチを採用することにも問題があると考える｡

では､我々は､ どのような ｢行動仮説｣ を採用すべきであろうか｡我々は､

North【1990】の ｢行動仮説｣を採用 して会計学を検討すべきだと考える｡二つのア

プローチか らの大きな相違は,｢行動仮説｣に対 してイデオロギーを導入するとい

うことにつきよう｡では､なぜイデオロギーの導入が必要なのであろうか｡この

点については,次項で考察するとともに､イデオロギーを導入 した ｢行動仮説｣

によって見 られうる､経路依存について解説することにしよう｡

第三項 イデオロギーの導入 と経路依存

我 々は､資本市場 アプローチ と契約理論 アプ ローチの相違 について述べ､

Nortb【1990】の ｢行動仮説｣か らみた既存の会計学の問題点について指摘 した｡こ

こでは､なぜイデオ ロギーの導入が必要であるのか という点 について詳述 し､

Northの行動仮説における経路依存という現象について焦点を当てる｡まず､我々

は､｢既存の会計学におけるイデオロギーの活用｣､｢『行動仮説』におけるイデオ

ロギーの役割｣､｢新制度派経済学 と制度派経済学の部分的調整｣という三つの点

か らイデオロギーの導入を主張する｡

第一に､｢既存の会計学におけるイデオロギーの活用｣とは､既存の会計学が会

計制度 ･会計基準等におけるイデオロギー等の影響を指摘 していることを意味す

る｡たとえば､山地【1994】は､アメリカ政府の企業規制に対する民主主義的政治

思想が ｢民主主義的情報公開｣の基盤を形成 していくことを主張 している｡具体

的には､Hamilton(最低限度基準思想)36とJackson(自由契約思想)37の政治思想の妥

用いている(LLJ地 ･鈴木 ･松本 ･梶原 [1998]vi頁)｡
36 ｢ハミル トンの思考は､-･中略-･厳密な最低限の州規制の下で私的に管理され

た経済を目指すという方向｣である(山地 【1994191亘)｡
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協点 として Jeffersonの中間的政治思想38がマサチューセ ッツ州の鉄道規制委員会

規制 を形成 させた と主張す る39｡ したが って､我 々は､イデオ ロギーの導入が既

存の会計学の研究か ら考 えて も別段特筆すべき ことではない.

第二 に､｢『行動仮説』にお けるイデオ ロギーの役割｣は､イデオ ロギーが行為

者 の知 識 と計 算 能 力 を規 定 した 場 合 に重 要 な 役 割 を持 つ こ と を意 味 す る｡

North[1981】は､次のよ うにイデオ ロギーの本質 を指摘 している40｡

1.イデオロギーは､諸個人がその環境と折り合いをつけ､｢世界｣を手に入れて意思決定

過程を単純化するための節約手段である｡

2.イデオロギーは,個人が抱く世界の公正についての道徳的倫理的判断と解きがたく絡み

合っている｡この状況は明らかに､様々な選択肢一競合的な諸合理化ないし諸イデオロ

ギー-がありえうるということを意味している｡所得の ｢適切な｣分配についての規範

的な判断は､イデオロギーの重要な部分である｡

3.諸個人がそのイデオロギー上の考え方を変えるのは､経験がイデオロギーと不整合とな

るときである｡基本的には､彼らはその経験によりうまく ｢適合｣する新たな合理化を

発展させようと試みる｡

ここで重要なのは､第一点である｡契約理論 アプローチ は､行為者の知識 と計

算能力を制限 してお り､手続 きの上で合理的 に自己の決定 を行お うと努めると仮

定 している｡しか し､契約理論アプローチは､Northl1981]が指摘す るようなイデ

オ ロギー による単純化 の機能 を完全 に無視 して しまって いる｡North[1981】によれ

ば,イデオ ロギー理論 の欠如が新制度派経済学の欠陥で あるとして指摘 してお り

41､契約理論 アプローチ は この問題 を完全 に無視 して いる｡そ こで､本論文 は､

37 ｢ジャクソン民主主義の基調は､ある論者によって 『負の自由主義』として特徴

付けられ､基本政策である政府介入を最低限に抑え､各個人の自由を保証するとい

う考え方｣である(山地 [1994]96頁)a
38 Jeffersonの政治思想は､Hamiltonの政治思想や Jacksonの政治思想とは異な り､大

衆を立ちなが ら大衆 とは一線を画 した政治思想である｡それは､｢大衆を抱き込み

宥和化 した権力闘争｣であ り､それが ｢大衆そのものが権力を握る闘争｣であるか

のような色彩をもって くることになる(山地 [1994197頁)｡

39 山地 【1994】87-151頁｡

40 No仙 【1981】p.49(中島訳 [1989】68-69頁).

41 No,Ihl1981]は､アイデアやイデオロギー等が制度変化の大きな要因であり､新制
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Nor叫 1981;1990】にしたがってイデオロギーを導入する必要があると考える｡

第三に､｢新制度派経済学 と制度派経済学の部分的調整｣は､イデオロギーの導

入によって新制度派経済学 と制度派経済学の不整合を部分的に解消できることを

意味する42｡すなわち､イデオロギーの導入が新制度派経済学の枠組みを維持 し

たままで制度派経済学43において指摘 されてきた点を一部吸収する点である｡ こ

の点を厳密に述べるためには､新制度派経済学と制度派経済学の違いを明 らかに

しなければな らない｡

赤揮 ･関谷 ･太田 ･高橋 【1998】によれば,制度派経済学と新制度派経済学の違

いは､次のように要約される｡

図表1-3新制度派経済学と制度派経済学の相違点
制度派経済学 新制度派経済学

制度論 社会慣習.儀式的行動 社会のゲームのルール
方法論 方法論的全体主義 方法論的個人主義
人間論 文化の産物 合理的な選択者

(出所)赤揮 ･関谷 ･太田･高橋 【1998】30貢｡

制度派経済学の制度観は､創始者 veblenによれば､｢『制度 とは､個人や社会

の特定の関係や特定の機能に関する広 く行きわたった思考習慣なの』であり､長

年幾世代にもわたって受け継がれてきた社会慣習 ･社会規範 ･価値観などである

44｡｣新制度派経済学の制度観は､前項で示 したとお り､制約条件やゲームのルー

ルとして定式化されるものである｡制度派経済学の方法論(方法論的全体主義)は､

｢経済活動を人間活動全般の一部 としてとらえ､経済活動 とその他の社会 ･文化

度派経済学はイデオロギー理論がなければ不完全であると主張する(竹下訳 [1996]

75頁;North【1981】pp.45-58(中島訳 [1988】63-82頁)).すなわち､｢イデオロギーに
ついての､あるいはより一般的には知識社会学についての明示的な理論がなければ､
現在の資源配分や歴史的変化を説明する我々の能力には､大きな欠陥が存在するこ

とになる(Northl19811p.47(中島訳 [1988】66頁))｡｣
42 sawabeandYamaji[19991p.13は､｢会計学の合理的選択の制度主義と認知制度主義
のコミュニケーションは､たとえ表面上の基本問題において互いに対立したしても､

より多くの成果を生み出すであろう｣と主張している｡

43 赤揮 ･関谷 ･太田 ･高橋 【1998】によれば､制度派経済学は､T.B.Ⅵblenや J.良.

commonsや W.C.Mitchellkなどの 『旧制度派』､J.K.Galbraithや C.E.Ayresなど
の 『新制度派』に分かれる｡
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活動などとの相互関係に着 目する45｡｣これに対 して､新制度派経済学の方法論(方

法論的個人主義)は､経済分析の単位 を個人におき､｢個人行動の分析 とそ こか ら

得 られた推論か ら経済活動全般､そ して制度の説明が行われる46｡｣また､制度派

経済学の人間観は､その時代の歴史 と文化が作 り出したものであり､最大化行動

を否定するのに対 して､新制度派経済学の人間観は､合理的に物事を判断 し､的

確な選択的行動をとり効用を最大化するものである47｡

ここで注 目すべき点は､新制度派経済学が新古典派経済学の枠組みを拡大 した

ものであり､あくまでも ｢個人の目的保有行動｣か ら社会 ･経済 ･政治現象等を

考察 していることである｡ これに対 して､制度派経済学は､あくまでも ｢文化｣

か ら社会 ･経済 ･政治現象等を考察 しようとする｡ したがって､新制度派経済学

と制度派経済学の間には大きな隔た りが存在 し､新制度派経済学は､制度派経済

学でいう ｢文化｣をほとんど記述 していないのである48｡特に､制度派経済学者

の Hodgesonは､新制度派経済学が新古典派経済学の一派だと指摘 している49｡

しか しなが ら､No仙 【1990】は､｢文化は諸個人が情報を処理する方法を定義す

る｣ と述べ､文化の影響を取 り入れる50｡すなわち､文化は､情報処理方法を定

義 して､人が精神構造物を通 じて外部情報を認識するのを助ける｡その結果､多

くの個人の間で共通 した一致 したイデオロギー(コンセ ンサス ･イデオロギー)が

生まれるかもしれない｡たとえば､North【1981】は､｢法､仲間の市民の権利､国

家および支配者の権威に対する広範な尊重は､いかなる社会の維持にとっても不

可欠であるO-･中略-.支えるイデオロギーがなければ､パワー ･エ リ- トにと

って市民を監視する費用 と市民にとっての互 いを監視 し合 う費用は無限大 に近づ

44 赤滞 ･関谷 ･太田 ･高橋 【1998】28頁 ｡

45 赤滞 ･関谷 ･太田 ･高橋 【1998】29頁｡
46 赤滞 ･関谷 ･太田 ･高橋 【1998】29頁｡
47 赤滞 ･関谷 ･太田 ･高橋 [1998】30頁｡

48 これは､新制度派経済学が規則に従った行動(rulefollowing)を次のような観点から
考えるからである｡すなわち､(1)情報コス トおよび意思決定コス ト､(2)認識およ

び情報処理の制約､(3)個別的状況に順応しようとする際に生じる誤差リスク､(4)
自分の行為が決定されたルールであるという事実によって個人に流入する利点の

結果であるとしている(Rutherfold[1994]p.68)0
49 赤揮 ･関谷 ･太田 ･高橋 【1998】31頁｡

50 Norlhl1990】p.42(竹下訳[1994]57頁).｢文化は､『行動に影響を与える知識､価値､
およびその他の要因をある世代からつぎの世代へ教育と模倣によって伝達するこ

と』と定義される North【1990】p.37(竹下訳【1994]49頁)｡｣
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くであろう51｡｣と指摘する｡これは､支配的なイデオロギーが経済学でいう取引

コス ト等が低下させている側面を指摘 したものといえる｡

したがって､イデオロギーの導入が ｢個人の目的保有行動｣と ｢文化｣の相互

作用の記述を部分的に可能にし､新制度派経済学と制度派経済学の隔たりを埋め

る｡そ こで､我々は､｢新制度派経済学と制度派経済学の部分的調整｣からもイデ

オロギーの導入が必要と考える｡実際､アメリカの研究開発費会計では､制度派

経済学者の一人 Galbraithの軍産複合体(MilitaryIndustrialComplex:MIC)の分析を

取 り入れなければな らないことになる｡

以上のように､我々は､イデオロギーの導入が ｢既存会計研究におけるイデオ

ロギーの活用｣､｢『行動仮説』におけるイデオロギーの役割｣､｢新制度派経済学

と制度派経済学の部分的調整｣の観点から必要であると考える｡しかしなが ら､

我々は､最後の論点で示した ｢個人の目的保有行動｣と ｢文化｣の相互作用を詳

しく説明してない｡そ こで､我々は､｢個人の目的保有行為｣と ｢文化｣の相互作

用について述べ､その相互作用の中か ら経路依存を導出する｡まず､｢個人の目的

保有行為｣と ｢文化｣の相互作用 とは､次の図表 1_4に集約されるものである｡

図表 1-4 ｢個人の目的保有行為｣ と ｢文化｣の相互作用

51 竹下訳 [1996】75頁｡

26



(出所)八木 ･橋本 ･家本 ･中矢訳【1997】81貢修正｡

図表 1-4の ｢P｣は､｢個人の目的保有行動｣を示 し､｢Ⅰ｣は､｢文化｣を示 し､

｢o｣は ｢その他のあ りうべき要因｣を示 している｡また､plは現在のある個人

の行動 として考え られ､右へ行 くはど過去の要因であると仮定 している｡ この図

表では､現在の Plという目的保有行動は､過去の P2という目的保有行動と Ilと

いう文化 と 01というその他の要因によって説明されることなる｡また､p2 とい

う目的保有行動は､p3と 12と 0 2という要因か ら説明され､p3は､p5と p6と 03

という要因か ら説明されることになる｡したがって,人間行動 というのは､｢個人

の目的保有行為｣ と ｢文化｣の相互作用か ら説明されうるものである｡

次に､｢経路依存｣は､こうした ｢個人の目的保有行為｣と ｢文化｣の相互作用

(図表 1-4)にどのように関わっているのであろうか｡経路依存は､｢小さな出来事

や偶然の事象の結果が解を決定 し､それが支配的になると､人をある特定の経路

に向かわせる52｣ ことと定義される｡実は､経路依存 とは､図表 1-4で言えば pl

52 North[19901p.94(竹下訳 【1994】124頁)･
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が過去のある要因(た とえば p5)によって大きく影響されている(または制約条件

となっている)状態を指す もののである｡ したがって､経路依存は､｢個人の目的

保有行為｣ と ｢文化｣の相互作用の中で､現在の諸現象が一見のところまった く

関係のないような過去の現象と深 く結びついている様子を描写できることになる｡

ここで注意 しなければな らない点は､もし新古典派経済学の ｢行動仮説｣を採

用 したとしても ｢経路依存｣ という現象を導出することが可能であるという点で

ある｡これは,｢行動仮説｣が経路依存の方向性を決定することを示 している｡た

だ し､新古典派経済学の ｢行動仮説｣の場合､すべての要因が ｢個人の目的保有

行為｣の中の合理的最大化行動のみに限定され､イデオロギーや ｢文化｣や ｢そ

の他の要因｣を無視する｡我々は､North【1981;1990]の ｢行動仮説｣を採用する

ので､｢文化｣や ｢その他の要因｣についても ｢個人の目的保有行動｣を仲介 しな

が ら記述 して､経路依存の範囲を既存の会計学よ りも大きく捉える｡

最後に､図表 1-4は､経路依存の問題点についても明示 してくれる｡それは､

現在の目的保有行動 plを説明する際に､その行動を説明する要因を無限に遡及 し

て しまう可能性がある点である｡ これは､無限後退問題(infiniteregression)53と呼

ばれる問題であり､経路依存を利用する場合に必ず付随する問題である｡ しか し

なが ら､ このような問題があるとしても､会計基準を分析する際の方法論 として

採用することは有用であると考える｡我々は､当該問題を第三節において深 く検

討 したいと考える｡

第三節 経路依存の概念的基礎 と経済学 ･会計学の経路依存研究

前節では､本論文が North【1990】の ｢行動仮説｣を採用 し､イデオロギーを会計

学に取 り入れることを表明した｡本節では､経路依存の概念的基礎および経済学

上あるいは会計学上の経路依存について､既存研究を用いて記述 していく｡

第一項 経路依存の概念的基礎

経路依存 とは､前節の図表 1-4で示 したように､現在が過去の要因によって大

きく影響されている(または制約条件 となっている)状態を指す ものである.それ

53瀧揮 ･谷 口訳 [2001]19頁｡
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は､新古典派経済学の ｢行動仮説｣であろうと新制度派経済学の ｢行動仮説｣で

あろうとみ られるうる現象である｡ただ し､新制度派経済学の ｢行動仮説｣は､

新古典派経済学の ｢行動仮説｣を拡張 しているためによ り広範な経路依存を認め

うるであろう｡本項では､経路依存がなぜ人間行動にみ られうるかという概念的

基礎 につ いて検 討す る｡なお､経路依存 の概念的基礎 を解 くにあた っては､

Rizzello【1997】にしたが う｡

まず､Rizzello【1997】は､制度を一種のルーティンとして考え,制度変化を以前

のルーティンが新 しいルーティンに置き換わる過程 として定義 して考察する54｡

ここで重要な点は､新 しいルーティンが人の知識獲得過程か ら形成されている点

である55｡すなわち､新 しいルーティンの形成 とは､｢問題のある状況を解決する

ために､個人が どのように使用するルーティンを合成するかを理解することであ

る56｡｣

上記の Rizzello【1997】は､次のように整理できるであろう｡まず､人は､客観的

な情報で構成される外部情報を個別の内生的な過程を通 じて認識する｡そ して､

人は､何 らかかの問題のある状況が生じた場合に､各個人のそれまでの経験か ら

得 られた主観的な認識を基に状況対応策を形成する｡最終的に､各個人の主観的

な認識が各個人間で共通 し (間主観性)､結果その状況対応策が多 くの個人間で し

たがって社会で支配的になると､｢制度｣となる57｡したがって､個人の知識獲得

過程が最終的に経路依存を引き起 こしているといえ､経路依存の概念的基礎は､

個人が既存知識を用いて外部情報を認識 し､新 しい制度を形成する点にあるとい

えよう｡

この点を図表 1-4との関連で示すのであれば､plという現在の目的保有行動は､

個人が p2と Ilと 01を知識とした上に生み出されたということになる｡同様に､

p2は､p3と Ⅰ2と 0 2を知識 とした上に生み出され､p3は､p5と p6と 03を知識と

した上に生み出されることになる｡その結果､p5や p6や 03等は､plという目的

保有行動を形成する上で個人の知識 として制約条件(制度)となっているのである｡

したがって､経路依存は､歴史的連鎖の中において観測 され うるのである｡

54Rizzello【1997]p.104
55 Rizzel】o【1997】p.111
56 Rizzellol1997]p.111
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以上のような分析か らわかるように､経路依存の概念的基礎が個人の主観的認

識 とその知識獲得過程の連鎖 にあることがわかる｡ したがって､経路依存を分析

するにあたっては､当然なが ら個人の主観的な認識 を描写 しなければな らないO

歴史分析の場合には､当該時代の個人の主観的な認識あるいはそれに影響を与え

た歴史事象や偶然性を綿密 に描写 し､それが以後の個人の主観的認識に影響を与

えていったのかについて考察 しなければな らない｡その結果､過去の主観的な認

識が どのような影響を現在 にもた らしているのか､あるいは現在にとって重要な

過去の主観的な認識 とは何か といった知見を得ることができる｡そ して､その分

析結果 は､｢必ず しも最適な解で特徴づけられない､小さな歴史的事象が特定の経

路の発展 に影響する可能性58｣を示す こともある59｡

次項は､経路依存が経済学上で どのように考 え られてきたのであろうかについ

て考察する｡

第二項 経済学上の経路依存

経路依存 という概念が特 に経済学上で考え られるようになったのは､競合技術

の採用 に関する研究か らである｡競合技術の研究は､伝統的な新古典派経済学が

収穫逓減(decreasereturn)を仮定 し予測可能な経済の単一的均衡へ と導 くのに対 し

て､収穫逓増(increasereturn)を仮定 して予測不可能な複数均衡が生 じることを指

摘する60｡競合技術の研究は､競合技術､た とえばタイプライターのキーボー ド

の配置や vHSとBetaや小型の石炭運搬車 と大型石炭運搬車61や鉄道の狭軌や広軌

といったさまざまな例 において収穫逓増の性質があることを実証 していった62｡

具体的な例 として､Arthurl1994]は､ビデオカセ ッ トテープの例 をあげている63｡

ビデオカセ ッ トテープ市場には､ほぼ同じ価格で販売される vHSと Betaという

二つの競合するフォーマ ッ トが存在する｡各フォーマ ッ トは､市場 シェアが増加

57 Rizzello【1997】pp.104-111.
58 MagnussonandOttosson【1997]p.2.
59 このために､経路依存は新古典派のパラダイムへの批判とも考えられるときがあ

る(MagnussonandOttosson【19971p.2)｡

60 Arthurl1994]p.1(有賀訳 【2003]1貢)｡
61 scottl2001].

62 North[1990】p.93(竹下訳[19931123頁)

63 Artlmrl1994]p.2(有賀訳 【2003]4頁)｡
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するにつれて収穫逓増を認知することができる｡たとえば､vHSレコーダ数が多

くなれば､ビデオの販路で VHSフォーマ ットの空テープをよ り多 くス トックする

ことが推奨され､それによって VHSレコーダを所有する価値を高めることにな り､

よ り多 くの人々に vHSを買わせる方向に向かわせるというものである｡もしこの

二つのフォーマットが同時出発するのであれば､市場は､外生的な環境や運の影

響を受けて結果を不安定なものにしてしまうのである｡

Arthur【1994】に代表されるような競合技術の研究では､収穫逓増の配分問題を

考察することによって､複数均衡 ･非効率性の可能性 ･閉塞 ･経路依存性(非エル

ゴー ド性)といった性質を発見するに至った｡ここで､それぞれの性質について解

説を加えると次のようになる64｡

(1)複数均衡 - ･多くの解が可能であり､結果は不定である｡

(2)非効率性の可能性 - ･他のものよりも本質的に良い技術が支持獲得の不運のために

負ける｡

(3)閉塞 - ･いったん到達されると､解は脱出困難である｡

(4)経路依存 ･･･小さな出来事や偶然の事象の結果が解を決定し,それが支配的になる

と,人をある特定の経路に向かわせる｡

上記のビデオカセ ッ トテープの例でいえば､複数均衡は､vHS あるいは Beta

のどちらが勝利するかわか らないという点を意味 し､非効率性の可能性は､Beta

が vHSよ りも性能的に優れていたとしてもvHSが勝利 して しまう点を意味する｡

そ して､閉塞は､いったん vHS が市場シェアを圧倒的に占めて しまえば､Beta

へと変更することが困難であることを意味 し､経路依存は､初期状態や外生的な

環境や運 といった要素が vHSあるいは Betaのどち らを勝利させるかを決めて し

まうことを意味する｡

では､収穫逓増は､伝統的な新古典派経済学に反 して起 こりうるのであろうか｡

この点に関 して､Arthur【1994】は､自己強化機構(self-reinforcemechanism)という

64 Arthur【1994]p.112(有賀訳 【2003】159頁);North[19901p.94(竹下訳 【1994】124頁).
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機構を考え出 し､その源泉 を次のように規定 したのである65｡

(1)大規模な機構 もしくは固定費用 - ･産出の増加につれて単位費用の低落 という利点

を生み出す｡

(2)学習効果 - ･製品の普及が高まるにつれて製品改良や費用削減をするように作用す

るD

(3)調整効果 ･- 同じ行為を取っている他の経済エージェン トと ｢同行する｣利点を付

与する｡

(4)自己強化期待 - ･市場での普及が高まるといっそ う普及するという信念を高める｡

このようにして､競合技術の研究は､伝統的な新古典派経済学に反 して収穫逓

増を仮定す ることで､経路依存な どといった性質に注 目するようになった｡

しか しなが ら､経路依存 という性質がそれ までの経済学においてまった く考え

られて こなかったわけではない｡Hodgson(西部監訳【2003】)は､競合技術の研究の

他に､経済学上の経路依存の例をいくつか示 している66｡オース トリア学派の C.

Mengerのモデル に関す る R.Jonesの分析は､通貨単位の進化が経路依存的なケー

スになることを示 している｡すなわち､通貨単位の選択過程は､偶発事や初期認

知 に左右 されることにな り､｢他の商品ではな くある特定の商品の発生を導いた

初期の 『偶発事』によ り､貨幣が鋳貨になるか､牛 になるか､あるいは子安貝 に

なるかが決定 される67｡｣

また､Hodgson(西部監訳【2003】)は､工場制度 に関わる歴史研究者の主張 を元 に

次のような主張 もしている｡すなわち､工場制度 と近代資本主義的企業の発展は､

もっとも効率的な組織形態 を採用 した結果ではな く､ナポ レオ ン戦争期のイギ リ

スや南北戦争時の合衆国における当時の軍事的構造か ら影響を受けたのだ と述べ

ている68｡これは､｢戦争 という環境が産業組織の軍事的形態を誘発 したのであ り､

65 Arthur[1994】p.112(有賀訳 [20031159頁);North【1990】p.94(竹下訳 【1994]123-124

戻).

66 Hodgson(西部監訳 【2003])は､ここで挙げる例の他にもいくつかの例を挙げているD
詳細については､西部監訳 【2003]218頁を参照せよ｡

67 西部監訳 【20031172頁｡

68 西部監訳 【2003]317貢.
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軍隊の階層的編成に類似するものが､それと同じような作業員の組織にもみ られ

るのである69｡｣

さらに､岡崎 ･奥野 【1993】は､｢仕組みや制度の違いは､歴史的偶然や過去の

政策的介入 によるものであ り､過去の歴史的経路が現在を規定 している70｣ と述

べ､具体的には日本の経済 システムについて考察 している71｡彼 らによれば､現

代 日本の経済システムは､｢日中戦争と太平洋戦争という戦時期に､戦争経済への

国家資源の総動員のための 『計画経済化』 とそれを実行するために作 られた72｣

と主張する｡この種の議論は､一般的には ｢1940年体制｣と知 られる議論であ り､

現在 と戦時中の連続性を論 じている73｡

以上のような経路依存 に関わる議論は､伝統的な新古典派経済学の主張 とは異

な り､予測不可能な多数均衡の発生を意味 している｡そ して､そのような予測不

可能な多数均衡モデルにおいて決定される均衡は､均衡外でたどってきた経路､

初期条件や外的なショックの影響を受けることになるのである74｡その結果､経

済学上の経路依存研究は､最終的に同一の均衡点に収束するので歴史を無視でき

るという見方ではな く､｢歴史が重要である｣ことを指摘することになったのであ

る｡

最後に､Northl1990】や Grief【1998】の経路依存に関わる議論を紹介 して本項を締

めくくることにしたい｡まず､Northl1990】は､｢制度変化の理論｣を体系化 した

後に､｢さまざまな経済社会間の経済発展や成長に違いがみ られるのか75｣という

問題を解 く鍵 として経路依存を活用する｡｢制度変化の理論｣とは､制度変化を｢相

対価格の変化｣ と ｢アイデアやイデオロギーの変化｣ という観点か ら考察 し､さ

らに制度変化の経路(全体的な制度変化の流れ)を ｢収穫逓増｣と ｢不完全な市場｣

という観点か ら考察するものである｡すなわち､制度変化の分析が局所的な分析

であるのに対 して､制度変化の経路の分析は､各経済の比較を含めた長期的な分

析 となる.経路依存は､後者の分析の際に制度発展パターンか ら経済社会間の経

69 西部監訳 [2003]317頁0

70 岡崎 ･奥野 【1993】279頁｡

71 岡崎 ･奥野 【1993]は､自らの分析を比較制度分析 と称 している

72岡崎 ･奥野 【1993】274貢｡

73 野 口 【2002]｡
74 西部監訳 [2003】317貢｡
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済発展や成長に違いを説明するものとして利用される｡ こうした分析方法につい

ては次節で詳述するため､ ここでは省略する｡

具体 的な例 として､North[1990]は､ アメ リカ合衆 国で北西条例(NorthWest

ordinance)76を挙げている｡北西条例 は､1787年の大陸会議で可決 した条例であ

り､相続のルール､土地所有権 を規定 し､地域政府(territorialgovernment)の基本

構造 を創設 し､各地域が 自治州 になるメカニズムな どを規定 した法令である｡北

西条例の立案者は､英国的な植民地思想 を受 けつつ､当時の論争点77を解決 しな

が ら北西条例 を形成することになった｡その後､北西条例は､各地域の所有権､

相続法､政治的決定ルールの構造へ と派生 し､その構造が組織や企業家を生み出

す ことになる78｡ したがって､北西条例は､適応的に効率的な(経済成長を生み出

す)経済発展を準備するとともに､土地所有権 と明確な相続 システムによって効率

的な政府のシステムも準備 し､各地域を連邦政府 に統合する政治的取引費用を低

くすることになった79｡

これ に対 して､ラテン･アメリカの国々は､19世紀に合衆国憲法を導入 したが､

合衆国 と同様 に適応的に効率的な結果 を得たか というとそ うではない｡合衆国の

場合には､英国および植民地経済の経済的 ･政治的諸政策の継続的遺産を具現化

し､一貫 したイデオロギー によってモデル化 された80｡ しか し､ ラテン ･アメリ

カの場合には､スペイ ンやポル トガルの課 した､長期の集権的な官僚的コン トロ

ール とそれ に伴 う争点 に対 してイデオロギー的知覚 という遺産の上に､相容れな

いルール集合が課 された81｡その結果､ラテン ･アメ リカ連邦計画や分権化の努

力は､独立直後数年だけしか機能 しないことになったのである82｡ したがって､

同じルールを採用 した として も､経済社会間の経済発展や成長 に違いが生 じるこ

75 赤滞 ･関谷 ･太田 ･高橋 【1998】149貢｡

76 Northl1990】p.97(竹下訳 [1994]128貢).
77たとえば新 しい州の規模やその連合加入の条件や北西範士における奴隷制の禁止

などである｡州の加入権限は､既存の相対的な力と交渉力に影響するために論争を

引き起 こした｡また､奴隷制の禁止は､合衆国憲法で奴隷を 5分の 3と換算するこ

とと引き換えに北西条例では禁止されたO南部奴隷州は､その換算によって議会で

の代表者を増やした(North[1990]p.98(竹下訳 【19941128-129頁))｡

78Norlh[1990]p.98(竹下訳 [1994]129頁)･

79 Northl1990]p.99(竹下訳 [1994]130頁).

80 Norlhl19901p.103(竹下訳 【1994]135頁).

81 Norlh【1990】p.103(竹下訳 [1994】135頁).
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とにな る｡ このよ うに､Northl1990]は､経路依存な制度発展パ ター ンが経済社会

間の経済発展や成長 に違 いを説明する と主張 したのである｡

次 に､Grief[1998】は､North[1990】のよ うな新制度派経済学が ｢社会制度の起源

を説明す るさいに､特定の行動主体が特定のコンテ クス トのなか に置かれている

ことを前提 としな ければな らな くなっている83｡｣という問題 を克服す るアプロー

チ として歴史制度分析 を提唱 したO歴史制度分析 は､制度 を ｢ゲームにおけるプ

レイヤーの均衡戦略｣､すなわち ｢非技術的 に決定 される､自己拘束的な行動 に対

す る制約｣ と位置づ ける84｡歴史制度分析 の方法論は､次のよ うなアプローチ を

用 いる85｡

(1)まず歴史情報と比較情報を材料として､どの技術的要素ないし制度的要素を 『外生的』

なものとして扱うか､またどの制度的要素を 『内生的』なもの､すなわち説明されるべ

きものとして扱うか､を区別する｡

(2)そして､外生的要素がゲームの外生的ルールを規定する文脈特殊的なゲーム理論的モデ

ルを構築した上で､可能な複数均衡解を導出する｡

(3)さらに､これらの解のうち､被説明項としての制度的要素の性質を理解する上で有効な

ものを見極める｡

(4)最後に､特定の均衡の選択をもたらした原因とみなされる 『歴史的』要素は何かを吟味

する,というものである｡

Grief【1998】は､具体的な例 として 11世紀終わ りのマグ レブ商人 とジェノア商人

の商人 ･代理人関係 を用 いて経路依存 を指摘 している｡Grief【1998】によれ ば､マ

グレブ商人 とジェノア商人の文化的信念(マグ レブ商人:イス ラム教,ジェノア商

人:キ リス ト教)が異なった制度解 を導出 した ことを指摘す る｡すなわち､マグレ

ブ商人は､集 団主義的な価値観 を持つため､一度編 した代理人を雇用せず に低賃

金 を支払 う集団主義的均衡 を採用 した｡一方､ジェノア商人は､個人主義的な価

82 No,lhl1990】p.103(竹下訳 [1994]135亘).

83 八木 ･橋本 ･家本 ･中矢訳 [1997]iv頁｡
84 Grief【19971p.84.
85 瀧滞 ･谷口訳 [2001】22項｡
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値観を持つため､無差別に代理人を雇用 し高賃金を支払 う個人主義的均衡を採用

した｡Grief【1998】は､文化的信念が異なった制度解を生み出した点を示唆 してい

る86｡

以上のように､経路依存は､経済学上の多 くの分野で利用されている｡そうし

た研究の共通点は､新古典派経済学の仮定に反 して分析を行っているということ

である｡特に､North【1990】や Griefr1998]は､イデオロギーによる行動を加えた ｢行

動仮説｣を用いている｡その結果､個人の主観的な認識あるいはそれに影響を与

えた歴史事象や偶然性が均衡解あるいは制度解に対 して大きな影響を及ぼしてい

るのである｡ したがって､経済学上の経路依存研究は､一貫 して ｢歴史が重要で

ある｣ ことを主張することになる｡

第三項 会計学上の経路依存

前項では､経済学上の経路依存研究について明らかにしてきた｡本項では､会

計学上の経路依存研究について考察する｡ しか し､会計学上で経路依存を明示的

に考察 した文献はあまりない｡そのため､会計学上の経路依存は､既存研究を経

路依存の観点から捉えなおす必要を生じさせる｡膨大な既存研究を捉えなおす こ

とは､本項の趣旨か ら逸脱するために､いくつかの歴史研究 とゲーム理論を活用

した研究を利用 して会計学上の経路依存を導 く｡歴史研究は､歴史の連続性を検

討する場合に経路依存を捉えることにな り､ゲーム理論は､モデルの外生変数､

つま り初期条件や偶然といった要素が影響を及ぼしている場合に経路依存を捉え

ることになる｡

まず､経路依存 を直接的 に用 いる歴史研究 を取 り上 げよ う｡MirantiJr.and

o'Grayl1998】は､アメリカの企業モニタリングの展開が四つの段階(第一段階:経

済的利害集団によるモニタ リング87､第二段階:連邦政府によるモニタリング88､

86 さらに､交換機会が広がった際には､マグレブ商人は､他のマグレブ商人を雇用

することで対応し､ジェノア商人は､非ジェノアとの間に新 しい雇用関係を創出す

ることになったo簡単な内容の説明については､瀧揮 ･谷口 【2001]77-82頁を参
照せよ｡

87 現代の ドイツのハオスバンクや 日本の系列構造のように経済的利害集団が企業全

体を支配するモデル(MirantiJr.andO'Gray[1998】p.1)0
88 鉄道業や公益事業のような自然独占産業において､政府が消費者を保護するため

に企業業務の高い透明性を保障するモデル(MirantiJr.andO'Gray【1998】p.1)0
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第三段階:専門家によるモニタリング89､第四段階:政府 と専門家による共同モニ

タリング)か ら構成されていることを示 した｡そ して､政府 と専門家による共同モ

ニタリングが前三段階の発展可能な選択モデルに対 して勝利 した歴史的環境を見

定めたのである｡特に､政府 と専門家による共同モニタ リングが現在まで存続 し

ている理由について次のように述べる｡すなわち､

｢政府 と専門家による共同モニタリングに伴 う第四段階の活力は,実質的に 1930年代のは

じめか ら強化 されてきた｡専門家組織 と政府機関を必要 とするアメリカの標準化過程の

有効性について批判があったけれ ども､会計指針の範閲と質は､結果的に時間とともに

改善されていった｡専門家の指針は､経路依存性のある学習過程を通 じて,財務諸表監

査に受け入れ られた技術 と同様に､取引の測定 と開示の指針を発展させてきた｡そのよ

うなアプローチは､実務で最 も有効であると判明した経験か ら取 り込まれるので､過去

の経験に対する評価が新 しい制度配置の発達を促進する90｡｣

したがって､MirantiJ-.andO'Gray【1998】は､政府 と専門家による共同モニタリ

ングが経路依存性のある学習過程を通 じて強化され､現在まで継続 していると述

べている｡

また､山地【1994】は､経路依存を使用 していないが､歴史研究の中で経路依存

に該当する現象について指摘 している｡山地【1994】は､Jeffersonの民主主義的政

治思想 ｢情報を一般に交付 し,世論の審判の台前にすべての権力の乱用について

審問を行わせ しめること91｣ という民主主義の大前提 に関わ らしめて､会計情報

公開を宥和化的支持獲得行為であると位置づける｡特 に､山地【1994】は､マサチ

ューセ ッツ州の鉄道規制委員会規制がJeffersonの民主主義的政治思想のもとに形

成されたと主張する｡それゆえ､鉄道業の情報公開問題が巨大組織の出現もって

全アメリカ的に展開することを鑑みれば､Jeffersonの民主主義的政治思想は､会

計情報公開論の根底をなすものである｡それゆえ､Jeffersonの民主主義的政治思

89 専門家集団が政府から介入を受けずに独立したモニタリングを行うモデル

(MirantiJr･andO'Gray【1998】p･1)｡
90 MirantiJr.andO'Gray【1998】p.33.

91 山地 【1994】92頁｡
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想は､現代の会計情報公開の経路を決定 した大きな要因といえる｡

最後に､ゲーム理論を利用 した研究では､篠田【2002]が制度変化の要因として

カタス トロフを取 り入れ､1930年代以降の原価評価導入 と 1980年代以降の金融

資産時価評価導入を検討 している｡1930年代については､｢株式会社制度 と株式

市場の進展､および､それに伴 う一般投資家大衆の増加にもかかわ らず､企業財

務に関わる情報公開が十分に行｣われなかったために､大恐慌を契機にカタス ト

ロフ ･トリガーが生じた92｡また､1980年代については､｢金融機関のリスク管理

の責任が増大 しているにも拘わ らず､銀行財務のリスク ･不良債権 に関わる情報

開示が十分に｣行われなかったために､S&L崩壊を契機にカタス トロフ ･トリガ

ーが生 じた93｡

篠田【2002】は､この二つのカタス トロフ ･トリガーが原価評価導入 と金融資産

時価評価導入という制度変化を説明し､会計制度の経路がカタス トロフ ･トリガ

ーに依存 していることを検討 したのである｡

以上のように､既存の会計学は､経路依存 という現象を捉えられている｡ しか

しなが ら､会計学上の経路依存研究は､｢行動仮説｣を正確 に定義 して引き出され

たものではなく､具体的な対象を分析することで経路依存を捉えてきた｡そ こで､

我々は､Northの ｢行動仮説｣に従って意図的に経路依存を捉えようと考える｡

その結果､我々は､現在の現象が一見のところまったく関係のないような過去の

現象 と深 く結びついている様子を描写する｡

そのために､我々は､North【1981;1990】に従 って論理的に経路依存を導出する

方法を検討する必要性がある｡そ こで､次節では会計学において経路依存を分析

するための方法論を考える｡また､そ うした方法論を利用 した研究が既存の会計

学とどのように違 うのかについても検討する｡

第四節 経 路 依 存 の会 計 学 へ の導 入

第一項 経路依存研究の枠組み

本節では､経路依存を分析するためのアプローチを検討するが､その前に前節

92 篠田 【2002]75頁0

93 篠田 【2002178頁｡
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までで得 られた経路依存に関する知見を整理 しよう｡まず､第二節で明 らかにし

たように､経路依存は､経済システムあるいは人が過去に辿ってきた経路か ら制

約を受けることであり､その制約の範囲は､｢行動仮説｣をどのように定義するか

で決定される｡本論文では､Northの ｢行動仮説｣を採用 し､合理的最大化行動

とともにイデオロギーによる行動 も含有する｡

次に､第三節で明 らかにしたように､経路依存の源泉は､人の主観的認識 とそ

の知識獲得過程の連鎖 にあり､経路依存を分析するにあたっては個人の主観的な

認識を描写 しなければな らない｡このように前節まで明 らかにした内容によれば､

経路依存を分析するためには､｢行動仮説｣の決定､主観的な認識の記述が必要で

あった｡

本節では､Northの ｢行動仮説｣ と経路依存の源泉を前提 として､経路依存研

究を行 うにあたっての方法論を提示する｡方法論を考える際には､Northl1990】の

｢制度変化の理論｣を採用する｡この理論を採用するのは､North【1990】の ｢行動

仮説｣を具体的に用いて考察 した理論であり､経路依存へのアプローチを得るヒ

ン トとなる｡なお､North【1990】を用いると､制度は､制約条件あるいは ｢ゲーム

のルール｣ として定義されることには注意 していただきたい｡

そ こで､Northt1990】の ｢制度変化の理論｣について詳述 しよう｡以前に述べた

ように､｢制度変化の理論｣とは､制度変化 を ｢相対価格の変化｣と ｢アイデアや

イデオロギーの変化｣という観点か ら考察 し,さらに制度変化の経路(全体的な制

度変化の流れ)を ｢収穫逓増｣と ｢不完全な市場｣という観点か ら考察するもので

ある｡それぞれについて個別に解説を加えよう｡

まず､制度変化 について考えよう.制度変化 とは､制度がなぜ変化するのかを

分析するものである｡North【1990]によれば､制度変化は､｢相対価格の変化｣や

｢アイデアとイデオロギーの変化｣が人間の相互作用における個々人のインセ ン

ティブを変えることか ら起 こると主張する94｡ これ らは､North[1990】の ｢行動仮

説｣よ り直接導かれるものであり､経済的インセンティブとイデオロギー的イン

センティブが制度変化を説明するというものである｡

第二に､制度変化の経路について考えよう｡制度変化の経路 とは､制度が長期

94 North【1990】p.84(竹下訳 【19941110貢).
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的にどのような変遷 を辿るのであろうという分析である｡North[1990】は､制度が

｢収穫逓増｣ という特性 と ｢不完全な市場｣ という二つの力で経路 を形成 し継続

す る と主 張 す る95｡ 第 一 に ､North【1990】は ､Arthur[19941の 自己 強 化 機 構

(self-reinforcemechanism)を制度 にも適用 して､制度が ｢収穫逓増｣であることを

指摘す る｡すなわち､

①制度の設定には巨額の創設費用ないし固定費がかかる｡

②制度が設定されることで､人々は制度的枠組みの中で行動し､自分たちの機会集合を最

大化する知識を学習していく(学習効果)｡

③制度が設定されることで他のエイジェントたちとの調整が円滑になる(調整効果)｡

④制度は普及することでより一層普及するという期待(適合的期待)が生じる｡

したがって､一旦制定 された制度は,その改廃の費用ゆえに､そ してその不完

全性 を人々が学習す ることによって克服 し､それを共通知識 とすることによって､

継続 性 が強化 され るので あ る｡それ ゆえ､ ｢収穫 逓 増｣ による経路形成 は､

North【1990】の ｢行動仮説｣か らいえば､経済的イ ンセ ンティブによって生 じるも

のである｡

第二 に､｢不完全な市場｣について､North【19901は､｢市場が不完全で､情報の

フィー ドバ ックがせいぜい断片的で､取引費用が大 きいものであるな らば､その

ときには非常 に不完全なフィー ドバ ックとイデオ ロギーの双方 によって修正 され

た行為者の主観的モデルがその経路を形づ くるであろう96｣と主張 している97｡す

なわち､市場に対 して情報が不完全にしか提供されない場合には､人々の主観が

その当時の支配的なイデオロギーによって影響され､異なった意義付けで継続 さ

れ続ける可能性がある｡それゆえ､｢不完全な市場｣による経路形成は､イデオロ

ギー的イ ンセ ンティブによって生 じるものである｡

95 Norlh[1990】p.95(竹下訳 [1994]124貢).
96 No,lhl1990]p.95(竹下訳 【1994]125-126貢).
97 換言すれば ｢個人間で受け取る情報に差があり､その情報量の差を時間によって

解決することもできず､さらに情報量の差異を埋めるために取引コス ト(監視 ･執

行などのコス ト)が非常にかかってしまう状況にあれば､人々は､主観的に導出さ
れた思考で判断を行う｣のである｡
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したがって､North【1990】の ｢制度変化の理論｣では､基本的に経済的インセン

ティブとイデオロギー的インセンティブによって局所的 ･長期的な分析が行われ

ている｡すなわち､経済的イ ンセ ンティブとイデオロギー的イ ンセンティブの二

分法が行われているのである｡そ こで､本論文では､制度に影響を与えた諸要因

を経済的インセンティブとイデオロギー的インセンティブの相互作用か ら考察す

る｡ この相互作用を考察することで､個人の主観的な認識 と知識獲得過程の連鎖

を捕 らえる｡そ して､我々は､過去が現在の制約条件(制度)となっていること､

つまり経路依存を説明 しようと考える｡

ここで我々が強調 したいのは､次の点である｡すなわち､経済的インセンティ

ブばか りでなくイデオロギー的イ ンセンティブも導入することで､制度変化ある

いは制度変化の経路をよりよく説明できることであるoイデオロギー的インセン

ティブの導入は,制度に影響を与えた諸要因の中に一見のところまった く関係の

ないような要因を含めることを可能にする｡ これは､契約理論アプロ-チが無視

してきたような現象が会計基準に影響を及ぼしていることを意味するであろう｡

ここで問題 となるのが二つのインセンティブの関係である｡制度派経済学にお

ける経済史の方法論､儀式的行動 と技術的行動の ｢二分法｣は､両者のインセン

ティブを対立関係にあると想定 していた98｡No,Ihl1981;1990】は､両者のインセ

ンティブをかな らず Lも対立関係 としてみることな く､個人行動が経済的インセ

ンティブ以外のイデオロギー的イ ンセ ンティブによって左右 されると述べている｡

たとえば､先に述べたように､North は､奴隷制撤廃には､ほとんど費用かけ

ることな く自分のイデオロギーを表明できること(経済的イ ンセ ンティブ-イデ

オロギー的インセンティブ)が重要であり､社会の維持には､支配的なイデオロギ

ーが取引コス ト等を低下 させること(イデオ ロギー的イ ンセ ンティブ-経済的イ

ンセ ンティブ)が重要であると述べる｡その意味において､Northは､二つの関係

があらか じめ想定 しているものではない｡ したがって､我々は､North理論を会

計学に用いるに際 して二つのインセンティブの関係を仮定 しない｡その結果､我々

98 Ayres【1944]は､二分法を次のように述べているOすなわち､｢人類の歴史は､絶え
ず変化をつくり出そうする技術のダイナミックな力と変化に抵抗する儀式一身

分 ･社会慣習 ･伝説の信伸一のスタティックな力との､これら諸要因の果てしない

対立の歴史である(Ayres[1944】p.176(-泉訳 【1957】181-182頁))｡｣
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は､経済的インセ ンティブとイデオロギー的インセンティブの相互作用の中で会

計基準の経路依存 を見出す ことになるであろう｡

以上のように､本論文は､経済的インセ ンティブとイデオロギー的インセンテ

ィブという二分法か ら個人の主観的な認識あるいはそれに影響を与えた歴史事象

や偶然性を分析 していく｡その結果､現在の行動が過去に制約されていること､

つまり経路依存を発見 しうるのである｡特に､本論文は､イデオロギー的インセ

ンティブを導入 して､現在の現象が一見のところまったく関係のないような過去

の現象に影響されていることを証明しようと思う｡

第二項 経路依存による会計基準分析の意義 と限界

前項までは､経路依存の導入についての議論を行 うために､経済学の議論ある

いは会計学全体の議論が中心 となった｡本項では､経路依存による会計基準分析

の意義について考えることにしたい｡

まず､我々が North理論を会計基準まで掘 り下げて援用する理由について説明

する｡既存の会計学においては､経路依存がコーポ レー ト･ガバナンス ･情報公

開制度全般 ･原価主義や時価主義などに用いられてきた｡ しか しなが ら､こうし

た研究は､新古典派経済学の合理的最大化行動を直接的 ･間接的に否定 しなが ら

も､正確に ｢行動仮説｣を組み立てることな く具体的な事象を分析 していた｡

そ こで､我々は､North理論を用いて ｢行動仮説｣を正確 に規定 して､経路依

存を論理的に導きたいと考える｡その結果､我々は､歴史事象が会計に対 して意

外な影響を与えるという歴史的連続性を論理的に捕 らえることができようO しか

しなが ら､MirantiJr.andO'Grayl1998】は､Northの経路依存をコーポレ- ト･ガ

バナンスのような制度 にすでに用いているので､我々は､North理論を特定領域

の会計基準や計算構造 に用いてその適用可能性を検討 したいと考える0

次に､我々は､経路依存を会計基準分析に用いる理由について説明する｡既存

の国際会計研究では､会計の文化的影響が大きく取 り上げられ､文化が会計の発

展にとって重要であると主張される9㌔ ところが､これ らの研究は､文化的影響

が各国の会計基準の相違にとって大きいことを認めなが らも､あくまでも文化の

99 野々村 ･平松訳 【1999】12-13貢
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抽象的価値か らで しか議論が展開されない｡

た とえば､Gray【1988】は､社会(文化)価値か ら会計価値 あるいは会計実務 を説明

す るフレーム ワー クを構築 した100｡具体的 には､Gray[1988]は､Hofstede(寓成 ･

安藤監訳[1984】)の ｢権 力の格差101｣､｢不確実回避の傾向性 102｣､｢個人主義対集 団

主義103｣､｢男性的価値対女性的価値104｣といった社会価値 あるいは ｢専門家主義

対法定主義 105｣､｢統一性対柔軟性 106｣ ｢保守主義対楽観主義 107｣ ｢秘密主義対公

開主義108｣といった会計価値か ら国際的な会計 システムの相違 を検討 して いる109｡

しか しなが ら､そ うした検討は､各国の社会価値 あるいは会計価値の相違か ら会

計基準 の相違 を説明 しよ うとするものであ り,各国の会計基準の歴史的経路 につ

いては一切無視 されて しまう｡それゆえ､既存 の国際会計研究では､文化的影響

が どのよ うに会計基準の展開に作用 しているのかが明 らか にされていない｡

100 Gray【1988】pp.5-ll.
101 ｢権力格差 とは､それぞれの国の制度や組織 において､権力の弱い成員が､権力

が不平等に分布 している状態を予期 し､受け入れている程度である(岩井 ･岩井訳

[1995]27頁)oJ
102 ｢不確実性の回避は､ある文化の成員が不確実な状況や未知の状況に対 して脅威

を感 じる程度 と定義することができる｡ とりわけこの感情は､神経質になってス ト

レスが高まることや､成文化された規則や慣習的な規則を定めて予測可能性を高め

たいとする欲求に現れている(岩井 ･岩井訳 [1995】119頁)｡｣
103 ｢個人主義を特徴 とする社会では､個人と個人の結びつきはゆるやかである｡人

はそれぞれ､自分自身と肉親の面倒 をみればよい｡集団主義を特徴とする社会では､

人は生まれた時か ら､メンバー同志の結びつきの強い内集団に統合される｡内集団

に忠誠を誓 うかぎ り､人はその集団か ら生涯にわたって保護 される(岩井 ･岩井訳

[1995151頁)｡｣
104 ｢男性 らしさを特徴 とする社会では､社会生活の上で男女の性別役割がはっき り

と分かれている(男性は自己主張が強くたくましく物質的な成功をめざす ものだ と
考えられてお り､女性は男性よ り謙虚でやさしく生活の質に関心を払 うものだと考

えられている)｡女性 らしさを特徴 とする社会では､社会生活の上で男女の性別役割

が重な り合っている(男性 も女性 も謙虚でやさしく生活の質に関心を払 うものだと

考えられている)(岩井 ･岩井訳 [1995186頁)o｣
105 ｢強制規定および法定統制を遵守することに対 して､専門的判断を行使 し専門家

の自己規制の維持する選好(Gray【19881p.8)｣
106 ｢各企業が認識する環境にしたがう柔軟性 に対 して､企業間の会計実務を統一 し

会計実務を継続的にもちいる選好(Gray【1988】p.8)｣
107 ｢楽観的 ･自由主義的 ･リスク選好的アプローチに対 して､将来の不確実性に対

処するために慎重な測定方法を採用する選好(Gray【1988】p.8)｣
108 ｢透明性が高く広 く公に報告する責任のあるアプローチに対 して､経営 ･財務に

深 く携わる人たちのみに経営情報の開示を限定 し極秘裏に扱 う選好(Gray[1988]

p.8)｣

109 こうした研究には､perera[1989]や FechnerandKilgorel1994]や MaCArtthurl1996]

や Hussein[1996】などがある｡
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本論文は､North理論を用いて特定領域の会計基準を分析することで､会計基

準の微妙な相違も経済的インセンティブとイデオロギー的インセンティブの二分

法によって説明する｡その結果､経路依存による会計基準分析は､会計基準に対

する文化的影響も記述することになる｡たとえば､本論文は､開発費の会計処理

が英米において異なる理由を各国の事情か ら分析 し､その差がソフ トウェア会計

に歴史的連鎖を引き起 こしていくことも記述するであろう｡特に､我々は､イデ

オロギー的インセンティブを導入することで､既存の会計学よ りもよ りよく会計

基準を説明できることを立証するであろう｡

ここでもっとも主張 したいことは､Nortll理論を用いて経路依存を主張するこ

とで､具体的な行動や事象が各国の会計基準を説明 し､各国の会計基準の差を説

明しうるということにある｡その結果､各国の文化等々が個人の主観を通 じて ど

のように作用 しているかを証明することになる｡ したがって､ これは､既存の国

際会計研究の立場とは逆方向である｡その最大の利点は､抽象的な文化的価値 と

いった側面か らではな く､具体的な行動や事象か ら会計基準の文化的要因等が引

き出されるということにある｡その意味において､文化的影響が既存の国際会計

研究よ りも各国の実情か ら直接引き出されることになる｡

こうした経路依存による会計基準分析は､現在の現象が一見のところまったく

関係のないような過去の現象 と深 く結びついている様子 を描写できる利点を保有

する｡ この利点は､各国の会計基準における意外な経路が各国の会計基準の差を

説明 して しまうことを示唆する｡ しかも､ この利点は､Northの行動仮説に基づ

いて展開されたものであ り､論理的に抽出されるのである｡

ただ し､経路依存研究の限界として､前述 したように無限後退問題がかな らず

存在する. この間題は､会計基準を中心にして事象を限定 していくことである程

度解決できると考える｡なぜな ら､会計現象か ら離れれば離れるほど,会計基準

に対するインパク トは低 くなると考えられるか らである｡そ こで､我々は､会計

基準の根底あるものについては検討を重ねなが らも､会計基準の影響については

弱 くなると考えていくことにしたい｡

最後に､North理論を用いるに際して捨象 した部分について述べる｡North【1990】

は､経済制度の枠組みをフォーマル ･ルールおよびインフォーマル ･ルール､そ

44



して執行 という側面の組み合わせか ら分析するものである110｡本論文では､この

分類法は用いていない｡もちろん､このような分類は､基準設定団体 自体などを

分析する際には有用であると考えるが､本論文の分析対象は特定蘭域の会計基準

であ り､我々は､その有用性に疑問を感 じている｡

なぜな ら､その分類が既存の会計学に存在する会計実務 と会計制度 という分類

にさほど変わ らない点にある｡ したがって､我々は､特定領域の会計基準でもフ

ォーマル ･ルール等の分類を会計基準に適用できると考えるが､それが既存の会

計独 白の会計実務 ･会計制度 といった分類か らみて煩雑になると考える｡また､

本論文は､特定蘭域の会計基準 自体を論 じるので､執行の問題を所与のものとし

て考えている｡もし会計基準設定団体を考えるな らば､執行の問題は大きくな り､

インフォーマル ･ルールやフォーマル ･ルール ･執行を活用する必要性が生じる

だろう｡

第五節 おわ りに

我々は､既存の会計学の ｢行動仮説｣とNorthの ｢行動仮説｣を比較検討 して､

Northの ｢行動仮説｣がイデオロギーによる行動を含めることを明 らかにした｡

そ して､イデオロギーによる行動を含める Northの ｢行動仮説｣は､既存の会計

学よ りも経路依存 という現象を多 く捉えることを述べた｡ したがって､我々は､

Northの ｢行動仮説｣を採用 して､合理的最大化行動とともにイデオロギーによ

る行動についても検討 したいと考える｡

次に､我々は､経路依存の概念的基礎 と経済学 ･会計学における経路依存研究

について明 らかにした｡経路依存の源泉は､人の主観的認識とその知識獲得過程

の連鎖 にあ り､経路依存を分析するにあたっては個人の主観的な認識を描写 しな

ければな らない｡経済学における経路依存研究は､個人の主観的な認識あるいは .

それに影響を与えた歴史事象や偶然性が均衡解あるいは制度解 に対 して大きな影

響を及ぼしていることを言及 していた｡また､会計学における経路依存研究は,

新古典派経済学の合理的最大化行動を直接的 ･間接的に否定 しなが らも､正確 に

｢行動仮説｣を組み立てることな く具体的な事象を分析 していた｡

110 Norlh【1990]p.4(竹下訳 【199415頁).
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しかしなが ら､我々は､既存の会計学と異なって特定蘭域の会計基準のような

制度に適用するとともに､我々は､North理論を用いて ｢行動仮説｣を正確に規

定して､経路依存を論理的に導きたいと考える｡そのことによって､我々は､文

化的影響がどのように特定領域の会計基準の経路に対 して作用 し､そして文化的

影響が会計基準全体に及んでいるかが明らかにすることができる｡

最後に､我々は､North の ｢制度変化の理論｣を検討して､経済的インセンテ

ィブとイデオロギー的インセンティブの二分法を用いる必要性があることを認識

した｡この二分法は､各国の会計基準の差を明らかにし､その原因が分析するこ

とができるであろう｡そこで､我々は､経済的インセンティブとイデオロギー的

インセンティブの相互作用の中で､会計基準がどのような経路を形成してきたの

かについて明らかにする｡

しかしなが ら､我々は､経済的インセンティブとイデオロギー的インセンティ

ブの二分法を用いて､どのように会計基準の経路依存を明らかにすればよいので

あろうか｡特に,経済的インセンティブとイデオロギー的インセンティブの相互

作用をどのように記述すればよいのであろうか｡また､経路依存による会計基準

分析は､既存の会計学による会計基準分析と具体的にどのように異なるのであろ

うか｡次章で､我々は､これ らの問題について処理するために､研究開発費会計

およびソフ トウェア会計を例にあげて経路依存を用いる方法についてもう一度考

えたい｡
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第二章 研究開発費会計 ･ソフトウェア会計

第一節 はじめに

本論文は､経路依存研究を試みる題材 として研究開発費会計 ･ソフ トウェア会

計を用いることにする｡我々が研究開発費会計あるいはソフ トウェア会計を取 り

上げようとする理由は､歴史的要因が研究開発費会計を左右 してきたと考えられ

るか らである｡

たとえば､アメリカの財務会計基準書第 2号(sFASNo.2)は､別名 ｢ロッキー ド

救済声明111｣というあだ名があるとともに､ソフ トウェア会計を規制するもので

もあった｡同様に､イギ リスの会計実務基準書第 13号(ssAP13)は､Rolls-Royce

社倒産 を契機に設定されて以来､再三にわた り改廃 を繰 り返 している｡さらに､

日本の研究開発費会計は､第二次世界大戦中に創設 した会計基準の流れを受け継

いた傾向がある｡ したがって､研究開発費会計の会計基準は､経済的インセンテ

ィブだけでは説明できないようなイデオロギー的インセ ンティブが存在 している

ように思われる｡

そ こで､我々は､上記のある三カ国の研究開発費会計およびソフ トウェア会計

を取 り上げ､これを第-章で述べた経路依存概念か ら考察 したいと考える｡ しか

しなが ら､研究開発費会計およびソフ トウェア会計の経路依存研究に際しては､

二つの問題が存在する｡ひとつは､研究開発費会計およびソフ トウェア会計の既

存研究を活用せずに､なぜ経路依存を活用 しなければな らないのか｡もうひとつ

は､経路依存を研究開発費会計およびソフ トウェア会計に援用するときには､具

体的にどのような方法論を用いるべきか｡

前者については､第一章に沿って資本市場アプローチ と契約理論アプローチの

問題点をあげ､経路依存研究が当該問題を克服できることを示す｡後者について

は､経済的インセ ンティブとイデオロギー的インセンティブの二分法を研究開発

費会計およびソフ トウェア会計に適用する方法を示す｡本章の目的は､上記の二

つの問題を解決 し､第-章と具体的な研究開発費会計およびソフ トウェア会計の

分析をつな ぐことにある｡

そ こで､我々は､次のように本章を構成する｡第二節では､研究開発費会計 ･

111 Briloff【1976】p.139(熊野他訳 [1980】79貢).
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ソフ トウェア会計の会計基準についての概略的説明､既存研究の見方および既存

研究の問題点を説明する｡具体例については､すべて研究開発費会計の例を用い

てソフ トウェア会計に援用する｡第三節では､研究開発費会計の経済的インセン

ティブについて述べ､第四節では,イデオロギー的インセンティブについて述べ

る｡そ して､第五節では､経路依存研究の方法論的結論を示す｡我々は､この方

法論的結論に基づいて各国の会計基準についての考察に入ることになる｡

第二節 研 究 開発 費会 計 ･ソ フ トウ ェア会 計 と既 存研 究

第一項 研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計の会計基準

本節では､研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計の会計基準についての概略的説

明を行 う｡各会計基準の詳細は各章に任せることになるが､以下の議論を進める

上で必要な会計基準の概略については述べることにしたい｡会計基準の解説にあ

たっては､現行の会計基準を中心にして会計基準の歴史的経路を示 していくこと

にしたい｡

まず､研究開発費会計の会計基準は､どのように形成されてきたのであろうか｡

研究開発費会計の現行基準は､アメリカ ･イギリス ･日本の会計基準についてい

えば､その構成要素として主 として定義 ･会計処理 ･開示の規制を備えている｡

そ こで､三カ国の現行基準について､定義 ･会計処理 ･開示についてまとめれば

次のようになる｡

図表2-1研究開発費会計の現行基準

アメリカ イギリス 日本

設定年度 1974年設定 1977年設定.1989年改訂 1998年設定

会計基準 SFASNo.2 SSAP13[改訂版] 研究開発費等に係わる会計基準

定義 例示を含む定義 例示を含む定義 例示を含まない定義

会計処理 即時全額費用化 研究費:即時全額費用化開発費:一部資本化 即時全額費用化

本論文は､上記の三要素か ら研究開発費会計の会計基準を歴史的に考察するこ

とになる｡考察対象 となる会計基準は､上記の現行基準以外では､イギ リスの

ssAP13の公開草案や 1977年の SSAP13【原版】や 日本の経済統制法に従う『準則』･

『企業会計原則』といったものがあげられることになる｡
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第一に､アメリカの会計基準は､1974年の SFASN0,2まで統一的な会計基準が

存在 しない.それゆえ､研究開発費の定義 ･会計処理 ･開示は､SFASN0.2まで

各企業の裁量 にはぼ委ね られていた｡ただ し､1974年以前では､ 1917年の

･uniform Accounts"のように開示規制がいくつか存在 しているだけであった112｡

SFASN0.2は､研究開発費の定義(研究開発活動の例を含む)･即時全額費用化処

理 ･研究開発支出の開示を規定することになった｡その後､SFASNo.2以降も会

計基準の主だった修正は行われていない｡

第二に､イギ リスの会計基準もアメリカ同様に 1977年の SSAP13[原版】まで具

体的な会計基準が存在 しないOしたがって､研究開発費の定義 ･会計処理 ･開示

は､ssAP13【原版】まで各企業の裁量に委ね られていた｡ssAP13[原版】は､研究開

発費の定義(研究開発活動の例を含 まない)･研究費の即時全額費用化および開発

費の一部選択的資本化を規定することになった｡その後､ssAP13【原版】は､1989

年に ssAP13【改訂版】へ と変更され､新たに研究開発費の定義(研究開発活動の例

を含む)と研究開発支出の開示を規定することになった｡

第三に､ 日本の会計基準は､アメリカやイギリスと異な り第二次世界大戦中よ

り研究開発費に関する規定が存在する｡すなわち､経済統制法(陸海軍の 『準則』･

企画院の 『準則』･『会社固定資産償却規則』等)が研究開発費を無形資産 として計

上 ･開示することを認めたのである｡その後､『企業会計原則』は､試験研究費お

よび開発費の定義(研究開発活動の例を含 まない)を行い､アメリカと同様に研究

開発費を繰延勘定あるいは繰延資産 として開示することを認めてきた｡ところが､

1998年の 『研究開発費等 に係わる会計基準』は､改めて研究開発費の定義(研究

開発活動の例を含 まない)･研究開発費の即時全額費用化 ･研究開発支出の開示を

規定することになった｡

次に､ソフ トウェア会計の会計基準は､どのように形成されてきたのであろう

か｡研究開発費会計同様に､ソフ トウェア会計の会計基準についても現行基準を

示せば次のとお りになる｡

112"unifolmAccounts"は､研究開発費が繰延勘定(DeferredCharges)で開示されなけれ

ばならないと規定している(FRB[1917】pp.277-278)｡その他の規制については､第
三章で詳述する｡
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図表2-2販売用ソフトウェアの現行基準

アメリカ イギリス 日本

設定年度 1985年設定 なし 1998年設定

会計基準 SFASNo.86 なし 研究開発費等に係わる会計基準

定義 製造原価 研究開発費に準じる 製造原価

会計処理 以下のコストを資本化 研究開発費に準じる 以下のコストを資本化詳細プログラム設計の完了後 製品マスター以降

ワーキング.モデルの完了後 受注生産およびバージョンアップ費用

ソフ トウェア会計の会計基準は､ソフ トウェア会計が研究開発費会計か ら分離

していくプロセスであ り､研究開発費会計か ら分離 されないと独立 して存在する

ことができない｡当初､ソフ トウェア会計と研究開発費会計の分離が展開された

のはアメリカのみである｡イギリスの場合は､ソフ トウェアの会計基準が存在せ

ずに研究開発費会計で代用 している｡また､日本のソフ トウェア会計基準は､1998

年にアメリカに倣って設定されたものである｡本論文は､研究開発費会計か らソ

フ トウェア会計について分析 したいと考えるので､アメリカのソフ トウェア会計

基準のみを考察対象とする｡

では､既存の会計学は､上記の会計基準あるいは会計基準の経路についてどの

ように考えてきたのであろうか｡第一章にな らい､資本市場アプローチあるいは

契約理論アプローチか らみた研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計について明 らか

にすることにしたい｡また､Gray【1988】の研究に沿って文化の観点か らも上記の

研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計の経路を考えようと思 う｡ただし､具体的な

考察は､考察の簡便上､研究開発費会計を例にあげることにしたい｡

第二項 既存の会計学の見方 と問題点

前項では､三カ国の研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計の簡単な経路について

述べてきた｡本項では､研究開発費会計およびソフ トウェア会計がどのように既

存研究か ら説明されてきたのであろうか という点について述べることにしたい｡

そ こで､我々は､第一章の議論に沿って資本市場アプローチおよび契約理論アプ

ローチか ら研究開発費会計およびソフ トウェア会計について検討することにした

い｡ただし､検討に際 しては研究開発費会計を例 として取 り上げ､ソフ トウェア
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会計についてはこれに代替することにしたい｡

まず､資本市場アプローチか らみた場合､研究開発費会計はどのように考え ら

れるのであろうか｡前章で述べたように､資本市場アプローチは,｢投資家の意思

決定に有用な情報を提供する｣ために会計情報を生成する｡それゆえ､研究開発

費会計も投資家の意思決定に有用な情報を提供するように設定 ･規定されなけれ

ばな らないであろう｡

すなわち､研究開発費会計の会計基準は､研究開発費の内容を確認できるよう

な定義を投資家に提供 し､研究開発費が将来便益を生み出すのであれば資産とし､

生み出さなければ費用 としなければならないであろう｡また､研究開発支出が投

資家にとって有用であれば開示 しなければな らないであろう｡ このように､資本

市場アプローチか らみた研究開発費会計は､一貫 して投資家の意思決定にとって

有用であるかどうかで決定されることになる｡

では､資本市場アプローチは､研究開発費会計やソフ トウェア会計の会計基準

を説明することができるであろうか｡たとえば､アメリカの SFASN0.2の会計処

理を考えてみよう｡SFASN0.2は､研究開発費を即時全額費用化すべきことを規

定 した｡この背景にはいくつかの理由が存在するが113､中でも当時の実証研究が

支出と便益の因果関係を実証できなかったことに起因する114｡したがって､将来

便益 に関連 しない研究開発費は､即時全額費用化されることになったのである｡

しかしなが ら､1970年代以降の資本市場アプローチに基づ く実証研究は､支出

と便益の関係を実証 し､研究開発費が資本化するべきであると主張 し続けた115｡

それにもかかわ らず､研究開発費は､なぜ即時全額費用化されたままなのであろ

うか｡

FASBのSFASN0.2や財務会計概念諸概念に関するステー トメン ト第 6号(SFAC

No.6)は､研究開発費の即時全額費用化の理由として不確実性の影響に対する実務

113 sFASN0.2は､即時全額費用化の理由として､将来便益の不確実性､支出と便益

の因果関係の欠如､経済的資源の会計認識､費用の認識と対応､効果情報の有用性

をあげる(FASBl1974C]Paragraphs39-50)0
114 Newman【1968];Johnson[1967];Milburn[1971】.
115 Ben-Zion【1978】;Griliches[1981】;HirscheyandWeygandt【19851;Bublitzand
Ettredge【19891;Shevlin【1991】;Sougiannis[1994】;LevandSougiannis[1996】;Green
StarkandThomas【1996】.
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的考慮 をあげる116｡すなわち､研究開発費の将来便益が実際に存在するか､それ

はどの程度なのかという実務上の問題であると述べる117｡この点を第一車で考察

した ｢行動仮説｣の観点か ら考えれば､SFACN0.6は､研究開発費部分について

資本市場アプローチの ｢行動仮説｣ではな く契約理論アプローチの ｢行動仮説｣

を採用 していることがわかる｡

すなわち､SFASN0.2や sFACN0.6は､将来便益の事前評価が実務上困難であ

ることを挙げているが､それは､人の計算能力に限界があることを意味している｡

そのような前提は､資本市場アプローチの ｢行動仮説｣には存在 しない｡少な く

とも資本市場アプローチの ｢行動仮説｣では､人(専門家)は収赦方向を認識 して

お らなければな らないか ら､研究開発費が費用あるいは資産であるかを認識でき

るはずである｡

このように､sFASN0.2や sFACN0.6は､契約理論アプローチの ｢行動仮説｣

か ら説明されているのである｡ したがって､研究開発費会計の会計基準は､資本

市場アプローチを採用 しても説明することが難 しいであろう｡さらに言えば､ 日

本の戦時中の会計基準は､統制経済下で市場を前提 としない会計基準であるか ら

資本市場アプローチで会計基準を説明することに適 さないであろう｡それゆえ､

我々は､資本市場アプローチを用いて研究開発費会計の会計基準を説明できない

と考える｡

次に､契約理論アプローチか らみた場合､研究開発費会計は､どのように考え

られるのであろうか｡第一章で述べたように､契約理論アプローチでは､企業を

契約の集合体 として考え､エイジェン ト･プリンシパル間の情報の非対称性を緩

和するために会計報告を行おうとする｡

それゆえ,契約理論アプローチによれば､研究開発費会計の会計基準は､情報

の非対称性を緩和するために設定 ･規定 されなければな らないOた とえば､経営

者は､自身が悉意的な会計的裁量行動(利益操作)を行 っていないことを示すため

に研究開発費の費用化あるいは研究開発支出の開示を行 う｡逆に､経営者は､企

業の正確な研究開発状況を報告するために､研究開発費の資本化あるいは研究開

発支出の開示を行 う｡ したがって､契約理論アプローチでは､単に契約の種類だ

116 FASBl1985d]Paragrph176.
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けではな く､情報の非対称性の種類によっても求め られる会計基準が異なること

になる｡

では､契約理論アプローチは､研究開発費会計やソフ トウェア会計の会計基準

を説明することができるであろうか｡ここでも､先に例 としてあげた SFASN0.2

の即時全額費用化 を例にして考えてみよう｡SFASN0.2は､即時全額費用化を採

用することで､資本化を利用 した利益操作の余地を一切排除することになった｡

したがって､情報利用者は､経営者が悪意的な会計的裁量行動を行っているか ど

うかを調べるモニタリング ･コス トを削減することができ､経営者は､自身が悉

意的な会計的裁量行動を行っていないことを示すボンディング ･コス トを削減す

ることになった｡

ここで問題 となるのは､なぜ会計的裁量行動に関する情報の非対称性が重視さ

れたのかということである｡経営者 と情報利用者の情報の非対称性は､会計的裁

量行動に関わる部分だけではなく､たとえば研究開発情報に関する部分にも及ぶ

はずである118｡また､即時全額費用化の決定は､政府契約などのような他の契約

にも影響を及ぼすであろう119｡したがって,契約理論アプローチは､単一関係に

おける複数の情報の非対称性あるいは多数関係における情報の非対称性の問題を

すべて比較考慮 しなければな らない｡この際に､契約理論アプローチでは､知識

や計算能力の限界を仮定 しなが らもすべてを経済的インセンティブか ら判断して､

エイジェンシー ･コス トを最小化する制度を設計 しなければならない｡

たとえば､SFASN0.2の場合､契約理論アプローチは､研究開発情報に関する

情報の非対称性を緩和するよ りも会計的裁量行動に関する情報の非対称性を緩和

したほうがよ りモニタリング ･コス トやボンディング ･コス トを削減できると考

えられたと答えるであろう｡

117 FASIi[1985d】Paragrph176.

118 これは､sundert19971の形式の同質性と実態の同質性の議論に通じる(Sunder

[1997】p.145(山地 ･鈴木 ･松本 ･梶原訳 [1998]202貢))｡sunder[1997]は､sf'ASN0.2
が経営者の自由裁量を取り上げることで形式の同質性を達成させたが､実態の同質

性を達成したわけではないと主張する｡たとえば､研究開発に 1,000万 ドルを支出
した企業のうち､一方が売れる商品を開発したとしても同じ財務諸表が作成される

のである0

119 イギリスでは､HopeandGrayl1982]にみられるように､研究開発費の資本化が政
府契約の契約価格を上昇させることが指摘されている｡また､戦時中の日本でも同

じようなインセンティブが存在する｡詳細については､以下の章にゆだねる｡
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しか しなが ら､実際には､これには加えてイデオロギー的インセンティブがあ

ると考えられる｡たとえば､研究開発費の資本化乱用問題は､会計的裁量行動に

関する情報の非対称性 を研究開発情報に関する情報の非対称性よりも顕著にさせ

た可能性がある｡実際､アメリカでは､資本化を行 う企業はごく少数であり,そ

の中でも大企業は少なかった｡ しかしなが ら､よく目立つ少数の資本化大企業が

研究開発で失敗 し､会計的裁量行動に関する情報の非対称性を大きく拡大 して し

まえば､即時全額費用化を促進する起爆剤 とな りうる｡なぜな ら､人々は､研究

開発費の資本化乱用を目のあた りにして資本化-利益操作 という認識を形成 した

可能性がある｡その結果､SFASN0.2が経営者の会計的裁量行動を排除するため

に設定されたと考え られるであろう｡

したがって､契約理論アプローチを用いても会計基準分析は､不完全であると

いえよう｡すなわち､会計基準を変化させるようなイデオロギー的インセンティ

ブの抽出が不可欠である｡人々は､多 くのエイジェンシー関係における情報の非

対称性を経済的イ ンセ ンティブで判断するのは困難であるがゆえに､イデオロギ

ーを用いて重大なものをピックアップし､その中で合理的最大化行動を行 う(イデ

オロギー的インセンティブ-経済的インセ ンティブ)｡あるいは逆に､人々は､か

って多 くの情報の非対称性すべてを経済的インセンティブで判断した結果を前例

(文化)として継承 し､以前 と状況 と変わっていたとして もその行動を採用する可

能性がある(経済的インセ ンティブ-イデオロギー的インセンティブ)｡

こうした議論は､第一章で議論 した North【1981;1990】の行動仮説､つまり人が

イデオロギーを用いて意思決定を単純化 しているとの議論か ら導きだされるもの

である｡そ こで､本論文は､イデオロギー的インセ ンティブを導入 して会計基準

を具体的に分析 したいと考える｡

以上のように､会計基準分析には､経済的インセ ンティブばか りでなく､イデ

オロギー的インセ ンティブも考察する必要がある｡では､既存研究では､イデオ

ロギー等の影響がまった く考えられてこなかったのか｡従来､会計基準へのイデ

オロギーなどの影響を考察する既存研究には､Grayl1988]等の研究をあげること

ができる｡Grayl1988]の研究は､社会(文化)価値 と会計価値 と会計実務の関係を

説明するフレームワークを構築 した｡その理論的フレームワークは以後の研究で
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修正 されているが120､基本的に Hofstede(寓成 ･安藤監訳【1984】)の枠組み(｢権力

の格差｣､｢不確実回避の傾向性｣､｢個人主義対集団主義｣､｢男性的価値対女性的

価値｣)を逸脱するものではない｡

そ こで､Gray【1988】の研究 を取 り上げよう｡Gray【1988】の研究は､社会価値(権

力の格差､不確実回避の傾向性､個人主義対集団主義､男性的価値対女性的価値)

が会計価値(専門化主義あるいは統一性や保守主義あるいは秘密主義)を規定 し､

会計価値が会計実務(権威 あるいは執行 と測定あるいは開示)を規定 していると述

べた121｡具体的には､Gray【1988】は､測定 と開示について次の社会価値の傾向か

ら会計価値の傾向に関する仮説を立てる｡

｢ある国が不確実回避の傾向性のランクが高く,個人主義と男性的価値のランクが低けれ

ば､保守主義の傾向が高い122｣

｢ある国が不確実回避の傾向性と権力の格差のランクが高く､個人主義と男性的価値のラ

ンクが低ければ､秘密主義の傾向が高い123｣

Gray【1988】は､この仮説 に基づいて Hofstede(甫成 ･安藤監訳【1984】)の統計指標

124か ら各国の測定 と開示の傾向について述べる｡た とえば､アングロ諸国は､楽

観主義で透明性の高い国として位置づけ られ､ 日本は,保守主義 と秘密主義の高

い国として位置づけられた125｡

Gray【1988】の研究か らみた場合､研究開発費会計の会計処理は､アメリカやイ

ギ リスにおいて資本化が容認され､ 日本では資本化が否定されても良いようにも

恩える｡ ところが､実際には､アメリカやイギ リスが先 に研究開発費の会計基準

を設定 して資本化 を規 制 し､ 日本 が最近 にな って資本化 を規 制 した｡ また､

120 Gray[1988】以後の研究においては､社会価値の影響が会計価値あるいは会計実務
に対 して与える関係が変更されているo Perera[1989]は､四つすべての社会価値が会

計価値あるいは会計実務に影響すると考えたoFechnerandKilgorel1994】は､経済的
要因あるいは文化的要因が会計価値と会計実務の関係に影響を与えているかどうか

を検討すべきであると述べる0

121 Gray【1988】p.7;FechnerandKilgore[1994】p.269.
122Grayt1988]p.10.
123 GTay[1988】p.ll.

124 寓成 ･安藤監訳 [1984]284-285頁｡
125 Gray[1988]p.13.
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Gray【1988】の枠組みは､アメリカとイギ リスに開発費の会計処理の食い違いがあ

ったとしてもそれを説明することができない｡ このように､Gray[1988】では､研

究開発費会計の動きを文化的影響か ら説明できない｡

では､Gray【1988】は､なぜ研究開発費会計を説明できないのか｡これは､会計

現象に対する文化的影響が特定嶺域の会計基準 レベルで検討されていないか らで

ある｡文化的影響は､さまざまな経路を通 じて会計現象に影響を与えるであろう

が､そのひとつひとつの経路が正確 に明 らかにされていないか らである126｡我々

は､North理論に依拠 して歴史事象や人間行動か ら直接的に文化的影響を抽出す

る｡

すなわち､我々は,人々が知識と計算能力に限界があるゆえに意思決定を行 う

にあたってイデオロギー的インセンティブに基づいて行動 し､そのもとで人々は

合理的最大化行動等々の行動を取ると考える｡その結果､North【1981;1990】の行動

仮説が会計基準を説明するとともに､イデオロギー的インセンティブが会計基準

に対する文化的影響を直接的に引き出すであろう｡

では､具体的に研究開発費会計 ･ソフ トウェア会計を分析するに際 して､経済

的インセ ンティブとイデオロギー的インセンティブをどのように用いればよいの

であろうか｡次節以降では､この点について検討する｡

第三節 研 究 開発 費会 計 と経済 的 イ ンセ ンテ ィ ブ

我々は､経済的インセンティブとイデオロギー的インセンティブか ら会計基準

について分析を加える｡本節では､このうちの経済的インセンティブについて研

究開発費会計を例にして述べる｡

研究開発費会計の経済的インセンティブについては､契約理論アプローチの枠

組みに従った研究によって明 らかにされている｡たとえば､岡部[1994b】は､｢エ

ージェンシー理論では､伝統的な経済理論が 『経済人(economicsman)』を仮定 し

たように､利己中心モデル(self-interestmodel)を想定 して､プリンシパルもエージ

ェン トも､いずれも合理的主体 として自己にとって最善の行動だけを選択する､

126 ｢文化が他のすべての社会経済システムの基底にあってそれ らに重層的な影響を
与えており､文化の会計への影響を独自に抽出し分析可能な形で定式化することが

困難だからである(徳賀[2000]113頁)｡｣
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と考える｣ と述べる｡契約理論アプローチは､各経済主体について合理的最大化

行動を想定 した上で､そのエイジェンシー問題について考える｡

したがって､本論文の経済的インセンティブは､契約理論アプローチが研究開

発費会計について明 らかにしてきた内容 とほぼ一致するであろう｡ただし､我々

は､会計基準が経済的インセ ンティブのみで説明されるとは考えていないという

ことには注意されたい｡本論文では､あくまでも経済的インセンティブは､会計

基準を説明するための一要素である｡

それでは､契約理論アプローチは､どのように研究開発費会計の経済的インセ

ンティブを明 らかにしてきたのであろう｡契約理論アプローチは､それぞれの契

約においてプリンシパル とエイジェン トを設定することになるので,これをエイ

ジェン ト別 に考察することにしよう｡

第一項 経営者 と投資家の関係

企業 とは､利害関係者の間では多 くの契約関係が結ばれることになるが,財務

会計の分析においては､投資家､経営者､監査人が重大な役割を引き受けること

になる127｡このうち､本項では､経営者 と投資家の関係について考えることにす

る｡契約理論アプローチに基づいた研究では､経営者 と投資家に情報の非対称性

があることを想定 していくつかの仮説を立てる｡研究開発費会計の各仮説の傾向

として､会計処理に関わる裁量の問題(会計的裁量行動)と事実に関わる裁量の問

題(実体的裁量行動)に分けて考えることができるであろう128｡

まず､研究開発費会計の会計的裁量行動について検討することにしよう｡代表

的な考え方 としては､利益平準化仮説 129･財務制限条項仮説130･負債比率仮説131･

127 sunder[1997】p.16(山地 ･鈴木 ･松本 ･梶原訳[1998】19頁).

128 岡部 [1994b]52-56頁0

129 RonenandSadanl1981]p.6によれば､利益平準化とは､｢企業が正常であると考え
る利益水準に利益の変動を抑えること｣と定義される｡この仮説のもとでは､経営

者は､投資家や債権者のような外部の財務諸表利用者あるいは経営者それ自身の効

用最大化のために利益を平準化 しようとすると考える(RonenandSadan[19811

pp.7-15)｡

130 須 田 [2000]222頁によれば､財務制限条項仮説とは､｢会計数値に依拠した財務
制限条項に抵触するおそれのある企業の経営者ほど､利益増加型の会計手続きを選

択する｣という仮説である｡

131 須 田 【2000]222頁によれば､負債比率仮説とは､｢負債比率の大きい企業の経営
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などが上げられる132｡こうした仮説は､経営者が研究開発費会計の会計処理を選

択する際に資本関係 ･債務契約 ･報酬契約などの契約関係を考慮 しなが ら自らの

効用を最大化 しようとすることを指摘する｡DascherandMalcolml1970】あるいは

Biedleman【19731は､研究開発費会計が利益平準化に用いられていることを示 した｡

また,DaleyandViegeland【1983】は､配当制限条項の抵触する可能性や負債比率の

大 きさが研究 開発費の会計処理 に影響 して いる ことを実証 している｡また､

shehata【1991】は､資本化企業の特徴を次のように指摘 している｡すなわち､負債

比率が高く､研究開発支出と利益のヴオラティリティが高 く､研究開発活動に対

して利益のかな りの部分を費やす企業である133｡

したがって､経営者は､様々な契約に従って一般に認め られた会計原則(GAAP)

の範囲内で会計的裁量行動を用いることが明 らかであろう｡GAAPで認め られた

会計的裁量行動が経営者 と投資家の情報の非対称性を拡大させる原因になってい

るとき､会計基準が問題 にされることになる｡このときには､経営者 と投資家は､

会計的裁量行動に関わるエイジェンシー ･コス トを削減するように会計基準設定

を要求するであろう｡

次に､研究開発費会計の実体的裁量行動について検討することにしよう｡代表

的な考え方 としては､経営者が研究開発費の資本化を禁止 ･限定されている状況

下で研究開発支出を削減 して しまうという仮説がある134｡すなわち､研究開発費

が資本化できないという状況の下では､経営者は､資本関係 ･債務契約 ･報酬契

約に抵触 しないように研究開発支出を削減 して しまうのである｡これは､短期主

義(short-Termism)135と呼ばれる問題であり､単に経営者 と株主などといった問題

ではなくマクロ経済に対 して影響を与えてしまう可能性 もある｡

者ほど､利益増加型の会計手続きを選択する｣という仮説である｡

132 このほかに､HorwitzandKolodnyl1980;19811が指摘するように小企業には経営者
と投資家の情報の非対称性が大きくなる ｢洗練されていない投資家｣が投資してい

ることが多いCこのため､大企業よりも小企業が資本化を採用しているとも考えら

れる(HorwitzandKolodny【1980]pp.47-51;HoIWitzandKolodny[1981】p.252-253)｡
133 shehata【1991】pp.775-777.
134 Dukes,DyckmanandElliott[1980】;HorwitzandKolodny[1980,1981】;Elliott,
Richardson,DyckmanandDukesl1984];Baber,FairfieldandHaggard【1991];Shehata

[19911;岡部【1994a];岡部[1994b】p.53.

135 短期主義(short-Termism)とは､｢投資に適用される割引率を上昇させ､投資の時間
軸を短縮させる要因｣によって､研究開発のような無形資産への投資が抑制されて

しまうことをいう(Demirag,TylecoteandMorrisl1994]p.1196)0
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したがって､経営者は､様々な契約あるいは会計基準の制約に従って実体的裁

量行動を用いることが明 らかであろう｡実体的裁量行動も経営者と投資家の情報

の非対称性を拡大させる原因になっているとき､会計基準が問題にされることに

なる｡ このときには､経営者 と投資家は､実体的行動に関わるエイジェンシー ･

コス トを削減するように会計基準設定を要求するであろう｡

以上のように､研究開発費会計における会計的裁量行動 と実体的裁量行動が企

業をめ ぐるエイジェンシー関係に密接に関連 している｡契約理論アプローチでは､

研究開発費会計の会計基準は､上記のようなエイジェンシー関係において会計的

裁量行動あるいは実体的裁量行動を規制することで､エイジェンシー ･コス トを

最小化するように作 られるであろう｡たとえば､研究開発費の資本化が投資家に

企業利益を誤導させ､経営者 と投資家のエイジェンシー ･コス トを拡大させてい

る状況を考えよう｡このとき､会計基準は､研究開発費の資本化を規制 してモニ

タリング ･コス トあるいはボンディング ･コス トを引き下げることができる136｡

ここで重要なことは､会計基準がエイジェンシー ･コス トの最小化のために策

定されると､既存のエイジェンシー関係に新たな制約とともに新たなインセンテ

ィブを与えることである｡たとえば､HorwitzandKolodnyl1980】が指摘 したよう

に､SFASN0.2が研究開発費の即時全額費用化を強制すれば､会計的裁量行動は

抑えられることになるが､実体的裁量行動が頻繁に行われるかもしれない｡その

結果､経営者は､研究開発費を削減 して短期主義的な投資 しかおこなわないかも

しれない｡逆に､投資家は､研究開発費の会計的裁量行動に惑わされずに企業を

評価できるようになるかもしれない｡

したがって､研究開発費会計の会計基準は､会計的裁量行動あるいは実体的裁

量行動を制約するとともに,それが経営者 と投資家のインセンティブ関係を規定

することになるであろう｡研究開発費会計の会計基準は､研究開発費の定義 ･会

計処理 ･開示か ら構成されているか ら､これ らの構成要素を規制することで経営

者 と投資家にある種のインセンティブが与えられる｡

136 会計基準が sFASN0,2のように即時全額費用化を採用すれば､研究開発費の会計

的裁量行動が起こらなくなる｡その結果､経営者は､会計的裁量行動をしていない

ことを投資家に証明でき､投資家は､経営者が会計的裁量行動をしていないとわか

る｡
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第-に､研究開発費の定義は､企業が支出した額のうち研究開発費に該当する

ものを指定するものである｡研究開発費の定義は､単独では経営者 と投資家にイ

ンセンティブを与えにくいものであると考え られるが､会計処理と開示を組み合

わせることでインセンティブを与える可能性がある｡たとえば､研究開発費の即

時全額費用化が規定されている状況下では､研究開発費の定義がソフ トウェアを

研究開発費であると判定すれば､ソフ トウェアを費用 として処理 しなければな ら

ない｡また､研究開発支出が開示されている状況下では､投資家は､その支出に

含まれている内容について確認することができるであろう｡

第二に､研究開発費の会計処理は､経営者の会計的裁量行動あるいは実体的裁

量行動を制約するとともに､経営者あるいは投資家のどちらが研究開発費 と将来

便益の関係を測定するのかを決定することになる｡

研究開発費の資本化が容認されている状況下では､経営者が研究開発費と将来

便益を対応させて開示させることになる(経営者の対応計算)｡ この場合､経営者

は､研究開発費の資本化を利用 して投資家に正確な研究開発情報を伝達 した り､

会計的裁量行動を駆使 して投資家を誤導 した りする可能性がある137｡逆に､研究

開発費の資本化が否認されている状況下では､投資家が経営者にかわって研究開

発費 と将来便益を対応 させることになる(投資家の対応計算)｡ この場合､投資家

は､企業の研究開発情報を正確に把握できない可能性があ り､これを危供 して経

営者が実体的裁量行動に陥る可能性がある｡

第三に､研究開発情報の開示は､経営者が極秘情報である研究開発情報をどの

程度投資家に開示するか ということである｡既存の会計基準では､研究開発支出

が焦点 とされているので､本論文 も研究開発支出に限定する｡

研究開発支出が開示されていない状況下では､経営者は､研究開発情報の漏洩

を防ぐことができるが､投資家に研究開発情報を提供することができない｡その

結果､投資家は､企業の研究開発を正確に把握できず､研究開発費と将来便益を

対応させることができないかもしれない｡逆 に､研究開発支出が開示されている

状況下では､経営者は､研究開発情報を提供 して研究開発の有用性を訴え､投資

家はそれに応 じて研究開発費と将来便益を対応させることができるかもしれない｡

137 このとき､経営者が研究開発費の資本化を利用してシグナリングしている可能性
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ただし､研究開発情報が漏洩 して競争企業に機密情報を与えて しまうかもしれな

い｡

このように､研究開発費会計の会計基準は､経営者 と投資家に対 して経済的イ

ンセンティブを与えることになる｡これ らのインセンティブについてまとめれば､

次のようになる｡

国表2-3研究開発費会計の経済的インセンティブ

会計基準の要素 メリット 】 デメリット l インセンティブの方向

定義 会計処理や開示に依存する

会計処理 資本化 実体的裁量行動の抑止 会計的裁王行動の発生 経営者の対応計算
費用化 会計的裁量行動の抑止 実体的裁i行動の発生 投資家の対応計算

開示 研究開発支出の開示 研究開発情報の提供 企業機密情報の漏洩 投資家の対応計算
研究開発支出の非開示 企業機密情報の保護 研究開発情報の非提供 経営者の対応計算

第二項 経営者 と政府の関係

前項では､経営者 と投資家の関係について明 らかにしてきたが､本項では､経

営者 と政府の関係について考えることにしよう｡契約理論アプローチに基づいた

実証研究では､経営者 と政府 に情報の非対称性があることを想定 していくつかの

仮説を立てる｡それ らは､前項同様に､会計的裁量行動 と実体的裁量行動に分け

て考えることができるであろう｡

まず､研究開発費会計の会計的裁量行動について検討することにしよう｡代表

的な考え方 としては､規模仮説138あるいは経営者が政府契約価格の上昇を意図し

て研究開発費を資本化するという仮説がある｡前者は､政治費用,特に徴税を意

識 した もので あ り､後 者 は､軍 需 契 約 を意 識 した もので あ る｡Daley and

viegeland【1983】や shehata【1991】は､規模が大きい企業はど研究開発費を資本化す

る傾向があることを示 している｡また､HopeandGray【1982】は､イギ リスの航空

機宇宙産業が研究開発費を資本化すれば軍需契約において契約価格を高 くできる

ことを示 している｡

したがって､経営者は､徴税あるいは軍需契約にしたがって会計的裁量行動を

用いることが明らかであろう｡経営者の会計的裁量行動が経営者 と政府の情報の

と投資家を編そうとしている可能性(モラル ･ハザー ド)があることを示す｡

138 須 田訳 [1991]248頁(wattandZimmerman【1986])によれば､規模仮説とは､｢規模
の大きい会社の経営者ほど､当期から将来の期間に報告利益を繰 り延べる会計手続

きを選択する傾向がある｣という仮説である｡
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非対称性を拡大させる原因になっているときには､会計基準が問題にされること

になる｡ このときには､経営者 と政府は､会計的裁量行動に関わるエイジェンシ

ー ･コス トを削減するように会計基準設定を要求するであろう｡

次に､研究開発費会計の実体的裁量行動について検討することにしよう｡この

部分は､会計学が扱う蘭域 というよ りは政府統計あるいは財政学が扱 う街域であ

るかもしれない｡政府は､主に企業が研究開発を支出するようにインセンティブ

を張 り巡 らし､国家の技術水準を向上させようとする｡たとえば､研究開発控除

のような徴税上の優遇処置あるいはコス ト･プラス契約にみ られるような政府に

よるリスク負担などがあげることができよう｡ しか しなが ら､経営者は､研究開

発費に一般管理費を混入 して租税上の優遇処置を受ける､あるいはコス ト･プラ

ス契約を逆手にとって悉意的に契約価格を吊り上げるかもしれない(コス ト･オー

バーラン)｡

したがって､経営者は､徴税あるいは軍需契約に従って実体的裁量行動を用い

ることが明 らかであろう｡経営者の実体的裁量行動が経営者 と政府の情報の非対

称性を拡大 させる原因になっていると考えられたときには､会計基準が問題にさ

れることになる｡このときには､経営者 と政府は､実体的裁量行動に関わるエイ

ジェンシー ･コス トを削減するように会計基準設定を要求するであろう｡

以上のように､研究開発費会計における会計的裁量行動 と実体的裁量行動が企

業をめ ぐるエイジェンシー関係に密接に関連 している｡契約理論アプローチでは､

会計基準は､エイジェンシー関係における会計的裁量行動あるいは実体的裁量行

動を規制することで､エイジェンシー ･コス トを最小化するように作 られるであ

ろう｡たとえば､経営者が研究開発費の資本化を利用 して契約価格を吊り上げ､

経営者 と政府のエイジェンシー ･コス トを拡大させている状況を考えよう｡この

とき､会計基準は､研究開発費の会計的裁量行動を規制 してモニタ リング ･コス

トあるいはボンディング ･コス トを引き下げることができる1390

ここで重要なことは､エイジェンシー ･コス トの最小化のために策定された会

計基準が既存のエイジェンシー関係に新たな制約 とともに新たなインセンティブ

139 会計基準が sFASN0.2のように即時全額費用化を採用すれば､研究開発費の会計

的裁量行動が起こらなくなる｡その結果､経営者は､会計的裁量行動をしていない

ことを政府に証明でき､政府は､経営者が会計的裁量行動をしていないとわかる｡
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を与えることになることである｡たとえば､政府が研究開発費の資本化額の算入

を禁止すれば､経営者は､研究開発費を資本化 してよ り多 くの研究開発を実施す

るインセンティブを失い､研究開発費を削減するかもしれない｡ この結果､経営

者は､投資家の意図に沿って効率的に研究開発活動を行 うかもしれない｡逆に､

経営者は､思い切った研究開発活動を実施 しないために技術開発が遅れるかもし

れない｡

したがって､研究開発費会計の会計基準は､会計的裁量行動あるいは実体的裁

量行動を制約するとともに､それが経営者 と政府のインセンティブ関係を規定す

ることになるであろう｡経営者と投資家の関係同様に､研究開発費会計の会計基

準は､定義 ･会計処理 ･開示 という構成要素を規制することで経営者 と政府にあ

る種のインセンティブを与えることになる｡

第一に､研究開発費の定義は､政府で認め られる徴税上の優遇処置や研究開発

の資本化額算入などが認められるかどうかを決定する｡研究開発費の定義が広義

であればあるほど､経営者は､政府か らの優遇処置を受ける度合いが大きくなる

(政府 によるリスク負担)｡逆に､研究開発費の定義が狭義であればあるほど､経

営者は政府か らの優遇処置を受ける度合いが小さくなる(経営者 によるリスク負

担)｡

たとえば､研究開発費の定義がソフ トウェアにも適用されれば､研究開発の優

遇処置は､ソフ トウェアにも適用されることになる｡その結果,経営者は､研究

開発控除を利用 してソフ トウェア開発を積極的に推 し進め､国家の技術水準が向

上するかもしれない｡また､研究開発費の定義が広義であれば､経営者が研究開

発費に関連 しないような一般管理費を研究開発費として混入するかもしれないの

で､政府は徴税額や契約価格において損害を被っているかもしれない0

第二に､研究開発費の会計処理は､経営者の会計的裁量行動あるいは実体的裁

量行動を制約するとともに､経営者あるいは政府のどち らが研究開発のリスクを

負担するかを決定する｡

契約価格への資本化額算入が容認されている状況下では､政府が民間研究開発

の リスクを政府契約によって一部負担することになる(政府による研究開発 リス

ク負担)｡この場合､経営者は､研究開発費の資本化 を利用 して国家の技術水準を

向上させるような巨大研究開発プロジェク トを実施する反面､投資家の望まない

63



非効率な研究開発活動を行って しまうかもしれない｡

逆に､契約価格への資本化額算入が否認されている状況下では､政府が民間研

究開発のリスクを一切引き受けないので､経営者が研究開発のリスクをすべて引

き受ける(経営者による研究開発 リスク負担)｡この場合､経営者は､投資家の望

むような効率的な研究開発活動を行 う可能性がある反面､国家の技術水準を向上

させるような巨大研究開発プロジェク トを実施 しない可能性がある｡

第三に､研究開発支出の開示は､政府以外の利害関係者がどの程度研究開発の

意思決定に関与するかを決定するであろう｡研究開発支出が開示されていれば､

政府以外の利害関係者が企業の研究開発活動についての情報を知 り､その情報を

経営者 とのエイジェンシー関係に反映させる可能性が大きくなる｡その結果､企

業の研究開発が民間主導でお こなわれる｡逆 に､研究開発支出が開示されていな

ければ､政府以外の利害関係者が研究開発情報を経営者 とのエイジェンシー関係

に反映させる可能性が小さくなる｡その結果､政府は､企業の研究開発に対する

責任を取 らざるえなくな り､企業の研究開発が政府主導によって行われることに

なる｡

このように､研究開発費会計の会計基準は､経営者 と政府に対 して経済的イン

セ ンティブを与えることになる｡ これ らのインセ ンティブについてまとめれば､

次のようになる｡

図表2-4研究開発費会計の経済的インセンティブ

会計基準の要素 メリット デメリット インセンティブの方向

定義 広義 民間研究開発の促進 契約価格等の非効率化 政府によるリスク負担
狭義 契約価格等の効率化 民間研究開発の停滞 経営者によるリスク負担

会計処理 資本化額算入 実体的裁量行動の抑止 会計的裁量行動の発生 政府によるリスク負担
資本化額不算入 会計的裁量行動の抑止 実体的裁量行動の発生 経営者によるリスク負担

開示 研究開発支出の開示 民間研究開発の促進 企業機密情報の漏洩 民間主導の研究開発

以上のように､経営者 と投資家､経営者 と政府の経済的インセンティブについ

て考察 してきたが､会計基準は､会計的裁量行動 と実体的裁量行動を制約すると

ともに､各エイジェン トにイ ンセンティブを与える｡すなわち､会計基準は､各

利害関係者に制約条件あるいはゲームのルールを与えるのである｡

しか しなが ら､上記の考察は､経済的インセンティブか らみた会計基準による
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潜在的な帰結を叙述的に書き示 したものにすぎない｡実際には､ これを決定する

要因が存在するOもちろん､経済的イ ンセ ンティブも決定要因とな りうるが､我々

は､イデオ ロギー的イ ンセ ンティブも重要であると考 える｡

た とえば､経営者 と政府の関係では､研究開発費会計の会計基準が政府 による

研究開発の リスク負担 を決定する要因となった｡ したがって､会計基準は､研究

開発政策の一手段 とな りうる｡もし政府が戦時中にみ られるように技術開発 を積

極的に推 し進めているな らば､研究開発費会計の会計基準は,政府が研究開発の

リスクを引き受けるようになるであろう｡ このとき､政府は､政府契約や徴税な

どで富の合理的最大化 を無視 してでも企業の研究開発 を促進 させようとする｡そ

れゆえ､研究開発政策は､イデオロギー的イ ンセ ンティブな しで考えることがで

きない｡なぜな ら､イデオ ロギーは､社会を安定化 させるためにゲームのルール

を正当化する､上部構造 にもなる時 もあるか らである140｡ したがって,イデオロ

ギー という文脈 を理解 していなければ､会計基準を分析することが不可能なので

ある｡

第四節 研 究 開発 費 会 計 とイ デ オ ロギ ー 的 イ ンセ ンテ ィブ

前節では､研究開発費会計の会計基準が経済的イ ンセ ンティブよ り規定できる

ことを述べた｡契約理論アプローチでは､各エイジェン ト間のエイジェンシー ･

コス トを最小化できる制度が会計基準 として採用されるであろう｡しか しなが ら､

我々は､第一章において経済的イ ンセ ンティブのみだけでは会計基準を説明でき

ないと述べた｡そ して､イデオロギー的インセンティブこそが会計基準分析 にお

いて重要であると述べた｡

第一章で考察 したように,人は､イデオロギーに基づいて環境 と折 り合いをつ

けて世界観 を手に入れて意思決定 をお こなう｡それゆえに､イデオ ロギーは,知

識あるいは計算能力が限定 されている中では重要な役割 を占める｡また､イデオ

ロギーは､規範的判断においても重要な役割 を果たすoさらに､イデオロギーは､

人々の経験 と不整合のないよ うに発展す る｡これ ら三つは､North[1981】が議論 し

ていた点である｡

140 North【1981】p.182(中島訳[1989】241頁).
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イデオロギー的インセンティブは､研究開発費会計の会計基準においても顕著

な影響を与えている｡たとえば､第四章で登場する Rolls-Royce社は､研究開発

の失敗 によって倒産 ･国有化に追い込まれるが､当時研究開発費の資本化を採用

していた｡それゆえ､Rolls-Royce社倒産の直接原因は､研究開発費の会計処理に

はないと考えられたにもかかわ らず､研究開発費の資本化に一因があると考え ら

れた｡その結果､研究開発費の会計基準が Rolls-Royce社の倒産を契機に制定さ

れる｡

こうした議論 は､North【1981]の議論 と整合的で ある｡すなわ ち､人々は､

Rolls-Royce社の倒産原因を特定化できないゆえに､研究開発費の会計処理を問題

にあげる｡そ して､人々は､規範的判断の見地か ら研究開発費の会計処理を規制

すべきであると処断する｡ゆえに､Rolls-Royce社倒産 という歴史的事実(経験)が

研究開発費の会計基準へと発展 し､イギ リスの研究開発費会計の経路を形成する｡

上記は､イギ リスの例を挙げたものにすぎないが､各国の当時のイデオロギー

的インセンティブが会計基準の経路に影響を与えるであろう｡アメリカでは､軍

産複合体 とそれに反するイデオロギー､ 日本では第二次世界大戦中の総力戦体制

が存在する｡そうしたイデオロギー的イ ンセンティブは､社会を安定化させるに

際してゲームのルールの上部構造 として存在する場合もある｡ゆえに､イデオロ

ギー的インセンティブと経済的イ ンセンティブの相互作用を検討するために､学

際的な研究が必要となる｡

たとえば､アメリカの軍産複合体は､第三章で正確 に定義するが､政府の高官

と軍需企業の経営者が互いに拡大 しようとするイデオロギーである｡軍産複合体

は､政府の高官 と経営者の富の合理的最大化行動か ら捕 らえることもできるが､

それを内生的に考察することは会計学ではな く経済学の範噂に該当することにな

る｡ したがって､軍産複合体は､経済的インセンティブとイデオロギー的インセ

ンティブの相互作用の中で生み出されているので学際的な研究が必要となる｡ し

か し､我々は､軍産複合体を研究することを主題 として考えていないので､あく

までも研究開発費会計の立場か ら外生的に考察することにしたい｡

以上のように､我々は､研究開発費会計の会計基準分析に際 して､イデオロギ

ー的インセ ンティブの相互作用を考察する｡しか しなが ら､各国のイデオロギー

的インセ ンティブは､時代や国によって千差万別であ り､これを経済的インセン
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テイブのよ うに論理的に展開することは難 しいOなぜな ら､イデオロギー的イン

センティブは､各国の歴史事象や経験によって大きく左右 されるか らである｡

たとえば､Rolls-Royce社の倒産にみられるような研究開発費の資本化に対する

規範的な嫌悪感や軍産複合体や政府のイデオロギー認識などが研究開発費会計に

大きな影響を与えているであろう｡我々は､当時の支配的なイデオロギーが各国

の会計基準の差を考える上で重大であると考える｡

では､我々は､多 くのイデオロギーの中でも支配的なイデオロギーと研究開発

費会計との関わ りをなぜ重視 しなければな らないのか｡この理由は､North【1981]

が次のようにイデオロギーによる説明の成功条件を示 したことにある｡すなわち､

｢イデオロギーは､世界についての相互に連関 した包括的な見方か らなっているので､そ

れは､既存の財産権および交換条件の構造がどのようによ り大きなシステムの一部をな し

ているかを説明しなければな らない｡過去をこの一連の合理化 と整合的な言い方で説明す

ることも不可欠である｡もし歴史家がいうように､歴史が世代間ごとに書き換えられるの

だとすれば､それは普通､後か らの証拠によってそれまでの仮説についてはっき りと反証

可能な検証が進んだか らではな く,現行のイデオロギー と整合的であるかのような別の説

明するために､既存の史料にそれまでとは異なったウエイ ト付けがなさられるか らである｡

歴史家は決 して新証拠を発見 しないというわけではない｡明 らかに彼 らは発見する｡そ し

て､そ うした証拠がそれまでの仮説の検証手段 を提供する程度に応 じて､歴史についての

知識の状況は進歩する｡しか し膨大な量の情報がたっぷ りとある現代でさえ,長期変化を

説明するのに伴 う複雑で大規模な仮説についてのはっき りとした検証を展開する学者の

能力は非常に限 られている｡したがって競合的な諸説明は､強いイデオロギー的歪みをも

つ傾向がある｡マルクス主義者は､経済史を階級闘争の物語 として書 く｡自由市場イデオ

ロギーの持ち主は､それを効率的な市場の発展 として書 くo産業革命期の生活水準につい

て､あるいはアメリカの奴隷の状態についてなされるような歴史に関する議論をめ ぐる激

しい論争は､純粋に学問的な議論としてだけでは解釈 しえないDそれ らは､歴史がイデオ

ロギー対立の戦場 となるようなよ り大きな諸見解のかなめとして初めて意味を持つので

あるO私は､-以下で明 らかにするように-すべての歴史ないし社会科学の理論構築がイ

デオロギーにはかな らないと主張しているわけではない｡競合的な諸説明についての最終

的な検証が出来ない程度に応 じて､過去についての学説-そ して現在を説明する理論-が
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た くさん存在する ことになると主張 しているのである141｡｣

我々は､この成功条件が会計基準にも該当すると考えている｡まず､イデオロ

ギーは､会計基準が どのようによ り大きなシステムの一部をな しているかを説明

するであろう｡次に､会計理論は､学者のイデオロギー的歪みに応 じて多 く存在

することになるので､学者が採用するイデオロギーに応 じて会計基準を説明する

理論は多 く存在することになる｡

そ こで､我々は､研究開発費会計の会計基準が当時の支配的なイデオロギーに

沿って理解 したいと考える｡別のイデオロギー的インセンティブか らも研究開発

費会計の会計基準を説明できるであろうが､我々は､以下の各章の考察を通 じて､

研究開発費会計の会計基準が当時の支配的なイデオロギーと関連付けられること

で説明されると考えるに至った｡特に､我々は､政府が研究開発費会計の会計基

準を政府や軍の政策の一部 と考えていたために､軍や政府の干渉を受けたのでは

考える｡また､ソフ トウェア会計は､研究開発費会計の影響を受けて展開する｡

それゆえ､研究開発費会計に影響を与えた支配的なイデオロギーは､ソフ トウェ

ア会計に対 しても影響を及ぼす ことにもなろう｡

第五節 おわりに

本章では､研究開発費会計の会計基準 と既存研究について簡単に要約 し､経路

依存を導出するために､研究開発費会計の経済的インセンティブとイデオロギー

的インセンティブについて考察 した｡その結果､我々は､次のような方法論的結

論を得ることになった｡

すなわち､経路依存は､イデオロギー的インセンティブと経済的インセンティ

ブの相互作用の中で､イデオロギー的イ ンセンティブが各国の研究開発費会計の

経路に影響を与えることと理解する.具体的には､我々は､軍や政府の研究開発

政策等の支配的なイデオロギーが研究開発費会計の会計基準に大きな影響を与え

ていたのではないかと考える｡そ して､支配的なイデオロギーの差が会計基準の

差を説明することを示 して､これを研究開発費会計の経路依存 と提起する｡

141 Norlh【1981】p.52(中島訳[1989】72-73頁)
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このような結論に至ったのは､次の 2点にある｡第一に､契約理論アプローチ

が明 らかにしていない点を明確にできるか らである｡すなわち､契約理論アプロ

ーチは､エンジェンシー ･コス トの最小化 という経済的インセ ンティブのみを対

象とするために､イデオロギー的インセンティブを無視 して しまった｡その結果､

会計基準のように､イデオロギー的インセンティブが大きく作用するような商域

の説明に苦慮 してきた｡

第二に､North理論を援用 した方法論は､論理的に経路依存を導き出す ことを

可能にする｡既存の会計学における経路依存研究は､新古典派経済学の合理的最

大化行動を直接的 ･間接的に否定 しなが らも､正確 に ｢行動仮説｣を組み立てる

ことな く具体的な事象を分析 していた｡その結果､経路依存を論理的に導き出す

方法が欠如 していた｡

以下､本論文は､経済的イ ンセンティブとイデオロギー的インセンティブの相

互作用を記述 して経路依存を導き出す｡そのために､我々は､イデオロギー的イ

ンセンティブが会計基準や会計実務の経済的インセンティブにどのような影響を

与えたかについて考察するであろう｡各章では,アメリカ ･イギリス ･日本の研

究開発費会計およびアメリカのソフ トウェア会計を取 り上げ､支配的なイデオロ

ギーが研究開発費会計にもた らした影響か ら各国の会計基準の差を説明し､経路

依存を実証 していくことにしたい｡
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第二部 経路依存による会計基準分析
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第三章 アメリカの研究開発費会計

第一節 はじめに

アメリカは､初めて研究開発費の定義､会計処理および開示を備えた会計基準

を策定 した国である｡ このような形式の会計基準は､諸外国の会計基準やソフ ト

ウェア会計の会計基準に対 しても影響を与えることになる｡我々は､日英の研究

開発費会計の基盤 となるゆえに､アメリカの研究開発費会計の会計基準を最初に

考察する｡

ア メ リカ の研 究 開発 費会 計 は､財 務会 計基 準 審 議会(FinancialAccounting

StandardsBoard:FASB)が 1974年に財務会計基準書第 2号(StatementofFinancial

AccountingStandardsNo.2:SPASNo.2)を公表するまで統一的に規制されていなか

った｡ただ し､開示規制としては､1917年の"UniformAccounts"による繰延勘定､

1970年の APBオピニオンによる会計方針の開示142､1972年の会計連続通牒第 125

早(AccountingSeriesReleaseNo.125:ASRNo.125)による繰延研究開発費と研究開

発支出の開示が存在 している143｡

本章は､アメリカの研究開発費会計を統一的に規制 した sFASN0.2を中心に検

討を加えることにしたい｡SFASN0.2は､｢ロッキー ド救済声明｣と榔旅されるよ

うに､Lock】leed社や軍需企業の会計処理 と深い関係をもち､軍需企業を取 り巻 く

イデオロギーを強 く受けて設定されるに至ったと考えられる｡また､一部の企業

は､研究開発費の資本化を利用 して会計的裁量行動をお こなっていた｡ゆえに､

SFASN0.2は､こうした状況の中で研究開発費の即時全額費用化 という厳 しい規

制に乗 り出す ことになった｡

そ こで､我々は､以上のような特徴のあるアメリカの研究開発費会計を考察 し､

アメリカの研究開発費会計の経路依存について考えたいと思う｡第二節は､SFAS

N0.2の詳細な説明と資本市場理論にもとづいた会計学(資本市場アプローチ)144に

142ApB[1972】paragrph12

143 ASRNo.125は､Rule5-02-20.(DeferredResearchandDevelopmentExpenses,

preoperalingExpenseandSimilarDeferrals),Rule5-04,SchedulesⅦを改正するもの

であった｡この結果､schedulesⅦ(Rule12-08.IntangibleAssets,DeferredResearch

andDevelopmentExpenses,PreoperatingExpensesandSimilarDeferrals)および

SchedulesXⅥ(Rule12-16.SupplementIncomeStatementInformation)で繰延研究開

費および研究開発支出が開示されることになる(U.S.sEC【1972】,Ouinn【19721p.66)｡
144 第一章で述べたように､資本市場アプローチは､投資家の意思決定に有用な情報
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よる実証研究について考察 を加える｡第三節は､SFASN0.2を取 り巻 く状況につ

いて会計実務および軍産複合体の分析を加えて明 らかにす る｡第四節は､第三節

の状況 に基づいてアメリカの研究開発費会計の経路依存 を明 らかにする｡

第二節 ア メ リカ の研 究 開発 費 会 計 の会 計基 準

第-項 アメリカの研究開発費会計の会計基準

アメ リカの研究開発費会計は､FASBが 1974年 10月に発表 した sFASN0.2に

よって規定 されることになったosFASN0.2は､序説145 (paragraphs1-6)､研究開

発の構成活動(paragraphs7-10)､研究開発活動にみなされる原価要素(paragraphll)､

研究開発費の会計処理(paragraph12)､開示(paragraphs13-14)､発効 日及び経過処

置(paragraphs15-16)､付録 A(Paragraphs17-22)および付録 B(Paragraphs23-64)か ら

構成される｡

具体的な内容は､次のとお りである｡研究開発の構成活動では､研究開発費の

定義146および研究開発活動 に含 まれるその典型例を提示す る｡次に､研究開発活

動 にみなされる原価要素では､a.材料､設備及び施設費､b.人件費､ C.企業外部者

か ら購入 した無形資産､d.契約 によるサー ビス､e.間接費 に関する研究開発費の

分類 を示 している｡そ して､研究開発費の会計処理 において､｢本基準書が対象 と

する研究開発費は､全額発生時点 に費用 として計上 しなければな らない147｣と示

す｡さらに､開示では､｢損益計算書が対象 とする各期間に費用 に計上 した研究開

を提供 し､効率的な資源配分を実現させようとするものである｡
145序説では､sFASN0.2の目的などが示されるが､以下二つの点に注 目すべきである｡

契約に基づいて､企業外部者のために行う研究開発活動に要する費用の会計及び第

一次産業に属する企業特有の活動(探査 ･採掘等)は､sFASN0.2の範囲から除外さ
れている｡特に､前者は､公開草案では､その範囲に含 まれていた｡そのために､

｢企業外部者によって直接的に弁済されない研究開発｣と ｢企業外部者によって直

接的に弁済される研究開発｣という二つの範囲で研究開発費の会計処理が規定され
ている｡

146 研究(Research)一新 しい製品やサービス､又は新 しい生産方法や技術を開発 したり
又は既存製品や生産方法に重要な改良を加えるのに役立つところの､新知識の発見

を目的とする計画的な調査又は批判的研究である｡開発(Development)一研究の成果
又はその知識を､新 しい製品や生産方法に関する計画､設計の形又は既存の製品や

生産方法を著 しく改良するための計画又は設計の形に具現化することである｡ここ

には､市場調査や市場での実験活動は含まれない(FASB[1974C】Paragraph8)｡
147 FASB【1974C】Paragraph12.
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発費の総額 を財務諸表 に開示 しなければな らない148｣ ことを明記する｡最後に､

発効 日及び経過処置では､sFASN0.2が 1975年 1月 1日以降の会計年度か ら発効

し､繰延研究開発費は､過年度損益修正(priorperiodadjustment)149によって過去に

さかのぼってライ ト･オフすることを規定する150｡

本章で特に議論するのは､研究開発費の即時全額費用化である｡我々は､SFAS

N0.2 による即時全額費用化 に関連 して､次の 3 つの内容 にふれることになる｡

｢(1)(定義されるような)研究開発費は全額発生時点で費用化 されること｡(2)各期

に費用化された研究開発費額が開示されること｡(3)既存の繰延費用は､過年度損

益修正によってライ ト･オフされること151｣である｡

では､SFASN0.2は､研究開発費の即時全額費用化をどのように導いたのであ

ろうか｡他の選択肢152としては､全額資本化(capitalizationofAllCosts)153､選択

的資本化(selectiveCapitalization)154､特別勘定(AccumulationofCostsinSpecial

category)155が挙げられていた｡付録 Bには､その中か ら即時全額費用化を採用 し

た理由と他の選択肢を否定 した理由が詳 しく述べ られている｡

まず､即時全額費用化を採用 した理由であるが,次の 5つが記述されている｡

すなわち､将来便益の不確実性､支出と便益の因果関係の欠如､経済的資源の会

計認識､費用の認識 と対応､効果情報の有用性である156｡第一点は､研究開発の

成功率が低 いというものである｡第二点は､支出と便益 との因果関係を観測する

ことが難 しいという点である｡第三点は､資産 としての会計的認識(測定可能性の

基準)を満たさない点である｡第四点は､第二点に関連 して原因と結果の関連付け

ができないことか ら原価配分ができない点である｡第五点は､研究開発費と将来

148FASBl1974C]Paragraph13.

149APEl1966]Paragraphs18･26.
150FASB[1974C】Paragraph15.
151vigeland[1981]p.309.
152FASIH1974C]Paragraph37.
153 ｢すべての原価を発生時に費用計上する(FASBl1974C]Paragraph37)o｣
154 ｢特定条件が満たされる場合は原価を発生時に資本化し､その他の場合の原価は

すべて費用化する(FASBl1974C]Paragraph37)｡｣

155 ｢将来の効力があるか否かが決定されるまで､すべての原価をある特定の科目に

計上しておく(FASBl1974C]Paragraph37)O｣特別勘定は､(株主持分の相当額を分

離して)貸借対照表の資産区分の以下あるいは､株主持分の控除勘定として報告さ
れる0

156FASBl1974C]Paragraphs39-50.
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便益の関係が確認されていないために､企業の潜在的利益獲得能力を評価する上

で有用でない点である｡

次に､即時全額費用化以外の選択肢が否定された理由である｡まず､全額資本

化は､企業全体 として研究開発費を評価するのではなく､各取引､各計画やそれ

に関連する取引や計画で評価 されるべきことを理由にして否定されている157｡次

に､選択的資本化は､様々な条件158を挙げた上で､客観的に比較できる基準が設

定できないことを理由にして否定されている159｡最後に､特別勘定は､財務アナ

リス ト他が次のように主張 したことを理由に否定されている｡すなわち､特別勘

定に累積 した原価が企業の利益獲得能力を評価する上で有用ではなく､基本財務

諸表の性質を歪め､計算比率やほかの財務情報を複雑にするためであった160｡

このように､SFASN0.2は､さまざまな理由を挙げて研究開発費の即時全額費

用化を採用するに至った｡ しかしなが ら､SFASN0.2は､上記の諸理由だけで設

定され存続 しているのであろうか｡ この点を確認するために､上記の諸理由の中

か ら支出と便益の関係について検討することにしよう｡支出と便益の関係を検討

する理由は､次のとお りである｡第一に､即時全額費用化の理由は､研究開発の

不確実性を除き､支出と便益の関係か ら導き出されているといえる｡第二に､即

時全額費用化以外を否定 した理由は､根本的に資本化を否定するものではない｡

さらに､資本市場アプローチか らみた場合､支出と便益の因果関係の欠如が即時

全額費用化 を採用する論拠 となる｡

そ こで､次項では､SFASN0.2の論拠を検討するために､支出と便益の関係を

考察する実証研究を取 り上げる｡

第二項 実証研究による財務会計基準書第 2号の問題

前項においては､SFASN0.2が即時全額費用化 を採用 したのは､支出と将来便

益 との関係を確認できなかったことに起因すると述べた｡そ こで､この点に注 目

157 FASBl1974C]Paragraph52.

158 FAS】】t1974C]Paragraph53.a.製品と工程の定義ob.技術的実現可能性｡C/市場性/
有用性｡d.経済的実現可能性｡e.経営者の行動｡f.純利益比較の歪曲oこの条件が国

際会計基準の選択的資本化の条件と酷似 していることには注目すべきである｡

159 FASBl1974C]Paragraph54.
160 FASB[1974C1Paragraph59.
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する実証研究を取 り上げる｡まず､SFAS N0.2では､研究開発支出と将来便益 と

の関係を次のように述べている161｡

支出と便益の因果関係の欠如

研究開発費と特定の将来収益との直接の関係は､事後的な(hindsight)便益としても一般に

実証されていないOたとえば,研究開発活動を強 く必要 とする産業内の企業を焦点 とす

る三つの実証研究は､一般的に次期以降の売上高や利益や産業内のシェアによって測定

される､将来便益の増加 と研究開発支出の間に重大な相関関係を発見 していない｡

引用された実証研究は､それぞれ Newman【1968】､Johnson【1967】､Milburn【1971】

である｡ こうした実証研究に対する FASBの見解は､ publicRecordで次のように

まとめ られている162｡

Newmanl1968]

1968年の研究は､アメリカ産業と各 5産業の売上の長期成長 と研究開発費の間の潜在的

な相関を全面的に調査 した｡この研究は,1954-1965年間についての売上と過去 9年間に

発生 した研究開発費を比較する多重回帰分析を行 っていた｡その結果は､安定 した結論を

下すには､十分に客観的ではないと考えられるけれ ども､将来期間の売上が研究開発費の

結果 として増加すると示唆する｡資本財(capitalgoods)産業における売上増加は､数期間

のうちの初期に発生 した研究開発費とのみ相関 した｡

Johnson【1967】

1953-1964年の主要製薬企業 10社について 1967年の研究は､(a)総資産 に占める研究開発

の比率 と(b)純財産に占める純利益の比率の相関を検定 した｡平均回帰係数は､2年か ら

10年の間で費用化 ･逓減償却 ･直線償却 ･逓増償却の傾向で獲得された｡費用化は最も

高い係数を与えるが､十年の耐用期間の逓増償却は最低の係数を与える｡ しかしなが ら､

係数がとても小さいのでおそ らく統計的に有意にな らないOこうした結果は､｢(任意のル

ールとして)研究開発費の償却が費用化よ りも有用ではない可能性を示 し､実証結果と-

161FASBl1974C]Paragraph41
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致する判断が研究開発費を費用化するべきである｣ことを示すと筆者は述べる｡

Milburn【1971】

上記の 10社の主要製薬企業に関する 1971年の未出版研究は､Johnson【1967]の中で用いら

れた仮説が不必要に間接的であると断言し､次のような仮説がより直接的な関係を実証で

きると断言したo全製薬産業の研究開発支出に占める製薬業者の研究開発支出の比率変化

が産業売上における企業の将来シェアの変化と一致するであろう｡この仮説の検定は､現

在年度における研究開発費の企業シェアの変化が現在年度における売上の企業シェアの

変化に相関したとき､わずかに高い係数が生ずることを明らかにした｡単年度ラグではそ

れよりずっと低い係数が生じたが､ラグ期間を 1から7に増加すると､相関係数は一般的

に増加した｡

Newman【1968】は､研 究 開発費 と将来便益 の関係が不 明瞭で あるが､相関関係が

ある ことを示 して いる｡ これ に対 して,Johnsom【1967】と Milburn【1971】は､現荏

の研究 開発 費 と現在の便益 の相 関関係が高 い ことを示す｡特 に､Johnson【1967】は､

費用化 が もっ とも有用で ある と主張す る｡ このよ うな実 証結果 は､SFASN0.2を

資本化 よ りも費用化 の方 向へ と導 くことにな る｡

しか しなが ら､上記の実証研究 に反証 をあげる論文が sFASNo.2以降 に発表 さ

れ続 けて いる｡Dukel1974】163､Ben-Zionl1978】164､Griliches【1981]165､Hirscheyand

162FASB【1974a】pp.19-20.
163Dukel1974]は､1960年か ら 1968年までの 52社 について報告利益/普通株式の市

場価値 と研究強度(研究開発費/利益)の関係を調査 して､研究開発費が有意に企業の

証券価格 に相関 した ことを兄 いだ しているoDukel1974]は､この結果よ り投資家が
研究開発費の費用化 を資本化へ と調整 していることを示 した｡

164Ben-Zionl19781は､1969年の 200社のクロスセクション ･データを用 いて､研究

開発費が(修正帳簿価額の代理変数 として)企業の市場価値 と相関 しているか どうか

を検証 した｡その結果､研究開発費(研究開発費比率､研究開発費/普通株式の帳簿価

飯の比率)が企業の市場価値 と相関 していると示 した｡ また､研究開発支出の現荏
支出が 1年あた り 10%で成長するとして推定 した上で､研究開発費の償却率を 0.20

と推定 した0

165Grilichesl1981]は､1968年か ら1974年の 157社のデータを用 いて トー ビンの Q(企

業の現在の市場価値(持分+負債)/通常資産(工場､設備､棚卸資産､金融資産)の時価)
と過去の研究 開発支出の分布 ラグや patentの数の関係を実証 しようとした｡その結

果､研究開発が Q に統計的に有意な正の効果があ り,patentの数が企業の評価 に適

用 されることを発見 した｡
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weygandtl1985】166､ BublitzandEttredgel1989]167､shevlinl1991】168､ sougiannis

l1994]169､ LevandSougiannisl1996]170な どである｡一連の研究 は､期間､変数お

よび方法 は異なるが､一様 に研究開発費 と証券価格 に相関関係があることを主張

す る｡特 に､LevandSougiannis【1996]は､研究開発費の資本化 には投資家 にとっ

166HirscheyandWeygandt[1985】は,1977年の 390社のクロスセクション ･データを

用いて トー ビンの Q(市場価値(普通株の市場価値 と債務の帳簿価頗)/有形資産の取

替コス ト)と研究開発強度 (R&Dintensity:研究開発費/売上高の比率)が相関してい
るかどうか検証 した｡推定結果は､トー ビンの Q と広告支出や研究開発支出の両方

が統計的に有意に正に相関 していると示 した｡また､研究開発費の償却率が一般に

10%か ら20%であると推定 した0

167BublitzandEttredgel1989]は､1974年か ら 1983年までの 190社か ら328社の多数

年標本で累積異常投資収益率(cumulativeAbnoTmalReturn:CAR)と広告支出や研究

開発支出の予測誤差(一株あた り研究開発費一前期の一株あた り研究開発費/前期の

一株あた りの株価)との関係を､理論的に導かれる係数ゼロ(theoreticallyderived

coefficientofze-o)と cARに対する一般費の予測誤差の係数をベンチマークにして
比較 しようとした｡その結果､研究開発費の予測誤差に関する係数は､正であ り､

非負になるという帰無仮説を棄却することができなかった｡そのことによって､彼

らは研究開発費が長期わたって正味現在価値ゼロの投資を構築する可能性を示 し

た｡

168shevlinl1991】は､1980年か ら 1985年のクロスセクション ･データを用いて､73
社の有限責任パー トナーシップを設立 した 53社の研究開発企業について､その持

分の市場価値を評価する際に､研究開発企業の保有する有限責任パー トナーシップ

をコール ･オプションと解 しているかどうかを検証 しようとした｡その際に､彼は

研究開発企業について報告されない重大な資産として研究開発支出を変数 として

導入 した｡そのために､合資会社を保有 しない研究開発企業のコン トロール ･サ ン

プルで､研究開発の資本化要因を算定 し､その資本化要因に基づいて有限責任パー

トナーシップを保有する研究開発企業の回帰分析 を行った.全体の結果 としては,

投資家は､研究開発企業の市場価値を評価する際に適切な情報として有限責任パー

トナーシップをコール ･オプションとみな し､オプションの価値を評価するために

注記開示を利用 してお り､sFASN0.2にもかかわ らず研究開発費を資本化 している

ことを示 した｡

169Sougiannis【1994]は､1975年か ら 1985年のクロスセクション ･データを用いて､
会計利益 と持分の市場価値に対する研究開発効果を二つのモデル､利益モデルと評

価モデルで推定 しようとした｡利益モデルか ら結果は､研究開発費の発生時点での

費用化を調整 した報告利益(広告費と研究開発支出の費用化前の税引後利益)が研究
開発か ら認識された収益を反映していることを示 した｡評価モデルか らの結果は､

投資家が研究開発投資を高 く評価することを示 した｡また､市場価値に対する研究

開発効果を､研究開発変数によって伝達される直接効果 と利益を通 じて市場価値に

影響を与える間接効果 に分け､後者が前者よ りもずっと大きいことを示 した｡

170LevandSougiannis[19961は､1975年か ら 1991年までのクロスセクション ･デー

タを用いて､(減価償却費､広告費､研究開発費控除前の)営業利益 と(分散の不均一

性を和 らげるために総売上高で除 した)研究開発支出との関係を推定 し､統計的に

信頼があり経済的に適合性のある研究開発費の資本化過程(具体的には､研究開発

資産 とその償却率)を推定 した｡それ らが反映されるように調整された報告利益(特

別項 目控除前の一株あた りの利益)や帳簿価額の修正(研究開発資本の導入)は､株式
価格又は株式 リターンと強 く相関することを発見 した｡
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て価値関連性(value-relevance)があると主張する｡したがって､現在の実証研究は､

研究開発費と将来便益 に因果関係が存在 し､研究開発費の資本化が将来の証券 リ

ターンを予測する投資家を支援すると指摘するのである｡

では､SFASN0.2による即時全額費用化は､実証研究による反証にもかかわ ら

ず､なぜ覆 されないのであろうか｡この原因は､sFASN0.2や sFACN0.6が示す

ように研究開発の不確実性に集約することになるが､なぜ研究開発の不確実性が

注 目され続けなければな らないのであろうか｡この間題 を解決するためには,研

究開発の不確実性が当時の状況において注 目されていた理由を考察 しなければな

らない｡そ こで､SFASNo.2設定当時のアメリカの研究開発費会計をめぐる状況

を考察する｡我々は､当該歴史的状況を分析 した結果､イデオロギー的インセ ン

ティブが sFASN0.2の設定に大きな影響を与え､その後のアメリカの研究開発費

会計の経路を規定 した ことを述べることになるであろう｡

第三節 アメリカの研究開発費会計をめぐる状況

本節は､アメリカの研究開発費会計をめぐる状況を明 らかにして､SPASN0.2

が即時全額費用化を採用するに至る状況を見極める｡考察に際 しては､大企業､

小企業および軍需企業 という企業別に考察する｡大企業 と小企業については､投

資家 との関係について述べ､軍需企業については､政府 との関係について述べる

ことになる｡また､我々は､政府や軍の研究開発政策 と研究開発費会計を関係に

ついて述べるため､当時の軍需契約の問題について述べることにしたい｡

第一項 大企業の会計実務

sFASNo.2以前においては､アメリカの会計実務は､資本化 と費用化の選択適

用が可能であった｡この実務は､SFASNo.2設定に大きな影響を及ぼした可能性

が高い｡では､当時の大企業の会計実務はどのようなものであったのか｡また､

大企業 とそれに対応する投資家について考察 していく｡

まず､企業にとっての研究開発費会計の意味を考える｡他の条件を一定とすれ

ば､研究開発費の資本化は､資産を大きく表示させ､当期の利益を増大させる｡

その一方で､研究開発費の資本化は､研究開発費の償却 によって将来の利益が圧

迫される可能性を生 じさせる｡逆に､研究開発費の費用化は､資産を過小表示さ
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せ､当期の利益を減少させる｡その一方で､研究開発費の費用化は､現在期に費

用化するために将来の利益を圧迫する恐れはない｡

さ らに､ ア メ リカ で は 1954 年 の 内国歳 入法(InternalRevenue Code,Sec.

174(a))171によ り､企業は､研究開発費を費用化あるいは資本化 ･償却のどち らか

を採用することができる､｢税務 目的のために採用された方法が株主に報告する

ために用いられた方法 と一致する必要はない172｣ので､財務報告 目的と税務 目的

で別の会計基準を用いることができる｡

では､企業はどちらの会計処理を選択 していたのであろうか｡大企業 と小企業

で異なる傾向が観測されている｡すなわち､大企業については､1930年代頃か ら

費用化を広 く用いていたことが指摘されてお り173､小企業については､資本化 を

広 く用いていたことが明 らかにされている174｡

また､DaleyandViegeland【1983】は､資本化企業(135社)と費用化企業(178社)を

サンプルにして､配当制限条項の抵触する可能性や負債比率の大きさが研究開発

費の会計処理に影響 していることを実証 している｡さらに､shehata【1991】の研究

は､資本化企業(OTC 企業 67社+上場企業 54社)と費用化企業のコン トロール ･

サ ンプル(250社)に対 して､会計選択についてプロビッ ト分析を行っている｡その

結果､資本化企業は､小規模 ･高い負債比率を有 し､研究開発支出と利益のヴォ

ラティリティが高く､研究開発活動に対 して利益のかな りの部分を費やす企業で

あった17㌔

で は､ 多 くの大 企 業 が なぜ 費 用化 を選 択 す る の で あ ろ うか ｡ orton and

Brandish【1969】の調査では､企業は､(1)保守主義な財務慣行､(2)所得税法の任意

規定､(3)研究開発支出の安定性､(4)原価処理の利便､(5)提供される情報の有用

性か ら費用化すると述べている176｡この見解 を shehatal1991]と比較すると､大企

171実際には､1954年の内国歳入法(InternalRevenueCode,Sec.174(a))が税務目的に試
験研究費の費用化を認めたこと(それまでの司法判決は繰延を支持)が研究開発費の
資本化 ･償却の会計実務に決定的な打撃を与えた(GelleinandNewman【19731p.20,

植野編 [1982】72頁)0
172Johnson[1967】p.165.

173Drebin【1966]p.414;Johnson【1967】p.165;GelleinandNewman[19731pp.15･78;
FASB【1974d】pp.41A-44;Miller,Reddingandliahnson[1999]p.122.

174 sam-Miguel[1975];Shehata[1991】.
175shehata【1991】pp.775-777.
1760rtonandBrandishl1969]pp.34,42.

79



業はど税 コス ト等の政治コス トの節約か ら費用化を選択するという事実や､研究

開発支出のヴォラティリティが高いほど資本化を選択 しがちであるという事実 と

一致す る｡また､(2)所得税法の任意規定 に関連 して､Drebin【19661は､｢企業の税

負債 を最小化するという税 目的のために現在支出を費用 として処理することが通

常有利である177｣と指摘 している｡さらに､(3)研究開発支出の安定性に関連 して,

Dukes【1974】は､費用化企業 49社の研究開発支出が研究職員への投資のために安

定 していることを指摘 している178｡

実際､大企業による費用化実務は､sFASN0.2の設定過程 にも確認されている179｡

た とえ ば､GeneralElectric社 は､討議資料(DiscussionMemorandum)に対す る

positionPaperで次のように述べている｡

｢我々は､研究開発費がコストの発生する会計期間の経営成績(operatingresults)に計上さ

れるべきであると強く勧告する｡この処理を勧告する理由は､次の三つである｡(1)研究開

発活動の高い割合が財やサービスの生産収益を生じさせないと一般的に認識されていると

いうこと｡(2)我々の経験では､市場性のある財 ･サービスが実際に生じる活動でさえ､研

究開発を償却する期間に(生産収益が)必ずしも認識できないことb(3)大多数の企業が､実

務において一致して適用してきたという事実は､このアプローチの妥当性の証明であるこ

と180｡｣

これ に対 して､投資家は､企業の研究開発費会計をどのように考えていたので

あろうか｡企業 と同様 に､SFASNo.2以前の状態か ら考察することにする｡orton

andBrandishl1969】では､財務アナ リス トへのイ ンタビューを行 っている｡ このな

かで､財務アナ リス トは､研究開発費の会計処理について次のように述べている｡

177Drebin【1966】p.414.
178 Dukes【1974】pp.55-57.
179 ただし､DMへの PositionPaperでは､選択的資本化を支持する企業が多い｡費用
化を支持する企業が 12社に対 して､選択的資本化を支持する企業が 21社である｡

これは､資本化企業だけではなく､費用化企業や公益企業からも選択的資本化を支

持する傾向があったことに起因する｡しかしながら､公開草案の全費用化要求に対

する反対は､小企業および公益企業を除けばほとんど存在 しない0

180 FASB[1974a】p.396.括弧内は筆者が加筆 した｡
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｢財務アナリストは､収益と費用の適切な対応についての会計人の関心に興味がなさそう

である｡その代わりに､財務アナリストは､会計年度に支出された研究開発費の全額をみ

ることを明らかに選好する｡なぜかoこのアプローチは､経営者によって行使される裁量

について問題を生じさせない｡財務アナリストは､経営者が適切に資本化しているのか､

年度間の利益を平準化しようとするのではないのかと,資本化に疑念をもつ傾向がある

181｡｣

このように､財務 アナ リス トは､経営者が会計的裁量行動に陥っているのではな

いか という点 に高い疑念 を感 じていた ことがわかる｡同時 に､財務アナ リス トは､

研究開発費の開示 に対 しても不満を持っていた ことがわかる｡この点 については､

ortonandBrandishl1969]182や Forbes誌の"MissingDimension"という記事183におい

ても明 らかにされていた｡ これは､研究開発費に対する開示規制が Form lO-Kの

中にもなかったか らである｡事実､ortomandBrandish【1969】の 150社の損益計算

書に関する調査では､研究開発費を財務諸表内で取 り扱 っていない企業が 121社

にのぼった184｡

研究開発費の開示 に関 しては､1970年以降､Form lO-K内で次第 に改善 されて

いくことになる185｡そ して､ こうした研究開発費会計の改善は､SFASN0.2の設

定へ と続 くことになる｡財務アナ リス トは､SFASN0.2の設定過程の中で もイ ン

タビューや公聴会での意見表明を通 じて､研究開発費の資本化 に対する疑念を明

確 にしている｡

その中では､財務アナ リス トや銀行等 は､比較可能性のある研究開発費の分類

を主張すると同時 に､研究開発費の資本化 を利用 した会計的裁量行動 に対する疑

1810rtonandBrandish【1969】p.34.
1820rtonandBrandish[1969]p.34.
183 ForbesMagazine,May151970pp･200-2031
1840rtonandBrandishl1969]p34.

185まず､｢証券取引委員会(SecuritiesandExchangeCommission=SEC)は､1970年以降

Form10-K､Item1Businessの 『企業の記述("descriptionofthebusiness")』セクショ

ンで研究開発費の開示｣を要求 している(vigeland[1981】p.314)｡さらに､1972年に

は､会計連続通牒第 125号(AccountingSeriesReleaseNo.125)｢RegulationS-Ⅹ に対

する改正の採用通達("NoticeofAdoptionofAmendmenttoRegulationS-Ⅹ")｣を通 じ

て､研究開発費についての開示要件が拡大することを通達 している(SEC[1972】;

Quinn[1972】p.66)0
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念 を明 らか に して いる｡以下の表現で あるC

｢1973年において投資社会(investmentcommunity)は､どんな繰延開発費も偏見の目でみて

おり､そのようなコストからの便益が確実にゼロであるという高いリスクをほとんど無意

識に想定している1860 ｣

｢投資家は､研究開発を資本化する企業よりも研究開発を費用とする企業を一般的に信頼

する187｡｣

｢銀行家は,伝統的に貸借対照表の繰延コス トを疑い,分析目的でそのようなコス トを留

保利益に対してライ ト･オフする188.｣

さ らに､財務 アナ リス トは､公聴会 にお いて も研 究 開発費の即時全額費用化 に

賛成 して い る とい う意 見 を表 明 して いる 189｡特 に､財 務 アナ リス ト連 合会(The

FinancialAn alystFederation:FAF)は､次 のよ うに研究 開発 費の会計処理 を述べて い

る｡

｢私は､FAFの立場が､同様のコス トの会計処理と同じく,研究開発の費用化に賛成する

ことを強調したいと思う｡FAFは､研究開発支出を資本化し､『ビック･バス(bigbath)』と

呼ばれてきたもので償却する企業にアナリストとして対処する問題を処理してきた｡一見

すると､資本化とその償却は､投資家の便益に対して十分に機能してきた状況があるに違

いないO私に関心のある例は､すべてよく知られた企業である｡そうした企業は､RCAか

ら Memorex､PlanningResearchまでに及ぶ｡ ...中略 … Leasco社によって出版される

lW FASBl1974d]p.34.
187 FASB【1974d】p.37.
188 FASB【1974d】p.40.
189 投資家が研究開発費の費用化 に賛成することを示す資料 として､公聴会における

ArthurAndersenの発言があるo このなかで､82%のアナ リス トが研究 開発費の資本

化 ･償却よ りも十分な開示で発生時に費用 に計上することを望む と指摘 している｡

これは､1972年の OpinionResearchCorporationによって引き受けられた総計 1,151
人への財務アナ リス ト認識調査の要約であった｡このイ ンタビューの質問の一つが

｢十分な開示のある､発生時に費用 に計上された研究開発費 と任意期間にわたって

資本化 ･償却 された研究開発費のどち らを好みますか｣であった(FASB【1974bJp.87)｡
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Disclosureと呼ばれるサービスは､sECへの報告を調査し､資本化から費用化へと移行し

た一連の企業を挙げたOその結果は､たいてい投資家にとって損失となる株式価格の即時

の値下がりがあった｡すなわち､初期投資家(initialinvestors)は､この即時費用化で初期期

間(earlyperiod)時の投資評価損失まで損害を被るDこの主張の他には説得力がないO資本

化に対する別側面からの主張は､小規模 ･開発準備段階企業に対する資金調達の欠乏がお

こるであろうというものであるoここでもまた､アンダーライターあるいはベンチャーキ

ャピタルの投資家は､確実に資本化のベールを見抜き､資金を投入する状況を理解するに

十分な見識があるo結局.私は､…中略... 我々がより大きな不確実性を処理し､同じく

支出を便益に関連づけることがとても難しいと考えられるので､今朝の議論にあるコスト

の費用化を選択すべきであると考える190｡｣

したがって､財務アナ リス トは､研究開発費の資本化 とその将来の不確実性の

増大 に注 目していた｡ また､アナ リス トと同様の見解 は､TheWallStreetJournal

紙 にも見受 け られる191｡研究開発の不確実性 は､SFASN0.2が主張す るような研

究開発費の失敗率の高 さか ら認識 され る192が,資本化企業が償却時 に ｢ビッグ ･

バス｣ を起 こす ことで認識 された とも考 え られる｡その結果､投資家は､経営者

の会計的裁量行動 に対す る疑念 を認識 していた と考 え られ る｡

このよ うに大企業 と財 務 アナ リス トな どの洗練 された投資家 につ いて考察 し

てきたが､両者 ともに研究開発費の即時全額費用化 を望んでいた ことが明 白であ

る｡大企業 は､すでに徴税等 の影響か ら費用化 を選択 していた｡投資家は､経営

者の会計的裁量行動 に疑念 を抱 いてお り､研究開発費の定義 と開示要件の設定 を

望んで いた｡ こうした大企業 と投資家の実務傾向は､両者のイ ンセ ンティブを投

資家の対応計算 を指向す るよ うに仕向けている｡この傾向か らいえば､sFASN0.2

は､開示 を妨 げる資本化193を否定 し､統一的な定義 によって各年度の研究開発支

190 FASB【1974b】pp.106-107.
191 ｢実務では､企業が最終的に成功 しなかった計画の累積原価 を損失 として計上 して

『歯を食いしばって耐える』際に､繰延研究開発費が予測不可能な巨額のライ ト･オ

フで株主に衝撃を与えることがある(TheWallStreetJournal,Monday,June10,1974,

p.18)o｣
192FASBl1974C]Paragraphs39-40.
193 FASBの行ったインタビュー調査のなかで､Norr氏は､研究開発費の資本化は､測

定処理の効果のみな らず､開示による影響か らも排除が望まれるべきと述べている

(FASBl1974d】p.38)0
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出を公表させることで､投資家の対応計算への傾向を加速させるものといえる｡

第二項 小企業の会計実務

前項で示 したように､SFASN0.2は､企業の費用化選好および投資家の会計的

裁量行動への危倶か ら設定されるに至った｡ しか しなが ら､研究開発費の即時全

額費用化は､会計的裁量行動の問題を回避できるが､実体的裁量行動の問題を引

き起 こして しまう可能性がある｡では､企業の実体的裁量行動は､当時において

問題にはな らなかったのであろうか｡

実体的裁量行動の問題は､特に sFASNo.2以前か ら資本化を採用 していた小企

業に存在する可能性がある｡小企業(特にハイテク企業)は､高度に外部資本(特に

持分)に依存 してお り､ しかもそ うした資金調達源が ｢洗練されていない投資家｣

であるということにある1940また､社債契約や債務制限条項などが一般に受け入

れ られた会計原則に従って判断される｡そのために､小企業は､研究開発費が利

益を圧迫 しないようにするために研究開発費を削減 して しまうかもしれない｡

実際､小企業による実体的裁量行動の問題は､SFASN0.2が資本化企業の研究

開発費 を削減 させた と主張す る実証研究 によって確認 されて いる195｡特 に､

HorwitzandKolodnyl1980,1981]は,SFASN0.2が小企業､特に小規模ハイテク企

業の研究開発費を減少させたと主張 している｡すなわち､研究開発費が即時全額

費用化 されることで,投資家による企業の再評価あるいは経営者による投資家行

動の洞察を引き起 こし､経営者が研究開発費を減少せざる得なくなったという主

張である196｡この原因は､投資家が研究開発費と将来便益の対応計算を行わない

か,あるいは企業が投資家の対応計算を適切ではないと判断した上で､研究開発

の意思決定を行 うことにある｡

これ らの見解は､ベンチャー産業のスポークスマンや小企業の経営者の公聴会

194 HorwitzandKolodny[19801pp.47-51;Ho-witzandKolodny[19811p.252-253.
195 Dukes,DyckmanandElliott【1980】;HorwitzandKolodny【1980,19811;Elliott,
Richardson,DyckmanandDukesl1984];Babel,FairfieldandHaggard[1991];Shehata
[1991].

196 この点の他に､外部資本提供者と経営者の契約関係､社債契約条項(bondindenture

agreement)と経営者の報酬契約(compensationcontracts)が一般に受け入れられた会計
原則に従って判断される｡そのために､sFASN0.2による変更がこれらの契約に対し

て影響を与えるために,研究開発費の減少が生じるとも主張されている｡
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における証言197か らも裏付けされる｡特に positionPaperでは､小企業を中心 とし

た即時全額費用化 に対する反対意見が次のように述べ られている198｡

｢1‥‥開発費が初期ベ ンチャーの利益に対 して即時費用化 されたとき､ベンチャーの成功

あるいは失敗を測定することは不可能である｡‥.*略‥.3.成長産業の報告利益に対する拡

張費(expansioncost)のインパク トを考慮 しなければな らない｡川中略… もし総ての拡張費

と開発費が費用化されるな らば､急速に成長をとげる企業は､利益が当初に圧迫され､そ

の後､将来利益が拡韻活動の成果 によって過大評価 されるであろうDおそ らく､これは,

投資家が株価収益率の高い成長企業に隠された価値を認識するという理由であるが,これ

が良き会計(goodaccounting)であろうか?(MarriottCorp.)199｡｣

｢会計基準は､適切な場合､経営者 と監査人に次のような柔軟性を十分に与えるべきであ

る｡すなわち､経営者 と監査人が収益と費用を適切に対応させるために十分に明確な開発

プロジェク ト支出を資本化 ･償却するという柔軟性である｡公開草案は､当初,監査人の

職務を大きく単純化 し､保守主義な報告(conse-vativestatement)へ と誘導するか もしれない

が､後 に望ましくない頻繁な利益の過大評価が多 く生 じ､設立企業がおそ らく一株あた り

利益 を維 持す るため に新 しい開発 プ ロジェ ク トを諦 め る原 因 とな る(NationalVenture

capitalAssociation)200｡｣

上記の小企業の主張は､投資家の対応計算が適切ではないために､小企業の研

究開発が影響をうけることを訴え､経営者が研究開発費と将来便益の対応計算を

行わなければな らないことを主張 している｡ただ し､小企業が資本化を選択 した

場合に悉意的な会計的裁量行動を行わないということを保証 しているわけではな

いことに注意を払 う必要がある｡

こうした実体的裁量行動の問題があるにもかかわ らず､SFAS N0.2は､なぜ研

究開発費の費用化 を採用 したのであろうか｡ これは､会計的裁量行動によって生

じるエンジェンシー ･コス トが実体的裁量行動に生 じるものよ りも大きかったと

197 HorwitzandKolodnyt1980】p.43;HorwitzandKolodny[1981】pp.252-253
198 即時全額費用化に反対する企業 ･企業団体は､29社存在する｡

199 FASB【1974a】pp.21-22.
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判断したか らであろう｡では､その判断理由とはどのようなものであろうか｡以

下の小企業の発言が大きなヒン トを与えてくれる｡

｢公開草案は､研究開発費の資本化を乱用する少数の企業をコン トロールするために大多

数の小企業を不利な立場へ と追い込むであろう(ThetfordCorp.)201｡｣

｢大多数の大企業は,現在研究開発費を費用化 してお り､FASBが残 りの 5%の大企業に遵

守 させ る決定 の結果 として小規模研究 開発企業 を不利な立場へ追 い込むよ うに思 える

(AmericanAssociationofSmallResearchCompanies)202｡｣

この発言は､少数の資本化大企業の存在が sFASN0.2を導いたことを示 してい

る｡以上の点を検討するために､少数の資本化大企業に考察を加えていくことに

する｡

第三項 軍需企業の会計実務

前項までは､大企業の会計実務および小企業の会計実務について考察 してきた

が､ここでは例外的な資本化大企業を考察する｡ ここに､企業の会計的裁量行動

が重大であった理由と sFASN0.2のもつ政治的側面が存在する｡まず､代表的な

資本化企業群を明 らかにしよう｡図表 3-1は､1973年度 Fortune500上位 250社の

うち 238社の会計方針 を調べた結果である203｡

200FASBl1974d]pp.584-585.
201FASBl1974d]p.170.括弧内は､筆者が加筆した0

202FASB[1974d】p.160.括弧内は､筆者が加筆した｡
203各社の年次報告書は､神戸大学経済経営研究所経営文献分析センター所収のものを

利用した｡
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図表3-1 研究開発費の資本化企業(Forfune500上位250社のうち238社について)

二桁産業分類

Rockwe"lntematlOnaICorp

McDonne"DouglasCorp

LockheedAIrCraftCorp

SlgnalCo,lnc

GeneralDynamicsCorロ

AvcoCorp

SperTYRandCorp

WalterKiddeaCo,hc

ControlDataCorp

GoodyearTire&RubberCo.

BFGoodnChCo
WestemElectricCo

WhiteConsolidatedlndustrleSInc

AnacondaCo

Chroma"oyAmericanCorTI

XeroxCorp

Honeywell,Ⅰnc

AvonProduct,Inc

LoneStarIndustrieslnc.

OccldentalPetroleumCorp.

WeyerhaeuserCo.

TransportationEquipment

Transportat10nEquIPment

Transportatl0nEquIPment

Transportatl0nEquIPment

TransportationEquipment

TransportatlOnEqulPment

Machlnery.exceptElectrical

Machlnery.exceptElectrlCa[

Machlnery,exceptElectrlCaI

RubberandMISCPlasticProdu(;ts

RubberandMISCPlastlCProdu(;ts

ElectrICandElectronics

ElectricandE一ectronics

PrlmaⅣMetalIndustries

PrlmaryMetalIndustries

lnstnJmentsandRelatedProducts

InstrumentsandRelatedProducts

ChamICalandA"iedProducts

Stone,Clay.andGlassProducts

WhalesaleTrade-DurableGoods

LumberandWoodProducts

商業用航空機の開発費

商業用航空機の開発費(DC-10)

商業用航空機の開発費(TrrStar)

航空機タービン･エンジンの開発

製品開発費(商業情報および電気通信製品)

航空機エンジンの開発費

顧客との契約によるコンピューター･システム

研究開発費

製品･ソフトウェア開発費

研究開発費

棚卸資産に混入されていた研究開発費

開発費及びエンジニアリング費用

重大な新製品開発支出

研究開発費

研究開発費

Rank-Xerox社の繰延開発費

ハードウェア･エンジニアリングと製品開発費

研究開発費

開発支出

研究開発費

新製品･新技術に生じたコスト

*この表は､主に74･75年にSFASN02に従って会計処理を修正する企業から作成した｡

図表 3_1か らわかるように､資本化大企業 には､耐久資本財産業が多 く､その

中で も航空宇宙産業が多い｡特に､ Lockheed社 と McDonnellDouglas社は､きわ

めて巨額の研究開発費を資本化 していた企業である204｡ McDom ellDouglas社は､

TheWallStreetJournal紙の公開草案発表時の記事 において､貸借対照表の資産 と

して 5億 ドル近 くの繰延開発費が存在する企業 として例示されている205｡

また､過去の航空機会社 による研究開発費の資本化では､ GeneralDynamics社

が 1960年代初頭に同じく航空機開発で多額の研究開発費を繰 り延べてお り､当時

において過去最高額の巨額損失計上を行 っている206.こうした巨額の資本化 と巨

204 1973年度において､Lockheed社は､総資産(1,854,525,000 ドル)の約 22%にあたる

418,000,000 ドル､ McDonnellDouglas社は､総資産(2,503,339,898 ドル)の約 19%に
あたる 476,256,409 ドルの航空機開発費を繰 り延べていた｡繰延研究開発費を確認

することができた他の企業(7社)は､総資産の 1%以下である｡また､LouddelandBehn

[1995】によれば､ sFASN0.2の採用効果(控除研究開発資産/期首資本)が 10%以上に

なるのは､Lockheed社(15%)､McDonnellDouglas社(lo啄)･HorizonsResearch(35%)､

AppliedDataReseaTCh社(22%)のみである｡
205 TheWallStreetJournal,Monday,June10,1974,p18･

206Miller,ReddingandBahnsonl1999]p.122(高橋訳 【1989]118頁).
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額損失計上は､投資家か らみれば､企業の会計的裁量行動 に対す る疑念 を拡大 さ

せ ることも意味す る｡

では､Lockheed社は,なぜ巨額の資本化 を行なっていたのであろうか｡Lochheed

社 は､1968年の春 に開始 した L-1011トライスター旅客機 に傾注 していた207｡ こ

の計画 は､政府が Lockheed社の C_5Aスキ ャンダル208やベ トナム戦争の平和路線

や ドル危機等 を受 けて軍事費を削減 した ことに起因 している｡実際､Lockheed社

は､1969年 と 1970年 にかけて輸送機 C-5Aギ ャラクシーの削減計画(2億 4700万

ドルの損失)と軍用ヘ リコプターAH-56シャイ アンの開発 中止(1億 2400万 ドルの

損失)な どによって総額 4億 8400万 ドルの損失を計上す ることになる｡ したがっ

て､Lockheed社 は､軍需需要の減少 に伴 って商業航空生産 にシフ トせ ざるえな く

な り､民間航空機生産 を傾注す るために開発費を資本化せ ざるえな くなったので

ある｡

実際､DudleyE.Browne氏209は､公開草案の ｢企業外部者 によって直接支払 い

を受 けない研究 開発｣が費用化 されることに対 して､PositionPaperで次のよ うな

意見 を述べている｡

｢私の第一の関心は,paragraph13､『企業外部者によって直接支払いを受けない研究開発

費は､全額発生時に費用化しなければならない』ことにある｡そのような会計基準の設定

は､航空宇宙産業の商業航空機生産に適合しないと考える｡さらに､私は､当該規定が採

用されると､アメリカの商業輸送生産が経済的に実行できなくなり､外国の政府融資ベン

チャーに取り残されることを議論するDこれが望ましいかどうかは､政治的問題である｡

私は､会計が中立であるべきと考えおり､会計が政治的問題を解決すべきではないと考え

207 1968年の年次報告書によると,受注残高(Backlog)は､前年の 22億 6710万 ドルか
ら47億 6400万 ドルに倍増 し､そのうちアメリカ政府 ･外国政府が 53%で民間が

47%である｡民間の大部分が トライスター航空機によるものである｡

208 ｢C_5Aスキャンダル｣とは､1968年 11月に議会で WilliamProximireが C_5Aの

価格が不当に高 くつ りあげられるという ｢コス ト.オーバーラン(costoverrun)｣の
問題が告発 したことに始まる｡その結果､軍需産業と軍部との癒着が暴露され､大

きな政治問題に発展 した(小原編[1971】20-21頁,柳田邦男 ｢黒き怪鳥 ･ロッキー ド

の失速｣文芸春秋 昭和 52年 4月特別号)｡そのため､政府は 1969年 11月に C-5A
の注文を当初の 115機か ら81機へと削減すると発表 したoLockheed社はこの契約

か ら2億 4700万 ドルの損失が生じた｡

209 DudleyE.Browne氏は､Lockheed社のコンサルタン トであ り､TaskForceの一員
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ている｡ これ らは､強弁な言葉であるが,アメリカの超音速旅客機計画の経済側面に直面

してきた人々が このよ うな経済的認識 を受ける ことは､ この リスクを最 も明確にさせる

210｡ ｣

この発言は､Lockheed社や McDonnellDouglas社の資本化が航空機生産目的か

ら行われていたことを示す.Browne氏の具体的な主張は､次の通 りである211｡航

空宇宙産業は､研究開発費の資本化を失うと､巨額の損失を計上せざるえなくな

り､追加資本がその損失を穴埋めするために必要となる｡この追加資本は､既存

の顧客か ら引渡前融資(predeliveryfinancing)で行われるために､利益が発生しない｡

そのために､航空宇宙産業は､最も不利な資本市場で最も高いコス トで資本を集

めなければならない｡その結果として､公開草案は､アメリカの航空機生産に決

定的なダメージを与えると主張したのである｡

以上のように､研究開発費の資本化は､航空機生産を保証するために行われて

いたわけである｡したがって､SFASN0.2は､航空機生産のための資本化の必要

性 を無視 して､即時全額 費用化 を強制 したよ うにみえる｡ しか しなが ら､

Briloffl1976]は､SFASN0.2を ｢ロッキー ド救済声明(LockheedSalvation)｣である

と主張 している｡この顛末を明らかにするために､sFASNo.2発表前後の Lockheed

社の連結情報に注 目したい｡その内容をまとめると､次のとお りである｡

であ った｡

210FA SB[1 9 74d】p.3 10 .

211FA SBl1974d]pp.3 15 13 1 6 .
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図表3-2研究開発費修正前のLockheed社の連結財務情報(単位100万ドル､単位以下四捨五入)

売上高 純利益 研究開発費 株主持分 棚卸資産 配当総額 長期債務

1966 $ 2,085 $ 58.9 $ 36 $ 318 $ 286 $ 24.5 $ 17

1967 $ 2,336 $ 54.4 $ 64 $ 350 $ 275 $ 24.6 $ 140

1968 $ 2,217 $ 44.5 $ 85 $ 371 $ 286 $ 24.7 $ 138

1969 $ 2,075 令 -32.6 $ 47 $ 321 $ 500 $ 19.1 $ 336

1970 $ 2,536 令 -86.3 $ 42 $ 235 $ 694 S - $ 584

1971 $ 2,852 $ 15.4 $ 33 $ 250 $ 851 S - $ 708

1972 $ 2,473 $ 16.2 $ 33 $ 266 $ 1.066 S - $ 761

1973 $ 2,757 $ 16.8 $ 39 $ 283 $ 1.292 専 一 $ 853

図表3-3研究開発妻修正後のLockheed社の連結財務情報(単位100万ドル､単位以下四捨五入)

売上高 純利益 研究開発費 独立RD 株主持分 棚卸資産 長期債務

1970 $ 2.536 専 一188 $ 184 $ 42 $ 32 $ 373 $ 584

1971 $ 2.852 専 一39 $ 126 $ 33 令 -8 $ 437 $ 708

1972 $ 2,473 専 一7 $ 86 $ 33 令 -15 $ 609 $ 761

1973 $ 2.757 $ 18 $ 63 $ 39 $ 3 $ 835 $ 853

1974 $ 3,279 $ 23 $ 50 S､ 42 $ 27 $ 893 $ 832

1975 $ 3,387 $ 45 $ 51 $ 46 $ 75 $ 891 $ 813

1976 $ 3,203 $ 39 $ 60 $ 54 $ 167 $ 832 $ 661

*この資料は､年次報告書の連結ハイライトから作成した｡

図表 3-2と図表 3-3か らわか る とお り､1970年か ら 1973年 までの純利益 ･研究

開発費 ･抹主持分 ･棚卸資産 の数値 は､研究 開発 費修正前後で まった く異なって

いる｡特 に､Lockheed社 は､修正後 の 1971年 と 1972年で は債務超過状態 に陥 っ

て いるが､研究 開発費 を資本化す る ことで会計的な生存状態212を維持 して いる こ

とがわか る｡そ の反面､修正前の財務諸表で は､1973年 まで に研究 開発費 を含 む

棚卸資産213は莫大な額 に上 って いる｡このよ うな背景 には､Lockheed社 の国有化

問題が存在 してお り､ Lockheed 社 は､ Rolls-Royce 社 と異な り国有化 されなか っ

たため に､研究 開発費 の資本化 を行 い､会計的生存状態 を維持す る必要が あった

と考 え られ る｡

このよ うな状況 に対 して､1974年の SFASN0.2が費用化 と同時 に過年度損益修

212Lockheed社は､C-5A ギ ャラクシーの削減計画な どの軍需契約による損失 と 1971

年 2月初めに Tri-Starの RB.211推進エ ンジンを開発 していた Rolls-Royce社の倒産
の結果､実質的な破産状態 にあった｡このために､1971年 8月に議会 を通過 した ｢ロ

ッキー ド緊急救済法｣ によって､Lockheed社に対 して 2億 5000万 ドル という民間

融資 に政府保証が行われている｡しか しなが ら､会計上は､研究開発費の資本化 に

よって債務超過状態 を回避 している｡

213Lockheed社は､棚卸資産 に研究開発費を計上 し､売上 とともに費用化 していくと

いう方法を採用 していた｡
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正を強制 した結果､Lockheed社 は 4億 5700万 ドルの開発費を 1974年以後の収益

に配賦 させる必要がな くなったのである214｡Briloff【1976】は､Lockheed社の会計

的解決 という側面について ｢ロッキー ド救済声明(LockheedSalvation)｣ とあだ名

を付け られて も無理か らぬ ものと論 じたのである215｡

さらに､SFASN0.2は､研究開発費の範囲の決定において も政治的な背景を持

つ｡特 に､政府 と企業の研究開発契約216と sFASN0.2の公開草案の対立である｡

SFASN0.2の公開草案は､政府契約 を含む ｢企業外部者 によって支払いを受ける

研究開発｣を規定 し217､paragraph10,12(e)および 30218は､研究開発活動 に明確 に

関連 しない(notclearlyrelated)一般管理費を配分できないと規定 していた｡

しか しなが ら､政府 と企業の研究開発契約(コス ト ･プラス契約)では､一般管

理費を契約価格決定の許容原価 として配分することを認めている｡そのために､

企業 15社219は､研究開発費に一般管理費を配分することを求め220､政府および

監督機関221は､研究開発契約への配賦方法 を明確 にすべきと示唆 している｡また､

214 Ⅰiriloff【1976】p.142(熊野他訳 [1980181頁).

215 B-iloff【19761p.139(熊野他訳 【1980】79頁).
216 本来､この間題は､原価計算基準審議会(CASB)の管轄であり､cASBは､原価の
許容性を規定していない｡FASBの公開草案は,財務報告を配賦可能性から決定す

ることで､許容原価の存在に実質的な影響を与えるものであった｡

217 公開草案では､｢企業外部者によって直接的に支払いを受ける研究開発｣と ｢企業

外部者によって直接支払いを受けない研究開発｣に分離 し､定義及び会計処理を規

定している｡前者については､棚卸資産および受取勘定に記帳されるのに対 して､

後者については､発生時点で費用化されることになっていた｡

218 paragraphlOは､｢企業外部者によって直接的に支払いを受ける研究開発｣と ｢企

業外部者によって直接支払いを受けない研究開発｣を定義 し､paragraph12(e)は､

明確に関連 しない(notclearlyrelated)一般管理費は､研究開発費に配分できないこと
を示 している｡paragraph30は､研究開発活動に明確に関連 しない一般管理費を発
生時点で費用化することを求めている｡

219 Rockwelllnternational社､Rosemount社､Lockheed社､NationalElectrical

ManufacturersAssociations､AT&T社､Avco社､Texaslnst川mentS社､RCA社､Council

ofDefenseandlndustryAssociation､Honeywell社､TRW 社､Genera一Dynamics社､
MartinMarietta社､RohrIndustries社､westinghouseElectric社｡

220 RCA社の positionPaperによれば､政府側には,公開草案の規定が年間 14億 ドル

(推定平均一般管理費率 14%を推定研究開発契約 100億 ドルに乗じた結果)の節約を
可能にするので､一般管理費の除外を歓迎する人々もいることを指摘 している

(FASBl1974d]p.324)O 実際､HonorableWilliamProximire上院議員は､｢研究開発

活動の原価要素に首尾一貫 したこの要件(paragraph12)は､明らかに一般管理費の除
外を拡大させる｣と述べ､公開草案が最終草案まで維持されるべきと主張 している

(FASB[1974d]p.146)0
221 DefenseContractAuditAgency,CivilAeronauticsBoard,UnitedStatesGeneral
AccountingOffice,uS.DepartmentofDefense,FederalGovernmentAccountants
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公開草案が基準書 として採用された場合､政府が研究開発契約における一般管理

費の支払いを一部停止するか､あるいは政府が sFASN0.2を一般管理費会計に適

用 しないことを容認するかのどちらかであることが指摘 された222｡

SFASN0.2は､この経済的帰結のために paragraph2で ｢企業外部者によって支

払いを受ける研究開発｣を基準書の範囲か ら除外 している｡そ して､SFASN0.2

の Paragraph2は､｢契約に基づいて支払いを受けることが明らかな間接費｣も除

外することを明言 し､この対立を回避 しているのである｡

このように､SFASN0.2は､当時の会計実務を考慮 というよりも､政治的側面

を有 していることに注 目しなければな らない｡SPASNo.2以前においては､資本

化実務が航空機生産のために存在 し､Lockheed社や McDonnellDouglas社が巨額

の資本化を行っていた｡SFASN0.2は,このような資本化の乱用を除去するため

に即時全額費用化を採用するが､Lockbeed社の会計的解決に過年度損益修正が必

要とされたという側面 も見逃す ことができない｡さらに､一般管理費の配賦問題

は､SFASN0.2が政府契約の価格決定の影響か ら研究開発費の規定範囲を変更せ

ざるを得な くなったことを示す｡このように､SFASN0.2は､政治的側面を持っ

ているのである｡

第四項 軍需企業の会計実務の背景

研究開発費の資本化問題は､Lockheed社の会計処理 と深 く関係をもつ側面があ

った｡すなわち､研究開発費の資本化が Lockheed社の会計的生存を確保させ､続

いて SFASN0.2が将来の収益に開発費を配賦させる必要を取 り除いたoそ こで､

軍需企業の性質 自体を論 じることで､軍需企業 と資本化 との関係を明らかにした

いと思 う｡そ こで､当時の軍需企業の特徴 というべき､軍産複合体か ら検討を加

えることにしたいo

アメ リカでは､1950年代以降の国防費の巨額恒常化223に伴って軍産複合体

AssociationFinallCialManagementStandardsBoard.
222 FASB[1974d】p.473.
223 ァメlJカの国防費は､1950年の朝鮮戦争を契機として膨張し始める｡1950年には

130億 ドルであったが､1953年には 500億 ドルに達した｡50年代前半の国民総生産

(GNP)に占める国防費の比率は､10%以上にのぼる｡この比率は以後 10%を割 り込
むことになるが､1970年初頭まで 7%以上の国防費が支出され､毎年増額され続け

る(U.S.BreauoftheCensus[1966p.252,1980p.366】)｡ただし､1965年は減少してい
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(military-industrialcomplex)と呼ばれる政治 ･経済体制が形成される｡高水準な国

防費は 1970年頃224まで続 くことになる｡軍産複合体 は､巨額の国防費を通 じて

軍部 と民間企業の取引関係 に特殊な状況 を作 り出す ことになった｡その特殊な関

係 とは､次のように記述できる｡

｢軍産複合体というのは軍需物資をつくる組織と軍の上級将官と連邦政府の立法部門お

よび行政部門の構成員たちのあいだの,ゆるやかで非公式な結合関係を意味する｡そし

て､これらのグループのすべては軍需品の売り買いという市場関係によって結合され,

米国軍部と米国政治のなかでの役割を維持し､拡大することが重要だとする共通のイデ

オロギーをもっている225｡｣

つま り､軍産複合体 とは､軍需品市場 における売買関係を通 じて､政府 と企業

を拡大 させるイ ンセンティブがある｡ この ことを理解す るためには､政府 と企業

の売買関係を示す軍需契約 を知る必要がある｡

軍需契約は､｢固定価格方式｣の契約 と ｢費用償却方式｣の契約に区別すること

ができるであろう｡前者は､｢公開競争入札 によって落札 した契約人が､原則 とし

て､その落札価格 によって物品の納入を行 う方式226｣であ り､後者は ｢契約人に

たいして､契約の履行 に要 した費用を､ある一定の範囲内で弁済することを約束

する227｣方式である｡後者の場合､公開入札は行われず に政府機関と契約希望者

の間で協議が繰 り返 される｡

｢費用償却方式｣の契約は 1950年以降増加することになるが228､｢費用償却方

式｣ の契 約 は､契約者 に とって どの よ うな性質 を持 って いるので あろ うか｡

る｡

224 1970年以後､国民総生産(GNP)に占める国防支出は減少し始めるoその値は次の
通 りである｡70年 8.2%､71年 7.4%､72年 6.9%､73年 6.0%､74年 5.7%､75年

5.9%(U.S.Censusliureau【1980】p･314)0
225 高木訳 【1972】23貢｡

226 小原編 【1971]81頁0

227 小原編 [1971182頁｡
228 国防総省の統計によると､軍需物資調達における費用償却方式の契約との比率は､

1951年の 12.7%から1952年の 17.9%､1953年の20.2%､1954年の 29,6%､1955年

の 24.1%､1956年の 30.3%､1957年の 33.4%､1958年の 39.6%､1959年の40.9%へ
と急増 してきた(上線 【1988】46頁)｡
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Williamson【1967】229は､｢費用償却方式｣の一種であるコス ト ･プラス ･固定手数

料(cost-plus-Fixed-Fee:CPFFと略す)契約を例 にして次のように指摘する.｢契約

者の将来能力を改善 しようとす る支出を拡大するイ ンセ ンティブと､営業費用の

削減 を達成 しようとす るために日々の負担 となるプ レッシャーを緩和するイ ンセ

ンティブがある230｡｣

前者は､既存能力を中心 として契約協議が行われるために､費用償却方式の契

約 を利用 して将来必要な投資支出を拡大 させるということである｡後者は､利益

が固定化 されるために､原価 を抑えようとする努力を怠 りがちになるということ

である｡この結果 として ｢費用償却方式｣について次のように指摘できる｡｢契約

にともな う費用は､それが妥当な ものであると判断される限 り､全額弁済 される

ため､契約者は契約の履行 に際 して費用 をコン トロールす る意欲 に乏 しい231｣と

指摘できるであろう｡

このような方式の契約が軍需企業 と政府の間に結ばれ続 ければ､企業はどのよ

うな状況 に陥るであろうか｡具体的には､コス ト･オーバー ランが発生し､軍需

企業の技術的効率性が失われ､業績が悪化するであろう232｡ しか しなが ら､ これ

は単 に契約だけの問題ではない｡上記二つのイ ンセ ンティブのある契約が一部の

大企業だけに結ばれ続 ける233ので､｢費用償却方式｣の契約が軍事組織 と政府組

織の関係をも変質させる可能性がある｡通常､｢匡l定価格方式｣の契約は､政府機

229Williamson[1967】pp.228-240は､まず cpFF契約について分析 し､次にコス ト･

プラス ･インセンティブ料金(cost-plus-Incentives-Fee;CPIFと略す)契約を分析する
cpIF契約は､目標費用､目標手数料､手数料の最高限度額､および手数料調整の
フォーミュラをあらか じめ決定する｡｢手数料調整のフォーミュラは､総所用経費

が目標費用より低ければ､手数料を目標手数料以上に増額 し､逆に､所用経費が目

標費用を越えれば､手数料を目標手数料以下に減額する仕組みになっている(小原

編 【1971181頁)｡｣こうしたインセンティブがあったとしても､協議契約特有の性
質がす ぐに是正されるわけではないことを示す｡

230williamsonl1967]p.225.
231小原編 【1971]83頁;上線 【1988】46頁.

232Williamson[1967】pp.218-221は､航空宇宙産業における主要企業についての売上
変動性と雇用変動性が他の産業と比較 して高いことから証明している｡

233たとえば､1970年度では､営利企業に軍需調達された 311億 9200万 ドルのうち

小企業(従業員 500人以上)に受注されたのは､約 17%の 52億 5400万 ドルである｡
残 りの 259億 3800ドルは小企業以外の企業であり､この 259億 3800ドルのうち約

89%の 230億 8500万 ドルが協議契約のタイプのものであった(U.S.Breauofthe

census[1974]p.320より計算)oまた､国防関連企業の上位 25社が国防主契約の 45%

を占めている(小原編 [1971]93頁)0
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閑と民間企業の間に公開競争入札のような価格機構 によって合理的な関係を結ぶ

可能性が高い｡その関係は､お互 いに独立 した関係を続 けさせるであろう234｡そ

れに対 して､｢『費用償却方式』の契約は､『協議』を通 じて契約人が選 ばれ､調

達されるべき財貨サーヴィスの明細 と性能､および費用が決定され､つぎに 『管

理』によって､契約人の契約履行 にたいするコン トロールが及ぼされる235｣ とい

うプロセスをとるO

｢この 『協議 ･管理』モデルにおいては､政府機関 と民間企業は疑似 ヒエラル

ヒ一 によって結ばれる ことになる236｡｣すなわち､独立 した売買関係ではな く政

府 と軍事企業が組織融合を起 こし､｢契約外要因｣が作用することになる｡それが

｢軍産複合体｣ といわれるような結合関係を意味する237｡それは､軍需企業 と軍

部､さらに政治組織 までも巻き込んだ権 力の関係 としてみることができる238｡

こうした結合関係は､1960年代後半においても有効 に働いていた｡その事実 を

示すのが協議契約 によって結ばれる国防契約の多 さである｡｢会計検査院(GAO)

の報告 によると､1968会計年度 において､430億 ドルにのぼる国防契約のうち､

公開競争入札 による契約は､わずかに 11.5%であった とのことである｡ じつに､

57.9%の契約は､単一の供給者 との協議 によ り行われ､30.6%の契約は､複数の供

給者の参加 による協議 によ り､行われた239｡｣この ｢費用償却方式｣のもとでは､

上記のように契約価格が性質的 ･意図的に膨張することが明 らかである｡特 に､

研究開発費は､テクノス トラクチ ャー(technostructure)240という構造 と関係す るた

234 小原編 【1971]86189頁｡
235 小原編 【1971】91頁｡
236 小原編 [1971】105頁0
237 軍産複合体は､単に兵器調達市場だけの結びつきだけではなく､複合体のもつ権
力や交渉力にも注目すべきであるo組織融合のために民間企業が政治化 し､その政

治メカニズムでもって契約が結ばれるという関係が成立するからである｡こうした

関係の詳細については､小原訳 [1970】(Galbraith[1969】)や都留監訳 【19801(Galbraith
【1978】)を参照されたい｡

238 小原訳 【1970]36貢によれば､GeneTalDynamics社 113人､ Lockheed社 210人､

Boeing社 169人､ McDonnellDouglas社 141人､NorthAmericanRockwell(Rockwell
lnternational)社 104人､Ling-Temco-Vought(LTV)社 69人の退役軍人を雇っていたO

このうち､GeneralDynamics社､Lockheed社､McDonnellDouglas社､NorthAmerican
Rockwell社は､殆ど完全な軍需企業である｡

239 小原訳 【1970133-34頁;小原編 [1971】86頁｡

240 テクノス トラクチャー(technostructure)とは､J.K.Galbraithの造語であり､経営
者 ･技術者などの種種の専門家集団が大企業を実質的に支配 していることを指す｡
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めに､最も膨張する可能性が高い項 目と考えられる｡

このような軍需契約は､多 くの企業にとって一部の契約でしかないけれども､

軍需企業に影響を与える可能性がある｡管理会計実務においては､国防予算 と企

業予算 との結合が指摘 されている241｡では､軍産複合体の実態は､財務会計内の

研究開発費会計に対 してどのような影響を与える可能性を想定できるであろうか｡

次の三点を考えることができる｡

第一に､研究開発に対するリスクが政府契約のもとで補償されることになるた

め､研究開発に対する管理にインセンティブを与えないことになる｡これは､政

府が研究開発 リスクを補償 していることに起因する｡さらに､軍需契約外の研究

開発(独立研究開発)であっても､研究開発の リスクが政府 によって保証される場

合がある242｡その結果､軍需企業は､本来の研究開発の リスクを軽視 して航空機

開発などの巨額な研究開発計画を実施 し､巨額の資本化 を行っていたと考えられ

る｡

第二に､研究開発費が予想以上に膨張すれば､利益 を圧迫させるような巨額の

研究開発費が発生する可能性が高い｡ したがって､経営者は､研究開発費の会計

処理に資本化を選択する可能性が高くなる｡そのために､軍需企業が研究開発費

の資本化を選択する可能性が高 くなる｡実際､GeneralDynamics社や Lockheed社

は､巨大な研究開発計画を実施するとともに巨額の資本化をお こなっていた｡さ

らに､Lockheed社の場合のように､巨額の資本化は､研究費と比較 して将来便益

との関係が明確になる開発費で生じていることにも注 目すべきである243｡その結

Galbraithによれば.大企業は ｢計画化体制｣にあり､そのもとではテクノス トラク

チャーが大企業を支配するoこのテクノス トラクチャーは､政府官僚組織と緊密な
官僚的癒着の関係を保ち､巨大企業に有利な政策の実行がなされていることにも関

係している(赤滞他 [1998】8-9頁)｡

241 上線 [1988】69頁;上紙 【1989】585貢｡上線 【1988】および上総 [1989】では､
Lockheed社の長期計画設定を例として企業予算と国防予算との結合を言及してい

る｡この企業予算と国防予算の結合は､GeneralDynamics社にもみられ､巨大軍需
企業に共通してみられる現象として指摘されている｡

242 "MissingDimension"によれば､｢政府は､現在､軍需企業に対して 14億 ドルの契

約外 『独立研究開発(independentR&D)』のおよそ半分を支払っている(Forbes

Magazine,Vol.105,No･10(May151970),pp･2001203･)oJ

243 GelleinandNewman[1973】pp.69-74によれば､重大な開発プロジェク ト(substantial

DevelopmentProjects)はある一定条件を満たすことで資本化されるべきと勧告して
いる｡sFASN0.2が全額費用化の適用にいたるのは､この軍需企業の実務があった

からではないだろうか｡
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果､sFASN0.2による即時全額費用化 という結果を招いたとも考え られる｡

第三に､軍需企業の財務会計は､通常の企業とは異なる可能性がある｡軍需契

約では､研究開発費などのすべての原価は､｢費用償却方式｣によって政府によっ

て保証される｡この場合､軍需企業は､軍需契約において回復可能な原価を棚卸

資産に計上することがあった244｡これと同様に､軍需企業は､民間航空機開発に

ついても回復可能な原価 と認識 して資本化をしていたのではないだろうか｡

このように､軍産複合体が研究開発費を膨張させ､軍需産業に研究開発費を資

本化するインセンティブを与える可能性がある｡軍需企業は､ このような背景の

もとで研究開発費の資本化を採用 し､GeneralDynamics社や Lockheed社のような

巨額の資本化を行った｡ こうした巨額の資本化は､研究開発費の資本化が将来便

益の関連づけのために繰 り延べ られているのではな く､企業の政策的な意図によ

って繰 り延べ られていることを暴露 して しまったといえる｡

さらに重要な点は､軍産複合体が軍需企業のインセンティブを規定するだけで

はなく､対抗イデオロギーを生み出す ということである｡proximire上院議員は､

一般管理費の研究開発費への配賦を sFASN0.2を利用 して規制 しようとしている｡

また､Lockheed社は､C-5A スキャンダル等で対抗イデオロギーの高まりによっ

て軍事費を削減させ られ､航空機生産に傾注せざるえな くなった｡それゆえ､sFAS

N0.2は､支配的なイデオロギーと対抗イデオロギーというイデオロギー対立のな

かで生み出されたものなのかもしれない｡

第 四節 アメリカの研究開発費会計の経路依存

以上のように,SFASN0.2は､単 に大企業や小企業の会計実務を反映 したもの

ではな く､軍需企業の実務および軍産複合体の影響を受けたものであると考えら

れる｡本節は､アメリカの研究開発費会計をめぐる状況 を整理 して､アメリカの

研究開発費会計の経路依存を導き出す｡

まず､イデオロギー的インセンティブについて考えよう｡イデオロギー的イン

センティブは､投資家の研究開発費に対する嫌悪感のようなものにも見受けられ

るであろうが､当時の支配的なイデオロギー として軍産複合体を取 り上げる｡軍

244 Lockheed社や GoodyearTire皮Rubber社や sperryRand社は､研究開発費を棚卸資
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産複合体は､政府 と企業の契約関係に現れるイデオロギーであ り､研究開発費の

資本化 を誘発す る ことになった｡その結果 として､Lockheed社や McDonnell

Douglas社のような航空機会社が巨額の資本化を行 うことになった｡したがって､

SFASN0.2に係わる資本化問題は､軍産複合体 という状況より派生 して起 こって

いるのである｡

また､SFASN0.2は､SFASN0.2が ｢ロッキー ド救済声明｣と抑捻されること

か ら分かるよ うに､軍需企業 に対す る多 くの配慮 を行 って いる｡すなわち､

Lockheed社の会計生存状態の維持や過年度損益修正の採用や一般管理費の配賦

問題である｡ したがって､SFASN0.2は､軍産複合体 というイデオロギーに配慮

して策定されているのである｡

次に､経済的インセンティブについて考えよう｡第-に､軍産複合体より派生

した資本化問題のために,会計的裁量行動の問題が会計実務で大きくクローズ ･

アップされることになった｡そ こで､SPASN0.2は､会計的裁量行動に関わるエ

ンジェンシー･コス トを最小化するために､即時全額費用化を採用するとともに､

研究開発費の定義および研究開発支出の開示を強制することになった｡

第二に､SFASN0.2は､投資家の対応計算を指向するイ ンセンティブを企業や

投資家に与える｡すなわち､企業は､会計的裁量行動をしていないことを証明し

た上で定義に従って研究開発支出を開示する｡投資家は､企業が会計的裁量行動

していないことを認識 した上で､研究開発支出情報を基づいて研究開発費と将来

便益を対応 させて企業を評価する｡

以上のように､アメリカの研究開発費会計では､イデオロギー的イ ンセンティ

ブと経済的イ ンセンティブが作用 していたと考えられる｡では､アメリカの研究

開発費会計の経路依存 とは,どのように理解することができるであろうか｡我々

は､イデオロギー的イ ンセンティブが各国の研究開発費会計の経路に影響を与え

る側面を経路依存 と理解 している｡ したがって､我々は,軍需企業の資本化およ

び sFASN0.2の軍需企業への配慮がアメリカの研究開発費会計の経路依存であり､

それ以降の歴史的経路を規定するものであると考える｡

でも享､アメリカの研究開発費会計の歴史的経路は､現在 に対 して どのような意

産に計上している｡
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味を持っているのであろうか｡SFASN0.2は､会計的裁量行動を規制 して投資家

の対応計算を指向することになるOただ し､SFASN0.2があまりにも会計的裁量

行動を重視 して設定されたために実体的裁量行動や投資家の対応計算の精度が問

題 となるかもしれない｡実際､投資家が企業の研究開発活動を軽視 して しまう問

題を確認されている245｡

たとえば､Lev,SarathandSougiannis[19991は､即時全額費用化が採用された紘

果､利益性(ROE,earningmomentum)に比較 して高い研究開発成長率の企業(新 しい

産業と若い企業)が保守的に報告され､低い研究開発成長率の企業(成熟企業)が積

極的に報告されるというバイアスの存在 を指摘 した246｡この実証結果に基づいて､

Lev,SarathandSougiannis【1999】は､高い研究開発成長率の企業の資本コス トが高

くな り､高い研究開発成長率の企業の拡大 と成長に有害であると主張 している247｡

また､AboodyandLevl1999]は､研究開発活動が経営者 と投資家の間に情報の非

対称性 を生じさせる原因とな り,経営者が情報の非対称性を利用 してインサイダ

ー ･ゲインを獲得する傾向を実証 した｡AboodyandLevl1999)は､この一因248と

して金融資産や有形資産の価値変動に関する情報が会計ルールで定期的に報告さ

れるのに対 して､研究開発の生産性や価値の変動についての情報が外部者に提供

されていないことを指摘 している249｡

しか しなが ら､SFASN0.2は､以上のような欠陥を具備 しなが らもその歴史的

経路のために改正されていない｡我々は､この点を強調 したいと思う｡すなわち､

アメリカの研究開発費会計の歴史的経路が現在の研究開発費会計を制約 している

のである｡また､アメリカの研究開発費会計の会計基準がソフ トウェア会計の会

計基準や 日英の研究開発費会計にも影響を与えるので､ こうした会計基準もアメ

リカの研究開発費会計の歴史的経路に制約されて しまう｡ したがって,軍産複合

体などのイデオロギー的インセンティブは､多 くの基盤 として現在を今なお制約

245 Lev[20011pp.93-95では､この種の情報の非対称性として･知識のある投資家に
対する異常 リターン､無形資産による情報の非対称の拡大､証券のビッド･アスク ･
スプレッドの増大､資本コス トの増加を挙げている｡

246 Lev,SarathandSoug享annfsl1999]p･261
247 LeV,sarathandSouglannlSl1999]p.37.

248 AboodyandLevl199坤ま､この原因として研究開発の独自性(uniqueness)と組織化

された市場(theabsenceoforganizedmarkets)の欠如､会計ルールをあげている

(AboodyandLev[19991pp･6-7)｡
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しているのである｡

249 AboodyandLev【1999】p.7
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第四章 イギリスの研究開発費会計

第一節 はじめに

イギ リスは､アメリカに続いて研究開発費の定義､会計処理および開示を備え

た会計基準を策定 した国である｡イギ リスは､1971年の Rolls-Royce社の倒産と

いう社会的大惨事を契機に研究開発費会計の会計基準を策定することになる｡そ

れゆえ､我々は､アメリカと同じ形式の会計基準を早 くか ら設定 しなが らもアメ

リカとは異なる歴史的経路をもって設定されたと考えている｡実際､イギ リスは､

研究開発費会計の形式的特徴をみても､アメリカと異なって開発費の選択的資本

化を認めているO

イギ リスの研究開発費会計の会計基準は､会計基準委員会(AccountingStandard

committee:As°)が 1977年に制定 し 1989年に改訂 した会計実務基準書第 13号

(Statementof Standard Accounting Practice 13:SSAP13)､ 『研 究 開 発 会 計

("AccountingforResearchandDevelopment")』によって定め られている｡これ以前

には､研究開発費会計を統一的に取 り締 まる会計基準は存在 しない｡ただし､研

究開発費の会計方針については､1971年の SSAP2『会計方針の開示(Disclosureof

Accountimgpolicies)』にしたがって開示される250｡

本章は､イギ リスの研究開発費会計を統一的に規制 した ssAP13を中心に検討

を加えることにしたい｡SSAP13は､HopeandGray【1982】が航空宇宙産業の設定過

程に対する関与を証明するな ど､アメリカ同様に航空宇宙産業 と関わ り合ってい

る｡また､Robston【1993】が指摘するように､ssAP13は､イギ リス政府の研究開

発政策 と関わる側面がある｡ したがって､イギ リスの研究開発費会計は､アメリ

カ同様 に軍需企業や政府を取 り巻 くイデオロギーを強 く受けて設定されるに至っ

たと考えられる｡

そ こで､我々は､以上のような特徴のあるイギ リスの研究開発費会計を考察 し､

イギ リスの研究 開発費会計の経路依存 につ いて考 えた い と思 う｡第二節は､

ssAP13の詳細な説明をお こなう｡第三節は､イギ リス研究開発費会計をめぐる

状況について､Rolls-Royce社の倒産､会計実務およびイギ リス政府の政策につい

て分析する｡第四節は､第三節の状況に基づいてイギ リスの研究開発費会計の経

250 As°【1971】Pa-agraph13.
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路依存を明 らかにする｡

第二節 イギリスの研究開発費会計の会計基準

イギ リスの研究開発費会計の会計基準は､1977年に設定され 1989年に改訂さ

れた ssAP13によって定められている｡そ こで､我々は､ssAP13を 1977年の

ssAP13【原版]251と 1989年の SSAP13【改訂版】252に分けて個別に解説 していくこ

とにしよう｡まず､1977年の SSAP13【原版】は､解説(paragrphト17)､用語の定義

(paragrph18)､会計基準(paragrph19-30)か ら構成されている｡

第一 に､解 説(paragrph1-17)では､基礎概念(paTagrph 1)､研究開発費の分類

(paragrph2-4)､研究開発費の会計処理(paragrph5-13)､除外事項(paragrph14-15)､

市場調査(paragrph16)､開示(paragrph17)か ら構成されている｡解説(paragrph1-17)

の内容は､主に用語の定義(paragrph18)と会計基準(paragrph19-30)において定め

る結論へ と至った理由について説明するものである｡

第二に､用語の定義(paragrph18)は､研究開発費が純粋研究253･応用研究254･

開発255の 1つまたは 2つ以上に属する費用であると述べる｡また､原油 ･ガスお

よび埋蔵資源の調査 ･開発にかかわる費用や第三者が直接もしくは確定契約によ

って負担するような開発費は､研究開発費か ら除外すると述べる｡

第三に､会計基準(paragTph19-30)では､純粋研究および応用研究を即時全額費

用化 としなければな らないと述べた上で､開発費を次のような条件に該当する時

に資本化できるとしている256｡

251 会計実務基準書第 13号(StatementofStandardAccountingPractice13‥SSAP13[原

版】)『研究開発会計("AccountingforResearchandDevelopment")』

252会計実務基準書第 13号改訂版(StatementofStandardAccountingPractice13

(Revised):SSAP13[改訂版】)､『研究開発会計("AccountingforResearchand

Development")』｡
253 具体的な目的をもったり､実用化を目指すのではなく､新しい科学的または技術

的知識そのものを獲得するために行う実験的または理論的研究(ASC【1977]

Paragraph18)0
254 新しい科学的または技術的知識を獲得する目的で行われる独創的または批判的な

調査で､かつ具体的な実用目的または目標をもつ(ASCl1977]Paragraph18)a
255 新規のもしくは大幅に改良された材料､装置､製品またはサービスの生産あるい

は新しい工程またはシステムの導入を行うため､科学的または技術的知識を利用す

ることをいい､商業生産の開始､実用化の着手または既存のものの大幅な改良に先

立って実施される(As°[1977】Paragraph18)0
256 ASCl1977]Paragraph20121.
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(a)明確に定められたプロジェクトが存在すること｡

(b)当該開発費を個別に識別できること｡

(C)当該プロジェクトの成否を､つぎの面からかなり正確に評価できること｡

(i)技術的実施可能性｡

(ii)予想される市場状態(競争製品を含む)､世論､消費者および環境に関する規制といっ

た要因に照らして検討したうえでの最終的な商業化の可能性｡

(d)当該繰延開発費､完成までに要すると見込まれる追加開発費､関連する製造原価および

販売費･一斑管理費を含めたコストを､将来得られる販売収益またはその他の収益によ

って回収しうることが確実に予想できること｡

(e)当該プロジェクトを完成させ､その後の運転資金の増加を賄うことのできる十分な資金

を保有していること｡あるいは､その調達が可能であると確実に予測できること｡

上記の条件 に該当す る開発費は､資本化することができ､それ以外の開発費は､

即時全額費用化 しなければな らない｡また､会計基準(paragrph19-30)は､研究開

発費の会計方針の開示､繰延開発費の変動額 と期首 ･期末時点の残高の開示およ

び繰延開発費の貸借対照表開示を求めている｡

次に､1989年の SSAP13【改訂版】は､解説(paragrph1-20)､用語の定義(paragrph21)､

会計基準(paragTph22-33)､グレー トブリテン島および北アイル ラン ドにおける法

的要件に関する注記(paragrpb34-42)､アイル ラン ド共和国における法的要件に関

する注記(paragrph43-53)､国際会計基準第 9号 ｢研究開発費活動の会計｣への準

拠(paragrph54)か ら構成 されているossAP13[原版】か らの大 きな修正点は､研究

開発活動の事例 と除外事例の追加､研究開発支出の強制開示､会社法あるいは国

際会計基準 との準拠 に関わる部分が加え られている点である｡それぞれについて

若干の説明を加えれば次のとお りである｡

第一に､研究開発活動の事例 と除外事例の追加は､SFASN0.2と同様 に研究開

発 費の定義 を補強す る もので ある257｡第二 に､研究 開発 支 出の強制 開示 は､

ssAP13【原版]が研究 開発費の定義問題か ら任意開示 としていた ところを強制開

257 As°[19891Paragraphs5-6.
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示へと変更 したものである258｡第三に､会社法あるいは国際会計基準 との調整は､

ssAP13【改訂版】がイギ リスおよびアイル ラン ドの会社法の条項 を記載するとと

もに､ssAP13【改訂版]に準拠すれば国際会計基準第 9号にもほぼ準拠 しているこ

とを示す ものである｡

なお､イギ リス会社法は､1981年よ り研究開発費会計の規定を盛 り込んでいる｡

1981年会社法は､ssAP13【原版]と同じく純粋研究 と応用研究の資産計上を禁止す

る(1981年会社法附則第 1第 3条(2)(C))とともに､｢特殊な状況｣のもとでの開発

費の資本化のみを認めている(1981年会社法附則第 1第 20条).また､開発費の資

本化額は､取締役が正当な理由を提示できなければ､分配可能利益の算定におい

て実現損失(realizedloss)として処理される(1981年会社法第 84条(2))｡

以上のように､イギ リスの研究開発費会計の会計基準は､ssAP13あるいは会社

法によって規定されているのであるが､公開草案の段階を含めると 5つの基準書

に膨れ上がる｡すなわち､1975年の ED14259､1976年の ED17260､1987年の ED41261

である｡ED41は､ssAP13【改訂版】と大差ないが､ED14と ED17は､ssAP13【原

版】と会計処理および開示要件が相違する｡すなわち､ED14は､研究費ばか りで

はなく開発費をも即時全額費用化するように規定 し､また研究開発支出も強制開

示するように要求 している｡ED17は､一定条件を満たす開発費の資本化を強制

している｡

したがって､ イギ リスの研究開発費会計は､アメリカよ りも多 くの会計基準を

改廃 している｡我々は､こうした会計基準の変遷の中か ら研究開発費の会計処理

と開示について注 目したいと考える｡これは､後の議論か らわかるように､イギ

リスの研究開発費会計の論点が会計処理 と開示に集中しているか らである｡そ こ

で､会計処理 と開示の変遷を簡単に要約すれば､次のようになる｡

第一に､開発費の会計処理が即時全額費用化の強制(ED14)-選択的資本化の強

刺(ED17)-選択的資本化の容認(ssAP13【原版 ･改訂版】)へ と変化 している｡第二

258 ASC【19891Pa-agraphs19･31.
259 公開草案第 14号 『研究開発会計(ExposureDraft14,"AccountingforResearchand

Development":ED14)』･

260 公開草案第 17号 『研究開発会計一改訂版(ExposureDraft17,"Accountingfor

ResearchandDevelopment-Revised":ED17)』

261公開草案第 41号 『研究開発会計(ExposureDraft41,"AccountingforResearchand
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に､研 究 開発支 出262の開示要件が 強制 開示(ED14)-任意 開示(ED17･SSAP13[原

版】)-強制 開示(ED41･SSAP13[改訂版】)と変更 されて いる263｡図表 4-1は､以上

の展 開 を詳細 に示 した もので ある｡

図表4-1イギリス研究開発費会計の会計基準の展開

日付 設定機関 公開文書 研究費 開発費 開示

1975年 1月 As° ED14 即時全強費用化 即時全鏡費用化 費用計上額

1976年4月 As° ED17 即時全額費用化 規準に適合するならば､繰 繰延開発費の期首残鏡､期中変
り延べなければならない 動額､期末残額

1977年12月 As° SSAP13 即時全額費用化 規準に適合するならば､繰 繰延開発費の期首残高､期中変
り延べてもよい 動板､期末残高

1987年7月 As° ED41 即時全板費用化 規準に適合するならば､繰 研究開発支出､繰延開発費の期
り延べてもよい 首残高､期中変動額､期末残高

1989年 1月 As° SSAPt3 即時全額費用化 規準に適合するならば､繰 研究開発支出､繰延開発費の期

(出所)HopeandGray【1985】p.23の表を加筆｡

本章 も前章 と同様 にイギ リスの研究 開発 費会計の歴史 的経路 につ いて検討 を加

える｡そ のため に､我 々は､イギ リスの研 究 開発費会計 をめ ぐる状況 を見極 めな

けれ ばな らな い｡我 々は､ 当該歴史 的状況 を分析 した結果 ､イデオ ロギー的イ ン

セ ンテ ィブが ssAP13の設定 に大 きな影 響 を与 え､そ の後 のイギ リスの研究 開発

費会計 の経路 を規定 した ことを述べ る ことになるで あろ う｡

第三節 イ ギ リス の研 究 開 発 費 会 計 を め ぐ る 状 況

本 節で は､研究 開発 費会 計の基準設定 に関す る社会 的 ･経済 的背景お よび各関

係主体 の動 向を明 らか にす る｡ まず､我 々は､イギ リス の研究 開発 費会計の会計

Development":ED41)』
262 本論文では､-会計期間に研究開発 に支出 した金額を研究開発支出と定義する｡

研究開発支出は､資本的研究開発支出と収益的研究開発支出に分別 される｡前者は､
研究開発繰延資産 ･研究開発固定資産 とな り､後者が損益計算書に計上される研究

開発費 となる(西洋 [19971p.13)0

263 ssAP13[改訂版】による研究開発支出の開示規定は､公開企業でかつ次の 3つの基

準のうち 2つに適合 した場合 に有効 になる｡貸借対照表総額が 3,900万ボン ド以上､

売上高が 8,000万ボ ン ド以上､平均従業員数が 2,500人以上である(stonemanand
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基準設定の契機 となった Roll s-Royce社の倒産を考察する｡その後､ssAP13【原版】

および ssAP13[改訂版】に関わる､一般的な会計実務､例外的な会計実務､研究開

発支出の開示に関わる動向を順に考察する｡

第一項 Rolls-Royce社の倒産

(1)Rolls-Royce社の倒産 と新聞記事の見解

ssAP13【原版】の設定には､Roll s-Royce社が 1971年に倒産 ･国有化された点 と

大きな関わ り合いがあるO これは,多 くの会計文献264が Rolls-Royce社の倒産 と

研究開発費の会計処理の問題 を取 り上げていることか らも明確である｡では､

Rolls-Royce社の倒産は､どのような研究開発費会計の問題を提起 し,ssAP13【原

版】の設定を誘導 したのであろうか｡そ こで､Rolls-Royce社の倒産 ･国有化 に至

った経緯を分析 し､Rolls-Royce社の倒産がイギ リスの研究開発費会計にどのよう

な影響を与えたかを明 らかにする｡

Rolls-Royce社は､｢イギ リスで誇 り高く最も成功 した企業の一つ265｣であ り､

イギ リスを代表する機械製造業企業であると同時に先端技術企業であった｡また､

当時の Rolls-Royce社は､自動車製造業者 としての側面よりも､航空エンジン製

造業者 としての比重が大きかった｡当時においても､約 80%の売上高266が航空機

エンジン部門によって支えられていた｡

Rolls-Royce社の倒産は､航空機エンジン部門の失敗が原因であり､研究開発費

の資本化が大きく関与 していると考えられた｡まず､Rolls-Royce社が倒産するま

での航空エンジン部門の経緯を明 らかにする｡そ こで､当時の雑誌 ･新聞等か ら

次のような図表を作成 した｡

Toivanen[2001】p.124)0
264 Nobesl1976]p.58;Nobesl1977]p.541,NobesandPakerl1979]p.204;Farmerl1983]

pp.130-131;Ashlon[1983]p.ll;植野編 【1982】85頁;菊谷 【1988】58貢;大河内

[2001】｡

265 Farmer【1983】p.ll.Rolls-Royce社は､1966年から1970年までの 5年間連続して女

王寅(TheQueen'sAwardtolndustry)を受賞している｡｢女王賞は､その年に最高の技

術的成果と輸出実績をあげた法人に与えられる(『エコノミス ト 』1971年 5月 23

日86頁)｡｣
266 1969年の総売上 299,363,000ポンドのうち､239,920,000ボンドが航空エンジンの

売上である｡

106



(出所)主に英国の TheEconomist誌から作成｡

図表 4-2か ら注 目す べ き点 と して ､Rolls-Royce社 は､ 1968年 に Lockheed社 の

エ アバ ス用 エ ンジ ン RB.211-22(RB.211と略す)267を受注 して約 3年後 に倒産す る｡

したが って ､Rolls-Royce社 の倒産 は､RB.211エ ンジ ンの 開発 ･製造 に起 因 して

いる ことを伺 うことが で きる｡ しか しなが ら､RB.211エ ンジ ンは､開発 費 の膨 張

を誘 い､Rolls-Royce社 を倒 産 に追 い込 んで しま う ことにな る｡

TheEconomist誌 によれ ば､RB.211エ ンジ ンの 開発 費 は､1970年 11月現在 で 当

初 の 6500万 ボ ン ドか ら 1億 3500万ボ ン ドに跳ね 上が り268､corfield航空供給相

は､倒産 時点 で開発 費 を 1億 5000万 ポ ン ドか ら 1億 7000万ボ ン ドと推 定 して い

る269｡ この開発 費 の膨 張 が倒産 の直接原 因で あ り､開発 費 の コス ト管 理や技術 重

267 RB.211エ ンジンは､｢三軸方式､ハイ フィル(Hyfil)な どの新素材 の活用､馴 犬燃
焼室 という三つの革新 的な技術 を採用 して､在来の二軸型 ターボ フ ァン ･ジェ ッ ト

に比べ､無理のない高バイパス比を得て､高い推 力､信頼性､経済性 を実現す ると

ともに､騒音低減 を 目指 していた(大河 内 [200119頁)｣｡

268 TheEconomist,November14,1970,p.67;TheWallSfreetJournaL,February8,p.16(U

K.DTI[1973]p.352によれ ば､開発費は､1970年 9月にお いて 8,930万ポ ン ドか ら

1億 7,030万ボ ン ドとな った).

269 TheEconomist,February6,1971,p.61.TheFinancialTimes(February5,1971p.1)に
よれば､1億 7000万ポ ン ドと推定 している｡
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視主義への偏重が問題 とされた｡特に､多 くの雑誌 ･新聞等は､RB.211のフアン ･

ブレー ドを炭素樹脂のハイフィルで製造 しようとして失敗 し､従来のチタニウム

で製造 しなければならなかったことを指摘 している270｡

以上の点を踏まえた上で､Rolls-Royce社の倒産原因は､雑誌 ･新聞の評価 によ

れば､次の 4点に整理することができる271｡

1.Locklleed社 との契約内容

Rolls-Royce社は､1968年 3月 29日に Lockheed社 と し1011用の RB.211エンジ

ンを開発する排他的契約を締結 した272｡この契約は､Lockheed社か らの 150機分

450基 と航空会社か らの予備エンジンとして 96基で構成されてお り､Rolls-Royce

社は､総計 546基の RB.211-22(総額 2億ボン ド:1ポン ド864円)の大量受注を受

けることになった273｡｢Lockheed社 との契約では､付属品込み固定価格で､引渡

しは 1971年か らはじまるとされ､同年中に引き渡される 100基については､使用

会社の求める手直 し費用を含めて､一基 35万 4000ボン ドの完全な固定価格契約

であ り､それ以降の納入分については貸金と原材料費の上昇に応 じた値上げが認

め られていた274｡｣

日本経済新聞や TheEconomist誌275や BusinessWeek誌276は､RB.211のコス トが

46万ポン ドまでに跳ね上がった ことを指摘 している｡ この結果､Rolls-Royce社

が当初の契約価格 35万ポン ドでエンジンを引き渡す と､総額 6000万ボン ドの損

失となると指摘 している277｡さらに､日本経済新聞や週刊ダイヤモン ドによれば､

納期に遅れた場合､6ケ月でも 5000万ボン ドの違約金を支払 うという条項が入っ

270 たとえば､日本経済新聞(1971年 3月 21日朝刊 9面)､TheWallStreetJournal

(February5,p.3),TheFinancialT''mes(February5,p.16)などがある.また､RB.211の
詳細な技術的側面については､U.K.DTI【1973]や大河内 【2001】を参照せよ｡

271以下の内容は､当時の日本経済新聞(1971年 3月 21日朝刊 9面)の内容を基礎に作
成した｡

272 Botticelli【1995】p.124.括弧内は､筆者が加筆した0

273大河内 【2001】17貢｡

274大河内 【2001]17頁0
275 TheEconomist,Fet"uary6,1971,p･61･
276 BusinessWeek,February13,1971,pl64･

277(340,000-460,000)×546(540)ニー6,006,000叶 5,940,000)ボンドという計算になる｡括
弧内は､540基で計算した場合である｡
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てお り278､現実にエンジンの開発速度が予定よりも半年以上遅れる見込みとなっ

ていた と報 じている279｡

2.無理な販売活動 と安値受注

大河内【2001】によれば､Rolls-Royce社は､イギ リスの航空機市場を当てにする

ことができないと考え､｢アメリカの機体製造機会社 と航空会社か らの発注を得

てアメリカ市場に食い込むことが､自社の能力を発揮でき､将来にわたって経営

の成長 を確保 で きる｣ と考 えて いた280｡そ の上で ､大河 内【2001】は､｢同社

(Rolls-Royce社)が RB.211という一機種にのめ り込んだのは､かねがねアメリカ

航空機市場を重視 していたことに加えて､Lockheed社か らの受注を足掛 りに､将

来性の見込 まれるアメリカの広胴型機市場に確固たる地歩を築 くことを狙って､

事後的に見れば無理を重ねた結果であった281｡｣と指摘 している｡

この事実を確認するために､当時の Rolls-Royce社の販売活動を明 らかにする｡

Rolls-Royce社は､Lockheed社のエアバス用エンジンを巡って､Prat上良 Whitney

社 と GeneralElectric社 と受注競争を繰 り広げている｡TheFinancialTimes紙282に

よれば､Rolls-Royce社は､1966年 9月か ら 1968年 3月までの間に､アメリカに

少なくとも 20人のマーケテイング ･スタッフと技術スタッフを常駐させた｡その

18ケ月の間に,230人の大西洋横断旅費だけで 80,000ボン ド､英米間の電話代

6,000ボ ン ド､説明に使った 1,400枚以上のカラー ･スライ ドなど 400,000ボン ド

にのぼる｡TheWallStreetJournal紙283は､この販売活動を浪費であった(Theeffort

waslavishbyanystandards)と評 している｡

こうした販売活動の結果､Lockheed社 との契約は､｢強力かつ効率的で騒音が

無く軽いエンジンを開発するものであり､もっとも重要な点はアメリカのライバ

ル会社 によって提供されたエンジンよりも安かった284｣点 にある｡TheFinancial

278 週刊ダイヤモンド 1971年 3月 13日 115頁｡

2790.K.DTI[1973】によれば､実際の違約金条項は､最高 7ケ月で契約価格の 15%の

違約金を支払うというものであった(U.K,DTI[1973】p.156)

280 大河内 【20011180頁｡

281大河内 【2001】85頁.
282 TheFinancialTimes,February5,1971,p･161
283 TheWallStreeEJournal,February8,1971,p･1･
284 TheWaLISlreetJournal(February8,1971,p.1)およびエコノミス ト(1971年 2月23日
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Times紙285によれば､Rolls-Royce社のエ ンジンは､GE の 630,000 ドル に対 して

570,000 ドルで入札 された286｡ このように､Rolls-Royce社 は､アメ リカ市場か ら

受注 を得るために新技術 を一気 に投入す るとともに､安値受注 に走 ったのである｡

3.資本化 の乱用

Rolls-Royce社 は､60 年代初め に spey エ ンジ ンの開発 に取 り組 み始 め る｡

BusinessWeek誌は､この際に行われた会計方針の変更 と倒産の関係 について次の

よ うに報 じている｡

BusinessWeek(FebruaryNo.2136,131971,p.67)

｢RB.211の大惨事は,Rolls-Royce最大の基本問題に起源がある｡アメリカのジェット･

エンジン市場に参入することができなかったことである｡山 中略- Rolls-Royce社の

DenningPeason社長は､そのジンクスを破るために賭に出た｡1961年に､peason社長は､

将来のジェット開発費を発生時に費用化(paid)するのではなく､エンジンが引き渡された

時に費用化(paidback)する会計方法に変更した｡財務的な憂慮から一時的に自由になると､

speyエンジンと名付けた新しいエンジンの開発を積極的に進めた(ordered)｡会計方法の

変更は､Rolls社に破格(unbroken)の利益を生じさせたが､次のエンジンRB.211に対する

開発費が手に負えなくなった(getouthand)時に大惨事の火種となった｡｣

BusinessWeek誌 と同様 の見解 は､日本経済新 聞や observer紙で も主張 されてい

る. 日本経済新 聞は､1961年 に研究開発費を費用化すれ ば､開発費 2,000万ポ ン

ドがそのまま赤字 に出る ことを指摘 し､observer紙 もこの点が Rolls-Royce崩壊

の第一歩であった と報 じて いる｡ これ らの見解 の共通点 は､研究開発費の資本化

が Rolls-Royce社 の倒産 の原因であるという点 にある｡

また､TheFinancialsTimes紙 は,Rolls-Royce社の倒産 に関連 して､研究開発費

86頁)によれば､Rolls-Royce社は､GeneralElectric社 と争い､GE社よ りも 10%安
で入札 したと報 じられている0

285 TheFinancialTimes,February5,1971,p･16･

286 RB.211-06(推力 34,2501b:純財産のコミッ トメン ト30%)か らRB.211-22(推力

40,6001b:純財産のコミットメン ト60%)に設計変更 した上で､受注価格を 1セッ

ト(3基)162,000ドル も削減 した(U.K.DTI[19731pp.336,339)｡
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の資本化問題を次のように報 じている｡

TheFinancialsTimes(February81971p･8)

｢RB-211の場合には､初めから相対的に高額なプロジェクトであると予測されていた｡

Rolls-Royce社の実務は､将来売上に開発費を対応させるために､開発費を資本化するこ

とであった｡そのような手順は､開発費が利益に比較してごく大きい場合にはおそらく

避けることはできないが､不都合な点があった｡開発費だけでなく将来売上収益を確実

に推定することが困難であるという点であった｡もし推定に大きな誤算があるとわかれ

ば､突然巨額の企業資産が費用化される必要性に迫られるD｣

このように､TheFinanciaLsTimes紙の見解 は､開発費および将来収益の不確実

性を論 じるとともに､巨額損失の突発性 を指摘 している｡

4.政府の保護 と失敗

TheEconomist誌287によれば､1969年 10月当時､Rolls-Royce社は主に三つのエ

ンジン開発 に着手 していたが､そのほとんどが政府の援助のもとで行われていた｡

concode用 の BristolOlympus593 エ ンジンや ヨー ロッパ の多 目的戦闘機用の

RB.199エ ンジンは､政府や関連政府 によって融資 されている｡そ して､RB.211

エ ンジンは､Rolls-Royce社の独 自資金で開発 されることになっていたが､当該資

金 も英国関連政府か ら多額の補助を受け取っていた｡

当時の労働党政府(HaroldWilson政権 投票 日 1964/10/15-1970/6/18)は､当初の

6500万ボン ドのうち 4,700万ポ ン ド(実際は 4,713万ポ ン ド)を Rolls-Royce社に供

与 し288､また 1970年は じめに産業再編公社(IndustrialReorganizationCorporation)

が 2,000万ボン ドの融資を約束 している(このうち 1,000万ボ ン ドは､以後の政府

支援で取 り消される)289.さらに､政府 と銀行は､1970年 11月に表面化 した開発

費の膨張のために.6,000万ポン ド(政府 4200万ポン ドと銀行 1,800万ボン ド)の

287 TheEconomE･st,October25,1969,p･89･
288 当初の推定開発費に固定 して 70%を支援することが英国政府によって決定されて

いた(U.K.DTI[1973]p.331)｡
289 TheEconomist,November14,1970,p.67; 『週刊東洋経済』昭和 45年 12月5日 63

貢｡
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資金援助をすることを約束 していた290｡

日本経済新聞は､このような多額の資金援助を評 して次のような見解 を明らか

にしている｡｢ロールス ･ロイスの経営内容を調べた英航空供給者の役人が 『同社

のコス ト･システムは重役会に報告するためではな くて､政府に開発援助を求め

るためにできている』と報告 したといわれている｡｣ このように､Rolls-Royce社

は､政府の補助金を頼 りにしてエンジン開発をお こなっていたのではないかとい

われている｡

しか しなが ら､イギ リス政府の失敗 も存在 している｡大河内【2001】は､イギ リ

ス政府が ｢本来国の政策 として政府の責任で開発すべき技術を､資金負担のみで

民間企業に開発委託 し､政府の都合で随時開発を中止 して企業を苦境に追い込む

ことを繰 り返 してきた291｡｣ と指摘する｡ これは､イギ リス政府が軍需研究開発

の削減 に伴 うア メ リカ製機 の輸 入 ･concode の失敗 ･イ ギ リス製広 胴 型機

(BAC3-ll)の否定､ヨーロッパ ･エアバス計画か ら脱退な どの政策上の失敗によ

り､Rolls-Royce社の市場を狭めるという罪を犯してきたためである292｡こうした

状況下では､Rolls-Royce社は､アメリカ市場を重視 した輸出政策を採用せざるえ

なかったというものである｡

このように､当時の雑誌 ･新聞では､様々な評価が Rolls-Royce社の倒産におこ

なわれているが､研究開発費の資本化 も一因として注 目されていたことがわかる｡

もちろん､BusinessWeek誌 と TheFinancialTime紙のように､Rolls-Royce社の倒

産 と研究開発費の資本化に関する論評が異なる点も存在する｡ しか し､一般的な

認識 として､研究開発費の資本化 とRolls-Royce社の倒産が結びつけられている｡

この事実関係は､通商産業省(DepartmentofTradeandIndustry:DTI)による調査で

明 らかにされている｡そこで､DTIの調査について取 り上げることにする｡

290 TheEconomist,November14,1970,p.67; 『週刊東洋経済』昭和 45年 12月 5日 63
頁Oこの緊急融資計画は､1970年 11月 9日にまとまり､政府が初期開発費補助と

して 4,200万ポンド､イングランド銀行が 800万ポンド､Loyds銀行とMidland銀

行がそれぞれ 1,000万ポンドを融資するが､Loyds銀行とMidland銀行は､当座貸

越を500万ポンド減額するというものであった(大河内[2001】22頁)｡

291 大河内 [2001】103頁｡
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(2)通商産業省(DTI)の調査

DTIの調査 は､ ｢会社 法 に記載 されて いる開示要件 を補完す る もので ある293｡｣

イギ リスの 1948年会社法 の第 165条(a)で は､｢企業の特別決議や裁判所 の命令 に

よって要求 され るな らば､DTIは､検査 人(inspectors)を任命す る強制義務 が課 さ

れ る294｡｣Rolls-Royce社 の場合､1971年 4月 19日の臨時総会(extraordinarygeneral

meeting)を通過 した特別 決議 の もとで､検 査 人 による会社状況 の調査(investigation

ofcompany'saffairs)が行われ る ことにな る295｡U.K.DTIl1973]によれ ば､特別決

議 は､次 のよ うに提案 された｡

｢Rolls-Royce社が現在の状況へと陥った背景を公正かつ独立した報告書で説明可能であ

ると思われるので,臨時総会は､1948年会社法第 165条(a)に従って次の点を宣言する｡

通商産業大臣によって任命された一人以上の検査人が会社状況の調査を行うべき点と､

通商産業大臣が直ちに第 165条(a)にしたがって検査人を任命する点を宣言する｡｣

DTIは､ この特別決議 を受 けて 1971年 4月 23日に R.A.MacCrindle氏296と p.

Godfrey氏297を検 査 人 に任命 した298｡検査 人は､調査終 了後､DTIに対 して最終

報告書 を提 出 しな けれ ばな らず､ この報告書 は､DTIの命ず る ところに従 い､書

面 また は印刷 しな けれ ばな らない ことにな って いる(1948年法第 168条)0

DTIの調査報告書 は､企業 の 日常状況 と企業役員お よび代理人の意思決定 ･行

動な どの詳細 な内部経営情報 を含 んで いる299｡これ は､1948年法 の第 167条 によ

り､会社 の役員 あるいは代理 人がすべての帳簿お よび書類 を検査人 に提 出す る義

務が あるか らで ある｡ また､調査報告書 の内容 は､検査 人 による会計人 と監査 専

292 大河内 【2001]第 4章 0

293染谷監訳 ･市村訳 [1991】154貞0

294 TheAccountant,April29,1971,p.545,条文は､法務大臣官房司法法制調査部[1968]
130頁 を参照0

295 TheAccountant,April29,1971,p.545.投票結果 は､U.K.DTI【1973]によれば､賛

成 13,850,000､反対 102,837で決議された｡

296 勅撰弁護士(queen'scounsel)

297 MuTray&Co,MessrsWhinnyのイ ングラン ド･ウェールズおよびアイル ラン ド勅

許会計士(FellowoftheInstituteofChaTteledAccountantsinEnglandandWales,Fellow
theInstituteofCllalteredAccountantsinIreland:F･C･A･)

298 U.K.DTI[1973]l'.1.
299Russell【1985】p.86.
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門家への批判が含まれている｡このため､検査人の批判が専門家によって深刻に

受け止め られ､実務の変更や矯正行動が取 られる可能性がある300｡ したがって､

検査人が Rolls-Royce社 について行った調査は､会計専門職の研究開発費会計へ

の姿勢に影響をもた したと考えられる｡

検査人は､Rolls-Royce社の倒産に関連 して経営活動か ら環境要因に至るまでの

調査 ･報告を行っている301｡この結果､検査人は､Rolls-Royce社の倒産が RB.211

計画によって引き起 こされた企業資金の流出にあった という結論を下 している

302｡検査人は､その他の要因､たとえば BristoISiddeley社の買収による流動性問

題303も取 り上げているが､｢RB.211事業か ら離れれば､Rolls-Royce社が 1971年 2

月に倒産するような要因は存在 しない｡｣ と述べている304｡そ して､技術タスク

の大きさが深刻に過小評価 されていた点を強調 している｡

この結論は､検査人が RB.211の技術問題および財務 ･経営問題を取 り上げた

上で､RB.211計画の経営意思決定を批判 していることか らもわかる｡すなわち､

検査人は､｢1968年 3月の契約で織 り込まれた Lockheed社 とのコミットメン トの

承諾が ごく大きな投機であり､このために合理的な(responsible)経営意思決定とみ

なす ことができない｡｣ と述べている305｡ この点は､雑誌 ･新聞で明 らかにされ

ているように､Lockbeed社 との契約を重視するあまり､ハイフィルなどの大きな

技術的問題の存在する新技術 を採用 したことか らも明 らかであろう｡

以上のように､U.K.DTIl1973]は､様々な Rolls-Royce社の会社状況を報告 して

いる｡しか し､我々の目的は､Rolls-Royce社の倒産か ら研究開発費会計の影響を

考察することにある｡そのために,検査人が Rolls-Royce社の倒産に関連 して言

及 した財務諸表の調査を明 らか しよう｡次の 4点が報告書内の財務成績(financial

300 Russell[1985】p.86;染谷監訳 ･市村訳[1991]156頁｡
301 報告書の内容は､航空産業の性質と政府関係､経営構造､財務成績､財務コント

ロールと予測､エンジン開発とコス ト推定､大型エンジンの進歩とアメリカ市場へ

の参入､RB.211の契約関係､1970年 11月 11日の中間財務諸表に至る事象､管財

人の任命に至る事象にわたる｡

302 u K.DTIl1973]p.357;Accountancy,September,1973,p.2.
303 BristoISiddley社の買収価格は､基本価格で 6,360万ポンドであり､そのうち 3,700

万ポンドは､普通株式 1,600万ポンドおよび無担保転換社債 2,100万ポンドで支払

われ､残 りの 2,660万ボンドは､現金で支払われた(大河内 【2001]15頁;u K.DTI

【1973]p.24)0
304 0.冗.DTI[1973】p.357.
305 U.K.DTIl1973]p.344.
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results)のセクションで報告されている306｡

(a)BristolSiddeleyEngineLtd.の買収

(b)1961年の研究開発費に係わる会計方針の変更とRB.211エンジンに係わる研究開発費の

会計方針

(C)使用資本利益率と売上利益率の減少

(d)借入金への依存

(a)では､BristoISiddeley社の買収によって､連結損益計算書で巨額の利子費用

が計上された点を指摘する307｡(b)では､研究開発費の会計方針の変更 によって､

報告利益が 1961-1969年で 1,170万ボン ドも増額された点を指摘する308｡(C)では､

使用資本利益率および売上利益率の減少傾向を言及 し､ この原因として､Bristol

siddeley社の買収と RB.211の開発費を指摘する309｡(d)では､1961年の借入金の

倍増 と負債比率の倍増傾向を言及 し､この原因として､BristolSiddeley社の買収

と RB.211計画の資金需要に対応できるほど､利益水準が十分でないために株式

発行ができなかったことを指摘する310｡このほか､連結利益に対する航空エンジ

ン部門の寄与311と 1969年の特別準備金(specialprovision)312に関する言及が行わ

れている｡

Rolls-Royce社の財務諸表は､U.K.DTIl1973]の付録 として収録されてお り､こ

の部分を本論文の付録 1として添付 した｡上記の 4つの事実については､この財

務諸表か らも確認することができる｡ しか しなが ら､我々の目的は､あくまでも

Rolls-Royce社の倒産 と研究開発費会計の関係を考察することにある｡

そ こで､研究開発費の会計方針が U.K.DTI[1973】を検討することで Rolls-Royce

306U.K.DTIl1973]p.47
7
8
9

0
0
0

U.K.DTIl1973]pp.20-33,48;Accountancy,September,1973,p.2.
U.K.DTI[1973】pp･48-55.
U.K.DTI【1973】pp.55-57.

3100.K.DTI【1973】pp.58-59.

311RB.211エンジンを開発していたDerbyEngineDivision(DED)が Rolls-Royce社の支
配的地位を占めてお り､業績不振の原因が DED､そして RB.211エンジンにあった

点を指摘する(U.K.DTI[1973]pp.59-60)0
312特別準備金の費用性を指摘し､1969年の特別準備金を費用化すれば､6,800万ポ

ンドの損失になった点を指摘する(U.K.DTI【1973】pp.61-64)｡
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社の財務諸表にどのような影響を与えてお り､どのような問題意識が検査人に存

在 したのかという点を明らかにする｡また､検査人の問題意識は､雑誌 ･新聞が

明らかにした問題意識と一致 しているのであろうか｡そこで,我々は､DTI【1973]

を中心にして Rolls-Royce社の財務諸表に注 目する｡

(3)通商産業省(DTI)の調査と Rolls-Royce社の研究開発費会計

検査人は､研究開発費の会計方針を費用化か ら資本化へと変更 した､1961年の

Rolls-Royce社の年次報告書か ら調査をお こなっている313｡この点は,初めに雑

誌 ･新聞が明 らかにしているように､研究開発費の会計方針の変更が Rolls-Royce

社の倒産の第一歩であったと主張されたこととも関係していると思われる｡

U.K.DTI【1973】は､次のような会計方針の変更の背景か ら言及を開始 している｡

｢1961年､営業成績は､棚卸減耗(stocklosses)と製造費の増大 と Tyneエンジンの問題

によってマイナスの影響を受けたO同時に conwayエンジンと speyエンジンの開発費が

高水準 とな り､1961年の研究開発支出は､1960年の 770万ボン ドに対 して 1,050万ボン

ドに上った314｡｣

Rolls-Royce社は､この 1,050万ボンドの研究開発支出を費用化 した場合､損失

に陥る｡そ こで､以下のような会計方針の変更を行 うとともに､その理由を次の

ように述べている｡

｢報告書は､減価償却 と支払利息の控除後の営業利益を示すが(1960年は以下で言及 した

ように 1,16CI万ボン ドに調整 した)､研究開発費の控除前は､880万ボン ドであった｡実

際の研究開発支出は,1,050万ポンドという異常な高水準に上った(1960年は 770万ポン

ド)｡この数値は､多 くの民間航空エンジンの開発に大きく起因し､過去の実務のもとで

は､各年度 に即時全額費用化 されてきた｡

将来の利益のために【現在]使 うこの種の性質の支出について､そのどこまでを現時点の

利益か ら賄 うべきか ということは､近年､取締役会の検討課題であったO取締役会は､

313 U.K.DTIl1973]pp.48155;Russelll1985]p.88;Accountancy,September,1973,p.3.
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1961年の営業利益に【研究開発費】1,050万ボン ドを負担させると見掛け上 170万ボン ドの

損失をだす ことになるが､それでは本年の営業活動の実体 を正 しく反映 しないと判断す

る｡それゆえ､取締役会は､新基準を適用することに決 したO

現在受注 しているエ ンジンの売上か ら期待できる研究開発費の回収額について､評価

を実施 した｡ これ らの受注に応 じるためにさらに必要と思われる開発費の額を控除 した

後､研究開発費という項 目で 660万ポン ドの資産を設定 した｡ この資産は､1960年にお

いて 240万ポンド､1961年において 420万ポン ドと評価 される｡したがって､1961年度

会計における研究開発費の支出は､実際の支出 1,050万ポ ンドか ら 630万ボン ドに減額

される315｡｣

この よ う に,Rolls-Royce社 は ､受 注 中 の エ ン ジ ン開発 費 を資 産 と して 繰 り延 べ

て ､1961年 度 に は 250万 ボ ン ドの 利 益 を捻 出 し､100万 ボ ン ドの配 当が行 う｡ 当

該 会 計 方 針 は､Rolls-Royce社 を直 接 倒 産 へ と追 い込 ん だ RB.211エ ンジ ンで もお

こな わ れ る こ と にな る｡1967年 の会 計 方 針 で は､RB.211エ ンジ ンの 開発 費 を次

の よ う に処 理 して い る ｡

｢年度末に製造中あるいは受注済みのエンジンについて､研究開発費の回収を､エンジ

ンおよび部品の既受注分の売上によって充てるという従来の原則 によって､資産評価 を

行 った｡ これ らの受注 を満たすために必要 となる開発費の追加支出を控除 したのち､

13,896,000ポン ドが繰越 された｡

この従来の原則は,年末の注文を得 られていない RB.207と RB.211の開発 ･製造の初

期時点 については､適切なものではない｡開発費が巨額であ り､しか も受注時期が不確

かなので､[本年度 に】従来の原則を適用するな らば､利益額を歪めて しまうと考えられる｡

そ こで､ これ らのエ ンジンについては､初期開発費額実緬を予想される将来の売上に

よって償却する方法をとることとし､開発費 532,000ポン ドを 1967年 12月 31日におけ

る資産 として繰越 した316｡｣

314 0.K,DTI[19731p.48.

315 0.K.DTI[1973]p.50.括 弧 内は､筆者 が加筆 した｡訳 は､大河 内[2001】25貢 によ
る｡

316 U.K.DTI【1973]pp.51-52.括弧 内 は,筆者 が加 筆 した｡訳 は､大河 和 2001】26-27
貢 によ る｡
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この結果､Rolls-Royce社は､ 1967年時点で受注されていない RB.211の研究開

発費も繰 り延べることにしたのである｡それでは､Rolls-Royce社は､研究開発費

の資本化によって利益や配当をどれだけ捻出したのであろうか｡図表 4-3は､研

究開発費の会計処理の差による利益 ･配当の差を示 したものである｡この図表か

ら明白なように､費用化を採用 した場合には､1961年は､会計方針で示されたと

お り損失とな り､1962年 と 1967年か ら 1969年までの期間は､税引後利益が配当

額を十分にカバーできなかったことを示 している317｡

図表4-3Rolls-Royceの資本化採用利益と費用化採用利益

税引後利益 実際の配当 留保利益への(からの)充当 配当性向
資本化 費用化 資本化 費用化 資本化 費用化
£m £m £m £m £m ㌔ ヽ

1961 2.5 (1,7) 1.0 1.5 (2.7) 40% 117%1962 1.7 0.6 0.7 1.0 (0.1) 41%
1963 4.0 5.4 1.2 2.8 4.2 30% 23%

1964 3.6 4.7 1.5 2.1 3.2 42% 32%

1965 4.5 4.4 1.6 2.9 2.8 36% 36%

1966 5.3 5.3 3.7 1.6 1.6 70% 70%

1967 7.5 5.2 6.1 1.4 (0.9) 81% 117,i

1968 8.8 4.6 7.3 1.5 (2.7) 83% 159,i

1969* 4.3 2.0 4.0 0.3 (2.0) 93% 200,i

*特別準備金1.100,000ポンドの控除前

(出所)DTI【1973】p.52のテーブルに配当性向を追加｡

では､Rolls-Royce社は､なぜ研究開発費の資本化を行って利益 と配当を捻出す

る必要があったのであろうか｡U.K.DTI【1973]は､この会計方針の変更 目的を企

業内部文書か ら指摘 している｡この企業文書は､財務担当役員(financialdirector)､

Gill氏が作成 した ｢政府支援の無さ RB.163(theSpey)の開発決定に影響するに違い

ない問題(considerationswhichmustinfluenceourdecisiontodeveloptheRB･163

(theSpey)wi thoutgovernmentsupport)｣という見出しのものである.Gill氏は､

税引後利益を改善する方法として研究開発費の資本化を指摘 した後､利益額 と配

当額について次のように述べる｡

317この点は､以下の文献で指摘されている｡U.K.DTI【1973】p.52;Russell[1985】
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｢損益計算書と配当政策への効果は,きわめて重要(vitalimportance)である｡なぜな ら,

利益 と配当の一方の重大な減少は､たとえば新規の資金調達あるいは Rolls-Royce社の株

式発行が重要な役割 を演 じる別事業の買収な どの分野で､我々の事業拡大を即時に制限

する｡Rolls-Royceは､通常売 り手よ りも買い手が多い傾向にあ り､強い市場地位を維持

することは､極めて高い重要性がある(tremendousimportance)318｡｣

この企業内部文書は､Rolls-Royce社が株式市場で強い地位を維持するために研

究開発費の会計方針を変更 したことを証明する｡ しか しなが ら､U.K.DTI【1973】

は､以上のような資本化問題を指摘 しなが らも､完全に資本化を批判することが

難 しいとも述べている319｡これは､研究開発費の投資 としての側面､資金調達の

側面､航空宇宙産業の側面か ら ｢紙上の利益(papersprofits)｣が必要であることも

認識 しているか らである320｡ただし､検査人は､研究開発費の会計方針があくま

でも固有の資金調達問題を解決するわけではないことも強調 している｡

したがって､検査人は､会計人や会計専門職を批判するわけでもなく､また研

究開発費の会計方針を批判 しているわけではない｡研究開発費の資本化は､U.K.

DTI【1973】の見解か らわかるように､Rolls-Royce社倒産の主要要因とはな りえな

い｡むしろ､イギ リス政府の政策が Rolls-Royce社を RB.211エンジンに傾注せざ

るえないように追い込み､Rolls-Royce社のコス ト･システムを弱体化させたため

に倒 産 に追 い込 まれ た側 面 のほ うが大 き いか も しれ な い｡ しか しなが ら､

Rolls-Royce社の倒産は､当時の社会的大惨事であり､Rolls-Royce社の倒産が研

究開発費会計の資本化へ とイデオロギー的に結びつけられて しまったのである｡

その結果､ssAP13の設定が行われたと考えられる｡

第二項 一般的な会計実務 一費用化実務 と非開示実務一

本項では､主として Rolls-Royce社倒産以後の研究開発費会計の一般的な会計実

務の動向を概観する｡そ こで､我々は､研究開発費の会計処理 と研究開発支出の

開示動向を明 らかにす る｡下記の図表 は､ICAEW 発行の SurveyofPublished

p.88;染谷監訳 ･市村訳 【1991]156頁;Accountancy,September,1973,p.2
318U.K.DTll1973]p.49.
3190.K.DTI【1973】pp.52-53.
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Accounts(SOPA)の 1969-1981およびFinancialReporting1983-1996の 300社の調査

か ら作成 したものであ り､次のような傾向を読みとることができる｡

第一に､会計処理は､Rolls-Royce社の倒産や ED17による資本化強制のような

諸要因に左右されるが321､即時全額費用化が圧倒的に多い｡第二に､研究開発支

出の開示は､1989年の SSAP13【改訂版】の設定以降までほとんど開示されていな

い｡では､なぜ二つの傾向がみられたのであろうか｡以下､研究開発費の費用化

が支配的であった理由と研究開発支出が開示されなかった理由にわけて考察する｡

ただし､投資家の選好については､資料の制約上､アナ リス トの選好で代替する｡
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会計方針
報告企業
数に占める
費用化企

業

州側--会計方針

報告企業
数に占め

資本化企

業

300社中の
研究開発
の会計方
針報告企
莱

(出所)SOIA:69182, FinancialReporting:83-96(Grayl1985]p.24を加筆)

表4-5研究開発支出の開示

73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82
7 4 2 15 20 ll 14 21 26

82/83 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 -

320 0.K.DTI[1973]pp.53-55.

3211970年から1980年までの変動は､ssAP2『会計方針の開義(DisclosureOfAccounting

policies)』､Rolls-Royce社の倒産､ED17および ssAP13【原版】の影響を考えることが
できる｡
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(出所)SOIA:73-82, FinancialReporting:89-96

まず､研究開発費の費用化理 由について考察する｡Gray【1985】322は､企業の費

用化理 由として次の二点 を指摘 している0第一点 として､企業が慎重性や将来問

題の回避な どの研究開発の不確実性 と監査の簡便性のために費用化 を選択すると

いう点が指摘 されている323｡第二点 として､企業が資本化 を選択すると投資家(ア

ナ リス ト)との信頼を損な うために､費用化を選択す る点が指摘 されている｡第二

点 については､High-Tech企業が次のように明 らかにしているO

｢我々は､繰延 (資本化)を行いたいが､ssAP13がなによりも費用化を推奨する｡それ

を別としても,繰延は､アナリストとの信頼を失ってしまう (中規模電気･電子企業)324｡｣

また､Nixon【1997】も同様の見解 を明 らかにしている｡特 に,企業が city(ロン

ドンの金融界)の不安 を考慮 して費用化 を選択 している点が明 らか にされている

325｡さらに､第二点は､アナ リス トの選好か らも確認す ることができる｡Gray【1985】

は､40人中の 66%のアナ リス トが費用化を選好す ることを明 らかにしている326｡

このようなアナ リス トの費用化選好は､研究開発の不確実性や会計的裁量行動を

意識 したものであると考え られる｡次のようなアナ リス トの見解は､これを明 ら

かにしている｡

｢すなわち特定プロジェクが利益をもたらす(comeonstream)時に､もし研究開発の繰延

が信用できるならば､有用なシグナルとなるD繰延は､一般的に否定的に受け入れられ

るであろう327｡｣

｢資本化は､企業が研究開発費を繰り延べて利益を捻出するために(screwup)採用してい

32263社(High-Tech産業 22社､Medium-Tech産業 32社､Low-Tech産業 9社)へのア
ンケー トおよびインタビューであり｡83%の企業が研究開発費を費用化すると返答

した(Gray[1985]p.57)0
323Gray[19851p.57.

324Gray【1985】p.57.括弧内は筆者｡

325化学 ･食品 ･製造業 36人の返答者は､繰延研究開発に対する Cityの不安が費用

化に影響する要因であると返答 した(Nixont19971p.272)｡
326Grayl1985]p.76.
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るようなので､Cityでは評判が悪い｡繰延は､有用なシグナルになるかもしれないが､

監査人しだいである3280 ｣

次に､研究開発支出の非開示理由について考察する｡Gray【1985】は､企業が重

要性､企業機密､任意開示要件のために研究開発支出を非開示にしていることを

指摘する329｡それに加えて､Gray【1985】は､情報利用者(特 にアナ リス ト)が企業に

研究開発支出をあまり求めていないという点をあげている330｡この点か ら推測す

ると､企業は､研究開発支出を開示 しても投資家に対 して研究開発の重要性を訴

えることができないことか ら研究開発支出を非開示にしていたように思える｡同

様に､英国産業連合(confederationofBritishIndustry:CBI)の発言の中には､次の

ような口述記録がある｡

｢【Ray氏:EdwardsHigh Vacuum社の経営管理担当役員】私の親会社 BritishOxygenは､研

究開発支出を公表する｡そのため､我々もまた､確実に研究開発支出を公表する｡しか し

なが ら､研究開発支出が どれ くらい行われてきたのかという報告は､銀行の利子率や株主

への配当を埋め合わせることができないので問題がある3310 ｣

このように､企業は､研究開発支出を開示することに意味がないと考えていた

ことがわかる｡ したがって､SSAP13【改訂版】までの一般的な会計実務は,研究開

発費を費用化 し(費用化実務)､研究開発支出を開示 しない(非開示実務)というもの

であった｡

第三項 例外的な会計実務 一資本化実務 と開示実務-

(1)例外的実務の状況

本項は､研究開発費を資本化 し､研究開発支出を開示するという実務がなぜ例

外的にも存在 していたのか という点について検討する｡本項でも会計処理 と開示

327GTay【19851p.75.

328Grayl1985]p.76-77.

329Gray【19851p.61.

330GTay[19851p.64.

331H ouseofLords 【19 82】89-Ⅲ p .299.
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に分 けて考察 し､投資家の見解 は､アナ リス トの見解で代替す る｡

まず､資本化企業 につ いて考察す る｡第一 に､Rolls-Royce社 の倒産のケースで

明 らか にしたように､企業は､利益 ･配 当捻 出のために資本化 を採用す る｡特 に､

研究 開発費がボ トム ･ライ ン(最終利益)に対 して大 きな影響 を与える産業では重

大である｡ この点 については､Gray【19851が High-Tech産業(電気､電子技術､化

学､薬品､航空宇宙 ･国防)の資本化傾向を指摘 している332｡

次 に､航空宇宙産業は､政府契約の都合上､開発費の資本化 を選好 している点

をあげる ことができる｡HopeandGray【1982】は､航空宇宙産業が研究 開発費の資

本化 を利用 して政府契約の契約価格 を上昇 させよ うとす るので､ED14 が改訂 さ

れた と主張す る｡具体的に､航空宇宙産業が ED14に反対 した理 由は､次のよう

な ものであった｡

｢会計上の(製品開発)支出処理には,大きな重要性がある｡なぜなら､政府契約で認めら

れる利益率にかなりの影響があるからである｡この利益率は､製品原価部分に､使用資本

に対する合意済報酬部分を加えて算定される｡使用資本の算定は､重大であり､企業の貸

借対照表に含まれてさえいれば､使用資本に製品開発支出を含めることが英国政府(Her

Majesty'sGovernment:HMG)と英国産業連合(confederationofBritishIndustry:CBI)によっ

て合意されている｡もしすべての企業の事業が英国政府関連であれば,実際､利益の損失

は､開発支出の40%から50%までに及ぶ(WestlandAilClaft社)333｡｣

次 に､研究 開発支 出の開示企業 につ いて考 える｡ Gray【1985】は､企業が重要性

および利用者 のイメージのために研究開発支 出を開示す る ことを明 らか にして い

る334｡具体的 には､次のような研究 開発支 出の開示理 由を紹介 している｡

｢High-Techイメージは､研究開発に関連するので重大である(大規模電気･電子企業)335｡｣

｢我々は,研究開発数値を誇りにしているので開示する(中規模電気 ･電子企業)336｡｣

332Gray【1985】p.69.

333H ope andGrayl1982]pp.543- 5 4 4 .

334G ray【1985】p .61.
335G ray【1985】p .62.
336G ray【1985】p.62.
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｢我々の産業では､研究開発が長期競争にとって最重要要素の一つである｡開示は､不可

欠である(薬品企業)337｡｣

また､High-Tech部門のアナリス トは､アナ リス トの中でも研究開発支出を重視

する｡Gray【1985】は､High-Tech部門のアナ リス トが研究開発の開示を投資意思決

定に影響する､あるいは開示企業を正に差別化す ると述べている338｡ このため､

研究開発支出の開示が例外的に特定産業で行われていたと考えられる0

以上明 らかにしたように､1989年の SSAP13[改訂版】以前では､資本化企業(資

本化実務)と研究開発支出の開示企業(開示実務)が例外的に存在 していたことも

わかる｡こうした要因は､ssAP13【原版 ･改訂版】の設定に特殊な影響をもた らす

ことになる｡

(2)航空機産業 と政府契約

HopeandGray【1982】は,航空宇宙産業の主張が ED14を ED17へと改訂させたと

指摘する｡そ こで､航空宇宙産業が開発費の選択的資本化を要求する理由を確認

するために､政府契約 と利益計算方式(pTOfitFoTmula)を明 らかにする｡

政府契約は､通常双方独 占であり､競争力によって価格を統制できないことか

ら､契約価格に利益マ-ジンを加えた契約者の推定製造原価を算定することで交

渉 される339｡イギ リス政府 と産業団体(主 として英国産業連合 confede-ationof

Britishlndustry:CBI)は､1968年に新 しい契約協定を結ぶ とともに､独立機関とし

て政府契約再審議会(Review BoardforGovernmentContract:RBGC)を設置 した｡

RBGCは､｢契約結果に関 して､契約当事者の一方が交渉価格を公正かつ合理的で

ないと考える場合､(利益計算)方式の運用の再検討および審査員 として行動をと

る責任がある340｡｣

まず､1968年に決定された政府契約における利益計算方式を明 らかにしよう｡

利益計算方式は､使用資本に対する報酬部分 と製造原価部分という二つの要素か

337 GTay【19851p.62.
338 Grayl1985]p.74.
339 RBGC【19741p.1
340 RBGC【1974】p.1
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ら構成 されている341｡具体的 に利益計算方式 を適用す るには､製造原価/使用資本

(cp/cE比率)を算定 し､この比率を用いて資本基礎部分(使用資本 に対する報酬部

分)を算定す る342｡この部分 に原価基礎部分(製造原価部分)を加えることで契約価

格 の総利益率が算定 される343｡具体的には､図表 4_6の とお りに算定 される｡

図表4･6リスク契約

契約の推定製造原価 £ 100,000

契約者の年次総製造原価(costofproduction､:′CP) £ 3,000,000

契約者の使用資本(capitalemployed:CE) £ 2,000,000

契約者のCi,/cE比率 1.5to1

リスク事業の平均使用資本利益率から算定されている

(出所)RBGC【1974】p.5より｡

RBGCは､1970年 7月の中間再審議(Inte-imReview)の報告で､利益算定方式の

使用資本 に貸借対照表上のプライベー ト ･ベ ンチ ャー研究 開発支出を算入す るこ

とを提案す る｡政府 と cBIは､1972年 に GuidanceDocumentで この提案 を受 け入

れている344｡ この点 につ いて､RBGC【1974】は､次のよ うに述べて いる｡

｢中間再審議以前､プライベート･ベンチャー研究開発は､財務報告では即時全額費用

化されているにもかかわらず､大臣が支出の回復に合理的な見込みがあると認める時に

は､契約者の使用資本に含めることができた｡中間再審議では,この点を次のように変

更した｡すなわち､契約規定の要点として､開発支出は､契約者の貸借対照表嶺まで使

341RBGCt1974】p.4.
342RBGC[19741p.5.
343RBGC【19741p.5.
344GuidanceDocumentAgreedbetweentheGovernmentandtheConfederationofBritish

lnduslryonAdmissioninthepricingofNon-CompetitiveGove一mmentContractsof

pTivateVentureResearchandDevelopmentExpendituresによって､1972年 6月 30日
以降の会計年度で貸借対照表上のプライベー ト･ベンチャー研究開発支出を使用資

本に算入することが正式に政府 とcBIによって合意される(RBGC【1974]pp.62-64)0
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用資本に含めるというものである｡この変更は､政府契約の使用資本の算定に客観性と

公正性をより取り入れることになる｡それは､問題となる分野を除去することで､価格

決定過程を迅速にすることを期待させる345｡｣

以上のよ うに､中間再審議以前では､プライベー ト ･ベ ンチ ャー研究開発支出

の使用資本算入が大臣の許可 という一時的なア レンジメン トで決定 されて いた｡

RBGC は､ この点 を是正す るため に貸借対照表上のプライベー ト ･ベ ンチ ャー研

究開発支出を通 じて使用資本算入 を決定 したのである346｡すなわち､プライベー

ト ･ベ ンチ ャー研究開発支出の使用資本算入 は､財務報告の計算方式 に沿 って決

定 され ることになるのである｡

この規定 を利益計算方式 に反映すれば､航空宇宙産業が ED14 に反対 した理 由

を明確 にす ることができる｡HopeandGrayl1982]は､図表 4-2の RBGCのデータ

を用 いて､資本化 と費用化 による契約価格の差 を次のように明 らか にしている｡

図表4-7資本化と費用化による契約価格の差

RBGCデータ 状準 1£200,000の資本化 状況 2£200,000の費用化

契約の推定製造原価 £ 100,000 (RBGCの勧告) (ED14の勧告)
£ 100,000 £ 100,000

契約者の年次総製造原価 £ 3,000,000 £ 3,000,000 £ 3,200,000

契約者の使用資本 £ 2,000,000 £ 2,200,000 £ 2,000,000

契約者のCP/CE比率 1.5to1 1.36to1 1.6to1

利益計算方式 12%oncapita1+3%oncost(12÷1.5十3)percentcost (12÷1.36+3)percentcost (12÷1.6+3)percentcost

契約利益マージ ン 11%oncost ll.8%oncost 10.5%oncost
£ 11,000 £ 11,800 £ 10,500

(出所)HopeandGrayl1982]p.549より｡

345 RBGC[19741p.36.
346 この契約規定に対 して､J.R.B.A.C.(JointReviewBoardAdvisoryCommittee:CBIと

5つの同業者組合の代表)は､公平な処理を誘発 し､財務的慎重性に反すると反対 し

ている｡ しかし､政府 と RBGCは､この規定に賛成 している(RBGC[1974】p.36)｡
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図表 4-7か ら明白なように､研究開発費の資本化は､費用化よ りも契約価格を

高 くすることができる｡1970年の RBGC提案は､1972年の GuidanceDocument

で英国政府 と cBIによって承認されている｡したがって､航空宇宙産業は､1975

年の ED14に反対する経済的イ ンセンティブを保有 していたといえよう｡ この結

果､航空宇宙産業が ED14に反対 し､ED17を設定 させた といっても過言ではない

であろう｡

また､航空宇宙産業は､その他の産業 と比較 して研究開発 に多 くの資金を投入

するとともに､研究開発費の資金源 を政府 に依存 している347｡このため､航空宇

宙産業は､政府契約の利益計算方式か らの影響 を受けやす く､ED14 に反対する

誘因が強 くなる｡さらに､HopeandGray【1982】は､ssAP13【原版】公表時の ASCの

議長が RBGC の議長でもあった ことを指摘 している348｡ こうした分析を通 じて､

HopeandGray【19821は､航空宇宙産業の反対が ED14か らED17へと誘導 した と指

摘 したのである｡

以上のように､ED14か らED17の変更 は､直接的には航空宇宙産業の経済的イ

ンセ ンティブによるものであるが､その背後 にはイギ リス政府の研究開発政策が

潜んでいる｡すなわち､イギ リス政府が軍需企業の研究開発支出を増大させるよ

うに仕組んでいることである｡そのために､軍需企業は､研究開発費の資本化 を

用いるように誘引づけられていたといえるであろう｡

第四項 研究開発支出の開示をめ ぐる攻防

(1)政府 vs英国産業連合(CBI)

イギ リスの研究開発費会計を取 り巻 く環境では､企業 と投資家以外で影響力の

あった主体 として､イギ リス政府を考慮する必要がある｡イギ リス政府は､1977

年の SSAP13[原版】設定時か ら積極的に基準設定 に際 して意見を表明 している｡

HopeandGray【19821によれば､政府機関が 1975年の ED14に賛成 し349､1976年の

347 HopeandGrayl1982]p.550;Grayl1985]p.7.航空宇宙産業の研究開発支出/売上高
は､1976年で 18.67%であり､政府資金が 1975年で 82%を占めるoこの数値は､他

産業と比較 して極度に高い｡

348 HopeandGray[19821p.551.

349 ED14に返答した政府機関は､産業省(DepartmentofIndustry)の会計サービス部門
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ED17 に は反 対 して い た こ とが 明 らか とな って い る350｡ この原 因 は ､ 政 府 機 関 が

研 究 開 発 支 出 の 開 示 を選 好 して い た こ と に起 因 して い る｡ また ､ 政 府 の 開 示 選 好

は､GreenPaper(U.K.Parliament【1977])351で も明 らか に され て い る｡

で は ､ 政 府 機 関 は ､ な ぜ 研 究 開発 支 出 の 開示 に賛 成 して い た の で あ ろ うか ｡ 政

府 は､U.K.HouseofLordsl1983]H.L 89にお いて 次 の よ うな ｢会 計 実 務 の変 更

(changesinAccountingPractice)｣ の勧 告 を行 って い る こ とが わ か る.

｢【科学技術特別】委員会は､企業が高水準の研究開発支出を行 う際の【市場の】反応を早期

に是正することが重要であると考える｡これは､投資 ･融資条件である Cityの格付けを

向上させる｡-･中略- 研究開発支出は､通常発生年度の利益に費用化されるが,開示は

行われない｡これは､cityが短期の利益性を最大化する企業群 と､将来に備えるために刺

益を再投資する企業群を区別できないようにする｡

高水準の研究開発支出それ 自身は､将来の利益と成功を保証 しない｡しか しなが ら､企

業の年次報告書で開示される固定資産の資本支出水準のように､企業の将来投資に対 して

重要指標 となるものがある｡研究開発投資を行 う企業は､研究開発支出が利益に影響する

ために Cityか ら冷遇 されるよ りも､むしろ研究開発支出を評価 されるべきである｡委員

会は､この政策の実施方法を検討 した｡･-中略- 望ましい方針は､研究開発支出の開示

を拡大することにある｡委員会は､開示に対する CBIの反対が間違ってお り､実際の帰

結が先見性のある企業を強化 し､研究開発の資金を容易に入手できるようにすると考えるo

委員会は､年次報告書の利用者が研究開発支出の水準と性質を一般的に理解するために､

次のような勧告を行 った｡すなわち､産業省が企業の年次報告書で詳細な研究開発支出の

開示要件 を設定す るという見解で会計専門職 との議論 に参加すべきであると勧告 した

3520｣

この よ う に､ 上 院 の科 学 技 術 特 別 委 員 会 の 政 策 は ､cityの研 究 開発 支 出 に対 す

(theAccountancyServicesDivision)と経済統計部門(theEconomicsandStatistics

Division)で あ った(HopeandGrayl1982]p･543)0
350 HopeandGray[1982】p.545.
351 U.K.Parliament[1977]p.13.

352 U.K.HouseofLordsl1983]891Iparagraphs15.12.-15.14.括弧 内は筆 者 が加筆 し
た｡

128



る消極的認識(短期主義(shorトTermism353))を改めさせることを目的にしていた｡

委員会の意図は､企業の研究開発支出の開示を拡大させ､cityが研究開発支出を

資本支出としてみなす ことを推進することであった｡Robston【19931は､イギリス

政府が以上のような政策を打ち出す背景について詳細な研究を行っている｡それ

によれば､イギ リス政府は､イギ リスの研究開発が弱体化 していることを認識 し

てお り､特に産業の研究開発が他国と比較 して弱体化 していることを認識 してい

た354｡そ こで､政府は､｢研究開発の促進メカニズム｣ として研究開発支出の開

示に注 目したのである355｡ この点については､改めて詳述する｡

また､上記の委員会報告は､研究開発支出をめぐる基本的な対立関係を表す上

でも重要である｡すなわち､当時､英国産業連合(CBI)が研究開発支出の強制開示

に反対 していたということである356｡cBIは､1978年に parliament[1977]に返答

した際 ､ ｢数値 の重 要性 と支 出情 報 の利 用 に関す る機 密 性 の た め に(serious

reservationsaboutthesignificanceofthefiguresandtheusetowhichtheycouldbe

put)357｣､研究開発支出の強制開示に反対 している｡さらに､cBIは､｢株主への

報告の望ましさと企業の機密保持の必要性358｣を均衡させるべきであると述べ､

1977年当時では後者のほうが前者のほうよ りも大きかったと主張 している359｡

以上のように､イギ リス政府は､研究開発会計を取 り巻 く主体 として研究開発

支出の開示を選好 していたが､cBIは､機密保持の必要性等の理由か ら抵抗 して

いたことが明 らかになった｡ このため､研究開発支出の開示を巡っては､政府 と

cBIとの対立があったと考え られる｡

(2)研究開発政策と政府の選好

上述 したように､イギ リス政府は､研究開発支出の開示を求めていた｡では､

なぜ政府は､ASCに対 して研究開発支出の開示要件を設定するように求めたので

353短期主義(short-Termism)とは､｢投資に適用される割引率を上昇させ､投資の時
間軸を短縮させる要因｣によって､研究開発のような無形資産への投資が抑制され

てしまうことをいう(Demirag,TylecoteandMorrisl1994]p.1196)0
354Robston【1993]pp.13-15.
355Robston【1993】p.13.
356U.K.HouseofLordsl1983]891IparagraphlOl6.

357U.K.HouseofLordsl1983]89-IIp.307.

358U.K.HouseofLordsl1983]89-IIp.307.
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あろうか｡また,政府 は､なぜ会社法 によって研究開発支出の開示を義務づけよ

うとは しなかったのであろうか｡ この点 について､我々は､Robston【1993]の分析

に基づき明 らかにしたいと思 う｡

まず ､Robston【1993】は､イギ リス政府 が経済 開発協 力機構(Organization for

EconomicCooperationandDevelopment:OECD)の研究開発統計を通 じて研究開発

活動の問題 を認識 した点 について詳細 に分析 している｡Robston[1993】は､イギ リ

ス政府が研究開発 を ｢科学技術の基準360｣であると同時に､｢競争状況､国内生

産力の問題､長期市場 目標361｣の指標であると認識 していた点を指摘する362｡

そ こで､イギ リス政府が OECD の研究開発統計か ら認識 した点を確認 しよう｡

付録 2および 3は､各国の研究開発の支出額および資金別の国内総生産(GNP)と

国内総生産(GDP)に占める研究開発支出の割合を指摘 したものである｡付録 4は､

各国の民間研究開発の状況を比較するとともに､各国のアメリカでの特許獲得数

を比較 した ものである｡なお､付録 3と 4は､上院で実際に引用 されたものであ

る｡ この二つの図か らわかることは､次の三点である｡

第一点は､1960年代 には､イギ リスが主要 5カ国の中で第 2位の研究開発支出

国であったが､1970年代 には 日本や西 ドイツの台頭 によってその地位を奪われて

いる点である｡第二点は､イギ リスの研究開発支出がアメリカを除 く OECD加盟

国と比較 して､国防研究開発支出に大 きく依存 している点である｡第三点は､イ

ギ リスの産業部門の研究開発が主要国 と比較 して弱い点である｡特 に､アメリカ

国内での特許権の獲得数が大きく減少 している｡

政府(Thatcher政権)は､このようなイギ リスの研究開発状況 に対 して研究開発支

出の ｢民営化政策｣を実施 しようとする｡すなわち､研究開発の支出源 を ｢政府｣

か ら ｢産業｣へ と移行 させる政策である｡Robston【1993】は､ この研究開発政策を

次のような議会 ･政府関係文書(上院科学技術特別委員会 1986-87第 1セッション

359 U.x.HouseofLords[1983】89-Ⅲ p.298.
360 Robstonl1993]p.9.
361 Robstonl1993]p.ll.

362 この事実を明らかにするために､Robstonl1993]は､いくつかの政府文書を引用し

ている｡たとえば､内閣府(cabinetOffice)は､次のように述べる｡｢科学技術の進

歩と科学技術の進歩の利用は､国内の成功に不可欠である(Robston[1993】
p.ll(quotedinCabinetOffice,[1987],ResponseofGovernmenttoHouseofLords
SelectCommitteeonScienceandTechnologyReportonCivilResearchand
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｢民間研究開発(civilResearchandDevelopment)｣)の引用とともに明らかにしてい

る｡

｢『現在､ ごくかな りの証拠で､名目あた り同様に GDP基礎でさえ､我々が研究開発 と

技術､とりわけ開発 において競争相手か らひ どく立ち遅れているという証拠が増加 して

いる363｡ 』

もし政府が政府支出の削減をして産業の研究開発の支援するのであれば､ これ には具

体的な 目的と機能がある01980年代の政府は､企業家に適切な機会(rightconditioTl)を与

え､かつての国有化 されていた産業とそのサー ビスを民間部門へと移行 させることで､

市場の自由化の役割 を強調 していた｡経済機能の 『民営化』は､新製品 ･新技術 ･新過

程の産業供給 にも同じく適用されてきた｡『民間』へ研究開発を拠出する責任の移転は､

最 も成功かつ革新的な経済(日本 と ドイツ)の研究開発支出の大部分がイギ リス経済よ り

も産業の拠出額 によって占め られているという認識に基づいていた｡政府による研究開

発政策の主なね らいは､産業が研究開発活動に対する拠出水準を自分 自身で十分に示す

という状況にある364｡｣

これは､イギリス政府が次のような認識を保有 していたことを明らかにする｡

すなわち､日本や ドイツのような経済が産業中心の研究開発を行って成功を納め

ている｡そ こで､イギリス政府は､研究開発を ｢政府｣か ら ｢民間｣へと移行さ

せ､市場が研究開発をコントロールするような経済へと転換することを目指すと

いうことである｡図表 4-8は､イギリスの研究開発状況を資金源か ら示したもの

である｡

Development,HMSO))o｣
363 Robston[1993】p.ll(quotedinU.K.HouseofLordsSelectCommitteeonScienceand

Technology,[1986],ReportonCivilResearchandDevelopment,[89-II日.
364 Robstonl1993]pp.ll-12.
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年度

(出所)U.K.OfficeforNationalStatistics,CentralStatisticalOffice,

A'Z'zuaLAbstractofStalistics,1980-2000より作成｡

図表 4-8か ら明 らかなように､政府 と産業の研究開発は､Thatcher政権下の ｢民

営化政策｣によって 70年代後半か ら80年代後半までに逆転 している｡政府は､

｢民営化政策｣に基づき産業の研究開発を促進するために､企業と cityや投資家

の研究開発支出に対する認識を改善する必要があると考えていた｡ これは､政府

主導の研究開発が政府予算によって研究開発水準を決定するのに対 して､産業主

導の研究開発が企業や市場によって研究開発水準を決定するか らである｡

政府は､上記の研究開発政策を実施するにあたって短期主義(shorトTermism)の

問題に直面する｡短期主義 とは､｢投資に適用される割引率を上昇させ､投資の時

間軸を短縮 させる要因｣によって､研究開発のような無形資産への投資が抑制さ

れて しまうことをいう365｡もちろん,短期主義は､マクロ経済現象にまでおよぶ

問題である366が､政府は､研究開発支出が年次報告書で開示されていないことを

365 Demirag,TylecoteandMorris【19941p.1196.
366 短期主義の原因として,次のような原因が考えられていた.まず､マクロ的な要

因として,実質利子率(実質利子率-名目利子率一期待インフレ率)と割引率が高水準

であったことにある(Demirag,TylecoteandMorrisl1994]pp.1200-1202)｡また､税務
上の免除や補助金の欠如､イギリス国内市場の停滞､熟練従業員の供給不足などの

イノベーション ･コス トが考えられる(Demirag,TylecoteandMorris【1994]
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一因として認識 していた｡

Robston【1993]によれば､政府は､研究開発支出の開示を促進することで､産業

が研究開発に多 くの資金を投下するとともに､cityの短期主義を是正 しようとし

ていた367｡ これは､前述 した U.K.HouseofLords【1983]による ｢会計実務の変更

(changesinAccountingPractice)｣の勧告とほぼ同じ主張である｡

このように､政府は､研究開発支出の開示が企業と cityや投資家の研究開発支

出に対する認識を改善させると考えていた｡ これは､一般的な会計実務であった

費用化 ･非開示実務で生じた実体的裁量行動を是正 しようとするものであった｡

政府は､この政策を実現するために DTIなどを通 じて､ASCに圧力をかけること

になる｡

では､政府は,なぜ研究開発支出の開示要件を会社法で設定せずに､ASCに要

請 し始めたのであろうか｡特に､イギ リス政府は､1981年会社法および 1985年

会社法の設定時に研究開発支出の開示を要求することもできたはずである｡

Robston【1993]は､研究開発支出の開示要件に対する政府の間接的な活動(ASCへ

の圧力)について､政府が ｢非介入主義｣という制約か ら立法化 という手段を採用

できず､企業経営か ら距離をおいていた点を指摘 している368｡Robston【19931は､

次のような議会文書を引用 し,この点を明確にしている｡

｢通商産業大臣 channon氏:私が考える年次報告書内の研究開発の任意開示は, とて も

良い考 えである｡私が述べたように､開示が制定法によって強制 され るよ りも任意であ

る ことを選好する｡【強制開示が]将来の会社法法案 になることは間違 いないであろう｡も

し【将来の会社法法案 に】実現できた として も､何者かが制定法の改正を審議延期 にすると

確信 している｡もし【制定法の改正が】実施できるのであれば,私 は悔や まないが､合意 に

よって行われれば良いと思 う369｡｣

pp.1203-1204)｡さらに､投資アナリス トとファンド･マネージャーの現在利益への
先入観､敵対的企業買収の脅威､機関投資家の株式保有の高回転率､年金基金の業

績測定の短期性､高い配当水準などをあげることができる(stapledon[1996]p.213).
367 Robstonl1993]pp.13115.
368 Robston【1993]p.14.
369Robstonl1993]p.16(quotedinU.K.HouseofLords,[1986],"CivilResearchand

Development,"SessionalPaper,1986-1987,SelectCommitteeonScienceand

TTechnology,[89-Ⅱ】Paragraph1581).
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これは､政府が非介入主義のために研究開発支出の開示を法的に強制できない

ことを示すばか りでな く､前述 した cBIの反発を暗示的に示唆 している可能性が

ある｡その結果､政府は､会計専門職あるいは ASCに研究開発支出の開示要件を

設定するように求めていたと考えられる｡

以上のように､研究開発支出の開示に当たっては､イギ リス政府のイデオロギ

ー的認識があった.すなわち､イギ リス政府は､国内研究開発の弱体化問題を研

究開発支出の開示に関連づけたことにある｡ このために､ASC は,ssAP13【改訂

版】を設定せざるをえな くなったと考えられる｡

第四節 イギ リスの研究開発費会計の経路依存

以上のように､ssAP13は､単に会計実務を反映 したものではな く､Rolls-Royce

社の倒産やイギ リス政府の軍需 ･研究開発政策などの当時の支配的なイデオロギ

ーの影響を受けたものであると考えられる｡本節は､こうしたイギ リスの研究開

発費会計の状況を整理 して､イギ リスの研究開発費会計の経路依存を導き出す｡

まず､イデオロギー的イ ンセンティブについて考えよう｡イギリスの研究開発

費会計においては､複数のイデオロギー的イ ンセンティブがみ られる｡

第一に､Rolls-Royce社の倒産に関わるイデオロギーである｡このイデオロギー

は､研究開発費の資本化を Rolls-Royce社の倒産に結び付け､研究開発費会計の

会計基準を設定させる必要性を生じさせた｡U.K.DTI【1973]は､Rolls-Royce社の

倒産 と研究開発費の資本化の因果関係を否定 したにもかかわ らず､Rolls-Royce社

の倒産がイギ リスにとっての大事件であったために結びつ られて しまった｡また､

Rolls-Royce社の倒産原因には､政府の失敗(過剰な保護や軍需政策や航空政策の

失敗による Rolls-Royce社の市場縮小)が存在 しているが､研究開発費の資本化が

当該原因のスケープ ･ゴー トになっている可能性 もある｡

第二に､ED14 設定時における航空宇宙産業の反対に見 られるように､アメリ

カ同様にイギ リスにも軍産複合体の影響があったということである｡航空宇宙産

業による ED14への反対は､政府か ら与えられた政府契約の利益計算方式による

ため､直接的には経済的インセンティブと認識できるO しか しなが ら､イギ リス

政府は､航空宇宙産業の民間研究開発を一部負担 して研究開発を推 し進めようと
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する意図があったと考え られる｡ したがって､イギ リス政府は､契約価格におい

て損害を被ってでも研究開発を促進 したいというイデオロギーがあったと想定で

きる｡

第三に､研究開発支出の開示に関わるイデオロギーである｡イギ リス政府は､

イギ リス研究開発の弱体化問題を研究開発支出の開示に関連づけた｡そ して､イ

ギ リス政府は､研究開発支出の開示を研究開発の促進メカニズムとして利用 した

のである｡また､研究開発支出の開示に当たっては､イギ リス政府が直接規制す

るのではなく､ASCが間接的に規制することを選択 した｡こうした背景には,イ

ギ リス政府 と英国産業連合が研究開発支出の開示を巡って対立 していたことも伺

える｡その結果､イギ リス政府は､｢非介入主義｣というイデオロギーにしたがっ

て規制するしかなかったといえる｡

次に､経済的インセ ンティブについて考えよう｡第一に､会計的裁量行動の問

題 が Rolls-Royce社 の倒 産 に伴 って注 目され る こ とにな った ｡そ のた め､

ssAP13【原版】が企業 と投資家間のエンジェンシー ･コス トを低下させるために設

定される必要性が生じた｡ssAP13【原版】は､研究開発費の資本化を規制 して会計

的裁量行動を抑えようとしたのである｡

第二に､航空宇宙産業が政府契約価格の上昇のために研究開発費の資本化を用

いるために､ssAP13【原版】が開発費の資本化を一部認めた｡これは､イデオロギ

ー的インセ ンティブか ら派生 している点もあるが､航空宇宙産業か らみれば経済

的インセンティブといえるであろう｡

第三に､ssAP13[改訂版】以前では､会計実務は､経済的インセンティブか ら費

用化 ･非開示実務をお こなっていた｡費用化実務は､会計的裁量行動が企業 と投

資家のエンジェンシー･コス トを増大させるのを防 ぐために行われていた｡また,

非開示実務は､経営者が企業機密のコス トを重視 し､投資家が研究開発情報を軽

視 して短期主義的行動に陥っていたために行われていた｡

第四に､ssAP13【改訂版]は､アメリカと同様に投資家の対応計算を指向するイ

ンセンティブを企業や投資家に与える370｡すなわち､経営者は､会計的裁量行動

370 すなわち､経営者は､会計的裁量行動をしていないことを証明した上で定義に従
って研究開発支出を開示する｡投資家は､企業が会計的裁量行動していないことを

認識した上で､研究開発支出情報を基づいて研究開発費と将来便益を対応させて企
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をしていないことを証明 した上で定義に従って研究開発支出を開示する｡投資家

は､経営者が会計的裁量行動 していないことを認識 した上で､研究開発支出情報

を基づいて研究開発費と将来便益を対応させて企業を評価する｡

以上のように､イギ リスの研究開発費会計では､イデオロギー的インセンティ

ブと経済的インセンティブが作用 していたと考えられる｡では､イギリスの研究

開発費会計の経路依存 とは､ どのように理解することができるであろうか371｡

我々は､イギ リス政府の直接的 ･間接的な軍需 ･研究開発政策がイギ リスの研究

開発費会計の経路依存であると考える｡具体的には､軍需契約による民間研究開

発の リスク負担､研究開発促進メカニズムとしての研究開発支出の開示などの政

府 によるイデオロギー認識である｡ したがって､イギ リス政府の軍需および研究

開発政策がイギ リスの研究開発費会計の歴史的経路を制約 しているといえる｡

イギ リスの研究開発費会計の経路依存をアメリカと比較すると､政府がアメリ

カよ りも直接的に政策決定に関わっていることに気づ く｡また､支配的なイデオ

ロギー という観点か らみれば､イギ リスは､支配的なイデオロギーがアメリカよ

りも直接的に会計基準設定に現れている｡さらに､支配的なイデオロギーが強 く

現れるので､対抗イデオロギーの存在がアメリカよ りも希薄にみえる｡このよう

に､アメリカとイギ リスでは､企業 と政府の関係が異なってお り､それが会計基

準の歴史的経路に決定的な違いを生じさせている｡

ただ し､ssAP13[改訂版】が指向する企業 と投資家の関係は､アメリカもイギ リ

スも同じく投資家の対応計算を指向するようになっている｡実際､実証研究の結

果は､投資家の対応計算を指向することを示 している｡たとえば､Goodacre【1991】

は､アナ リス トなど 69人へのアンケー トで､資本化企業 と費用化企業のモデル372

で株価の推定を依頼 し､研究開発費の会計処理の差が投資分析 に影響 していない､

業を評価する(第三章結論部を参照せよ)0
371 我々は､イデオロギー的インセンティブが各国の研究開発費会計の経路に影響を

与える側面を経路依存と理解してきた｡

372産業標準の小規模の電気 ･電子企業を仮定した上で､産業平均水準の研究開発支

出を支出する費用化企業と資本化企業(全額資本化 ･4年間償却)を設定した｡返答
者は､アンケー トと三つのモデル企業の財務諸表を受け取 り､1989年 12月 31E]の

株価と 1989年と 1990年の 12月 31日期末の一株あたり利益を推定するように求め

られる(Goodacle[1991]pp.78-79)｡
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すなわち投資家が対応計算を十分に行って価格付けしていることを指摘 した373｡

また､GreenStarkandThomas[1996】は､1990-1992年のクロス ･セクション評価

モデルを用いて､イギリス市場が会計上の費用化に固執せずに､研究開発支出を

資本支出として評価 していることを指摘 した374｡さらに､Nixon[1997】の財務担当

役員に対する調査によれば､ヘルス ･ケア産業と電気 ･電子産業や食品産業を中

心に､42%(106人中)が研究開発支出の開示が会計処理よりも重要と返答 している｡

この結果によって､Nixon[1997】は､企業が研究開発支出の開示を重要であると考

えていると指摘 している｡

以上のように､イギリスの研究開発費会計は､イギリス政府の干渉を多く受け

なが らもアメリカと同様のインセンティブ指向へと変更されていったのである｡

373 Goodacre[1991】p.79.
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第五章 日本の研究開発費会計

第-節 はじめに

日本は､研究開発費の定義､会計処理および開示の整った会計基準を最近にな

って策定 した国である｡ただ し､日本の研究開発費会計は､研究開発費の資本化､

貸借対照表の表示区分および償却年数を戦時中か ら成文化 していた｡したがって､

日本は､アメリカやイギ リスよ りも明確な規定を早期か ら保有 していたことにな

る｡当該規定は､戦前か ら一部策定されてはいたが､第二次世界大戦中の経済統

制法において初めて執行力を伴うようになった｡それゆえ､日本の研究開発費会

計は､戦時中のイデオロギーに強 く影響されて設定されたと考えられる｡

ここで､簡単に日本の会計基準の経路を示せば次のとお りであるoまず､陸海

軍や企画院の 『準則』は､研究開発費等375(試作費 ･試験研究費 ･開発費)の無形

資産計上を認めるとともに､『会社固定資産償却規則』がその償却年数を 5年 と規

定することになった｡その後 も 『企業会計原則』や 『商法』は､研究開発費等を

繰延勘定あるいは繰延資産 として計上することを認めてきた｡しか しなが ら､1998

年の 『研究開発費等に係わる会計基準』は､アメリカやイギ リスと同様に､研究

開発費の定義､会計処理および開示を整えるとともに､研究開発費の即時全額費

用化を規定することになった｡

そ こで､我々は､以上のような特徴のある日本の研究開発費会計を考察 し､ 日

本の研究開発費会計の経路依存について考えたいと思 う｡第二節は､ 日本の研究

開発費会計の詳細な説明をお こなう｡第三節は､ 日本の研究開発費会計を取 り巻

く状況について､戦前､戦時体制､連合軍占街下､戦後､現在 と時代順に考察を

加えていく｡第四節は､第三節の状況に基づいて 日本の研究開発費会計の経路依

存を明 らかにする｡補節は､戦時中の経済統制法の考え方が現在にでも今なお存

在 している点について考察する.

374 Green,StarkandThomasl1996]pp.211-212.
375 本章では､試作費 ･研究調査費 ･試験研究費 ･開発費を研究開発費等として一括

して表記する｡ただし､開発費は､経営組織の費用等も含んでいることには注意し
ていただきたい｡
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第二節 日本の研究開発費会計の会計基準

第一項 商工省の 『準則』

商工省臨時産業合理局財務管理委員会は､1927年の金融恐慌 とそれに続 く世界

恐慌に伴 う産業合理化の一環 として､企業経理の合理化を目指す ことになった｡

この成果が商工省の 『準則』であり､当該 『準則』は､初めて開発費を取 り上げ

ることになる｡すなわち､1934年の 『財務諸表準則376』は､仮勘定 ･未決算勘定 ･

繰延勘定を含む ｢雑勘定377｣の中で､｢開発費｣を次のように取 り扱っている｡

｢新事業の計画又は新技術の採用の準備 として支出せる経費は､之 を 『開発費』なる科 目

を以て繰延べ､資産 に計上す ること得(『財務諸表準則』第五十七)｡｣

したがって､『財務諸表準則』においては､開発費を繰延勘定 として取 り扱って

いたのである｡開発費の性質 については､『財務諸表準則』ではなんら規定 してい

ないが､1930年の原案 『標準貸借対照表(未定稿)』では､｢なる可 く短期間に償却

し､空虚なる資産を胎 さざるの注意を肝要 とす(標準貸借対照表第二十)｣との但

書がある｡そのために､開発費は､当初 ｢空虚なる資産｣ としての性格を与えら

れていた｡

『財務諸表準則』は研究費を記述 していないが､1932年公表の 『資産評価準則

(未定稿)』は ｢無形固定資産｣ として ｢研究費｣を取 り上げている｡

｢但 し､発明を目的 とする研究費が相当多額 に上 り､且つ発明の見込確実なる時は其の費

用 を繰延べ､成功の際に特許権又は実用新案権の取得原価 に振替 うるを得べ し(『資産評

価準則』第二十)D｣

しか しなが ら､この規定は､1936年公表の 『財産評価準則』では削除されてい

る｡ したがって､商工省の 『準則』は､研究費を無形固定資産 として取 り扱いな

376 『財務諸表準則』は､1930年公表の 『標準貸借対照表』及び 1931年公表の 『標

準財産目録』 『標準損益計算書』が確定稿に至ったものである.
377 ｢雑勘定は､前記各種の科目に属せざる資産にして､仮勘定､未決算勘定､繰延

勘定等を含む(『財務諸表準則』第四十九)｡｣
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が ら削除 し､開発費を繰延勘定 として表示 させることを規定 したのである｡ただ

し､商工省の 『準則』はなん ら強制力をもつ ものではなかった ことには注意が必

要で あるといえよう｡

なお, この当時 にお ける繰延勘定 は､現代的意味のよ うに 『商法』上の繰延質

産 を指すのではな く､当時 『商法』が認めていない ｢開発費｣や ｢広告宣伝費｣

や ｢社債発行差金及発行費｣ を含 む ものであ り､性質的にみて も前払費用 と大枠

で括 られて いた ことには注意すべきであろう.

第二項 陸海軍の 『準則』

日本 は､1937年の 『国家総動員法』によ り政府権 力による集 中管理体制下 の戦

時経済へ と移行す る ことになる｡戦時経済下では､｢軍需品価格 を適正な らしめる

ためには､経営の合理化 ･能率化 を増進 して､生産原価 の低下 を計るとともに適

正利潤 を付す ることが必要 と痛感 し､ これが手段 として原価計算制度 を確立 し､

公正な会計処理の調査378｣が望 まれ ることになった｡すなわち､戦時中の原価計

算制度 は､｢生産 力の拡充｣と ｢価格統制(低物価政策)｣の役割 を担 うべ く設定 さ

れるのである379｡

当該 目的 をもつ原価計算制度 は､経済統制法(『国家総動員法』および 『会社経

理統制令』等)に基づ いて次のよ うに実施 されていた｡陸海軍は､1939年 に 『国

家総動員法』 に基づ き制定 された 『軍需品工場事業場検査令』 にしたが って､工

場検査 の権利義務 を負 うことになっていた｡そ こで､陸海軍は､工場検査の際 に

事業主が実施すべき原価計算および提 出すべ き財務諸表 を 『準則』で規定す る｡

したが って､企業は､経済統制法 に基づいて原価計算および財務報告 を行わなけ

ればな らないことになった.ただ し､陸海軍 の 『準則』は､陸海軍が軍需品を調

達す るに際 して用 い られる準則であ り､『商法』によ り決算 に際 して作成すべき計

算書類 と同一である必要がなかった｡

陸海軍 の 『準則』は､初めて ｢試験研究費｣及び ｢試作費｣ を規定 した準則で

ある｡ この中で,研究開発費等の規定は､1939年の 『陸軍軍需品工場事業場原価

計算要綱』､1940年の 『陸軍軍需品工場事業場財務諸表準則』､『海軍軍需品工場

378 柴田 ･中村 【1981】408頁｡
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事 業 場財 務 諸 表 作 成 要 嶺 』 に存 在 す る｡

まず ､陸 軍 は､｢陸軍 軍 需 品 工場 事 業 場原 価 計算 要綱 ｣にお いて ｢減 価 償 却 を為

す べ き資 産 ｣ と して ｢試験 研 究 費 ｣及 び ｢試 作 費｣ を挙 げた上 で ､ これ ら経 費 に

つ いて 次 の よ うに述 べ て い る｡

｢試験研究費のうち経常の性質を有するものは之を当該期間の経費とす｡新技術採用の為

の準備として支出したる特定の試験研究費は新技術の実施に至る迄は之を繰延べ新技術

の実施 と共に其の有効期間を見積 りて減価償却を為すべきものとす｡試作費に付いても

亦同じ(『陸軍軍需品工場事業場原価計算要綱』第十六条第十項)｡｣

次 に､『陸 軍 軍 需 品工 場 事 業 場財 務 諸 表 準 則 』及 び 『海 軍 軍 需 品工 場 事 業 場財 務

諸 表 作 成 要 領 』 も ｢試 験 研 究 費 ｣ 及 び ｢試 作 費｣ を取 り上 げて いる｡双 方 の準 則

と と もに､試 験 研 究 費 及 び試 作 費 は､ ｢経 営 資産 380_ 無 形 固定 資産_ 事 実 関 係 た る

無形 固定 資 産 ｣､ ｢経 営 外 資 産 381_拡 張 資 産 ｣ とい う二 つ の 区分 によ って示 され る

ことにな る｡ 二 つ の 区分 へ の峻別 方 法 は ､以 下 の通 りで あ る｡

｢新技術採用の為の準備として支出したる特定の試験研究費及試作費は新技術の実施に至

る迄は之を経営外資産として繰延べ新技術の実施と共に経営資産に振替ふ｡試験研究費

は之に依 りて特許権を獲得 したる場合には特許権なる科 目と為す｡経営資産たる試験研

究費及試作費は研究成果の有効期間を予定 して適当に減価償却を行ふものとす(『陸軍軍

需品工場事業場財務諸表準則』第十八)｡｣

｢新技術採用の為の準備として支出したる特定の試験研究費及試作費は新技術の実施に至

る迄は之を経営外資産として繰延へ新技術の実施と共に経営資産に振替ふ｡試験研究費

は之に依 りて特許権 を獲得 したる場合には特許権なる科 目と為す｡経営資産たる試験研

究費及試作費は研究成果の有効期間を予定 して適当に減価償却を行ふものとす(『海軍軍

379建部 [2003]269頁0
380 経営資産 とは､｢事業本来 の 目的たる製品 の製造及販売 に実 際 に運用 され ある資

産(『陸軍軍需 品工場事業場財務諸表準則 』第 二十四)｣
381 経営外資産 とは､｢事業本来 の 目的た る製 品の製造及販 売 に実際 に運用 され あ ら

ざる資産(『陸軍軍需 品工場事業場財務諸表準則 』第十八)｣
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需品工場事業場財務諸表作成要領』第十八)｡｣

したがって､陸海軍の 『準則』は､試験研究費 ･試作費を準備段階では ｢経営

外資産｣ として繰 り延べ､実施段階では ｢経営資産一無形固定資産｣として繰 り

延べて減価償却を行 うことを規定 したのである｡なお､経営資産および経営外資

産は､軍が民間企業か ら物資を調達する際の販売利益率の算定の基礎 となるもの

である｡

このように､試験研究費 ･試作費は､陸海軍の 『準則』において償却資産 とし

ての性格を認め られると共に､｢無形資産一事実関係たる無形固定資産｣という分

類が行われていたのである｡

第三項 企画院の 『準則』

企画院の財務諸表準則統一協議会は､高度国防経済下で統一原価計算制度の樹

立を目指 して設定された｡当該委員会は､商工省及び陸海軍の 『準則』を統合さ

せるために､『原価計算規則』および 『製造工業財務諸表準則』の設定を目指 して

1940年に各種草案を発表することになる｡これ らのうち､研究開発費等に関する

規定は､『製造工業原価計算要綱草案』及び 『製造工業貸借対照表準則草案』に存

在する｡このうち､前者については､1942年に 『原価計算規則』の 『製造工業原

価計算要綱』へと至 り､『価格統制令』･『会社経理統制令』･『軍需品工場検査令』

の定める原価計算を規定することになる｡

まず､『製造工業原価計算要綱草案』及び 『製造工業原価計算要綱』について明

らかにする｡これ らの準則等は､｢試験研究費｣及び ｢試作費｣を次のように規定

している｡

｢試験研究及試作 に関す る費用 にして経常の性質を有す るものは之 を当該期間の経費 と

す｡新技術採用の為 に支 出 したる試験研究又は試作 に関す る費用 は之 を繰延べ資産 に計

上す ることを得(『製造工業貸原価計算要綱草案』第十九)｡｣

｢試験研究及試作 に関する費用 にして経常の性質を有するものは之 を当該期間の経費 と

す｡新技術採用の為に支出 したる試験研究又は試作 に関す る費用 は之を繰延べ固定資産
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に計上す る ことを得(『原価計算規則 』第第十七)｡｣

このように､『製造工業貸借対照表準則草案』は､試験研究費 ･試作費を資産 と

して計上す るにとどまるが,『製造工業原価計算要綱』では､｢試験研究費 ･試作

費一固定資産｣という分類を指定 しているのである｡また､1948年の総理府の 『原

価計算規則』は､試験研究費 ･試作費ばか りでな く開発費 も固定資産 に計上する

ことが認め られることになる｡

次 に､『製造工業貸借対照表準則草案』は､試験研究費 ･開発費を ｢無形固定資

産｣ として取 り上げている(『製造工業貸借対照表準則草案』第十四)｡注 目すべ

きは､『製造工業貸借対照表準則草案』が ｢経過資産｣と呼ばれる項 目も存在 して

いるにもかかわ らず､｢無形固定資産｣として扱 った｡したがって､企画院の 『財

務諸準則』は､総 じて ｢試験研究費 ･試作費 ･開発費-(無形)固定資産｣ という

分類 を行 ったのである｡

なお､『国家総動員法』及び 『会社経理統制令』に基づ く 1942年の 『会社固定

資産償却規則』は､資本金 100万円以上の会社 について 『商法』の特例を認め､

試験研究費及び開発費の無形固定資産計上を認め(『会社固定資産償却規則』第 3

条第 1項第 7号)382､その償却年数を 5年 と定めた｡これによ り､商法会計と統一

原価計算制度のどち らにおいても､試験研究費及び開発費の無形固定資産計上が

認め られる ことになる｡

第四項 連合国総司令部の 『指示書』 と 『企業会計原則』

日本は､太平洋戦争の終結か らサ ンフランシスコ講和条約発効(1945年 8月 15

日～1952年 4 月 28 日)に至 るまで､連合国総 司令部(GHQ,正式 には General

Headquarters,SupremeCommanderForAlliedPowers:GHQ/SCAP)の統治下 となる｡

GHQは､この期間に数多 くの指示書を出して､日本政府 に命令を発 したO会計基

準 も例外 にもれず､GHQ は､1947年に 『工業会計及 ビ商事会社 ノ財務諸表作成

二関スル指示書(指示書)』 を作成 して いる｡ この 『指示書』 は､ ｢研究調査 費

(ExperimentandResearchExpense)｣および ｢開発費(DevelopmentExpense)｣をと

382 失滞 【195911575頁｡
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りあげ､｢繰延費用(DeferredCharges)｣として表示するように指示 している｡具体

的な表示方法は以下の通 りである｡

iv.DeferredChargeandPrepaidExpense

繰延費用並びに前払諸費用

4.UnamortizedExperimentalandResearchExpense

未償却研究調査費

5,UnamortizedDevelopmentExpense

未償却開発費

6.PrepaiedRent

前払賃借料

7.PrepaidInsurancePremiums

前払保険料

8.PrepaidInterest

前払利息

また､『公認会計士法』及び 『証券取引法』の制定によ り企業会計の基準を設定

する必要性が高まり､それは､経済安定本部企業会計制度対策調査会が 1949年に

中間報告 として明 らかにした 『企業会計原則』へと結実することになる｡1949年

の 『企業会計原則』は､試験研究費及び開発費を ｢繰延勘定｣で取 り扱われるべ

き項 目として次のように述べている｡

｢繰延勘定 は､前払費用 と繰延資産 とに分 ち､前払費用は未経過分 を資産 の部に記載 し

て繰延べ､次期以降の費用 として引当て､開発費､試験研究費､創業費､株式発行費

等の繰延資産 は､一定の償却方法 によって償却 し､有形固定資産 に準 じて貸借対照表

に記載する(貸借対照表原則四(-)C)｡｣

したがって､1949年の 『企業会計原則』は,｢繰延勘定一繰延資産一試験研究

費 ･開発費｣という分類を採用 していることである｡ ここで重要な ことは､1949
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年の 『企業会計原則』では,繰延勘定は､｢有形固定資産｣に準 じる項 目として取

り上げられていることである｡このため､試験研究費 ･開発費などの ｢繰延資産｣

は､｢繰延勘定｣として別記表示される項 目ではあるが､それは当初 ｢有形固定資

産｣に準ずる項 目とされていたのであるOただ し､1949年の 『財務諸表準則』お

よび 1951年の『財務諸表の用語､様式及び作成方法に関する規則(財務諸表規則)』

は､繰延勘定を分離 して表記することになっていることには注意が必要である｡

しか しなが ら､1954年の 『企業会計原則』修正は､二つの点でこれ らの ｢繰延

資産｣の性質を大きく変更することになる｡第一点は､｢有形固定資産に準ずる｣

という規定が削除されたことである｡第二点 は､｢将来の期間に影響する営業経

費｣ として､繰延資産に掲げられる営業経費の性質を次のように規定 したことで

ある｡

｢F将来の期間に影響する営業経費』とは,既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定 し､

これに対応する役務の提供を受け取ったにもかかわ らず､その効果が将来に発現するも

のと期待される営業経費をいう(『企業会計原則注解』注 12)｣

上記の ｢営業経費｣の部分を ｢特定の費用｣に差 し替えたものが以後の ｢繰延

資産｣の定義へ と至ることになる｡

第五項 1962年 『商法』改正と 1974年の 『企業会計原則』修正

『企業会計原則』は､試験研究費 ･開発費を ｢繰延資産｣ として資産計上する

ことを認めたが､『商法』は,依然として当該科 目の資産計上を認めていなかった｡

このため､この食い違いを是正する必要が生じた.そ こで､『企業会計原則』は､

｢商法､税法､物価統制令等の企業会計に関する諸法令が制定改廃 される場合に

尊重されなければな らないもの(『企業会計原則について』二 3)｣という制定趣旨

に鑑み､『商法』に対 して当該科 目の資産計上を求めることになる｡具体的には､

企業会計審議会は､1951年の 『商法と企業会計原則 との調整に関する意見書』及

び 1962年の 『企業会計原則 と関係諸法令 との調整に関する連続意見書第五 』を

発表 し､『商法』改正を求めることになるO特に､後者では､｢試験研究費｣及び

｢開発費｣の定義を次のように定めている｡
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｢ここに開発費とは､現に営業活動を行っている企業が､新技術の採用､新資源の開発,

新市場の開拓等の目的をもって支出した金額,ならびに､現に採用している経営組織の

改善を行うために支出した金額等をいう(『企業会計原則と関係諸法令との調整に関する

連続意見書第五』三ホ)｡｣

｢ここに試験研究費とは､現に営業活動を行っている企業が､新製品の試験的製作､あ

るいは新技術の研究等のため特別に支出した金額をいう(『企業会計原則と関係諸法令と

の調整に関する連続意見書第五』三へ)O｣

『商法』改正が実現す ることになったのは 1962年 『商法』改正であ り､『商法』

第 286条 ノ三は､｢新技術又は新技術の研究｣及び｢新技術又は新経営組織の採用｣

に支出 した金嶺を資産の部 に計上することを認めることになる｡ しか しなが ら､

『商法』第 290条第 1項第 4号は､試験研究費 ･開発費の合計額が資本準備金及

び利益準備金の合計額 を超えるとき､その超過額を純資産額か ら控除するという

配 当制限を設けている｡このように､『商法』は､資金的裏付けがないものとして

試験研究費及び開発費の担保能力を否定するような条文 を加えることになったの

である｡

また､法務省は､1963年には､『株式会社の貸借対照表､損益計算書及び付属

明細書 に関する規則(計算書類規則)』を制定 し､『商法』の定める計算書類の記載

方法を規定することになる｡『計算書類規則』は､試験研究費 ･開発費を繰延資産

として記載するように要求する｡ この結果 として､『商法』は､｢繰延資産-試験

研究費 ･開発費｣ という分類 を行 うことになる｡

ここで注 目すべき問題点 として､当時(1963年～1974年)は､『財務諸表規則』

と 『計算書類規則』で長期前払費用の記載方法が異なるということであるOすな

わち,『財務諸表規則』が繰延勘定に長期前払費用 を計上 したのに対 して､『計算

書類規則』が固定資産 に長期前払費用 を計上 した ことである｡ このため､次のよ

うな食い違いが 『財務諸表規則』 と 『計算書類規則』に準 じた貸借対照表 に生 じ

ることになった｡
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図表5-1財務諸表規則と計算書類規則の食い違い

計算書類規則 財務諸表規則

(出所)森田【1979】p.41修 正

この食い違いを解消すべ く､1974年 に 『計算書類規則』及び 『財務諸表規則』

の改正が行われる｡その結果､『計算書類規則(財務諸表規則)』では､長期前払費

用が無形固定資産(繰延資産)か ら分離 され､投資等(投資その他の資産)に計上すべ

き科 目となる｡ これ とともに､1974年の 『企業会計原則』では､｢繰延勘定｣が

｢繰延資産｣と改め られることになる｡この結果､｢繰延勘定｣は､完全に会計基

準か ら姿 を消す ことになったのである｡

第六項 『研究開発費等 に係わる会計基準』 と 2002年 『商法』改正

1998年､企業会計審議会は､『研究開発費等 に係わる会計基準の設定に関する

意見書(意見書)』を公表 し､『研究開発費に係る会計基準(会計基準)』を設定 した｡

当該意見書 と会計基準は､｢企業の研究開発に関する適切な情報提供､企業間の比

較可能性及び国際的調和(意見書)｣の観点か ら設定 された ものであ り383､諸外国

と同様に研究開発費の定義 ･会計処理 ･開示を統一的に規定す ることになる｡

まず､研究開発費の定義は､｢研究開発費に関す る内外企業間の比較可能性 を担

保するため384｣に､次のように規定 されることになった｡

｢研究とは､新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求をいう｡開発とは､新

383 『研究開発費等に係わる会計基準の設定に関する意見書』二o
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しい製品 ･サービス ･生産方法について計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改

良するための計画若しくは設計として､研究成果その他の知識を具現化することをいう

(『研究開発費等に係わる会計基準-』)｣

次 に､研究 開発費の会計処理は､企業間の比較可能性､将来収益の不確実性､

資産計上の要件の困難性 のために385､次のよ うに規定 されることになった｡

｢研究開発費は､すべて発生時に費用として処理しなければならない｡なお､ソフトウェ

ア制作費のうち､研究開発費に該当する部分も研究開発費として費用処理する(『研究開

発費等に係わる会計基準』三)｡｣

最後 に､研究開発支 出の開示は､研究開発の規模 につ いて企業間の比較可能性

を確保するために386､次のように規定 され ることになった｡

｢一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は,財務諸表に注記しなけれ

ばならない(『研究開発費等に係わる会計基準』五)｡｣

以上のよ うに､日本の会計基準は､アメ リカの財務会計基準書第 2早(sFASNo.2)

によ く似 た基準へ と変更 され ることになった｡その一方で､研究費及び開発費は､

商法上の繰延資産 として繰 り延べ る事が可能である｡すなわち､2003年 4月施行

の 『商法施行規則387』第 37条は､2002年 『商法』改正 に伴 って従来の商法条文

通 り､繰延資産 として研究費及び開発費の資産計上す る ことを認めている｡ この

ため､『商法』は､依然 として研究費及び開発費の資産 計上を認めている｡

384 『研究開発費等に係わる会計基準の設定に関する意見書』三(1)

385 『研究開発費等に係わる会計基準の設定に関する意見書』三(2)

386『研究開発費等に係わる会計基準の設定に関する意見書』四(1)

3872003年 4月施行の『商法施行規則』は､法務省ホームページ(httD=//www.mO1-.20.1'D/)
を参照せよ｡2002年 『商法』改正によ り､『商法』第 281条 5項は､貸借対照表､

損益計算書､営業報告書及び附属明細書に記載又は記録すべき事項及び記載又は記

録の方法は､法務省令をもって定める旨を定めることになった｡この処置に従って､

試験研究費 ･開発費の繰延規定を含む､『商法』第 286条の繰延資産規定は､商法

条文から消えることにな り､同規則が繰延資産の規定を引き継いでいる.
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第七項 日本における研究開発費会計の展開

以上､ 日本の研究開発費会計の基準書 を検討 してきたが､各種基準書及び諸法

令は､研究開発費等の会計処理および表示区分について規定 してきた｡ したがっ

て､ 日本の研究開発費会計の変遷は､会計処理の側面 と表示区分の側面の二側面

か ら考えることができるであろう｡

まず､会計処理の側面は､戦時中の軍および企画院による資産計上容認 と 1999

年の意見書による資産計上否認に集約されるであろう｡ただ し､注意すべきこと

は､研究開発費会計が 『商法』と 『証券取引法』の対立 に巻き込まれているため､

制度会計上の不整合が存在 している点である｡すなわち､終戦後か ら 1962年まで

の間､『証券取引法』は､研究開発費を資産 として認めたにもかかわ らず､『商法』

は認めなかった｡また､現在ではこれが逆であるということである(『証券取引法』

は研究開発費を資産 として認めず､『商法施行規則』は認めている)｡

次 に､表示区分の側面は､分類が基準書によって煩雑 になるため､以下の図表

に整理 した｡

図表5-2研究開発費会計における表示の展開

無形固定資産 繰延勘定 繰延資産 一般管理費匿定資産 繰延費用 当期製造圭用

1932 資産評価準則
1934 財務諸表準則
1940 陸軍準則
1940 海軍準則
1941 企画院準則草案
1942 原価計算規則
1947 指示書

1948 原価計算規則
1949 企業会計原則
1962 商法第286条ノ三

1974 企業会計原則
1998 会計基準
2003 商法施行規則

注 陸軍準則:陸軍軍需品工場事業場財務諸表準則

海軍準則:海軍軍需品工場事業場財務諸表作成要領

企画院準則草案:製造工業貸借対照表準則草案

指示書.工業会社及ビ商事会社ノ財務諸表二間スル指示

会計基準 研究開発費等に係わる会計基準

表示区分の側面において注意 しなければな らないのは､研究開発費会計の展開
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と繰延資産会計の展開 という二つの展開があるという点である｡まず､研究開発

費会計の展開として､商工省の 『財務諸表準則』を無視すれば､｢無形固定資産-

繰延勘定-繰延資産-計上不能｣という流れがある｡これは､研究開発費等が徐々

に資産たる性格を失っていることを示 している｡

次 に､繰延資産会計の展開として､｢繰延資産｣という言葉が 日本独特の意味を

持つようになるということである｡すなわち､｢繰延資産｣という日本語は､繰延

費用 ･繰延勘定 ･DeferredCharge･DeferredAssetといずれ とも異なるということ

である｡ これは､｢繰延資産｣ という日本語が ｢商法上の繰延資産388｣を指 し､

他の言葉 と異な り､はっき りと前払費用 を含ないことを意味す るか らである｡

このような研究開発費会計の会計処理および表示区分の展開がなぜ起きて しま

ったのであろうか｡我々は､ 日本の研究開発費会計をめ ぐる状況 を考察 し､イデ

オロギー的イ ンセ ンティブが大きな影響を与え､ 日本の研究開発費会計の経路が

規定 されていることを述べる｡

第三節 日本の研究開発費会計をめぐる状況

本節は､ 日本の研究開発費会計をめ ぐる状況を明 らかにして､戦前か ら現在ま

での研究開発費会計の歴史的経路 を明 らかにする｡考察 に際 しては､戦前､戦時

体制､連合軍 占南下､戦後､現在 と年代順に明 らかにす る｡ これは､ 日本の研究

開発費会計の会計基準がアメ リカやイギ リス と異な り､比較的早期か ら成文化 さ

れていることに起因する｡

第一項 商工省の 『準則』 とアメリカの会計原則

片野【1968】によれば､｢試験費｣が最初に貸借対照表 に計上されたケースは,セ

メン ト製造会社の第八回事業年度(1889年(明治 22年)の 1月～6月)ではないだろ

うか としている389｡したがって､18世紀末の 日本では､試験研究費の資産計上が

すでに会計実務で用い られるようになったと推察 される｡商工省の 『準則』は､

そのような実務の展開を取 り込む とともにアメリカ会計原則の展開を取 り入れた

388 商法上の繰延資産 とは､創立費 ･開業費 ･試験研究費 ･開発費 ･新株発行費 ･社

債発行費 ･社債発行差金 ･建設利息の八種類のものを指す｡

389 片野[1968】129-133頁｡
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ことになる｡

すなわち､黒揮【19871によれば､｢財務管理委員会の標準貸借対照表草案に対 し

て､大きな影響を与えたのは､アメリカ会計士協会の特別委員会が公表 した貸借

対照表に関するモデルステー トメン トである390｡｣ と述べている｡ この点か ら類

推するに､商工省の 『準則』の研究費 ･開発費の規定もアメリカ会計学の影響を

受けていると考え られる｡そ こで､アメリカ会計学を検討 し､その影響を探索 し

たいと思 う｡

まず､アメリカの会計文献において､研究開発費等の性質がどのように取 り扱

われていたかについて明らかにしよう｡会計研究叢書第 14号 『研究開発費会計』

(GelleinandNewman【1973】)は､Hatfield【1909]と patonandStevenson【1917】を引用

して試験費(expe-imentalexpense)の性質が次のようなものであった と指摘 してい

る｡

｢現在,多 くの産業工場では､新 しい発明を探求する試験で発生した費用に関連する問

題が生 じている｡ こうした費用は､一般費として認識されるかもしれないが､別の主張

にも正当性がある.製品改良は､外部の発明家か ら特許権 を購入することもできる｡【し

か し1別の選択肢 として常勤の発明家を雇 うこともでき､その場合､給料及びその他に発

生した原価は,特許権 について支払った価格 と全 く同様に発明を保証する原価 になるよ

うに思える｡ もしそ うであれば､たとえ目標が達成されな くとも､そ うした費用は､期

待 される原価の一部 として計算 してはいけないのであろうか391｡｣

｢もし試験が有益な過程であると合理的に期待することができるのであれば､その原価

は､資本支出として計上され､試験過程 自身またはその特許が無形資産 と考えられ うる｡

しか しなが ら､そのような状況はまれであ り､その場合の適切な処理(analysis)は これ ら

の支出を費用 に計上することに思える｡ もし試験が好 ましい結果であるな らば､その処

理を修正すればよいであろう39㌔｣

390 黒滞編著 [1987]18頁O当該モデルステー トメントは､AIAl1929]に該当する.

391 Hatfield【1909】p.77.
392GelleinandNewmanl1973]p.ll(quotedinW.A.PatonandR.A.Stevenson,[1917],
PrinciplesofAccounting,TheAnnArborpress,p･284.)PatonandStevensonl1918]

pp.230-231では､当該箇所には deferredassetとして繰 り延べられるべきと書かれて
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これ ら文献は､試験費が通常費用 として処理されるべきとしなが らも､無形資

産 としての性格をもつ ことを示唆 している｡実際､アメリカの研究開発費会計は､

SFASN0.2に至るまで無形資産会計の中で言及されている393｡このために､研究

費が『資産評価準則』において無形固定資産 として位置づけられたと考えられる｡

次に､研究開発費等は､ どのようにアメリカの会計基準によって規定されてい

たのであろうか｡1917年､連邦準備理事会(FederationReserveBoard)は､連邦取

引委員会(FederationTradeCommission)とアメリカ会計士協会(AmericanInstitute

ofAccountants:現在の AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountants)との協議

の後､"UniformAccounts"で試験費を次のように繰延費用(DeferdCharges)で表示す

べき旨を明 らかにしている｡

｢貸借対照表の当該見出しには､前払保険料.社債発行差金､前払手数料､試験費な ど

の項 目を一括 して表示す る｡監査人は､繰延費用の記帳精度を証明した後 に､将来の営

業活動に対 して繰 り延べる旨を認めなければならない｡-.中略日.監査人は､繰延費用

が企業の報告書に関して貴重な情報を備えているかを監査するであろう｡たとえば､(1)

繰延試験費は､一般的に企業の将来生産方針 についての情報を備えているかどうかを証

明 しなければな らない394｡｣

当該規定は､1929年にも承認されることにな り395､開発費についても同様に繰

延費用で処理されるようになった396｡したがって､アメリカの研究開発費会計で

は､試験費 ･開発費は､繰延費用 として開示されることになる｡この点を考えれ

ば､『財務諸表準則』は､開発費を繰延勘定の一種 として雑勘定で表示させること

になったのであろう｡

このように､アメリカでは､試験費 ･開発費は､初期 には無形固定資産 として

扱われる一方で､繰延費用 として開示されていた｡ この影響を受けて､商工省の

いる｡

393 CAPl1953]Chapter5;SprouseandMoonitzl1962]p.36;APBl1970]Paragraph6.
394 FRB【1917]pp.277-278.
395AIA[19291pp.338-339.
396 GelleinandNewman[1973]pp.13-14.
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『準則』は､『資産評価準則(未確稿)』で研究費を無形固定資産 として取 り扱う一

方で､『財務諸表準則』で開発費を繰延勘定の一種 として雑勘定で表示させると考

えられる｡

第二項 戦時体制 と研究開発費会計

(1)航空機産業 と研究開発費会計

商工省の 『準則』は､｢研究費｣を 『資産評価準則(未定稿)』で初めて ｢固定資

産｣ として扱ったが､それは確定稿へと至 らなかった｡また､商工省の 『準則』

は､｢雑勘定｣として ｢開発費｣を規定 したが､商工省の 『準則』自体が法的拘束

力も持たなかった｡これに対 して,陸海軍の 『準則』は､『軍需品工場事業場検査

令』に基づ く工場検査で用いられる 『準則』という経済統制法の立場か ら ｢試験

研究費｣および ｢試作費｣を ｢固定資産｣として規定 した｡その後､企画院の 『財

務諸準則』や 『原価計算規則』は､｢試作費｣と ｢試験研究費｣に加えて ｢開発費｣

も ｢固定資産｣ として規定することになった｡では､戦時体制下において､なぜ

研究開発費や開発費が無形固定資産 として規定されるに至ったのであろうか｡

ここで手がか りとして､沼田【1959】と長谷川【1942】は､試験研究費や開発費の無

形固定資産計上について次のような見解 を述べている｡

｢試験研究費は,戦時中の軍の主張によって出来た科 目である｡すなわち､軍が特に航

空機等 について研究を促進 し奨励するために､その償却費の原価性を認めた397｡｣

｢企画院準則は､甚だしく ドイツの新株式法に示す統一貸借対照表方式に接近すること

を知る｡例えば長期出資を固定資産 に包括 して､ これを資本参加 と長期投資に区分 した

るが如き､また経営組織の費用如きを無形資産 と認めたるが如きはその一例であり､ま

た貸借対照表科 目の基本方針の如きもそうである3980｣

ここか らわかるように､試験研究費は､軍が ｢航空機開発の奨励｣のためにそ

の原価性を認めたことよって創設され399､開発費は,1937年の ドイツ株式法の影

397沼田 【1959】49頁｡

398 長谷川 【19421574頁｡
399 実際､軍は､戦局と各国の航空機開発が激化する中で､｢飛行機は其の用途に応ず
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撃を受けて無形固定資産計上が認め られたという科 目ということがわかる｡ここ

では,二つの文献を手かが りとして用いて､試験研究費 ･開発費の無形固定資産

計上が行われる理由について考察することにしたい｡そ こで､試験研究費と航空

機開発の関係､開発費と 1937年の ドイツ株式法の関係をそれぞれ考察 していくこ

とにしたい｡

まず､試験研究費 ･試作費について考察する｡上述 したように､陸海軍や企画

院の 『準則』は､試験研究費 ･試作費について経常的なものを当該期間の経費 と

して処理 し､新技術採用の為のものを無形固定資産 として処理することを求めて

いた｡ したがって､準則の上では､経費処理 と無形固定資産処理の二つの会計処

理が見受けられる｡では､当時の航空機産業は､どのような会計処理を採用 し､

報告 していたのであろうか｡神戸大学経済経営研究所付属政策研究 リエゾンセ ン

ター所収の 『営業報告書集成』に依拠 して調べれば､図表 5-3のような結果 とな

った｡ただ し､中島飛行機のデータについては､営業報告書がないため､牛山雅

夫著 『富士産業株式会社の沿革』よ り作成 している400｡

る特性の発揮を主とし常に世界最優秀機に対 し性能の優越を期してその研究を促

進すること｣という航空機開発方針を 1938年(昭和 13年)に打ち出している(『陸軍

航空本部兵器研究方針』二 4(防衛庁防衛研修所戦史室 [1975]179頁より引用))0
400 牛山雅夫 【1948】『富士産業株式会社の沿革』67･109頁より､1945年 3月の財産

目録に試験研究費が計上されていたことを確認した｡当該資料の閲覧にあたってお

世話になった富士重工業株式会社社史編纂室の佐々木主事 ･菊池主査 ･菅野主査の

各氏に厚くお礼申し上げる｡
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図表 5-3か らわかるとお り､主要な航空機各社は無形固定資産計上と積立金計

上のどちらかを採用 している｡積立金計上は､早い時期401よ り採用されているの

に対 して､無形固定資産計上は､陸海軍や企画院の 『準則』等が制定されて以後

に採用されている｡ したがって､陸海軍や企画院の 『準則』による無形固定資産

計上規定が実務に対 して影響を与えていたことを証明する｡

ここで問題 となるのは､なぜ無形固定資産計上が営業報告書でも採用されてし

まうのかということであるOこの理由には､次の二つ側面を考えることができる｡

すなわち､調達価格の上昇と航空機の性能要求 という二つの側面である｡第一点

については､軍が民間企業か ら軍需品を調達する際に原価 に附加する販売利益率

の算定において研究開発費等の資産計上が有利に働 くことに起因する01941年の

『陸軍適正利潤率算定要領』では､販売利益率は､次のように算定されることに

なる｡

経営資本利益率(又は総資本利益率)

経営資本回転率(又は総資本回転率)
販売利益率

この式か らわかるように､経営資本の水増 しは､販売利益率を高 くすることが

できる｡試験研究費は､経営資産 として計上することができるので,販売利益率

を上昇させることができるのである｡ したがって､陸海軍は､試験研究費の無形

固定資産計上を認めることで､試験研究費の浪費を認めて航空機開発を推奨 しよ

うとしたのである｡

第二点 については､陸軍航空本部東京監督官､西山霜次郎が次のように航空機

産業の無形固定資産計上について述べたことにある｡

401 航空機産業において積立金の計上実務を特に早い時期に採用した企業は､三菱内

熱機と川崎造船所がある｡『三菱社誌』によれば､三菱内熱機(三菱航空機)は､大正

13年 2月 7日に ｢各場所勘定科目｣に追加する｡川崎造船所(川崎重工業)は､第 43

期決算(大正 6年 6月～11月)に技術研究及実験資金を創設したが､第 63期決算(昭

和 3年 6月～11月)で全額取 り崩している0
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｢(二)の 『特別の試験研究費』､之は,普通試作であると云うような場合には官としても

模型の金から準備の経費まで入れて､予算は相当予備を取って契約しているのではあり

ますが､航空関係を見ますと機体発動機以外に各種の統制部品に於いても､初めにやら

れる時は相当技術方面から言ってもやかましく､従って随分不合格を出す｡そうすると

そう云う経費を何うするか｡普通の場合はこれは間接費に入れてよいのでありますが､

虚がそのために特別に大きな経費がかかったとか云う場合にはこれは一膳無形的の資産

に入れて,後に減価償却によって計算することにしてあります402｡｣

この発言 を証明するように､軍 による試作作業 に関する企業指導は､きわめて

強力なものであった｡た とえば､中島飛行機では､試作作業は､完全に陸海軍当

局によって統制実施 されていた403｡また､三菱重工業は､東京本社か ら技術上の

指示 を行 っていたが､実際には陸海軍が直接研究開発部に対 して指示を行 うこと

があった404｡特 に､三菱重工業の場合 には､｢要求の変更 と陸海軍研究所員 によ

る理論上の欲求は設計の修正を要求 し､開発は常に陸海軍 と三菱の間の困難の源

泉であった405｡｣

それゆえ､試験研究費の無形固定資産計上は､軍の航空機の性能要求406に適合

させるためにかかった費用 という側面をもち､ これが特別 に大きくかかった場合

に無形固定資産 に計上 し､分割 して償却 していたものということがわかる｡ した

がって､試験研究費の無形固定資産計上は､政府 ･軍の公認のもとで巨額経費を

分散負担 させて利益額 ･製造原価への影響を小さくしようとする意図がわかる｡

これ も航空機開発 を推奨させるために､政府や軍が航空機会社 に配慮 しようとし

ている証拠 といえよう｡

このように､航空機産業は､陸海軍や企画院の 『準則』に従 って､その他の産

業 と同様 に試験研究費を無形固定資産 に計上 していた｡ ところが､ この方法以外

にも試験研究費を資産へ計上する方法がある｡すなわち､『航空機製造工業原価計

402 陸軍省編 【1941]308頁｡

403 航空自衛隊幹部学校訳 [1959a】91･133頁 ｡

404 航空自衛隊幹部学校訳 [1959b】18頁｡

405 航空自衛隊幹部学校訳 [1959b】18頁｡
406 航空機の性能要求としては､速度の進歩 ･航路距離の増加 ･高飛行其の他などを

あげることができる(陸軍省 [1941】281貢)｡
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算準則(航空機準則)407』の原価計算だけで認め られた､｢試験研究割掛費｣と呼 ば

れる方法で ある｡当該項 目は､固定資産 と経費の中間的な性質408を有 していると

いわれ る｡そ こで､『航空機準則』の原価計算方法 について検討 し､｢試験研究割

掛費｣ につ いて明 らか にす る｡

『航空機準則』では､試作機体及び試作発動機 の生産409(増加試作 も含 む)を行

う場合および試験研究 を行 う場合､製造指 図書 を発行 して個別原価計算 を行 う(第

31条)｡ また､試作機体及び試作発動機の生産 についての製造指図書は､試作の

工程区分 ごとに副指図書が発行 され ることになる(第 29条)｡副指図書の発行 され

るべき工程 は､以下の とお りである｡

国表5-4『航空機準則』の副指図書

辛芸 琶 芸他 本 ..LL緋 実 基 読

改 鰭 製 物 製 礎 研 作
造 製 作 模 圏 研 究 機

作 型 究 檀

(出所)『航空機製造工業原価計算準則』第29条より

このよ うな区分が ある理 由について､浅 田【19431は､｢航空機産業 に於 いては､

本鱒 の製作 とは別 に､本鰹製作の為 に必要なる研究､準備の工程 を有 し､然 も､

之等工程の費用が､本鰹 の製作の費用 と同等乃至それ以上に相営す る特異な事情

によ りして此等の費用 を各 々別 々に把握す る必要がある為､斯かる規定 を必要 と

した もので あ り､航空機産業の特色 を現 は してゐるもの と謂 える410｡｣ と述べて

407 航空機産業は､『製造工業原価計算要綱』の第 2条の規定に基づいて業種別の原価

計算準則､つまり 『航空機製造工業原価計算準則』に準拠 しなければな らない｡こ

の 『航空機製造工業原価計算準則』は､1942年 2月 24日に公布 されてお り､航空

機鱒生産 と発動機生産 に適用される｡

408 浅田 【1943]29頁｡
409 試作機体及び試作発動機の生産についても製造指図書を発行するという規定は､

『航空機製造工業原価計算準則』の特色である｡

410 浅田 【1943127頁｡
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いる｡

上記のように製造指図書で分類 ･把握された試験研究費は､どのように個別原

価計算によって製造原価にまで配賦されるのであろうか｡特定機種専用の試験研

究費であって特定製造指図書に分けることのできるものは､個別原価計算の製造

原価区分において特別費-特別割掛費-試験研究割掛費と分類される(第 45条)｡

特別割掛費額は､試験研究費の予想費用総額を特定機種総予想生産量に除 して単

位 当た りの配賦額(特定機種の生産量/試験研究費総額=特定機種の試験研究費配

賦額)を算出して機鱒･発動機の特定指図書に賦課されることになる(第 46条)411｡

この結果､｢試験研究割掛費｣は､初回生産以外の生産数量にも配賦されるのであ

る｡

｢試験研究割掛費｣は､無形固定資産以外での資産計上に大きく関係すること

になる｡なぜな ら､試験研究費 ･試作費等が製品に配賦され販売されるまでの間

は､試験研究費が仕掛品や製造原価 として棚卸資産 となっているか らである412｡

棚卸資産は､当然なが ら経営資産へと算入されることになるか ら経営資本の水増

しを可能にする｡その結果､航空機産業は､無形固定資産計上と試験研究割掛費

計上の二つの処理によって経営資産の水増 しを行 うことができたと考えられる｡

なお､経営資本の水増 し機能は､開発費の無形固定資産計上についてもいえるで

あろう｡

次に､開発費と ドイツ株式法の関係について考察する｡1937年の ドイツ株式法

は､固定資産中の特別項 目として表示 し毎年度償却することを条件に､経営設備

費(創業費 ･開発費 ･事業開発費)の固定資産計上を認めた(第 133条第 5項)｡長谷

川【1942]の主張に従えば､企画院の 『準則』 も ドイツ株式法に従って開発費の無

形固定資産計上を認めたのではないのかと考え られる｡

では､企画院の 『準則』は､なぜ ドイツ株式法の影響を受ける必要があったの

であろうか｡それは､ 日本の総力戦体制 自体がナチス ･ドイツの戦時体制やソ連

の社会主義的計画経済 を範 にしたものであることに起因 していると考え られる

411浅田 [1943129頁｡
412 このような会計処理は､1973年にLockheed社が航空機開発にともなって巨額の

開発費を計上する実務と同じであることには注意すべきであろう｡
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413｡すなわち､1937年の ドイツ株式法は､自由主義経済の-機構であった株式会

社を国民社会主義による統制主義経済観念に基づいて変更するために､(1)株式会

社の無名性に基づ く弊害の除去､(2)無責任且つ無能力な株主の集合たる株主総会

の権限を縮小し､これに代えて責任能力ある取締役の権限を拡大する指導者原理

の採用､(3)国家による監督の強化等を企てたものであった414｡企画院の総力戦体

制は､こうした ドイツの戦時体制を模範 として導入された点があるために､同時

に開発費の無形固定資産計上も容認 して しまったのではないかと考えられる｡た

だし､ ドイツ株式法の経営設備費の無形固定資産計上は､従来の通説を明文化 し

たものであったことには注意が必要である415｡

このようにして､開発費の無形固定資産計上が ドイツ株式法か ら日本に導入さ

れることになったが､この会計処理は日本の中小企業政策に関連することになる｡

それは､政府が統制経済の強化にともなって中小企業の下請関係を ｢利潤動機｣

に基づ くものか ら ｢親子の結合関係｣によるものへ と転換させる政策(協力工場政

策)である416｡すなわち､親工場は､専属的 ･固定的な関係をもとに下請工場の面

倒をみて､下請工場は親工場に協力するという体制を築き､戦時経済の計画的な

生産力拡充を図ろうとする体制の一環である417｡特に､航空機産業は､｢高度の

総合工業であり､且つ短期間に急激な増産を要請されたので､各航空機工業会社

は､その工場を拡張すると同時に､社外工場利用の範朗を急激に拡大｣する必要

があった418｡

そのような下請関係において､親工場は､下請工場に対 して加工賃の値下げを

要求するのではなく､培養及び技術指導を行 う必要があった.陸軍兵器本部主計

中佐､伊藤渉は､この手段 として下請関係の構成を次のようにしなければならな

いと述べている419｡

413岡崎 ･奥野 【1993】3頁｡

414 大隈 ･八木 ･大森 【1951】42-44貢｡

415 大隈 ･八木 ･大森 【1951]336貢｡

416 原 [19951220頁｡

417 原 [1995】221頁｡
418 東洋経済新報社 [1950]620-623頁｡ここでは､具体的な協力工場への依存率等が
示されている｡

419 陸軍省編 【1941119-20頁
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(1)下請の仕事を継続的に与えること

(2)下請利用率をある程度に確保すること

(3)加工賃率の規正

(4)原価計算の指導

(5)技術の指導

(6)金融上の援助

そ こで､企画院は､親企業が協力工場を培養 ･指導するためにかかった費用を

無形固定資産 として計上 しようとしたと考えられる｡実際､開発費を計上した航

空機会社のうち､富士飛行機(1944年上半期(昭和 19年 4月～3月))は､その内容

について財産 目録にて ｢協力工場培養費｣ として記 している｡ このように､開発

費は､戦時経済における総力戦体制の中で計画的な生産拡充のための費用 として

実際に機能 していたと考えられるのである｡

以上のように､戦時中の研究開発費会計は､航空機産業 と政府の政策 と密接に

関係 している｡そ こで､当時の環境を考察 して航空機産業の発展 と政府 との関係

について明 らかにする｡

(2)戦時体制 と航空機産業

前述 したように､軍や企画院は､戦時体制下において航空機開発を推奨するた

めに試験研究費の原価性を認め､さらに試験研究を推奨するようなインセンティ

ブを張 り巡 らせた会計基準を策定 した｡また､企画院は､1937年の ドイツ株式法

を手本 として､主要航空機会社に連結される協力工場を育成するための費用の無

形固定資産計上も認め､協力工場の育成を推奨させるインセンティブを張 り巡 ら

せた会計基準を策定 した｡ ここでは､このような会計基準を策定するに至 らせた

背景とは､どのようなものであろうか という点を考察する｡そのためには､戦時

体制 と航空機産業の関係について検討 し､これを手かが りとして企画院や軍の研

究開発費に対する会計基準政策について考えたいと思うO

まず､日本の 15年戦争における戦時体制の形成か ら考え､その中での航空機産

業の発展 ･重大化 について明らかにしていく｡小叫 1972】によれば､15年戦争の

軍事工業ないし軍事生産の発展過程は､1931年か ら 1936年までの第一段階(準戦
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体制段階)420､1937年か ら 1941年までの第二段階(戦時体制段階)421､1941年か ら

1945年 までの第三段階(決戦体制段階)422の三つの段階にわけることができるとし

ている423｡

このような三段階の 15年戦争において､航空機産業は､どのような発展 をみせ

たのであろうか｡15年戦争期 における航空機生産量 については､以下のとお りと

なる｡

420 第一段階は､｢政府の軍事注文をうけた特定の軍需会社が急激に膨張し､それを先

頭にして一般の重化学工業が急速に発展して…中略…軍事工業および重化学工業

に圧倒的比重をしめる独占財閥のあいだに､編成がえが進行 し｣た段階である(小

山 【1972】167頁)｡
421 第二段階は､｢一般の重化学工業が､全体として軍事工業としての意味をもつよう

にな り､しかもこのなかで､独占財閥の支配ならびに私的独占資本と国家資本との

融合はますます強化されて､いわゆる戦時国家独占資本主義の体制が展開し強化さ

れた｣段階である｡(小山 [1972】167頁)｡
422 第三段階は､｢天皇制軍部の戦時独占支配のもとに.いっさいのものが戦争事業に

動員され奉仕させ られ…中略…直接の兵器 ･軍需品の生産からこれをささえる基礎

物資の生産まで､国民経済を完全におおいつくす一連の軍事生産の総体系 ･総構造

が完成 した｣段階である｡(小山 【1972】167頁)｡

423 小山 [1972]166-167頁｡
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図表5-515年戦争期の航空機生産数t

A.会社別機体生産数

会社別 ll92611927 1 192811929ll9301193lll9321193311934119351193611937 1 19381193911940119411194211943Jl94411945l 累計

陸軍機休

川崎航空機 4 10 25 9 5 1.093 2,594 3,063 556 ll,348
中島飛行機 702 1.423 2,733 3,650 807 ll,600

三菱重工業 1.170 1,860 1,242 282 7.488

立川飛行機 - - 8 53 38 38 85 61 44 99 264 299 364 905 1.086 1.193 1.533 953 2,249 318 9.690

日本国際航空 1.322

合計 3.652 5.328 8,561 10,978 1.981 41,450

海軍機体

中島飛行機三菱重工業 65 59 48 83 62 1.270 2,900 4,294 1,4521,404 2.004 2.413 292 12,50010,034

愛知飛行機 14 34 34 33 43 305 998 1,496 503 5.068

九州飛行機 426 792 1,053 147 3,797

日本飛行機 320 1.050 1.150 150 3,288

川西航空機 - - 5 30 36 99 389 1,106 259 2,851

日立航空機 1,727

富士飛行機 48 355 433 33 869

昭和飛行機合計 1 1 22 87 62 286 1594,164 8.953 13.016 3,150 61840,750

総計 9,492 17.514 23.994 5,131 82,200

B.会社別発動機生産数

会社別 1.92611.92711,92811.92911.930 1,93111,932 1 1,933 11,934日,93511,93611,93 7 11,938ll,93911,940ll.941 1,94211.94311.94411,945 合計

三菱重工業 70 90 69 74 88 88 251 293 349 201 231 533 1.321 2.319 3,722 5.084 7,851 9.688 17.618 3,493 54.135

中島飛行機 780 1,548 2,514 2,769 3,987 4,889 9.319 13.906 3,982 44.160

川崎航空機 一 一 - - - - - - - - 1.107 1,422 3.239 3.303 1,274 13.880

日立航空機 - - - - - - - - - - 1.097 2,617 3.588 3.846 821 ll.969

愛知航空機 2,950

石川島航空 1 29 390 1.155 711 2.286

日本国際航空 - 107 443 550

注1A表の-は生産のないもの､日印は不詳､累計は概井につき､累計の合計と必ずしも一致しないD

注2B表の1931年以降の毎年の合計には､愛知飛行機を含まず｡-は生産のないもの､日印は不詳
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この図表または cohen(大内訳 【1950】)も指摘 していることか らもわかるように424､

日本の航空機産業は､1930年代に創建され､1941年頃に相当な域に達 し､1941

年か ら 1945年にかけては､猛烈な勢いで航空機生産が行 うことになる｡これは､

航空機産業が猛烈な政府の育成策のおかげによ り 1931年(昭和 6年)の満州事変

か ら1945年(昭和 20年)の太平洋戦争終結までの 15年戦争の間に急速に編成され

ていったことを意味する｡

第一段階では､航空機産業は､大正か ら昭和初期にかけて外国の設計や製作技

術を学びとった実力をもとに､軍の保護事業 として独 自の設計による機体 ･発動

機の製作を開始する｡たとえば､海軍は､1931年に自立設計の手始めとして､七

試艦上戦闘機 ･艦上攻撃機 ･水上偵察機の試作(七試試作機)を命 じることになる425｡

この際､陸海軍の政策の特徴は､先進国の技術に追いつくために価格の高低より

も技術の育成 と公平な競争に重点を置き､試作も生産も原則として原価主義で支

払 らわれた点であろう426｡

第二段階では､航空機産業は､1937年の日中戦争(支那事変)勃発以降､陸海軍

か ら生産力拡充命令を受け､よ り一層の政府の保護のもとで生産を拡大 していく｡

まず､航空機産業は､1937年度か ら陸海軍の航空兵力整備計画にもとづく軍用機

の大量受注を受けたが､生産能力の限界を暴露するともに技術的欠陥の多いこと

が明確 となった427｡そ こで､政府は､1938年に ｢航空機製造事業法｣を制定 した｡

この法律は､事業経営および事業計画を許可制とし､政府による企業への監督 ･

統制を行 う一方で､税制上の特典､助成金､資金調達上の優遇処置を与えた428｡

また､命令によって生じた損失については､補償が与えることも規定 したのであ

424 大内訳 [195012-3頁｡303-304頁｡

425 東洋経済新報社 【1950】595,601頁｡艦上機は三菱および中島､水上偵察機は中島､
愛知､川西に競争試作され､川西の水上偵察機のみが採用された｡

426 東洋経済新報社 【1950】623頁;有沢監修 【19661319貢｡機体 ･発動機の試作は､
二社以上に競争的に行わせることを原則としていたが､実際には競争試作が行われ

たのは､重要な小型機だけであった(東洋経済新報社 [1950]603頁)0

427 小山 【1972】252頁｡陸海軍の民間各社への拡充命令の計画と実績の承雛について

は､原 【1995】86-94頁を参照せよ｡

428 野口 [2002]42貢｡小山 【1972】252頁によれば､航空機製造事業法は.資本金 300
万円､小型機年産 300台､ニ トン級中型機年産 50台以上､発動機 300台以上をそ

れぞれ製造できる会社を基準として､その事業を許可制とした｡

164



る429｡

第三段階では､航空機産業は､太平洋戦争の進展に伴って ｢超重点産業｣に指

定されるに至 り､しかもその中でも第一義的な産業として生産が強行されること

になる430｡これは､1943年秋の戦争指導部の戦略方針において明らかにされたよ

うに､｢航空機生産が勝敗のカギをにぎるもっとも重要な要素とみて､これを第一

義的にお しだした431｣ ことに起因している｡このような情勢下で､政府は､ 1942

年に ｢兵器等製造事業特別助成法｣を制定する｡ この法律は､政府が航空機会社

に対 して兵器等製造設備を無償貸与で貸与 した り､製造設備の建設費用を負担 し

た り､あるいは航空機の受注に際して巨額の前払金を支払 うことを可能にしたの

である432｡航空機会社の政府前払金額は以下のとお りとなってお り､政府の支援

のもとで航空機生産が行われていたことを証明している｡このほか､愛知飛行機

の 1943年下半期の仮受金(326,130,307円)は,総資産(429,071,108円)の 76%を占

めている｡

国表5-6主要航空機会社の政府前払金
1942年上期 1942年上期 1943上期

総額(千円)前払金/総資本 総額(千円)前払金/総資本 総額(千円)前払金/総資本
川崎重工業 824.457 54.5% 1,231.915 63.5% 1,279.107 59.1%

中島飛行機 242.426 28.8% 405,840 39.1% 527.317 37.2%

川崎航空機 43.684 35.3% 139.423 60.2% 175,726 51.8%

川西航空機 37.797 20.0% 87,709 34.0% 146.236 39.3%

立川飛行機 38.944 42.6% 55.143 38.0% 36.035 34.0%

日立航空機 16,128 19.0% 39.230 34.2% 37.638 27.8%

備考:会社勘定では売上未決算､前受金､仮受金等となっているが､その大部分は政府前渡金(仮払金

(出所)大蔵省昭和財政史編集室【1955】255頁｡

上記の発展経緯か らわかるように､航空機産業は､政府 ･軍の強力な保護 ･統

制下において急速に発展 してきたのである｡特に､政府や軍は､第二段階以降 ｢高

度国防｣や ｢絶対防衛圏｣の確保を目的として航空機生産を拡大する施策を次々

429 野口 [2002]42頁0

430 小山 [1972]291貢 によれば､航空機を第一義的とする軍事生産を行う施策とし

ては､1943年の軍需省の発足(航空機行政の一元化)､1944年の陸軍航空工業会と海
軍航空工業会の廃止 ･航空工業会の発足をあげることができる｡

431 小山 【1972]308頁0

432 大蔵省昭和財政史編集室 【1955】255頁;小山 [1972】311頁｡
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と実施していく｡以上のような政府や軍の航空機産業の保護 ･統制という観点か

ら考えれば､試験研究費の無形固定資産計上は､｢航空機開発推奨｣という目的か

ら実行されたと考えられるのも当然であろう｡また､開発費の無形固定資産計上

もまた､｢航空機生産拡充｣という目的から実施されているという一面を持ってい

るであろう｡したがって､試験研究費や開発費の無形固定資産計上は,戦時経済

における ｢総力戦体制｣の中で生み出されたものであるといえようO

(3)1940年体制と日本の研究開発費会計

以上のように､試験研究費 ･試作費 ･開発費の無形固定資産計上は､戦時経済

下の ｢総力戦体制｣の中で生み出されることになった｡すなわち､試験研究費 ･

試作費の無形固定資産計上は､｢高度国防｣のカギを握る ｢航空機開発｣を目指し

て無形固定資産として認められた｡一方､開発費の無形固定資産計上は､計画的

な生産拡充(特に航空機生産拡充)のために軍需会社に配置される下請工場を協力

工場へと位置づける際に､協力工場の育成費としての側面をもっていたことがわ

かる｡

したがって､試験研究費 ･試作費 ･開発費の無形固定資産計上は､いずれも ｢戦

時経済｣下の経済システムと関連していたことになる｡このことからみて､試験

研究費 ･試作費 ･開発費の無形固定資産計上が日本経済史で議論されるようにな

った ｢1940年体制｣と呼ばれる経済システムの一環ではないだろうかという仮説

が想起されうるのである｡ここでは､｢1940年体制｣中でどのように無形固定資

産計上が認められることに至るのかについて明らかにしたい｡

まず､｢1940年体制｣と研究開発費会計の関係を明らかにする前に､｢1940年体

制｣について明らかにしなければならない｡｢1940年体制｣とは､｢現在の日本経

済を構成する主要な要素は､戦時期に作 られた433｣という仮説であるoこのよう

に､日本経済史において､現代日本の経済システムが戦時体制という歴史の偶然

に依存して誕生したと主張されはじめたのである｡

｢1940年体制｣は､｢日本的企業(終身雇用 ･年功序列 ･企業別労働組合)｣､｢間

接金融｣､｢官僚体制｣､｢財政制度｣などの広範囲に及ぶ政治経済制度であり､戦

433 野口 [2002]iv｡
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時期の ｢総力戦｣遂行のために形成された制度である｡その基本的理念は､｢生産

者優先主義｣と ｢競争否定主義｣というものである434｡｢生産者優先主義｣とは､

｢生産力の増強がすべてに優先すべきであり､それが実現されればさまざまな問

題が解決される435｣という考えである｡｢競争否定主義｣とは､｢単一の目的のた

めに国民が協働することを目的とし･･･中略-チームワ-クと成果の平等が重視さ

れ､競争は否定される傾向436｣にあることをいう｡ したがって､1940年体制は､

市場経済を前提とした制度ではなく､総力戦体制を前提 として競争を抑えて生産

力拡充を目的とした制度であるといえるであろう｡

次に､｢1940年体制｣と研究開発費会計との関係について議論することにしよ

う｡上記で述べたように､試験研究費 ･試作費 ･開発費の無形固定資産計上は､

すべて陸海軍および企画院などの政府機関が総力戦体制を整えるために経済統制

法として制定 したものである｡

すなわち､試験研究費 ･試作費の無形固定資産計上は､｢航空機開発推奨｣とい

う目的を有 している｡そのため､試験研究費 ･試作費の無形固定資産計上は､調

達価格の上昇を無視 して軍の性能要求に適合する優秀な航空機を開発させるとい

う意味で ｢生産者優先主義｣と ｢競争否定主義｣という理念 と合致する｡

同様に､開発費の無形固定資産計上は､協力工場を育成 して ｢親子の結合関係｣

を強化するという目的を有 している｡そのため,開発費の無形固定資産計上は､

利潤動機による親子関係をなくし計画的な生産力拡充を目指すという意味で ｢生

産者優先主義｣ と ｢競争否定主義｣という理念 と合致する｡

このように､研究開発費等の無形固定資産計上は､｢1940年体制｣の理念 と深

く結びついている｡ しか し,研究開発費等の無形固定資産計上を阻む要素がまっ

たくないとはいえないであろう｡その代表例が 『商法』の存在である｡戦後の 『企

業会計原則』と 『商法』改正にみ られるように､試験研究費 ･試作費 ･開発費の

無形固定資産計上は､担保能力をもたない資産の計上を好まない 『商法』との対

434 野口 【2002】135･143貢｡

435 野口 【2002】136頁｡

436 野口 【2002]142-143貢.ここでいう ｢競争否定主義｣は､競争を完全に否定する
ものではなく､過当競争を排除して生産者に生存権を認めようとする考え方である

といえよう｡したがって､当該理念のもとでは､寡占的な競争は容認されるといえ
よう｡
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立を生むことになる｡ところが､当時の 『商法』は､陸海軍や企画院などの経済

統制法のために妥協せざるをえなくなっていたのである｡

経済統制法の 『商法』に対する優位性は､マクロ的な領域とミクロ的な領域の

双方で見 られる｡マクロ的な領域としては､企画院の 『経済新体制確立要綱』原

莱(1940年)や軍需省の 『軍需会社法』(1943年)によって､商法の規定する株主の

権利が著 しく制限される｡『経済新体制確立要綱』原案では､｢企業を利潤追求を

第一義的とする資本の支配より離脱せしめ-中略-商法を改正 して所有と経営を

分離し､経営者に公的性格を与え､経営者が株主に制約されることなく増産に専

念できる企業システムを導入することが提起された437｣のである｡この原案は､

『商法』改正をせまるまでには至 らなかったが､閣議決定された経済新体制確立

要綱のなかで､企業を 『資本､経営､労務の有機的一体』とする新 しい経済理念

をオーソライズされた｣ことになった｡

また､『軍需会社法』 438は､軍需会社に指定された企業に排他的権限をもつ ｢生

産者責任者｣をおくことを規定 した439｡｢生産責任者｣の地位は､政府によって

保証されるとともに､株主総会事項について総会の同意を得ることなしに執行 し､

情報開示を拒否することができることになった440｡

ミクロ的領域としては､1942年の 『会社固定資産償却規則』があげられる｡同

規則は研究開発費会計等が関わるような領域でも経済統制法の 『商法』に対する

優位性を示すことになる｡『会社固定資産償却規則』は､『会社経理統制令』第二

条の ｢会社が国家目的達成のため国民経済に課せられた責任を分担することを以

て経営の本義 と｣するため経理上遵守すべき-要請として償却を強制したもので

ある441｡先に述べたように､『会社固定資産償却規則』は､試験研究費及び開発

費の無形固定資産計上を認め､償却年数を 5年と定めているので､『商法』も特例

としてこれを認めざるをえなくなったのである｡

さらに､このような経済統制法の 『商法』に対する優位性については､商法学

437 岡崎 ･奥野編 【1993】112頁｡
438 軍需会社には､1944年の 1月に航空機会社をはじめとする 150社が第一回軍需会

社の指定を受け､同年の4月に424社が追加され､10月に朝鮮 ･台湾の 97社が指

定を受け､総計 671社が指定されることになった(小山 [1972]291貢)0

439 岡崎 ･奥野編 [1993]118頁｡

440 岡崎 ･奥野編 [1993]73･118頁｡
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者たちでさえ認めざる得なくなっていた｡特 に､商法学者の中には､ナチスの ド

イツ株式法や戦時体制の影響を受けて,｢経済統制法 こそが商法であって､商法典

に書いてある商法などというものはナ ンセ ンスだ という考え方442｣さえも現れる

ことになったのである｡ このような極論の解釈を避けたとしても,経済統制法の

『商法』 に対する優位性 は､明白な もの となっていた｡た とえば､鈴木 【19581

は､会計に関わ らしめて経済統制法と『商法』の関係か ら次のように述べている｡

｢企業経営の安全度たる財産保全についても､他の考慮から極度に犠牲に供せざるをえな

いことが起こりうるのであって､会計の技術といえども従来と異なる新事態の発生に対

し全然没交渉たるをえないのであるO即ち､商法は企業をめぐる利害関係人の諸利害を

調整する立場において､具体的には企業の強化､債権者の保護を目標として進展を続け､

経済統制法もまた企業の強化を目的として同じ方向に法を形成発展せしめたが,今その

進展の進路をさえぎったのみか､さらに更に逆行を強いるにいたったものは､まことに

新事態により新たに生じた国民経済の非常的要求にほかならぬものであって､方向転換

の基礎はそこに認められるべきである｡換言すれば､企業の強化､債権者の保護を目指

す立場に立つ限り､これまで歩んできたところが戦時平時の別なく妥当する技術となし

えようが､右の立場自体が今や絶対的終局的のものとされず､別個の政策的立場との間

に妥協を余儀なくされるにいたったのである443｡｣

上記か らわかるように､商法的要請が新事態 によ り ｢新たに生じた国民経済の

非常的要求(総力戦体制)｣のために譲歩せざるをえな くなったのである.その結

果､試験研究費 ･試作費 ･開発費の無形固定資産計上が 『商法』の特例 として認

め られることになったのである｡以上のように､総力戦遂行ための ｢1940年体制｣

が研究開発費の無形固定資産計上を認めさせ､また障害 となる 『商法』に対 して

譲歩させることを可能 にしたのである｡我々は､｢1940年体制｣の下で設定 され

た研究開発費会計を ｢経済統制法的な研究開発費会計｣ と名付け､以後の 日本研

究開発費会計に対する影響を考えることにしたい｡

441 鈴木 【1958】129頁｡

442 鈴木 ･竹内 【1977】46頁(大橋光雄 [19391『会社法要論』有斐閣の序文より)0

443 鈴木 [1958]1381139頁｡傍点は筆者が強調｡
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第三項 連合軍の占領政策 と研究開発費会計

戦時体制は､終戦 とともに終了 し､会計基準全般 も ｢証券取引法｣･｢公認会計

士法｣等 々の制定 によ り､アメ リカの制度 を模範 にして作 り替え られることにな

った｡このようなアメ リカナイズは,次の H.Tracy【1950】(平松訳【1952】)の一文に

集約 されているであろう｡

｢それは､帝国主義の新しい､そして興味をそそられる形態であった｡占領の目的は昔の

ように､敵を押えつけて武装解除をさせたり､損害賠償をさせたりするのではなくて､

被征服者の生活態度を､すっかり征服者の生活態度に見倣わせるように､作り直すこと

であった｡それはお手柔らかな方法であると同時に,かつて一度も試みられたことのな

いほど､ひどく残忍な方法だった｡宗教､芸術､出版､教育､法律､家風等,何一つと

しての侵入者の親心を免れることは出来なかった444｡｣

この表現か らわかるよ うに､ 日本の会計基準 もアメ リカの制度がすべてをな ら

って作 り替え られようとしていた｡では､経済統制法的な研究開発費会計は､ こ

のような連合軍の占街政策の中で､ どのようにして生き残 ったのであろうか｡ま

ず､連合軍の財務諸表 に対する取 り組みについて考 えよう｡

GHQは､日本の統治す るにあたって､企業 に対 して財務諸表 を提出させること

になる｡た とえば､『会社経理応急処置法』上の特別経理会社や 『制限会社令』上

の制限会社である｡ところが､GHQは､制限会社 よ り提出される財務諸表 に対 し

て不満 をもっていた445｡すなわち､

｢終戦後我が国は -･- 連合国の統治下におかれ--- 主な商工業会社の殆ど全部が所

謂制限会社と指定され､これらの制限会社は､過去十年間の分と､その後も定期的にその

財務諸表をGHOの経済科学局統制部に提出しなければならないことになり､又､特定の各

種申請にも財務諸表の添付を必要としたものであるが､各社から提出された貸借対照表及

び損益計算書の内容は - -･全くの千種万態であるのみにならず､なおその英訳も実に

444 平松訳 [1952】44頁｡
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滑稽至極なものが多々あって到底調査の目的を達成することができなかったので､関係当

局はさし当た りの応急策として当時調査統計部の財務及びカルテル課長を勤めていた米国

イリノイ州出身の CPA であるウイリアム ･へツスラー氏と筆者(村瀬玄)とに財務諸表調製

に関する指示書の作成を委嘱したのである446｡｣

実際､このような不満については､｢指示書｣の第二目的として次のように記載

されている｡

｢第二 目的は､日本の商工業会計処理法を改善標準化する必要の基礎を作るにある｡過去に

於いて連合軍司令部に提出された報告書をみるに会計処理法中遺憾の鮎が甚だ多い｡日本の

会計は会計記録より調製された各期の試算表から作る財務諸表作成に当り元帳勘定科目分

類法に必要なる改正を施す必要を認めて来るであろう｡｣

｢指示書｣は､このような連合軍の占領政策の必要性か ら策定され､2,000社以

上の会社に配布 して指示書に従って財務諸表を準備することを要求する447｡ただ

し､｢指示書｣は､｢米国会計システムの基本的規範を保持 しながらも､その日本

への厳密な適用を避け､日本固有の発展を踏まえたものであ｣ り､｢50年以上も

会計教育に携わってきた日本の大学教授との共同作業によって達成されたもので

あ｣った448｡こうして､連合軍は､日本の財務諸表を理解するために､日本人と

共同して指示書を作成する｡

それでは､経済統制法的な研究開発費会計は､アメリカの規範の導入を受けて

どのように変遷したのであろうか｡本節の第一項で述べたように､アメリカ会計

基準は､研究開発費の性質を無形固定資産としながらも繰延費用(DeferredCharge)

として開示させている｡｢指示書｣でも研究調査費と開発費をアメリカ基準と同様

に繰延費用(DeferredCharge)に計上することを規定している｡さらに､当時の SHM

会計原則では､試験費 ･開発費が繰延費用 として扱われている449｡したがって､

445千葉 [1998】104貢｡

446 日本公認会計士協会 25年史編纂委員会 【1977]219貢｡

447千葉 【1998】105頁｡
448 千葉 【1998】110頁D
449 sanders,HatfieldarldMoorel1938]p.75-76(LLJ本 ･勝山 ･小関訳 【1979]78貢).
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GHQは､研究開発費の資産計上を認めて貸借対照表の表示区分をアメリカ式に改

訂 したのである｡

また､1947年の 『企業会計原則』も 『指示書』と同様に繰延勘定に計上するよ

うに要求する｡ただし､研究開発費の性質は､この時点において有形固定資産に

準じるものとして論じていた｡それゆえ､研究開発費等は無形固定資産か ら失格

して繰延勘定として表示されるようになったが､有形固定資産として性格を保有

していた｡この結果､戦時中の無形固定資産計上は失われることになったが､研

究開発費の会計処理は､アメリカの影響をあまり受けてもそれほど影響されなか

ったのである｡

以上のように､経済統制法的な研究開発費会計は､制度上､アメリカの占街政

策によっても表示区分をアメリカ式に改定することで生き残った｡また､戦後の

会計実務は､費用化傾向が強いものの450､特別な支出の場合のみに資本化を採用

するという実務が存在 した451｡これは､研究開発費等の資本化が戦時中の巨額経

費を分散負担するために用いられたことと共通している｡したがって､経済統制

法的な研究開発費会計は､戦後も継続 して存続することになったのである｡

第四項 商法会計と研究開発費会計

前項で述べたように､経済統制法的な研究開発費会計は､アメリカの占両政策

を受けてもその実旗を保ってきた｡すなわち､『企業会計原則』は､経済統制法の

研究開発費会計の諸規定を引き継いできたのである｡しかしながら､メインバン

ク制による企業統治あるいは 『商法』の復権は､ 『企業会計原則』(経済統制法)

と 『商法』の対立関係を生じさせてしまう｡その結果､研究開発費会計の改正が

『商法』の観点から行われたといっていいであろう｡

そこで､まず 『商法』やメインバンク制と繰延資産について考え､その上で 1962

年の 『商法』改正あるいは 1974年の 『企業会計原則』の修正について考えること

450 研究開発費を繰延する企業は､安達 [1970】･植野編 【1982】･西揮[1997い 小谷

【2001】の研究の中で以下のように示されている｡安達 【1970]は､1963年の科学技術

庁の調査から595社中26%を､植野編 【1982]は､1979年のアンケー ト調査で 183

社中58社を､西揮[1997]は､1994年 6月の調査で 171中 16社を､小谷 【2001]は､
1995年 6月から1998年 2月までの東京証券取引所の第-部･第二部上場企業で 104

社から111社を兄いだしている｡
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にしよう｡

戦前の 『商法』(1899年商法)は､株主総会中心主義をしいて､あらゆる事項に

ついて決議する権限を有 し､業務執行についても決議に基づいて取締役を拘束で

きた452. しか しなが ら､1940年体制や経済統制法は､『商法』や株主中心主義を

無機能化させるとともに､メインバンク制を生じさせることになった｡メインバ

ンク制は､政府の統制のもとでおこなわれた協調融資団を基礎として企業に金融

機関が指定されたことにはじまる453｡

したがって､1940年体制は､相対的にみれば､株主の立場を弱め､債権者の立

場を強 くすることになった｡その結果､銀行等の債権者が企業を監視する重要性

を高めることになった｡ こうした傾向は､会計にも波及 し､商法優先主義という

考え方 と通 じるであろう454｡その結果､戦後の 『商法』は､1940年体制に基づい

て株主の立場よ りも債権者の立場か ら商法会計の整備を行 うことになる｡

では､繰延資産は､『商法』あるいは銀行等の債権者か らみればどのように扱わ

れるのであろうか｡いうまでもなく､繰延資産は､資金的裏付けのない資産であ

り,債権者は､担保能力のない繰延資産の計上を警戒する455｡ したがって､『商

法』や銀行の立場か らいえば､繰延資産に対 して配当制限等を加えて繰延資産を

規制するのは当然のことである456.そのために､『商法』は､1962年の 『商法』

改正あるいは 1974年の 『企業会計原則』の修正を通 じて､担保能力のない分類 と

して繰延資産を作 り出して しまう｡

ここで重要なことは､『商法』改正があくまでも 『企業会計原則』の要求によっ

451植野編 [1982】236頁｡

452 岡崎 ･奥野 【1993】101頁;岡田 【1997】108頁｡

453 詳細については､岡崎 ･奥野 [1993171-80頁を参照せよ｡
454 商法優先主義とは､『商法』が整備されたからには 『商法』と矛盾する 『企業会計

原則』の規定は許されないというものである｡この結果､『企業会計原則』は､『商

法』の計算規定が改正されるとそれとの調整のために修正されることになった(加

藤 [2002】163頁)｡

455 岡田 [1997]137頁｡

456 鈴木 [1977]は､｢開業準備費や試験研究費 ･開発費を､新たに繰延勘定として認
めるかどうかについて､そんなものまで繰延勘定にすることを認めたら､会社財産

の確保はできなくなるじゃないか､商法的な角度からやはり歯止めをかけなければ

ならないということで､290条で配当可能利益の算出に関しては繰延資産の資産性

を否定するようなことをして､繰延勘定にしたのかしなかったのかわからぬように

した(鈴木 【19771360頁)｡｣と述べる｡
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て行われた外観をもっているということである｡ しか しなが ら､『企業会計原則』

は､研究開発費会計についていえば､戦時中の研究開発費規定を継承 し､表示区

分をアメリカ式に改めたもので しかない｡それゆえに､『商法』は､あくまでも戦

時中の経済統制法の諸規定に従いなが ら独 自の要求を突きつけて改正 したとも考

えられる｡実際,『商法』の償却規定は､最終的に 『会社固定資産償却規則』と同

じく5年と定めることになった｡

また､『商法』と 『企業会計原則』の調整は､前払費用 と繰延資産の相違につい

ても明確にさせてしまう｡アメリカ会計学では､前払費用 と繰延資産の相違は明

確ではなく､繰延勘定 として総括 して扱われる｡たとえば､sFACN0.6は､前払

保険料や前払家賃のような資産 と繰延資産 との区別が資産の定義(経済的便益)に

よるものではなく､不確実性の影響に対処するという実務的考慮に基づくもので

あると述べる457｡ところが､日本では､前払費用 と繰延資産の区別がはっきりと

行われる｡これは､繰延資産が経済的便益の観点か ら判断されるのではなく担保

能力の観点か ら判断されていることに起因するであろう｡

ここで重要なことは､sHM 会計原則の前払費用と繰延資産の区別が担保能力の

判断に際 して役立ったことである｡すなわち､

｢前払費用は,多くの場合,短期的な性質をもち､未だ受け取 られていないが､近い将来､

受け取 られるべきサービスに対するものであり､-中略- 毎期継続して発生する費用の

一部分である458｡｣

｢繰延費用は､一般的に長期的な性質をもち､便益が将来において発生するが､すでに受け

取られたサービスである459｡｣

sHM 会計原則によれば､アメリカの会計実務でも明確な定義でもって二つを区

別することが難 しく､二つの金額が しばしば合計額で示されると指摘 している460｡

しか しなが ら､sHM 会計原則による前払費用 と繰延資産の定義は､繰延勘定か ら

457 FASB【1985d】Paragrph176.

458 sanders,HatfieldandMoorel1938】p.75(山本 ･勝山 ･小関訳 [1979]77貢)

459 sanders,HatfieldandMoore【1938】p.75(山本 ･勝山 ･小閑訳 [1979177頁)

460 sanders,HatfieldandMoore【1938】p.75(山本 ･勝山 ･小閑訳 【1979177頁)
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前払費用を分離 して繰延資産を日本独特のものとして機能したのである｡

以上のように､戦後の研究開発費会計は,『商法』の要求を受けて配当制限を加

えられる｡また､『商法』は､会計学の繰延勘定という分類を否定して担保能力の

有無から繰延資産という表示区分を作 り出す｡その結果､経済統制法的な研究開

発費会計は､同じく1940年体制が生み出した銀行中心のモニタリングによって規

制されることになったのである｡

第五項 会計基準の国際化と研究開発費会計

日本の研究開発費会計は､1940年体制下において経済統制法の影響下で設定さ

れたが､『商法』の要請を受けて繰延資産へと改訂されることになった｡その後､

繰延資産となった研究開発費等は､会計実務内でも敬遠されることになった｡す

なわも,研究開発費等の資本化が会計実務でも用いられなくなったのである｡図

表 5-7は､1964年から 1999年までの東証一部上場企業の試験研究費および開発

費の繰延状況について日経 NEEDS財務データに基づいて示したものである461｡

図表5-7資本化企業の比率

%

%

%

%

0

0

0

0

5

0

5

0

1■H

r_

ー ｣

461本図表の作成にあたっては､神戸大学大学院博士後期課程の松本氏の助言を頂い
た｡松本氏には､この場を借 りてお礼申し上げる｡また､ありうべき誤謬は､筆者
に帰するものである｡
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図表 5-7か らわかるように､資本化企業は､1970年代後半から減少する一方で

ある｡これは､『商法』が担保能力のない繰延資産に研究開発費を位置づけること

によって生じたと考えられる｡また､倒産企業が繰延資産を利用 して利益操作を

行っていたことも関連 しているであろう462｡その結果として､繰延資産は､担保

能力のない資産の象徴あるいは会計的裁量行動の象徴と位置づけられることにな

り､会計実務からも敬遠されることになったのである｡

以上のように､経済統制法的な研究開発費会計は､『商法』や 『企業会計原則』

の改正とともに徐々に崩壊 し始める｡そして､会計基準の国際化が経済統制法的

な研究開発費会計をはば完全に崩壊させてしまう｡すなわち､日本は､レジェン

ド問題463などに象徴されるように､日本の会計基準が国際的に通用 しないことを

痛感することにな り､会計基準を国際化せざる得なくなった464｡それゆえに､1998

年 3月 13日に 『連結キャッシュ ･フロー計算書に関する意見書』や 『中間連結財

務諸表に関する意見書』などとともに､『研究開発費等に係わる会計基準』が公表

されることになったのである｡

では､日本は､なぜ会計基準の国際化に際してアメリカ流の即時全額費用化を

選択 したのであろうか｡ここで注目すべきは､会計基準の国際的調和化とそれに

付随する会計基準の対立である｡実は､研究開発費会計は､国際会計基準とアメ

リカ基準で会計処理が異な り､相違点の一つであった｡そこで､日本は,会計基

準の国際的承認を得るために､国際会計基準より厳 しく単純なアメリカの研究開

発費会計に同化 したのである｡

したがって､経済統制法的な研究開発費会計は､日本の会計基準が国際的に通

用することをアピールするために崩壊 したといえる｡それゆえに､『研究開発会計

等に係わる会計基準』は､国際的承認を得るためのスケープ ･ゴー トとして利用

462 須田 ･乙政 ･浅野 【2003】3-4頁｡1980-2001年(会社更生法等申請日)の倒産企業が
コントロール ･サンプルよりも繰延資産を用いた利益増加型会計手続きを採用する
ことを証明している｡

463 レジェンド問題とは､1999年 3月期決算から ｢この財務諸表は､日本で一般に認

められた会計基準と監査基準に準拠して作成されており､日本の会計基準に通じた

利用者向けである｣という条件を日本企業の英文財務諸表に付すことをビッグ ･フ

ァイブから要求されたことである(磯山 [2002】69貢)0
464 日本経済新聞 2001年 8月 8日3面によれば､｢90年代半ばから海外勢は､日本の

会計基準を疑いの日でみるようになった｣と記載されている｡この点が日本の会計

制度に変化をさせる要因になっている｡
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されたともいえよう｡これを証明するかのように､『商法施行規則』は､いまだに

研究開発費の資産計上を認めているoすなわち､『研究開発会計等に係わる会計基

準』は､国際的承認を得るためだけに策定された会計基準だと考えられるのであ

る｡

第四節 日本 の研 究 開発 費会 計 の経路依 存

以上のように,日本の研究開発費会計は､戦時中の総力体制の中で誕生し､そ

の影響が戦後にまで及んだが､『商法』や国際的調和化の中で改定を迫られること

になった｡したがって､日本の研究開発費会計は､戦時中の影響が払拭されてい

く過程として描 くことができるであろう｡本節は､こうした日本の研究開発費会

計の状況を整理 して､日本の研究開発費会計の経路依存を導き出す｡

まず､イデオロギー的インセンティブについて考えよう｡第一に､経済統制法

的な研究開発費会計は､企画院や陸海軍の介入によって人為的に作 られた諸制度

であった｡政府は､契約価格の上昇を無視してでも航空機開発を推奨するために､

あるいは協力工場を育成して ｢親子の結合関係｣を強化するために､試験研究費

や開発費の無形資産計上を規定した｡このように､日本の研究開発費会計は､政

府が戦争遂行のための諸制度として考えたことによって誕生することになった｡

第二に､1998年の 『研究開発費等に係わる会計基準』は､国際的承認を得るた

めに利用されることになった｡これは､国際的承認の必要性と研究開発費会計が

イデオロギー的に結び付けられしまった結果だといえる｡ 日本は､研究開発費会

計をスケープ ･ゴー トにすることで国際的承認を得ようとした｡したがって､研

究開発費会計は､国際的承認を得るための手段として結びつ られてしまったいえ

よう｡

次に､経済的インセンティブについて考えよう｡第一に､戦時下の航空機産業

は､研究開発費を無形資産計上することで契約価格を上昇させることができた｡

また､航空機産業は､無形資産計上によって軍の性能要求に適合させるためにか

かった巨額費用を分散させることもできた｡したがって､航空機産業は､政府よ

り与えられた経済的インセンティブに基づき行動していたことになる｡また､研

究開発費の資本化は､戦後になっても巨額費用の分散のために利用されることに

なったのである｡
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第二に､1940年体制によ り誕生したメインバンク制は､貸借対照表上の研究開

発費を担保能力のなきものとして扱 うことを要求する｡すなわち､『商法』は､研

究開発費を担保能力のない繰延資産 として開示し､配当制限を加えることを要求

する｡ これは､銀行 と企業間の債務契約のエンジェンシー ･コス トを削減 しよう

とするものであることは明確であろう｡また､会計実務は､債務契約や税金に関

わるエンジェンシー ･コス トを削減するために研究開発費を即時全額費用化 しよ

うとすることになった｡

第三に､『研究開発費等に係わる会計基準』は､SEASN0.2や ssAP13【改訂版]

と同様 に投資家の対応計算 を指向す るインセンティブを企業や投資家に与える

465｡すなわち､企業は､会計的裁量行動をしていないことを証明 した上で定義に

従って研究開発支出を開示する｡投資家は､企業が会計的裁量行動 していないこ

とを認識 した上で､研究開発支出情報を基づいて研究開発費と将来便益を対応さ

せて企業を評価する｡ しか しなが ら､ 日本の場合､会計基準が設定されてまもな

いので､このイ ンセンティブが有効に作用 しているかどうか不明である｡

以上のように､日本の研究開発費会計では､イデオロギー的インセ ンティブと

経済的インセンティブが作用 していたと考えられる.では､日本の研究開発費会

計の経路依存とは､どのように理解することができるであろうか466｡我々は､戦

時中の企画院や陸海軍による総力戦体制が 日本の研究開発費会計に経路依存をも

た らしたと考える｡その結果､経済統制法的な研究開発費会計は､最近に至るま

で会計基準として残存することになった｡

ここで､日本の研究開発費会計の経路依存をアメリカやイギ リスと比較すると､

政府がアメリカやイギ リスよりも直接的に政策決定に関わっていることに気づく｡

また､支配的なイデオロギーという観点か らみれば､ 日本は､支配的なイデオロ

ギーがアメリカやイギ リスよりも直接的に会計基準設定に現れている｡これは､

日本政府や陸海軍が直接的に会計基準を設定 していることに起因していると考え

465すなわち､企業は､会計的裁量行動をしていないことを証明した上で定義に従っ

て研究開発支出を開示する｡投資家は､企業が会計的裁量行動していないことを認

識した上で､研究開発支出情報を基づいて研究開発費と将来便益を対応させて企業

を評価する(第三章結論部を参照せよ)0
466我々は､イデオロギー的インセンティブが各国の研究開発費会計の経路に影響を

与える側面を経路依存と理解してきた｡
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られる｡このように､アメリカとイギリスと日本では､企業と政府の関係が異な

ってお り､それが会計基準の歴史的経路に決定的な違いを生じさせている｡

ただし､『研究開発費等に係わる会計基準』が指向する企業と投資家の関係は､

アメリカやイギリス同様に､投資家の対応計算を指向している｡こうした会計基

準のインセンティブが日本で有効に作用するかどうかは､当該会計基準が国際的

承認という役割を離れたときに実際に作用するかどうかにかかっているであろう｡

補節 経済統制法的会計観

本節は､1940年体制下における会計基準の特徴について述べ､現代との共通点

を挙げる｡我々が補節を加えたのは､研究開発費会計を通 じて考察 した 1940年体

制下の会計観が現在の会計観に影響を与えていると考えられるからである｡そこ

で､我々は､1940年体制下の会計観を経済統制法的会計観と名づけ,具体例をい

くつか提示する｡

まず､現在の会計観に関わる例をあげて､これを戦中の会計観と比較 してみよ

う｡1998年の ｢土地再評価法｣や銀行の有価証券に対する ｢低価法と原価法の選

択適用｣は､橋本内閣の下で金融システム安定化を目的のために実施されること

になった｡その詳細について省略するが467､こうした施策は､貸 し渋 りの解消を

目的す る と ともに,銀行 が国際業 務 の国際決済 銀行(BankofInternational

settlement:BIS)規制である自己資本比率 8%を超えるために行われた｡また､多く

の会計士は､会計士の行動が実体経済に影響を与えてはいけないという基本姿勢

を持ち､監査意見ではどんど不適正意見が出す ことがなかった468｡

このような会計観は､戦時中の経済統制法と通 じるものがある｡戦時中の経済

統制法による会計諸規定は､珠価安定策や利益の確保を目的としたものであった｡

たとえば､『会社所有株式評価臨時措置令469』や 『会社経理特別措置令470』など

467 ｢土地再評価法｣の詳細については､たとえば､辻川 [2001a;2001b]等を参照せ
よ｡

468 磯LLJl2002]p.46｡また､山地 ･鈴木 .梶原 ･松本[1994]は､監査人が企業集団に取
り込まれることや監査人が証券取引法監査と商法監査の一元化によって一号限定を

出しにくくなって二号限定に集中することを指摘している｡

469 同令は 『商法』が取引所の相場ある有価証券の評価につき決算期前一ケ月間の平

均価格を限度とするのに対し､右の価額如何に拘わらず､会社の所有する株式の評

価に関しては､前事業年度から引続き所有する株式については前期帳簿価額を､ま
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である｡

『会社所有株式評価臨時措置令』は､商法規定によれば評価損を計上しなけれ

ばな らない場合に株価安定策 として取得原価 を採用できることを規定 したもので

ある471｡『会社経理特別措置令』は､戦時災害や戦時経済政策によって業績が悪

化 した場合に､戦時特殊損害保険 ･租税免除 ･軍需会社法による損失補償等によ

る損失補償等の実質的な救済によってもなお救済できないとき､企業内部におけ

る経理の操作によって可及的に利益を捻出して利益の確保､株価の維持を図 り､

以て経済界の影響を可及的に防止 しようするものである472｡

『会社所有株式評価臨時措置令』は､現在の ｢原価法 と低価法の選択適用｣ と

考え方も手段もまった く同じであり､『会社経理特別措置令』は､監査人が実体経

済への影響か ら不適正意見を出さないことと共通 している. したがって､経済統

制法の会計は､上記の施策 とまった く考え方が同じであるとわかる｡注 目すべき

特徴は､会計が経済政策や実体経済に対 して奉仕 しなければな らないことである｡

したがって､経済統制的会計観とは､｢企業会計は､国家の経済政策上の道具であ

り､国家の施策に反する行動をとってはいけない｣という支配的なイデオロギー

であるといえよう｡

経済統制法的な研究開発費会計は､会計基準の国際的承認のために改正された

が､国際的承認を得なければ実体経済に影響するか らという懸念か ら改正された

とも考えられる｡それゆえ､研究開発費等の規定は改正されたが､その根本的な

考え方は､経済統制法的会計観そのものなのかもしれない｡

このように､ 日本は､このような戦時中のイデオロギーにいまだに大きく制約

た､当該事業年度において取得し引続き所有する株式については取得原価を以て評

価しうることを認めた(鈴木 【1958a】128貢)0
470 本令は戦時災害により損失を生じた会社および主務大臣指定の会社に対し､『商

法』その他の法令による一般的制限のあるものを緩和撤廃したものであって､上述

の会社が主務大臣の許可を受けるときは､営業固定資産につき 『商法』第二百八十
五条の規定に拘わらず時価を超えざる価額を附すること､換言すれば評価益の計上

を許容し､また､他の法令所定の準備金の引き下げ､準備金の積み立てをなさず､

また準備金を使用することを許容し､さらに､戦時災害等による損失については一

時貸借対照表の資産の部に計上することを認めるとともに､一定期間にその償却を

なすべきことを定め､なお､かかる会社には 『会社固定資産償却規則』による償却

義務を免除したのである(鈴木 [1958a】128-129頁)｡

471鈴木 【1958a]129頁0

472鈴木 [1958a】129-130頁｡
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されているである｡

181



第六章 アメリカのソフトウェア会計

第一節 はじめに

アメリカは､初めてソフトウェア会計473にかかわる会計基準を確立した国であ

る｡アメリカのソフ トウェア会計は､当初､研究開発費会計と同様のものと考え

られてお り､財務会計基準書第 2号(StatementofFinancialAccountingStandards

No.2:SFASNo.2)によって規定されていた｡しかし､アメリカのソフトウェア会計

は､徐々に研究開発費会計から独立 していくことになる｡我々は､ソフ トウェア

会計が研究開発費会計とともに規定されていたために､ソフトウェア会計が研究

開発費会計から影響を受けているのではないとか考えている｡本章は､研究開発

費会計の制約とその離脱という観点か らソフ トウェア会計について考える｡

ここで､簡単にアメリカの会計基準の経路を示せば次のとお りである｡まず､

1974年の SFASN0.2は､販売用自社開発コンピューター ･ソフ トウェア原価(ソ

フトウェア原価)について唆味な規定を設けたために､ソフ トウェア原価が一般的

には費用化されるが､例外的には資本化されるという状態になった｡そ こで､1985

年の財務会計基準書第 86号(StatementofFinancialAccountingStandardsNo.86:

sFASNo.86)は､ソフトウェア原価を研究開発費と製造原価に峻別する規定をおき､

前者を費用化 し､後者を資本化するように規定した｡このように､アメリカのソ

フトウェア会計は､ソフトウェア原価の定義が争点となっているのである｡

そこで､我々は､以上のような特徴のあるアメリカのソフ トウェア会計を考察

し､アメリカのソフ トウェア会計の経路依存について考えたいと思う｡第二節は､

アメリカのソフトウェア会計の詳細な説明をおこなう｡第三節は､アメリカのソ

フ トウェア会計を取 り巻く状況について､三つの会計思考(①ソフ トウェア原価=

研究開発費=資本化､② ソフ トウェア原価=研究開発費=費用化､③ソフ トウェア

原価=製造原価=資本化)の形成および sFASNo.86設定過程に分けて考察を加えて

いく｡第四節は､第三節の状況に基づいてアメリカのソフ トウェア会計の経路依

存を明らかにする｡

473 ここでいうソフトウェア会計とは､販売用自社開発コンピューター ･ソフトウェ

ア原価に関する会計処理を意味している｡
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第二節 アメ リカ の ソフ トウェア会 計 の会 計基 準

アメリカのソフ トウェア会計を規定する会計基準には､使用目的(社内利用 ･販

売 ･リース用など)､ソフ トウェアの取得経路(自社開発 ･購入)､会計上の認識対

象(費用認識 ･収益認識)などでいくつか種類の会計基準が存在 している474｡本章

は､このうち販売用自社開発コンピューター ･ソフトウェア原価(以下､ソフトウ

エア原価 と略す)に関するものである｡当該ソフトウェア原価は､以下の公開文書

によって規定されている｡

図表6-1アメリカの販売用自社開発ソフトウェア会計に関わる公開文書
年度 設定団体 基準書

1969年 内国歳入庁(ⅠRS) 内国歳入庁歳入手続69-21(Rev.Proc.69-21)
([ntemaIRevenueService)

1974年 財務会f+基準書経会(FASB) 財務会計基準書第2号 (SFASNo_2)
(FinanciaIAccountingStandardsBoard) (StaternentOfFlnancialAccountingStandardsNo.2)

1975年 財務会計基準春雄会(FASB) FASB解釈暮第6号(FⅠNNo_6)
(FinanciafAGGOUntingStandardsBoard) (FASBFinanciaIⅠnterpretationNo.6)

1979年 財務会計基準幸雄会(FASB) FASB適用指針第79-2号(FTBNo.79-2)
(FinanciaIAccountingStandardsBoard) (FASBTechnicalBulletin79-2)

1983年 証券取引委員会(SEC) 財務報告通牒第12号(FRRNo.12)(FinanciaIReportingReleaseNo.12)(SecurltiesandEXchangeC〇mmittee)

アメリカ公旺全書十士協会(NCPA) 問題提起暮

(ⅠssuePaper)

1984年 財務会計基準書謙会(FASB) 公開草案

(FinanciaIAcGOuntingStandardsBoard) (ExposureDraft)

1985年 財務会書十基準手放会(FASB) 財務会計基準暮第86号(SFASNo.86)
(FinancialAccOuntingStandardsBoard) (Staternent○fRnanciarAcc○untingStandardsNo.86)

これ らの会計基準を取 り扱うに際して留意 しなければならない点は､1984年以

前の公開文書がソフ トウェア開発過程を明示的に意識 して作成されていないこと

である｡ソフ トウェア開発過程には様々な形態が存在 しているが475､ここでは､

システム調査 ･分析-基本設計-詳細設計476-コーディング477-テス ト478-保守

474 ソフトウェア収益認識については､AICPAより意見書第 91-1(StatementofPosition

No.91-1)及び意見書第 97-2(StatementofPositionNo.97-2)が公表されているoまた､

社内利用ソフトウェアについては､意見書第 98-1(StatementofPositionNo.98-1)が公
表されている｡

475 開発過程の段階分けについては､太田昭和監査法人 ･ビジネス ･プレイン太田昭

和編 【1987】36頁を参照せよ｡
476 ｢コンピューター ･ソフトウェア製品の詳細設計であり､製品機能 ･特色及び技

術的要求をもっとも詳細かつ論理的な様式にし､コーディングの準備となるもの

(FASBl1985a]Paragraph52)o｣
477｢詳細プログラム設計において規定されている要求を実行するためにコンピュー

ター言語で詳細命令を生成すること(FASB【1985a】Paragraph52)｡｣
478 ｢コーディングされたコンピューター ･ソフトウェア製品が､製品設計において

述べられている機能 ･特色及び技術的性能要求に適合するかどうかを判定するため

183



479という段階で示 しておく4800 1984年以降の公開文書では､こうしたソフトウェ

ア開発過程を明示的に意識 して作成されることになる｡

本章では､この留意点を踏まえた上で研究対象となる上記の公開文書について

概説していくことにする｡

第-項 内国歳入庁の内国歳入庁歳入手続 69-21

ソフトウェア会計がアメリカにおいて最初の基準として発表されたのは､内国

歳入庁(InternalRevenueService:IRS)が 1969年に連邦所得税申告に関わって公表

した内国歳入庁歳入手続 69-21(RevenueProcedure69-21:Rev.Proc.69-21)であっ

た｡この指針では､次のようにソフ トウェア開発費を規定 していた｡

｢ソフトウェア開発費は､多くの面で 1954年制定の内国歳入法第 174条に該当する試験

研究費と非常によく似ているので､ソフトウェア開発費について､試験研究費と類似した

会計処理を行ってよい481｡｣

このように､IRSは､ソフトウェア開発費が試験研究費と類似すると考えたの

である｡試験研究費に関する規定､内国歳入法(lnternalRevenueCode:IRC)第 174

条に従えば､試験研究費の税務処理には､即時全額費用化あるいは 5年以下の資

本化 ･償却の双方が認められている｡したがって､ソフトウェア開発費の会計処

理も､試験研究費に準 じて費用化 ･資本化が認められた｡

第二項 財務会計基準審議会の財務会計基準書第 2号

他方 ､財務会計上 にお いては､財務会計基準審議会(FinancialAccounting

standardsBoard:FASB)は､研究開発費会計における会計処理の問題に対処するた

に必要な段階を実行すること(FASB【1985a]Paragraph52)｡｣
479 ｢製品が顧客へ一般的に出荷可能となった後､誤謬を訂正し､又は製品を現在の

情報に基づき更新するために実施される活動(FASBl1985a]Paragraph52)o｣

480 桜井編著 【1993】87貢｡このモデルは,ウオーターフォール ･モデルと呼ばれて
いる｡

481Rev.Proc.69-21,CUM.BULL.3033.桜井編著 【1993]34頁｡
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め482､1974年 10月に財務会計基準書第 2号(StatementofFinancialAccounting

standardsNo.2:SEAS No.2) ｢研 究 開 発 費 会 計 (Accounting forResearch and

DevelopmentCosts)｣を発表 した｡sFASN0.2は､ソフ トウェア原価 について次の

よ うな指針 を述べている｡

｢コンピューター ･ソフトウェアは､多種多様な目的のために開発される｡それゆえ､

個々のケースについて､ソフトウェアが開発される活動の性質を第 8_10節の指針に照ら

して判断し､当該ソフトウェア原価がそれに該当するか否かを決定すべきである｡たと

えば､販売のために新奇で高度なコンピューター ･ソフトウェアの能力を開発する活動

は､本基準書でいうところの研究開発活動に該当する483｡｣

sFASN0.2は､研究および開発の定義 とそれ らに該 当す る活動および該 当しな

い活動 を定義する第 8_10節484にしたがって､新奇 の販売用 ソフ トウェア開発活動

が研究開発活動 に該 当す ると規定 している｡ この例示は､ソフ トウェア原価が研

究開発費 に準 じて即時全額費用化すべきという解釈 を促進す るであろう｡ただ し､

SFASN0.2は､ソフ トウェア原価 の中に研究開発 に該 当す る活動 と該 当 しない宿

動があるとも指摘 している. したがって､SFASN0.2のソフ トウェア規定は､明

確ではな く様々な解釈 を可能にす るであろう｡このため､EASBは､FASB解釈書

第 6号 と FASB適用指針第 79-2号 を発表するに至 る｡

第三項 FASB解釈書第 6号 と FASB適用指針第 79-2号

FASBは､SFASN0.2の暖味な定義 に対処するため､1975年 2月に FASB解釈

書第 6号(FASBFinancialInterpretationNo.6:FINNo.6)｢コンピューター ･ソフ ト

482 当時､McDonnellDouglas社や Lockheed社などが巨額の研究開発費を資本化 して
お り､研究開発費の資本化乱用が問題 となったO この点は､第三章を参照せよ0

483FASBl1974a]Paragraph31.桜井編著 [1993]145頁0

484 ｢研究(Research)-新 しい製品やサー ビス､又は新 しい生産方法や技術を開発 した
り､又は既存製品や生産方法に重要な改良を加えるのに役立つところの､新知識の

発見を目的とする計画的な調査又は批判的研究である｡開発(Development)一研究の
成果又はその知識を､新 しい製品や生産方法に関する計画､設計の形又は既存の製

品や生産方法を著 しく改良するための計画又は設計の形に具現化することである｡

ここには､市場調査や市場での実験活動は含まれない(FASBl1974C]Paragraph8;植

野編 [1982】76頁)｣｡
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ウェアへの基準書第 2号の適用(ApplicabilityofFASBStatementNo.2toComputer

software)｣を公表 し､ソフ トウェア原価の解釈を個別に解説 している｡FIN N0.6

は､研究開発費であってもソフ トウェアに代替用途があるかぎり､資本化 しなけ

ればな らないことを明確にし485､ソフ トウェア原価に関する sFASN0.2の解釈を

次のように明らかにしている｡

｢審議会の基準書第 2号に関する意図は､販売または管理活動のために企業で利用する,

工程(p-ocess)の購入 ･開発 ･改善を研究開発活動の定義から除外することにある｡したが

って､その限りにおいて､コンピューター ･ソフ トウェア原価は､販売または管理活動の

ために企業で利用する工程の購入 ･開発 ･改良に含まれ､コンピューター ･ソフ トウェア

原価は､研究開発費ではない486｡｣

FINN0.6は､研究開発費に該当しない活動として､次のようなものあげている｡

｢他方､たとえば､既存製品を改善 した り､製品を特定の要請または顧客のニーズに適

合させるための常規的かつ継続的な努力において発生したプログラミングとテス トの原

価は､研究開発ではない487｡｣

したがって､FIN N0.6は､一部のプログラミング(コーディングに相当)とテス

トの原価は､研究開発費ではないと定義 したのである｡ただし､1979年 12月の

FASB適用指針第 79-2号(FASBTechnicalBulletin79-2:FTBNo.79-2)｢コンピュー

ター ･ソフ トウェア原価(computersoftwareCosts)｣は､研究開発費に該当しない

ソフ トウェア原価 について次のように述べている｡

｢所与のソフ トウェア製品または工程を製造するために発生した総原価は､必ずしも研

究開発費ではない｡しか しながら､ソフ トウェア製造原価が研究開発費ではないという

判断は､将来活動に対する棚卸資産(inventoriable)あるいは繰延資産(deferrable)に該当する

485FASB[1 975】P aragraph 2.
486FASBl1975 ] P aragraph4;桜井編著 【1993 ]146頁｡
487FASB【1975】P ara graph7.
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ことを必ず しも意味 しない｡ こうした判断は､ある状況を取 り巻 く事実および環境すべ

てに応じて行われる488｡｣

このように､FTB No.7 2-2に至るまでのソフ トウェア原価に関する会計基準の

見解は､研究開発費会計を準用するとともに､ソフ トウェア原価の定義および会

計処理に暖味な部分が多いことがわかる｡特に､ソフ トウェア原価がどこまで資

本化可能であるかどうかという問題については唆味な見解 しか示していない｡そ

の結果､AICPAの問題提起書や証券取引委員会のモラトリアムが公表されるとい

う事態に発展し､会計基準の必要性が高まることになる｡

第四項 AICPAの問題提起書と証券取引委員会の FRR,No.12

1980年代になると､アメリカ公認会計士協会(AmericanInstituteofCertificated

publicAccountancy:AICPA)と証券取引委員会(SecuritiesandExchangeCommittee:

SEC)が FASBの唆味な会計基準の解釈を改善する活動を開始することになる｡

まず､AlcpAの専門委員会の活動から取 り上げる｡AICPAのコンピューター ･

ソフトウェアの開発及び販売の会計に関する専門委員会(TaskForceonAccounting

fortheDevelopmentandSaleofComputerSoftware)は､1982年にコンピューター ･

ソフ トウェア及 びサ ー ビス工業協会(Association ofDataProcessing Service

organization:ADAPSO)489がソフトウェア会計に関する公開草案を提案し､その結

果として設立された委員会である4900

この専門委員会は､会計基準常任委員会(AcSEC)とADAPSOと全国会計人協会

(NAA)の合同委員会であり491､1984年 2月に問題提起書(IssuePaper)｢販売 ･リー

ス用ソフ トウェア原価の会計(AccountingforCostsofSoftwareforSaleorLease)｣

をFASBに送付することになる｡この問題提起書では､｢技術的実施可能性492､市

488FASBl1979]Paragraph3.
489ADAPSOは､1991年にInformationTechnologyAssociationofAmerica(ITAA)に改名

されている｡

490Morris,ed.【2001】pp.2-3.
491Mor-is,ed.【2001]pp.2-3.内訳は､会計専門職から3人､ADAPSOから3人､NAA

から1人の合計七人である｡

492｢企業は､製品がその設定仕様に合致するように生産され､その製造原価を信頼

性をもって見積もりうるようになるのに必要なすべての活動を完了していること
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場可能性493､財務可能性494がソフ トウェア開発費を資本化するまでに樹立される

べきである495｣と指摘するとともに､詳細プログラム設計 ･コーディング ･テス

トを資本化すべきであると提唱した｡

次に､sECの活動を取 り上げる｡SECは､FASBのソフ トウェア原価に対する

暖味な見解と拡大する多様な実務に対処するために､1983年 4月 14日にモラト

リアム(SECReleaseNo.33-6476)を発表する｡このモラトリアムは､1983年 8月 8

日に財務報告通牒第 12号(FinancialReportingReleaseNo.12:FRRNo.12) ｢外部者

向 け販 売 ･リー ス用 自社 開発 コ ンピュー ター ･ソフ トウェア原価 の会 計

(AccountingforCostsoflnternallyDevelopingComputerSoftwareforSaleorLeaseto

others)｣として正式に決定されることになる｡

FRRNo.12は､1983年 4月 14日からFASBがソフ トウェア会計に明確な指針を

示すまでの間､新たなソフトウェア原価の資本化採用を禁止するものである｡そ

れと同時に､FRR No.12は､1983年 4月 14日以前に資本化を採用していた企業

に対 して､ソフ トウェア開発費の当期純資本化額を開示しなければならないこと

を要求する｡このようにして､FASB による会計基準の設定が急務とされること

になったのである｡

第五項 公開草案と財務会計基準書第 86号

FASBは､以上のような sECや AICPAの専門委員会の反応を受けて 1984年 8

月に公開草案(exposuredraft)｢販売 ･リース ･その他市販目的のコンピューター ･

ソフ トウェア原価の会計(AccountingfortheCostsofComputerSoftwaretoBeSold,

Lease,orOtherwiseMarketed)｣を公表するO公開草案は､ソフ トウェア原価のう

ち研究開発に該当する活動と研究開発に該当しない活動を区別するに際して､次

(FASBl1984]Paragraph7;桜井編著 [1993]148頁)O｣
493 ｢企業は､当該製品市場の範囲および期待される耐用年数を示唆する市場分析を

完了することによって､コンピューター ･ソフトウェア製品市場があることを確認

していること(FASB[1984]Paragraph7;桜井編著 【1993】148東)｡｣
494 ｢企業は当該製品から得られる期待収益を評価し､①かつて資本化した原価と報

告期間に資本化すべき原価の合計額が､②ソフトウェアを生産､販売および維持す

るための見積残存原価を見積将来収益から差し引いた額を下回ることを確認する

こと(FASBl1984】Paragraph7;桜井編著 [1993]148貞)｡｣
495 Morris,ed.【2001】pp.2-4.
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のような指針を明 らかにする｡

｢計画､設計(製品設計および詳細設計の両方を含む)および販売･リースなど市販目的の

コンピューター ･ソフトウェア製品の技術的実施可能性を樹立するためのすべての原価

は､研究開発費である｡これらは､FASB基準書 『研究開発費会計』で要求しているよう

に､発生時に費用化しなければならない4960｣

他方､研究開発費に該 当しない活動は.次のような処理を要求 している｡

｢回収可能性を樹立した後に発生した研究開発費以外の製品マスター製造のための原価

は､資本化しなければならない｡これらの原価には､コーディングとテストが含まれる｡

これらの原価の回収可能性が樹立されなければ､発生時に費用化しなければならない

497｡｣

以上の文言か ら明 らかなように､公開草案は,詳細 プログラムを研究開発費と

して認識 し､コーディングとテス トを製造原価 と認識する方向をとっている｡特

に､コーディングとテス トの原価は､回収可能性 を樹立 した後に発生 した原価 に

含 まれると規定 している点が重要であろう｡ ここでいう回収可能性 とは､四つの

要件､つま り技術的実施可能性､市場可能性､財務的可能性､経営者の支持498を

すべて満たす ときに樹立されることになる｡ この四つの回収可能性が樹立された

時､ソフ トウェアの製品マスター499は､製造原価 として処理 しなければな らない

ことになる｡

ここで注 目すべきことは､回収可能性の四つ要件が sFASN0.2で提案された開

496 FASIi[1984】Paragraph5;桜井編著 [1993]147頁｡

497 FASB[1984】Paragraph6;桜井編著 [1993】147頁｡
498 ｢企業は製品を生産し販売するのに必要な資源を獲得 したか､または獲得できて

しかも経営者がそれに支持を与えていること(FASB[19841Paragraph7;桜井編著

【1993]148頁)｡｣
499 製品マスターは､｢販売 ･リースなど市販目的のソフ トウェア製品､書籍および教

育資材の複製可能な完成されたバージョン｣と定義されている(FASBl1985a]

Paragraph52)0
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党費の選択 的資本化要件 と酷似 して いる ことで ある5000 したが って､FASB 公 開

草案 は､研究 開発費会計 を準用 しつつ､ コーデ ィング とテス トの資本化 を強制 し

たので ある｡

しか しなが ら､1985年 8月に公表 された財務会計基準書第 86号(Statementof

FinancialAccountingStandardsNo.86:SFASNo.86) ｢販売 ･リース ･その他市販 目

的 の コ ン ピ ュー タ ー ･ソ フ トウ ェ ア原 価 の 会 計 (AccountingfortheCostsof

computersoftwaretoBesold,Lease,orotherwiseMarketed)｣では､回収可能性 の要

件 を放棄 し､技術的実施可能性 の要件 を拡充す る ことによ り資本化要件が決定 さ

れ る ことにな った｡ この技術的実施可能性 の要件 は､以下の通 りで ある｡

｢本基準書の目的にとってコンピューター ･ソフトウェア製品の技術的実施可能性は､

機能､特徴および技術的性能要求を含む製品仕様に適合するように､製品の製作が可能

であるということを確定するために必要なすべての計画､設計.コーディングおよびテ

スト活動を企業が完了した時点において確定される｡技術的実施可能性が確定された証

拠として､企業は少なくとも以下の(a)または(b)のいずれかの活動を行っていなければな

らない｡

a.コンピューター ･ソフトウェア製品の製作過程が､詳細プログラム設計を含む場合

には､

(1)製品設計､及び詳細プログラム設計が完了し､企業が当該製品を製作するために

必要な技能､ハー ドウェア及びソフトウェア技術が利用可能であることを確定して

いること｡

(2)詳細プログラム設計の完了及び製品設計との首尾一貫性が､詳細プログラム設計

の文書化と､製品仕様への跡づけによって確認されていること｡

(3)詳細プログラム設計が､リスクの高い開発上の問題点(例えば､新奇でユニーク

な立証されていない機能または特色及び技術革新)に関して検閲され､明示された

リスクの高い開発上の問題点に関連するいかなる不確実性も､コーディング及びテ

500sFASN0.2で提案 された選択的資本化は､a.製品 と工程の定義､b.技術的実現可能

性､C.市場性/有用性､d.経済的実現可能性､e.経営者の行動､∫.純利益比較の歪曲で

ある(FASB[19741Paragraph53)｡ このうち･ソフ トウェア会計の公開草案 には､a.
とf.以外が含 まれていることになる｡
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ストを通して解決されていること｡

b.コンピューター ･ソフトウェア製品の製作過程が､上記(a)に規定されている側面を

持つ詳細プログラム設計を含まない場合には､

(1)ソフトウェア製品の製品設計及びワーキング ･モデルが完了していること

(2)ワーキング ･モデルが完了し製品設計との一貫性がテストによって確認されてい

ること501｡｣

上記か ら明 らかなよ うに､技術的実施可能性が樹立 した ことを証明された製品

マスターは､製造原価 として処理 されることになる502｡ ここで公開草案 と比較 し

て注 目すべき点が三つある｡

第一点は､sFASNo.86が ソフ トウェア原価の資本化要件 に具体的な規準を採用

している点である｡第二点 は､技術的実施可能性の証明が最 も早期で ｢詳細 プロ

クラム設計の完 了｣ と ｢ワーキ ング ･モデル503の完了｣ という ｢二重規準｣ にな

っている点である｡第三点は､コーデ ィングとテス トが技術的実施可能性 を樹立

するためにも必要な活動 になっている点である｡

FASB は､公開草案か らの変更理 由について ｢当該基準が主観的であ り､提案

基準の任意適用 を実質的に認めることになる｣ ことが指摘 された と明 らかにして

いる504.この結果､sFASNo.86は､ソフ トウェア原価 の会計処理 を技術的実施可

能性で判断す る ことになったのである｡

以上のように､技術的実施可能性が確定 された後 にお こなわれたコーディング

とテス トは､製品マスターの製造原価 として資本化 を強制 されることになったの

である505｡したがって､SFASNo.86は､一部のコーディングとテス トの原価 につ

いて､公開草案 と同 じく製造原価 としての資本化 を強制 して いるのである｡

501FASBl1985】Paragraph4;桜井編著 [1993]150頁0
502 FASBl1985]Paragraph5.
503 ｢コンピューター ･ソフ トウェア製品の作業バージョンであ り､最終的に市場に

出される製品のソフ トウェア言語で完成され､当該製品に対 して計画されたすべて

の主要な機能を実行 し､かつ､第一次的な顧客のテス トに合 うように整備されてい

る(FASBl1985a]Paragraph52)D｣
504 FASB[1985】Paragraph85.
505 FASBl1985]Paragraph6.
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第六項 ソフ トウェア会計と三つの会計思考

以上の展開が現在までのアメリカの販売用自社開発コンピューター ･ソフトウ

エア(ソフトウェア原価)の会計基準の変遷である｡この変遷は､基本的にソフト

ウェア原価の定義に関わる問題であり､マクロ的な問題とミクロ的な問題に分け

ることができる｡まず､マクロ的な問題として､次のような会計思考の変遷が存

在していると推定できるであろう｡

① ソフトウェア原価=研究開発費=資本化という会計思考の形成(内国歳入庁

歳入手続 66-21)｡

② ソフ トウェア原価-研究開発費=費用化という会計思考の形成(SFASNo.2)｡

③ ソフ トウェア原価=製造原価=資本化 という会計思考の形成(FIN No.6､

FTBNo.79-2､AICPA問題提起書､公開草案､sFASNo.86).

これ らの会計思考の中で注目すべきは､(卦か ら③への変遷である｡すなわち､

ソフ トウェア原価は､｢研究開発費｣あるいは ｢製造原価｣のどちらであるのかと

いう争いがある｡この間題は､ソフ トウェア原価の会計処理に直結する｡すなわ

ち､ソフ トウェア原価が研究開発費であれば､SFASN0.2に従ってソフトウェア

原価を即時全額費用化 しなければならない｡逆に､ソフ トウェア原価が製造原価

であれば､ソフ トウェア原価を資本化 しなければならない｡このように､ソフト

ウェア原価に関わる定義問題がソフ トウェア原価の会計処理を規定することにな

る｡

次に､ミクロ的な問題 としては､研究開発費と製造原価の線引きがある｡それ

は､ソフ トウェア原価のうち､どの原価が資本化可能であるかという問題である｡

この点について､AICPAの問題提起書･公開草案･sFASNo.86では見解が異なる｡

すなわち､詳細プログラム設計とコーディングとテス トに関する見解である｡こ

の点を整理すれば次の通 りになる｡

192



図表6-2各公開文書の資本化可能な原価
詳細プログラム設計 コーディングとテスト

問題提起書 資本化 資本化
公開草案 費用化 資本化

SFASNo.86 費用化 技術的実施可能性の確定以前=費用化技術的実施可能性の確定以後=資本化
ワーキング.モデルの完了以前=費用化
ワーキング.モデルの完了以後=資本化

では､上記のような会計思考の変遷がなぜ起きてしまったのだろうか｡会計基

準書の内容では,技術的実施可能性あるいは回収可能性などの会計理論に沿って､

ソフトウェア原価の会計処理が規定されている｡しかし､当該公開文書の会計理

論だけでは､ソフトウェア原価の会計思考の変遷を理解することは不可能であろ

う｡

我々は､アメリカのソフトウェア会計の歴史的経路を検討するために､アメリ

カのソフトウェア会計をめぐる状況を見極めなければならない｡我々は､当該歴

史的状況を分析した結果､ソフトウェア会計が研究開発費会計の影響を制約条件

として展開してきた可能性がある｡そこで､ソフトウェア会計は､第三章のアメ

リカの研究開発費会計の経路依存にも制約されていることについても検討する｡

第三節 アメ リカの ソフ トウェア会 計 をめ ぐる状況

本節は､ソフトウェア原価の会計基準をめぐる状況を考察する｡そこで､我々

は､次のとおりに本節を構成する｡まず､第一項､第二項および第三項において

三つの会計思考の形成について歴史事象に関連づけて考察する｡次に､第四項に

おいては､SFASNo.86の設定過程を分析し､三つの会計思考がどのようにsFAS

No.86に影響したかを考察する｡

第一項 ソフトウェア原価=研究開発費=資本化という会計思考の形成

本項では､ソフトウェア産業の誕生とそれに関わる内国歳入庁(IRS)の対応につ

いて考察し､①ソフトウェア原価=研究開発費=資本化という会計思考の形成の起

源について検討する｡

まず､ソフトウェア産業の誕生について明らかにしよう｡1969年 6月以前にお

いては､ソフトウェア市場というものがほとんど存在せず､したがってソフトウ
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ェア産業 というものもほとんど存在 しなかった｡当時のアメリカでは､少数のハ

ー ドウェア ･メーカーがハー ドウェアとソフ トウェアで抱き合わせ(bundling)で販

売 していた506｡このため､ソフ トウェアがハー ドウェアの一部 として考え られる

とともに､ソフ トウェアの帰属部分に販売価格が存在 しなかった507｡したがって､

ソフ トウェアは､ハー ドウェアの付属品として販売されると共に､会計上もハー

ドウェアの付属品 として処理されていたO

しか しなが ら､IBM 社は､1969年 6月にハー ドウェア価格か らソフ トウェア価

格を分離させる政策(分離価格政策)を実施する｡IBM の分離価格政策は､ソフ ト

ウェア市場 とソフ トウェア産業を拡大させることになった｡そ こで､ソフ トウェ

ア会計の会計基準 を誕生させる起源 となった IBM 社の分離価格政策 について明

らかにしてお こう｡

IBM 社の分離価格政策は､新聞紙上で IBM 社の市場支配に対する反 トラス ト圧

力に起因すると伝え られた5080 たとえば､TheWallStreetJournal紙は､IBM 社が

分離価格政策 を採用 した背景を次のように報 じていた｡

｢IBMの実務は,コンピューター導入の20年間以上にわたって､別料金なしで情報処理

設備と様々なサービスを抱き合わせ(bundling)にするものであったO-･*略- この実務

は､IBMの 12月 6日の発表【ソフトウェアの分離価格政策】後､すぐに司法省と競合企業

四社が IBM に対して提訴した反トラスト民事訴訟の主要問題の一つであった｡一部の競

合企業は､こうした ｢無料｣サービスと呼ばれるものが同サービス市場における競合企

業の事業を妨げ､コンピューター利用者に必要のないサービスに代金を支払うように義

務づけてきた点を強調する509O｣

当時､連邦政府は､IBM 社の抱き合わせ販売(bundling)が市場への参入障壁を構

成 していると主張 してお り､これが 1969年 1月よ り始 まった U.S.V.IBM の争点

506 Martinl1974]p.119.主な企業は､IBM社,Honeywell社,SperryRand社,Burroughs

社,controlData社,NationalCashRegister(NCR)社,XeroxDataSystem社,Digital

Equipment社である0

507 McGee,ed.【1985a】p.V .

508 Ma,tinl1974]p.126;TheSoftwareExplosion,BusinessAutomation1968,Vol.15,No.9,Martinl1974]p.126;TheSoftwareExplosion,BusinessAutomation1968,Vol.15,No.9,
27.当時の IBM社は､約 70%の市場シェアを占有していた｡

TheWallStreetJournal,June24,1969,p.38.
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一つであった510｡このため､IBM 社は､連邦政府や同業者の反 トラス ト圧力に対

処するため､ハー ドウェアか らソフ トウェア価格の分離することになった511｡た

だし､IBM の分離価格政策に関しては､反 トラス ト圧力ではないという見解も主

張されている512｡いずれにあるにせよ､IBM の分離価格政策は､ソフトウェア産

業を誕生させることとな り513､ソフトウェア産業は､ハー ドウェア ･ユーザー向

けにソフ トウェアを販売するようになったのである｡

IBM 社の分離価格政策 とソフ トウェア市場の拡大に伴って､IRSは､ソフトウ

ェア原価に対する税務手続きに対処する必要性が生じた｡そ こで､IRS は､Rev.

proc.69-21を発表 し､ソフトウェアの連邦所得税上の税務指針を明らかにする｡

では､IRSの Rev.Proc.69-21は､どのような背景において形成されたのであろう

か｡

Martin【1974】は､IRSの Rev.Proc.69-21の形成について次のような見解を示し

ている｡彼によれば､Rev.Proc.69-21は､｢IRS当局がソフ トウェア原価の不適切

な税務処理に注目し､ソフトウェア原価を処理する指針を要請されていた｣点に

対応するものであった514｡ こうした問題が最 も大きかったのは､コンピュータ

ー ･システムが集中していた､ニューヨーク市の展開であった515｡ニューヨーク

の IRS州事務所(nationaloffice)は､1969年 1月に ｢ソフトウェア資本化に関する

メモランダム(MemorandumreCapitalizationofSoJTtware)｣を発表し､この中で ｢一

年以上の耐用年数のあるソフトウェアあるいはプログラムは､その有用期間にわ

たって償却 しなければならない無形資産である｣と述べている516｡

510Fisher,McKieandMancke【1983]p.204.
511 ｢IBM社は､反 トラス ト訴訟が提訴される前に別売(unbundling)についての研究報
告で次のように述べた｡『今日発表した拡大的な変更は､同業者と政府からの告訴

その他を考慮したものである』とIBM社は､昨日述べた(TheTyallStreetJournaL,June
24,1969,p.38.)D｣

512Fisher,McGowanandGreenwood･od[19831は､
のために起こ(unbundling)が次の二つの理由

IBM社のソフトウェア別売決走

ったと主張している(Fisher,McGowan

andGreenwoodt1983]p.176)｡第-の理由は､IBM社が別料金なしでサービスを提
供することを重圧に感じるようになった点である｡第二の理由は､ソフトウェア料

金とサービス料金の概念がソフトウェア ･ハウスの参入 ･成功で比較的受け入れら
れるようになった点である｡

513computerworld,June19,1989,p･6･
514Martin【1974】p.127.
515Martin[19741p.127.
516Martinl1974]p.127(quotedinMemorandumreCapitalizationofSoftware,January15,
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しかし､ニューヨーク地域のメモランダムは､ソフトウェアを無形資産として

定義をしたものの､その定義が ｢独特の概念｣であったためにソフ トウェアを適

切な税務分類に適合させることが難 しかった517｡そこで､Rev.Proc.69-21は､ソ

フ トウェア開発費が ｢試験研究費｣に類似 している点を指摘 し､試験研究費と同

様の会計処理を認めることで対応 したのである｡その結果､ソフトウェア原価は､

研究開発費として認識されるようになったのである｡

以上のように､IBM社の分離価格政策とソフトウェア市場の拡大の結果 として､

IRSがソフ トウェア開発費を試験研究費(研究開発費)として分類した｡この結果が

(丑ソフ トウェア原価=研究開発費=資本化という会計思考の形成といえよう｡

第二項 ソフ トウェア原価=研究開発費=費用化という会計思考の形成

前項で述べたように､ソフトウェア原価は､研究開発費として認識されるよう

になったのだが､1974年 10月に研究開発費に関する財務会計上の決定が行われ

ることになった｡これが FASBの SFASN0.2である｡SFASN0.2の基準設定では､

ソフ トウェア原価も研究開発費との類似性か ら触れられることになった｡本項で

は､SFASN0.2とソフトウェア原価 との関係をめぐる背景について分析し､(診ソ

フ トウェア原価=研究開発費=費用化 という会計思考の形成の起源について検討

する｡

まず､ソフ トウェア原価に関する SFASNo.2規定の検討に入る前に､sFASN0.2

の背景について簡潔に説明しよう518｡第三章で述べたように､SFASN0.2は､研

究開発費に関わる問題､特に研究開発費の資本化乱用に対処するために､即時全

額費用化を規定することになった｡もう一度振 り返れば､航空機産業が巨額の研

究開発費を資本化するとともに､その後に巨額のライ ト･オフを行うという実務

を行っていた｡このような実務は､特に投資家の研究開発費の資本化に対する認

識を悪化させるに十分なものであった｡したがって､SPASN0.2は,研究開発費

の資本化乱用を防止するために､大多数の実務であった即時全額費用化を会計基

準として採用したのである｡

1969).
517 Martin【19741pp.128-129.
518 sFASN0.2の基準設定については､第三章を参照せよ｡
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このようにして SFASN0.2が設定されるに至るわけであるが､SFASN0.2の基

準設定では､ソフ トウェア原価が研究開発費に含まれるかどうかという点につい

て問題となった519｡たとえば､次のような見解が公開草案の返答でなされていた｡

｢公開草案は,コンピューター ･ソフトウェア原価を含む意図があるかどうか全 く明ら

かではない｡-中略･･･我々は､研究開発費と考えられるべき原価の指針に沿って(inorder

forcosts)､外部者による販売 ･利用を意図した製品 ･サービスの開発 ･改良を研究開発に

関連づけられなければならない点を強調すべきであると提案する(GeneralTelephoneand

ElectronicsCorporation)520｡｣

｢公開草案のいたるところで,コンピューター ･プログラム原価の処理に明瞭性が欠如

している｡Ⅰ'aragraph6の定義とparagraph了の研究開発に含まれる活動の種類は､コンピ

ューター ･ソフトウェアを含むと解釈できるけれども､これは不明確である(ToucheRoss

andCo.)521｡｣

こうした見解に対応するために新設されたのが､sFASN0.2の ParagTaph31であ

る｡paragraph 31の解釈は､多様な解釈を引き出すものであったが､新奇の販売

用ソフトウェア開発活動が研究開発活動に該当すると例示していた.それゆえに､

販売用ソフトウェア原価は､研究開発費に準 じてすべて即時全額費用化しなけれ

ばならないと解釈できたのである｡

ここで重要なことは､ソフトウェア原価の性質が研究開発費の性質と同様に捉

えられてきた以上､ソフ トウェア原価の資本化が研究開発費の資本化と同様に捉

えられるということである｡すなわち､人々は､研究開発費の資本化乱用がソフ

トウェア原価でも生じると考えたのではなかろうか｡その結果､ソフトウェア原

価も研究開発費と同様に即時全額費用化すべきという会計思考を生み出されるこ

とになったのではないだろうかO

以上のように､SFAS N0.2は､研究開発費と同質と考えられてきたソフ トウェ

519FASBl19 74b]Paragraph3 1 "

520FASB[1974b】p.265.

521FASBl1974b]I).553.
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ア原価についても規定することになった｡この結果､②ソフ トウェア原価=研究

開発費=費用化という会計思考が形成されたといえよう｡この会計思考は､特に

投資家側に受け入れ られるとともに､sFASNo.86までの会計実務をはば支配する

ことになる｡

第三項 ソフトウェア原価=製造原価=資本化という会計思考の形成

sFASN0.2は､新奇の販売用ソフトウェア開発活動が研究開発活動に該当する

と例示していた｡その一方で､SEASN0.2は､研究開発費に該当する活動と研究

開発費に該当しない活動がソフ トウェア原価にあると述べた｡ しか しなが ら､

SFASN0.2は､それらを正確に定義 しなかった｡その結果､どのソフトウェア磨

価が研究開発費に該当するのかどうかという問題を生じさせた｡FASB は､この

唆味な定義問題に対処するために､FASB解釈書第 6号(FINNo.6)および FASB適

用指針第 79-2号(FTBNo.79-2)を公表することになった｡本項では､これ らの基準

書の背後にある③ ソフ トウェア原価=製造原価=資本化 という会計思考の形成に

ついて検討する｡

③の会計思考は､SFASN0.2 の唆味な定義に起因して拡大 したと考えられる

が､特殊な会計実務がその背景に存在していたのではないかと考えられる｡我々

は､そのような会計実務として IBM 社の資本化実務を取 り上げることにする522｡

IBM 社は､1983年の年次報告書において過去 5年間のプログラム製品投資 20億

ドルのうち 13億 ドルが未償却であることを明らかにしている企業である523｡

ここで､いくつかの資本化企業の中からIBM 社の実務を取 り上げる理由は､次

のとお りである｡まず､IBM 社は､当時通称 ｢BigBlue524｣と称される大企業で

あり､情報機器産業において圧倒的な市場シェアを占有 していた点である525｡こ

522 その他の代表的な資本化企業としては､InternationalTelephone&Telegraph社(ITT

社)や ManagementScienceAmerica社がある｡

523 Inle.nationalBusinessMachinel1983]AnnualReport,p.29.FASBl1985C]p.181によ
れば､1984年度は､16億 ドルである｡

524 ｢BigBlue｣とは､①IBM のロゴがブルーであること､②営業マンが紺色の背広

姿であること､③ブルー ･チップ(優良株)のうちのブルー(超一流株)であることに

起因している(青木訳 【1987]443頁)｡

525 1983年のIBM社の各市場占有率は以下の通りである｡メインフレーム73%(1位)､

パーソナル ･コンピューター28%(1位)､ソフトウェア 30%(1位)､パーソナル ･コ

ンピューター ･ソフトウェア 10%(1位)である(Computerworld,1984,12,31,p.124)｡
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のため､超優良企業たる IBM 社の資本化実務は､③の会計思考の形成にとって重

要であると考えられる｡

IBM 社の資本化実務は､1969年 6月 23日の分離価格政策に伴う経営実務の変

更にともなって導入されたものである｡この経営実務 とは､｢ライセンス ド･プロ

グラム ･マネジメン ト･サイクル(LicensedProgramManagementCycle)｣と呼ばれ

る ソ フ トウ ェ ア 開発 体 制 で あ り､ 計 画526･ア ー キ テ クチ ャ527･明 細 書

(specifications)528･設計実施529･実施統合530･サポー ト531という六段階に分割され

ている｡

ここで注目すべきは､IBM 社のソフ トウェア開発過程が 1inerprocessとされて

いる点である｡ソフ トウェア開発過程を 1inerprocessとすることは､各段階のコ

ス トを把握できるようにし､研究開発費と製造原価の分岐点を設定することがで

きる｡それは､ソフ トウェア原価のうちの製造原価部分が明確に認識できること

を意味する｡具体的には､IBM 社は､このソフ トウェア開発体制に従って次のよ

うな資本化を採用することになる｡

｢1.プログラム設計のための概念形成および知識変換(translationofknowledge)に発生した

原価は､高度なリスクのある支出であり､期間費用として利益に計上されることになる｡

2.設計以後に発生した原価は,コード･テスト･業績測定 ･修正 ･再テスト･使用可能

なプログラムとしての発売を証明されており､繰り延べられ､プログラムの製品の推定

収益期間にわたって計上する｡繰延費用に関連するリスクは､プログラム製品が適切に

評価されたことを保証するために､進行(on-going)基準で評価される｡

526 ｢ライセンス ･プログラム開発用の技術プランを作成する段階(FASBl1985b]

p.223)｣｡
527 ｢プログラムに開発資金を投入するために初期明細書の定義とプログラム ･プラ

ンの承認を行う段階(FASB【1985b】p.223)｣｡
528 ｢プログラム開発を継続し､アメリカ市場および非アメリカ市場へのマーケテイ

ングにコミットするに十分な適切な機能があるかどうかの合意を得る段階(FASB

【1985b]p.224)o｣
529 ｢プログラム ･コーディングとプログラムの証明テス トを完了させ､発売発表を

行う段階(FASB[1985blp.224)｡｣
530 ｢プログラムと必要テス トを完了させ､プログラムを市場へと発売し､続行プロ

グラムと改良プログラムを再検討する段階(FASB【1985b】p.225)｡｣
531 ｢発売後 6ケ月から1年でプログラムの業績とコス ト計画に適合するかどうかを

再検討する段階(FASB[1985b】p.226)｡｣

199



3.サポート･サービス費用は､発生時に費用化される532｡｣

IBM社は､この資本化実務に基づき､設計実施 ･実施統合段階533で生 じたコー

ディング ･テス トに発生した原価を繰 り延べる方針を採用する｡この結果が(卦の

会計思考を促進させたのではないかと考えられるO特に､IBM 社は､同社の会計

実務が sFASN0.2にも準 じてお り､自社のコーディングとテス トの資本化実務を

次のように正当化 している｡

｢(a)プログラムが明確に定義され､プログラムに帰属するすべての原価が認識できること｡

(b)プログラムを実施するために必要な技術的正当性が実証されていること｡

(C)経営者がコーディングとテストの成功を前提にしてプログラムの生産･流通の意図を

示していること｡

(d)プログラムの将来市場を明確に示唆できること｡

(e)プログラムを完成させ､世界規模でプログラムを流通 ･サービス提供できる､十分な

資源が存在すること534｡｣

実は､この IBM 社の資本化実務は､sFASN0.2で放棄されたはずの選択的資本

化の要件に基づ くものである｡また,この要件の一部あるいは全てが AICPAの問

題提起書および公開草案でも採用されることになる｡したがって､IBM社の実務

は､会計基準書および公開文書に大きな影響力のある実務であったということが

できるであろう｡このようにして､IBM 社の実務は､③の会計思考を促進 し､FASB

の会計基準へと大きな影響を与えたのではないだろうか｡その結果､IBM 社の実

務は､SFASNo.2､FIN No.6および FTBNo.79-2が③の会計思考に従って解釈さ

れるという状況を生みだし､さらには sFASNo.86の結論を導いたのではないか

532 FASB[1985b]pp.226-227.
533 この段階は､コーディング ･テス ト活動であり､次のような原価が含まれるとさ

れている(FASBl1985b】p.230)oプログラマー ･コーディング､調査､モジュール ･
テス トなどのその他すべてのコーディング活動o設計訂正､発売とコンピューター

処理に固有の トラブル､バグ取りサポー ト､発売計画｡機能テス ト､比較可能テス

ト､プログラミング ･ツールおよびフィール ド･テス ト･プログラムを含む統合パ

フォーマンス ･テス トoコーディングとテス ト活動をサポー トするための､プログ

ラム発売前のすべての文書および編集および出版物の再書き込み活動｡
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と推定できる｡ただし､我々は､IBM 社の資本化理由を確認することができなか

ったので535､この点については注意 していただきたい｡

さらに重要なことは､IBM 社の実務が次の二つのソフ トウェア産業の事情 と結

びついて､ソフ トウェア原価の資本化を促進することである｡

第-に､ソフ トウェア産業は､労働集約産業であるとともに比較的小規模な企

業が多いという事情がある｡したがって､｢膨大な人件費を抱える一方でこれとい

っためぼしい有形資産を備えているものはほとんど｣なく､財務諸表の劣悪さを

映し出す ことになる536｡そ こで､ソフ トウェア産業は､研究開発費を資本化する

ことで資産と利益を過大評価 し､財務諸表の劣悪 さを改善 しようとするであろう.

第二に､HorwitzandKolodny【1980】が指摘 しているように､小規模 ･High-Tech

企業群は､｢洗練されていない投資家(unsophisticatedinvestors)｣か らの投資額が大

きいという事情がある537｡したがって､小企業は､投資家間の情報伝達手段が限

定され､投資家との情報の非対称性が大きくなる｡そ こで､ソフ トウェア産業は､

情報の非対称性を緩和するためにソフ トウェア原価 を資本化 し､投資家に正確な

開発情報を提供 しようとした り､投資家を誘導 しようとする｡実際に､Aboodyand

Levt19981の研究によれば､小規模 ･低収益 ･高負債 ･高開発費の企業がよ り多

くのソフ トウェア開発費を資本化すると指摘 している538｡

この結果 として､③の会計思考は､IBM 社の資本化方針-会計基準の唆味な解

釈-ソフ トウェア産業内での採用という流れで広まっていった｡これが③ ソフ ト

ウェア原価=製造原価=資本化 という会計思考の形成の基盤 となったのである｡

534 FASIH1985b]p.232.
535 IBM社が資本化を継続採用した理由についてはある程度推測することかできる｡
これは､IBM 社のソフトウェア開発体制がメインフレーム時代の初期に形成されて

以来､最近まで変更されなかったためであると考えられる｡IBM社前会長 Louis

GerstnerJr.は､｢在庫システム､会計システム､受注処理システム､流通システムは､

程度の差こそあれ､メインフレーム時代の初期に作られたものから派生したのであ

り､その後､二十四の事業部門の必要性に合わせてつぎはぎしていた｣と述べてい

る(山岡 ･高遠訳 【2002194頁)｡おそらくは､ソフ トウェア原価の会計処理も､メイ
ンフレームのシステム 360のビジネス ･モデルの一環として､IBM社の官僚主義的

な環境の中で継承されていたのではないかと考えられる0

536 Miller,ReddingandBahnsonl1999]pp.124-125.
537 HorwitzandKolodnyl1980]pp.47-51.
538 AboodyandLev[1998】pp.168-169･
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第四項 sfASNo.86設定過程

上記で分析してきたように､三つの会計思考がアメリカのソフ トウェア会計に

存在してきた｡まず､①ソフ トウェア原価=研究開発費=資本化という会計思考は､

ソフ トウェア会計の起源および税法規定に関するものであった｡そ して,(診ソフ

トウェア原価=研究開発費=費用化という会計思考は､SFASN0.2の設定により誕

生する｡最後に､(卦ソフ トウェア原価=製造原価=資本化という会計思考は､IBM

社 と一部企業の採用によって広がった思考であった.ただし､(丑の会計思考は

1974年の SFASN0.2のために崩壊 している｡したがって､SPASN0.2からsFAS

No.86までは､財務会計上においては②の会計思考と③の会計思考の併存 ･競合

体制である｡

この併存 ･競合体制に終止符を打ったのが sFASNo.86であり､その設定過程

ではソフトウェア原価に関して ｢研究開発対製造原価｣及び ｢費用化対資本化｣

の論争が激しく行われることとなった｡本節では､sFASNo.86設定過程を利害関

係者別(企業と投資家)に分析し､sFASNo.86の設定要因を考察する｡なお､本論

文の SFASNo.86設定過程とは､sECの FRRNo.12からsFASNo.86の発表までを

意味するものとして使用する｡

(1)企業と投資家の見解

sFASNo.86設定過程を考察する前に､当時の企業の会計実務について確認する

ことにしよう｡McGeel1984/1985a]は､アンケー ト調査をもちいて､次のように

当時のソフトウェア会計の実務を明らかにしている539｡

539 McGee[1984】の調査は､88社(公開会社 51社 ･閉鎖会社 37社)からの有効回答を
得ている｡
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図表6-3ソフトウェア原価の会計処理

購入 自社開発

内部利用 再阪売 内部利用 販売

費用化 30 48 83 75

内)閉鎖会社 16 25 36 29
内)公開会社 14 23 47 46

資本化 58 40 5 13
内)開放会社 21 12 1 8
内)公開会社 57 28 4 5

(出所)McGee【1984】p.258より

図表 6_3から明らかなように､購入ソフトウェア原価は半数程度資本化されて

いるのに対して､販売用自社開発ソフトウェア原価はほとんど費用化されている｡

したがって､当時の支配的な実務は､販売用自社開発ソフトウェア原価を費用化

することであった540｡また､McGee[1985a】は､費用化理由が ｢研究開発であるこ

と｣及び ｢実現に関する不確実性があること｣であり､資本化理由が ｢資産性｣

および ｢対応原則｣にあることを示している541｡

では､企業と投資家は､sFASNo.86設定過程においてどのような反応を示した

のであろうか｡まず､証券取引委員会(SEC)がモラトリアムを発表した際の企業と

投資家の反応について注目することにしよう542｡企業の反応は､資本化禁止への

反対コメントから構成されており､最終的にモラトリアムの要件を開示要件のみ

に絞るべきであると主張するものであった｡主な反対理由は､以下のように競争

上の影響を指摘するものであった｡

｢資本化実務を採用できない企業は,次のような理由で成長に必要な資金を獲得するために

資本市場で十分に競争できない｡すなわち､財務諸表が資本化を継続 して認められた産業

と比較 して悪い(suffe-)という事実のためである543｡｣

540BurnsandPeterson[1982]p.53.
541McGee[1985a】pp.55-56.
542 財務報告指針概要書(CodificationofFinancialReportingPolicies)喜218.02.によれば､
sECは､1983年 5月 31までのコメント期間に49通のコメントを受け取っている｡

このコメントは､産業と関連団体(38)､監査法人(8)､その他(3)から構成されている｡

543 財務報告指針概要書(CodificationofFinancialReportingPolicies)$218.02.a.
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これに対 して､財務アナ リス ト連合会(FinancialAnalystsFederation:FAF)は､SEC

に対 して次のようなコメントを送付 し544､ソフ トウェアの費用化に賛成するもの

であった｡

｢1.そのようなコスト(ソフトウェアの原価)は､研究開発にごく近似している｡したがっ

て､費用化されなければならない｡

2.激しい技術進歩と産業内の厳しい競争状況のために､ソフトウェア開発費の資本化は

きわめて問題のある資産である｡

3.主観性を必要とするために､ソフトウェア会計が乱用される可能性がある545｡｣

以上のように､企業は､sECの資本化禁止命令に対 して資本市場での ｢競争上

の問題｣を指摘することによって反対 し､財務アナ リス トは､費用化規定を求め

るものであった｡この点か らみれば､企業は､ソフ トウェア原価の資本化に対 し

て賛成 しているようにみえるが､全 く異なる反応が FASBの公開草案では観測で

きる｡そ こで､FASB の公開草案における企業 と投資家の反応について明らかに

しよう.次の図表は､FASB の職種分類に従った公開草案に対する回答結果であ

る546｡

544 この見解は､FAFの財務会計指針委員会(FinancialAccountingPolicyCommittee)と

およそ 40人の財務アナリス トの見解であるoただし､少数ではあるが､反対意見(資

本化支持)も存在した｡

545 財務報告指針概要書(CodificationofFinancialReportingPolicies)昏218.02.a)

546 この回答結果は､McGee,WilliamsandFrazierl1991]の結果と異なっている｡主な
理由は､本調査が資本化対費用化で分別したのに対して､McGee,Williamsand

Frazier[1991]の研究では､公開草案に賛成対反対で分別したことに起因する｡たと
えば､ソフトウェア産業に属するInfodataSystem社は､資本化企業であり､自社の
資本化規準を解説しているが､｢我々は､既存の公開草案が実施されることを勧告

しているわけではない｣と述べている(FASBl1985b]p.910).
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図表6-4 公開草案に対する回答結果

団体 資本化 費用化 分類不能 総数
ソフトウエア産業 41 65 9 115
その他の産業 14 8 1 23

証券 1 17 0 18
会計士 13 12 9 34
銀行 0 1 0 1
政府 2 0 0 2
その他 5 6 6 17
合計 76 109 25 210

sECのモラトリアムの際の反応と比較すると､投資家の反応が同じであるのに

対 して､企業の反応が異なっている｡すなわち,主にソフ トウェア産業が大企業

および小企業をとわずに費用化を支持 しているのに対 して､その他の産業が資本

化を支持している547｡この結果は､sECのモラトリアムに対する反応とはまった

く異なる結果である｡そこで､このような差が生じた理由を考察するために､ま

ず企業の見解を具体的に考察 しよう｡次の図表は､企業の反対理由を集計した結

果である｡

図表6-5企業の反応

支持意見 意見数 反対理由 意見数

費用化 65 リスク及び不確実性(収益および耐用年数等の推定) 46

開発過程の定義問題(製造原価と研究開発の区別等) 45
財務諸表の信頼性の低下(主観的判断及び乱用等) 41

比較可能性.一貫性の低下 34
利用者の有用性がない 27

内部会計システムの構築費用 29
所得税増加(ⅠRSの税法改正を含む) 23

監査料金増加 21

主要理由は､｢リスク及び不確実性｣､｢開発過程の定義問題｣､｢財務諸表の信頼

性の低下｣に絞ることができるが､それらは公開草案の施行によって生じる企業

の経済的帰結と密接に関係 している｡以下､それぞれについて考察していく0

第一に､｢リスク及び不確実性｣の問題であるO技術 リスクおよび競争リスクの

ために､ソフ トウェア原価の推定収益や耐用年数等の推定が難しい｡特に､回収

547McGee,WilliamsandFrazier【1991】p.281.
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可能性の要件が暖味であるために､企業や監査人は､具体的な記帳 ･会計 ･監査

システムを構築する必要性に迫 られる｡したがって､企業は､公開草案の実施に

伴って監査や内部会計システムの構築に費用をかけなければな らないことになる｡

第二に､｢開発過程の定義問題｣である｡この間題は､二つの側面で企業に負担

をかけることになる｡まず､多 くの企業のソフ トウェア開発過程が interactive

processであり､ソフ トウェア原価を研究開発 と製造原価に分別することが困難で

ある548｡したがって､コス ト分類のために技術スタッフの教育あるいは会計スタ

ッフの配置などの内部会計システムの構築費用がかかることになる.これは､単

に開発スタッフへの一般管理業務の負担を示すだけではな く､一般管理業務の負

担による心理的なコス トも包有するものである｡たとえば､次のような見解が典

型的である｡

｢企業独自の創造過程に対して非生産活動を賦課することから心理的コストが生じる｡開

発スタッフが管理業務に忙殺されることで､機会とモラルが失われる｡我々の望みは､

開発スタッフの時間と能力を最大限に利用することである｡公開草案で特定化された状

況に適合するために必要な時間と詳細なプロジェクト記録は､『最適利用』とは考えられ

ない(Microsoft社)549｡｣

次に､もっと重要なことは､公開草案が一部のソフ トウェア原価の定義を研究

開発か ら製造原価へ と変更 しているために､税法上の研究開発に対する優遇処置

550を受けられないものにしてしまう可能性がある｡実際､IRSが 1983年 1月に税

法上の研究開発費の定義か らソフ トウェア開発費を除外する提案規制(§1.174-2)

を発表 してお り､財務省は多 くの企業のロビイング活動を受けた後に改正を断念

せざる得なかった551｡したがって､FASBの公開草案は､廃案になったはずの IRS

548 FASB【1985a】Paragraph30.
549 FASBl1985b]p.947.
550 ソフトウェア産業は､当時 Rev.Proc.69-21に従って発生時損金処理を認められる

とともに､内国歳入法 44Fに従って､基準年度の平均試験研究費額を超過する額に

ついて 25%の所得税控除(ResearchCredit)を受けることができた｡特に､McGee

【1984】によれば､研究控除は､販売用自社開発ソフトウェアについて 88社中64社

(72.7%)が採用していることが明らかになっている(McGee[19841p.262)0

551 FASB[1985】p.554-556.この点は､MorganStanley社(証券)が詳細にコメントして
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の税法改正を促進するのではないかと考えられたのである｡

第三に､｢財務諸表の信頼性の低下｣である｡公開草案による資本化強制は､ソ

フ トウェア産業が資本化を乱用 していると判断される可能性を生み出す｡後に詳

述することになるが､投資家(特にアナ リス ト)は､② ソフ トウェア原価-研究開発

費=費用化 という会計思考を堅持 してお り､研究開発費であるという強い認識を

もっている｡ したがって､投資家は､資本化 による会計的裁量行動を警戒 してソ

フ トウェア産業に投資 しないことにもな りかねない｡

次に､公開草案に対する投資家(財務アナリス ト)の反応は､前述 した とお り､

圧倒的に費用化を支持するものであった｡この見解は､sECのモラ トリアム時と

同じ結果である｡企業 と同様に､各意見の理由について､まとめれば次の通 りで

ある｡

図表6-6投資家(財務アナリスト)の反応
意見数(複数回答)

比較可能性･一貫性の低下
リスク及び不確実性(収益および耐用年数等の推定)
財務諸表の信抵性の低下(主観的判断及び乱用等)

所得税増加(IRSの税法改正を含む)
開発過程の問題(製造原価と研究開発の区別等)

監査不能
SFASN0.2と対立

ll
9
9
8
8
6
6
2

財務アナリス トは､投資分析などを行 う関係か らもわかるように､｢利益の質の

低下｣を最も懸念 している｡｢利益の質の低下｣とは､具体的には将来のライ ト･

オフおよび利益のヴォラティリティを言及するものである｡特に､研究開発費会

計でみられたような巨額のライ ト･オフは､急激な株価の下落を生じさせるであ

ろう｡ この結果､財務アナリス トの利益予測の精度が下落することにもつながる

であろう｡実際､資本化は､財務アナ リス トの利益予測の精度を下げて しまうこ

とも実証されている552｡

おり､本論文もこれに従っている｡

552 AboodyandLevl1999]pp.185-188は､財務アナリス トがソフトウェアの資本化に
反対する理由が利益予測の質を下げてしまうことに起因していると実証している｡

本論文もこの意見に賛同するが､本論文は､投資家がソフトウェアを研究開発とし

て即時全額費用化を主張する根拠がこれだけではないと考えている｡
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ここで重要なことは､｢利益の質の低下｣が ｢リスク及び不確実性｣､｢財務諸表

の信頼性の低下(主観的判断および乱用)｣に起因している点である｡なぜなら､

経営者は､リスクや不確実性が大きいために主観的判断をもとにソフトウェア原

価を処理する｡それゆえに､ソフトウェア原価が悪意的にライ ト･オフされるこ

とになる.また､投資家は､研究開発費の資本化を企業の会計的裁量行動と関連

させて次のような意見を示 した｡

｢現在即時費用化されている原価が資本化されることで､産業が本質的に将来のライ ト･

オフを自由にできる可能性がある｡投資家は､利益の質を減少すると判断する限 り､ライ

ト･オフと利益のヴォラティリティをもっとも嫌う(anathema)｡一株あたり利益が高くな

るのを相殺するかのように､株価収益率が減少するであろう｡投資家は､この規制のため

に産業のファンタメンタルズの質が悪化するのを確認すれば,株価は下落するであろう

(prudentia1-BacheSecurities社)553｡｣

以上のようなライ ト･オフを指摘する意見は､研究開発費会計でも指摘されて

いた点であったことは前章でも述べたとお りである｡したがって､投資家(財務ア

ナリス ト)は､研究開発費会計の資本化がソフ トウェア原価の資本化にも存在する

と考えていたのであろう｡そのため､投資家は,ソフトウェア原価の資本化に反

発したのである｡

このような投資家の反発を避けるためには､ソフ トウェア原価が研究開発費で

はなく製造原価であることをより強調しなければならない｡特に､回収可能性の

要件は,sFASN0.2で放棄 したはずの選択的資本化 と酉告似 しているため､｢研究開

発の資本化復活｣と類推される可能性が高い｡そこで､SFASNo.86は､技術的実

施可能性の要件に改訂されることになったのである｡

上記の分析か らわかるように､資本化企業が少数しか存在せず､しかも資本化

賛成企業が費用化賛成企業よりも少ないことがわかるoそれにもかかわらず､な

ぜ公開草案や sFASNo.86が資本化を一貫 して採用されるのであろうか｡この点

に関して､次で検討することにしたい｡

553 FASBl1985b]p.384.Prudential-BacheSecurities社のコメントは･ソフトウェア産業
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(2)IBM社の公開草案への影響

これまでいくつかの分析をソフ トウェア会計に加えてきたわけであるが､SFAS

No.86がソフトウェア原価の資本化を採用し続けたのであろうか｡特に､多数の

ソフ トウェア産業と投資家(財務アナリス ト)が反対してお り､ましてや当時の支

配的な会計実務は費用化である｡一方で､FASBの公開文書は､公開草案からsFAS

No.86の修正を加味しても､一部のソフトウェア原価の資本化を認める基本方針

を堅持している.では､FASBの公開文書は､なぜソフ トウェア原価の一部資本

化を強制していたのであろうか｡

sFASNo.86設定過程における資本化方針は､AICPAの問題提起書にまで遡るこ

とができる｡しかし､これら過程では､資本化方針が採用される理由として表面

的でしかなく､それ以上に遡る必要がある｡では､AICPAの問題提起書や公開草

案や sFASNo.86が資本化を採用する背景は､どのようなものであろうか｡やは

り､これは IBM社の資本化実務に起因していると考えられる｡たとえば､公開草

案の PublicRecordの中では､次のような見解が示されている｡

｢IBM 社は､資本化を前提にして経営するので【公開草案に】賛成すると､我々は認識して

いる｡しかしながら､oracle社は､『シリコン･バレー』の大部分の企業と共に､費用化

を前提にして経営する(oracle社)554｡｣

｢我々は､ある種のソフトウェア開発に関連する原価の資本化を正当化する点があるこ

とを認める｡-中略- IBM 社を含む数社は､現在､ある種のソフトウェア開発活動の原

価を資本化している｡lBM 社の場合には､累積資本化嶺が 10億ドルを超えた(Alex.Brown

&sons社)555｡｣

いずれの見解も IBM社の実務を指摘するとともに､IBM社の資本化実務が資本

化の主張を支える要因になっていることを示している｡これは､IBM社の資本化

1､その他 2､その他の産業 1から引用され､これに同意する旨が記載されていた0

554 FASB【1985b】p.538.括弧内は筆者が加筆した｡
555 FASBl1985b]p.496.
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実務が公開草案に大きな影響を与えたことを示唆する証拠 といえる｡実際､公開

草案は､コーディングとテス トに関わる原価を資本化 しなければならないと規定

してお り､IBM 社の実務と一致 していたのである.

さらに､IBM 社が FASIiの公聴会においても会計基準にもたらした影響を次の

二つの事実からも推定できる｡第一は､IBM 社は､多くの団体が FASBの公聴会

で公開草案に反対する中で賛成しているという事実である556｡第二は,公聴会に

おける財務担当重役協会(FinancialExecutiveInstitute:FEl)の代表者の一人が IBM

社の財務部長補佐の JohnStewart氏であり､FEIの立場も公開草案を支持するとい

う事実である557｡したがって､IBM社は､少なくとも FEIの見解に対 しても影響

力があったといえるであろう｡

このように､IBM 社の資本化実務は公開草案の設定に対して大きな影響をもた

らしている.注目すべきは､IBM 社の資本化実務が公開草案で採用されるという

ことによって､同時に IBM 社の会計実務とソフトウェア開発体制を他社に押 しつ

ける可能性があったという点である｡これは､公開草案が IBM 社のソフトウェア

開発体制を前提として資本化方針をそのまま取 り込んでしまったことで具体化 し

ている｡このため､多くの企業がソフトウェア開発過程についての見解から公開

草案に対して反対する｡具体的には､IBM 社が開発過程を linearprocessとして整

備 しているのに対して558､大多数のソフ トウェア産業が interactiveprocessである

と主張 してした点である｡そこで､各社の経営実務と会計実務の関係について検

討することにしたい｡

まず､開発過程に対する見解(linearprocessvsinteractiveprocess)について整理し

よう｡開発過程に対する見解は､公開草案に対 して PositionPaperを送付したソフ

556 McGee[1985b]p.61;FASB[1985b】pp.207-240;FASB[1985C】pp.173-196.公聴会で
は､証言者の三分の一が費用化に賛成し､三分の二が資本化に賛成し､80%以上の

証言者が費用化賛成 ･詳細プログラムの資本化賛成のために公開草案に反対した

(McGeel1985b]p.61)0

557FEIの代表者は､stewart氏と副会長のJosephSciarrino氏であるが､プレゼンテー

ションおよび質疑応答のほとんどをstewart氏がおこなっている(FASB[1985C]

pp.564-585)0
558 IBM社のプログラム部門副社長 EaTIWheeler氏は､｢開発過程は､設計と製造の分

離および業績管理がほとんどできない､interactiveprocessであった(FASB【1985cI

p.176)｣と述べているが､｢今日では設計活動と製造活動を区別できるツールとデイ

スプリンがある(FASB【1985C】p.179)｣と述べている｡
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トウェア産業 115社のうち､63社から得ることができた｡1inearprocessと認識で

きる企業がわずか 8社であるのに対して､interactiveprocessと認識できる企業が

55社に上る｡したがって､公開草案が想定するような linearprocessでは､ソフト

ウェア開発活動が現実 としてほとんど行われていない｡

この原因は､ソフ トウェア開発上の技術上の問題が大きく関連してお り､｢第四

世代コンピュータ一言語(fourthgenerationcomputerlanguage)｣の活用によって詳

細プログラム設計とコーディング活動が部分的に融合してしまったのである559｡

この結果､コーディング活動は､詳細プログラム設計の完了を待たずして開始さ

れることになり､ソフ トウェア開発過程は､実際的には interactiveprocessとなっ

ていたと考えられる｡ただし､この技術上の問題は､それぞれ資本化企業と費用

化企業で異なる解釈がなされている｡すなわち､分離できないのであれば､すべ

て費用化すべきという見解とすべて資本化すべきという解釈である｡この点を前

提にして､各企業の見解を整理すれば次の通 りになる560｡

I-JnearPrOCeSS interactiveprocess 合計

資本化 8(4) 13(9) 21(13)

費用化 0 41 41

分類不能 0 1 1

合計 8 55 63

図表 6-7から明らかなように､会計処理/開発過程の見解には､主に三タイプの

企業が存在する｡すなわち､資本化/linearと資本化/interactiveと費用化/interactive

の企業であり､これ らの立場は､順番に公開草案､AICPAの問題提起書､支配的

な実務という主たる支持層へと変換できるであろう｡ここで問題となるのは､資

559FASB[1985b]p,523,これは､詳細プログラム設計から自動的にコーディングが可
能になったことに起因する｡

560 各分類に適合する主要企業は以下の通りである｡資本化/1inear…Burroughs社､IIM

社､ManagementScienceAmerica社｡資本化/interactive…AGSComputer社(ADAPSO

の前議長会社および財務方針委員会の議長会社)､InformationGeneral社､

Mid-ContinentComputerService社｡費用化/interactive...CullinetSoftware社､Digital

Equipment社､HewlettPackard社(AmericanElectronicsAssociationの公聴会発言会社)､

Honeywell社､LotusDevelopment社､Microsoft社､NCR社､TexasInstrument社｡
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本化/linearの立場が公開草案として採用されてしまったために､費用化/interactive

と資本化/interactiveの企業が会計実務の変更ばかりだけでなく開発過程をも適合

させる必要に迫られる点である｡

具体的には､費用化/interactiveと資本化/interactiveの企業は､内部会計システ

ムの整備､さらにそれに伴う開発スタッフに対する一般管理業務の負担などを処

理しなければならないことになる｡特に､IBM社が長年をかけて開発してきたよ

うな内部会計システムを展開することには､他社にとって大きな負担であったと

思われる｡

そこで､SFASNo.86では､こうした開発体制と会計処理の相違に配慮するため

の調整を行っている｡その一つが技術的実施可能性の要件を最も早期で ｢詳細プ

ロクラム設計の完了｣と ｢ワーキング･モデルの完了｣という二重規準にし､様々

な開発体制にも対応しようとしている.そして､もう一つは､コーディングとテ

ス トが技術的実施可能性を樹立するのに必要な活動にも含めることである｡

この二つの要件に従えば､interactiveの企業は､ソフトウェア開発過程を明確に

分離する必要に迫られない｡また､費用化/interactiveの企業は､コーディングと

テス トに生じた費用を費用化することもでき､費用化/interactiveの企業は､コー

ディングとテス トに生じた費用を資本化することもできる｡この結果､IBM社の

資本化実務をそのまま取 り込んだ公開草案は､特に費用化/interactiveの企業に適

合するように修正され､IBM社の実務に対して譲歩をせまったのである｡

第四節 アメリカのソフトウェア会計の経路依存

以上のように､アメリカのソフトウェア会計は､IBM社や sFASN0.2の影響を

受けながら､研究開発費会計から独立していくことになる｡本節は､こうしたア

メリカのソフトウェアの状況を整理して､アメリカのソフ トウェア会計の経路依

存を導き出す｡

まず､イデオロギー的インセンティブについて考えよう｡アメリカのソフトウ

ェア会計は､研究開発費会計と異な り､軍需企業や軍産複合体や政府の影響が直

接的みられなかった｡しかしながら､政府や軍需企業が間接的にはソフトウェア

会計に対して影響を与えている｡

第一に､連邦政府の反 トラス ト政策が間接的にソフトウェア会計を生み出した
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と考えられる｡なぜなら､連邦政府の反 トラス ト政策が IBM社の分離価格政策を

呼び､分離価格政策が Rev.Proc.69-21を呼んだためである｡こうした連鎖の結果

として､IRSは､ソフトウェア開発費が ｢試験研究費｣と類似 している点から研

究開発費会計にしたがって処理することを決定する｡その結果,ソフ トウェア=

研究開発費=資本化という会計思考が誕生したのである｡

第二に､ソフトウェア会計は,SFASN0.2の設定要因の影響を受けていると考

えられる｡これは､ソフ トウェア会計が研究開発費会計と同質のものと考えられ

ていたために､SFASN0.2がソフ トウェア原価を規定したことに起因する｡その

際に､SFASN0.2の設定要因がソフ トウェア会計にも影響を与えてしまうのであ

る｡すなわち､第三章で述べたように､SFASN0.2は､軍需企業の資本化や軍需

企業への配慮から設定されたが､そうした要因がソフトウェア会計をも制約して

しまうのである561｡その結果､ソフ トウェア=研究開発費=費用化という会計思考

がアメリカの会計実務を大きく支配することになった｡

次に､経済的インセンティブについて考えよう｡第一に､IBM社は､開発過程

を整備 して資本化実務を形成し､SFASN0.2の解釈を変更させて製造原価として

処理する方法を作 り出した｡これは､ソフ トウェア会計が sFASN0.2に制約され

ているために､ソフ トウェアの定義を変更させて資本化するしかなかったことに

起因するであろう｡また､IBM社は,自らの会計実務を守るために,sFASNo.86

設定過程に積極的に干渉したといえるであろう｡ただし､我々は､IBM社が資本

化 したいと考える理由を正確に描写することができなかった｡

第二に､IBM社の実務に追随 したソフ トウェア企業は､財務諸表の改善や投質

家との情報の非対称性を緩和するために､ソフトウェア原価を資本化 していた｡

その結果､当該企業群は,sFASNo.2あるいは sFASNo.86もとで経営者の対応計

算を行っていたのである｡

第三に､多 くのソフトウェア産業は､SFASN0.2の制約条件下においてその効

用を最大化するように行動していた｡すなわち､ソフトウェア産業は､ソフトウ

561逆にいえば､軍需企業が資本化処理で問題を起こさず､sFASN0.2が設定されて

いなければ､以後のソフトウェアの歴史的経路は形成されていなかったかもしれな

い｡すなわち､研究開発費が資本化できるのであれば､製造原価と研究開発費を区

別して会計処理を規定する必要がなかったからある｡その意味において､SFASN0.2
は､｢ソフトウェア会計の制約条件｣として存在しているのである｡
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ェア原価の費用化をすることで､内部会計システムの最小化 ･監査の簡易化 ･税

コス トの削減等の便益を享受してきた｡また､投資家は､軍需企業の資本化や巨

額のライ ト･オフから会計的裁量行動を警戒してソフトウェア原価も費用化すべ

きと認識し続けた｡その結果､ソフトウェア産業と投資家は､ソフトウェア原価

を即時全額費用化することを選び､投資家の対応計算を指向してきた｡

それゆえに､sFASNo.86は､IBM社の実務を容認しながらソフトウェア産業と

投資家に配慮するために､回収可能性を放棄 して技術的実施可能性を採用した｡

すなわち､SFASNo.86は､｢詳細プロクラム設計の完了｣と ｢ワーキング ･モデ

ルの完了｣という二重規準によって研究開発費と製造原価を峻別したのである｡

その結果､sFASNo.86は､ソフトウェア産業に配慮して資本化範囲を削減すると

ともに､投資家に配慮して製造原価として資本化を強制したのである｡

以上のように,アメリカのソフトウェア会計では,イデオロギー的インセンテ

ィブと経済的インセンティブが作用していたと考えられる｡では､アメリカのソ

フトウェア会計の経路依存とは､どのように理解することができるであろうか562｡

我々は､SFASN0.2による制約とその離脱がアメリカのソフトウェア会計に経路

依存をもたらしたと考える｡その結果､軍需企業の資本化および軍需企業への配

慮が sEASN0.2を通じてソフトウェア会計にまで影響を与えている｡特に､SFAS

N0.2の制約は､ソフトウェア原価を製造原価として資本化するという会計思考を

生み出した｡このように､SFASN0.2は､ソフトウェア会計の制約条件として作

用し､アメリカ独自のソフトウェア会計を作 り出したのである｡

では､アメリカのソフトウェア会計の歴史的経路は､現在にとってどのような

意味を持っているのであろうか｡これは､sFASNo.86が②の会計思考と③の会計

思考の衝突 ･調整として､経営者の対応計算と投資家の対応計算の双方を指向す

るようになったということである｡すなわち､sFASNo.86は､資本化強制という

会計処理しか存在しないが､資本化可能範囲がきわめて広い｡したがって､企業

は､ソフトウェア原価の定義を研究開発費あるいは製造原価と変更することで会

計処理を選択できる｡

その結果,企業は､投資家との会計的裁量行動に関する情報の非対称性を削減

562我々は､イデオロギー的インセンティブが各国の研究開発費会計の経路に影響を
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したいと考えれば､ソフ トウェア原価を研究開発費として費用化できる｡また､

企業は､投資家との実体的裁量行動に関する情報の非対称性を削減 したいと考え

れば､ソフトウェア原価を製造原価 として資本化することもできる｡このような

体制が sFASNo.86の作 り出した体制といえよう｡

ただし､会計的裁量行動に関する情報の非対称性については､問題が提起され

る こともあ った. 1996 年 には､ ソフ トウ ェア製 品協会(softwarePublisher

As sociation:SPA)は､｢投資家 ･アンダーライター ･財務アナリス トの大多数がす

べてのソフトウェア開発費を費用化 したとき､ソフ トウェア産業による財務報告

が改善される｣という見解を示し､SFASNo.86を廃止すべきという手紙を FASB

へと送付している563｡これは､ソフトウェア原価の資本化が依然として投資家の

間で信用されていないということかもしれない｡

与える側面を経路依存と理解してきた｡

563 AboodyandLev【1998]p.162(quotedinSPALetter,March14,1996,p.5).Aboodyand
Lev【1998】は､次のようにsFASNo.86の廃止提案について指摘している｡すなわち､
①ソフトウェア産業が成熟したため､ソフトウェア開発費の資本化が報告利益を高

めなくなったこと､②資本化がアナリストによる利益の予測精度に逆効果であるこ
とを指摘している｡
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括章

第一節 研究 開発費会 計 ･ソフ トウェア会 計の経路依存

我々は､イデオロギー的インセンティブが各国の研究開発費会計の経路に影響

を与える側面を経路依存と理解 して､アメリカ ･イギリス ･日本の研究開発費会

計を分析してきた｡また､我々は､研究開発費会計の延長線上から､アメリカの

ソフトウェア会計についても同様の分析をおこなった｡特に､我々は､North理

論に沿って経路依存を論理的に抽出して､歴史事象が会計基準に対して意外な影

響を与えるという歴史的連続性を検討してきた｡

ここでは､研究開発費会計およびソフトウェア会計の経路依存を総括して,会

計基準の歴史的経路を左右した要因について抽出したいと考える｡まず､アメリ

カ･イギリス･日本の研究開発費会計の経路依存について総括することにしよう｡

第三章において､我々は､アメリカの研究開発費会計の経路依存が軍需企業の

資本化および軍需企業への配慮であると考えた｡研究開発費の資本化は､軍需企

業が航空機開発のために生じる巨額の研究開発費を分散処理するために用いられ

ていた｡SFASN0.2は､軍需企業にみられる巨額の資本化とその巨額のライ ト･

オフを防止するために設定されたが､同時に Lockheed社の会計的解決という側面

も保有していた.したがって､SPASN0.2は､軍産複合体のような支配的なイデ

オロギーと会計的裁量行動に関わる情報の非対称性を調整して誕生したのである｡

この結果､アメリカの研究開発費会計は､投資家の対応計算を指向するようにな

ったのである｡

第四章においては､我々は､イギリスの研究開発費会計の経路依存がイギリス

政府による直接的 ･間接的な軍需および研究開発政策であると考えた｡イギリス

の研究開発費会計は､Rolls-Royce社の崩壊によってイデオロギー的にも経済的に

も問題視されることになった｡しかしながら､開発費の資本化は､航空機産業が

軍需契約において必要することで部分的に残存した｡研究開発支出の開示は､英

国産業連合からの反対を受けたが､イギリス政府が研究開発の促進メカニズムと

して利用 したいことか ら設けられることになった｡ したがって､SSAP13は､

Rolls-Royce社の崩壊によってイデオロギー的にも経済的にも必要とされたが､直

接的 ･間接的な軍需および研究開発政策の影響を受けて改廃されることになった

のである｡この結果､イギリス研究開発費会計は､改廃を繰 り返しながら､アメ
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リカと同様に投資家の対応計算を指向するようになったのである｡

第五章において､我々は､日本の研究開発費会計の経路依存が戦時中の企画院

や陸海軍による総力戦体制にあると考えた.研究開発費等の資本化は､戦時中の

経済統制法のもとで航空機開発の推奨や下請関係の改善のために利用されていた｡

戦後､『企業会計原則』や 『商法』は､経済統制法的な研究開発費会計を独自の要

求を突きつけながらも継承した｡しかしながら､経済統制法的な研究開発費会計

は､会計基準の国際的承認という立場から失われることになった｡したがって､

経済統制法的な研究開発費会計は,総力戦体制というイデオロギー的にも経済的

にも整った 1940年体制のもとで続いたのである｡この結果､日本の研究開発費会

計は､最近の改正まで､投資家の対応計算を指向するようにはなされなかったの

である.

以上の三カ国の歴史的経路を総括すると､経済的インセンティブばか りでなく

イデオロギー的インセンティブが研究開発費会計の歴史的経路に影響を及ぼして

いることがわかる｡特に､当時の支配的なイデオロギーがなんららかの歴史事象

として現れて､研究開発費会計に影響を与えている｡それゆえ､我々は､経済的

インセンティブとともにイデオロギー的インセンティブを導入 して､その相互作

用の中で研究開発費会計がどのように形成されてきたのかについて描写すること

ができたのである｡

次に､ソフ トウェア会計の経路依存について総括することにしよう｡我々は､

アメリカのソフ トウェア会計の経路依存が sFASN0.2による制約とその離脱であ

ると考える｡つまり､ソフトウェア会計は､SFASN0.2に制約され､ソフトウェ

ア原価を研究開発費として費用化せざるえなかった｡これは､軍需企業の資本化

および軍需企業への配慮が sFASN0.2を通じてソフ トウェア会計にまで影響を与

えていることを意味する｡

しかしなが ら､IBM 社や一部のソフ トウェア産業が資本化を主張 したために､

SFASNo.86は､ソフ トウェア原価を製造原価 として資本化することを規定した｡

このように規定されるに至るのは､sFASNo.86が sFASN0.2の制約を所与として

研究開発費会計の影響から離脱せざるえなかったからである｡したがって､SFAS

N0.2は､ソフトウェア会計の制約条件となって､ソフトウェア会計の歴史的経路

を規定したのである｡
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ここで再度認識 しなければならない点は､SFASN0.2がアメリカのソフ トウェ

ア会計をイギ リスとは異なるものにしたということである｡もしsFASN0.2が研

究開発費の資本化を一部認めていれば､アメリカのソフ トウェア会計は､ソフ ト

ウェア原価を製造原価 として資本化する必要もなく､sFASNo.86も必要なかった

かもしれない｡実際,イギリスは､ソフ トウェア会計を設定せずに研究開発費会

計に準 じる形式をとる｡ したがって､イギリスは､一部の資本化を認めたことで

研究開発費と製造原価 を区別する必要がなかったのかもしれない｡

以上のように､アメリカのソフ トウェア会計は､研究開発費会計の影響を受け

てソフ トウェア会計の会計基準を設定せざるえなくなった｡すなわち､経済的イ

ンセンティブとイデオロギー的インセンティブの相互作用の中で､研究開発費会

計とソフ トウェア会計が歴史的連鎖を引き起 こしている｡その結果､軍需企業の

資本化および軍需企業への配慮が sFASN0.2を通 じてソフ トウェア会計にまで影

響を与えているのである｡

第二節 支配的なイデオロギーの役割

我々は､Northの ｢行動仮説｣を用いて会計基準の経路依存を検討 してきた｡

この際､我々は､イデオロギー的インセンティブが各国の研究開発費会計の経路

に影響を与える側面を経路依存 と理解 してきた｡これは､Northが述べるように､

イデオロギーがゲームのルールの上部構造 として存在 しているか らであった564.

それとともに､既存の会計学がイデオロギー的インセンティブを論理的に考察 し

てこなかったことにも起因する｡

しか しなが ら､経路依存は､イデオロギー的インセンティブと経済的インセン

ティブの相互作用の中で生み出されるものである｡また､我々は､支配的なイデ

オロギーを中心 として考察 したために､支配的なイデオロギーと対抗イデオロギ

ーによるイデオロギー争いについて描写 していない｡それゆえ､我々は､イデオ

ロギー的インセンティブと経済的インセンティブの二分法を完全には用いていな

いといえよう｡

こうした方法論的問題を抱えなが らも､我々は､North理論を使いなが らイデ

564 Northl1981】p.182(中島訳【1989]241頁).
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オロギー的インセンティブを記述して､各国の会計基準の差について説明してき

た｡そうした検討を通じて､イデオロギー的インセンティブが会計基準にとって

重要であることに気づかされたoイデオロギーは､ゲームのルールを正当化して､

ゲームのルールが人々の制約条件あるいはインセンティブを与えていくことにな

る｡したがって,会計基準は､経済的インセンティブのみで正当化されるもので

はないし､イデオロギー的インセンティブだけで成立するものではない｡

それゆえ､会計基準は､イデオロギー的インセンティブと経済的インセンティ

ブをうまく備えていなければ存立することができないであろう｡我々は､研究開

発費会計あるいはソフトウェア会計を取 り上げて､支配的なイデオロギーを大き

く取り上げた｡支配的なイデオロギーは､イデオロギー的インセンティブの中で

も一種類のものにすぎないのかもしれないが､経済的インセンティブと対立ある

いは調和してきた｡たとえば､軍需契約のインセンティブは､政府と軍需企業の

イデオロギー的インセンティブと経済的インセンティブを複合したものであると

ともに､一般産業の会計実務とは対立するものでもあった｡

このように､会計基準は､イデオロギー的インセンティブと経済的インセンテ

ィブの相互作用によって存立することができる｡したがって､確固たる会計基準

を成立させるためには､既存の会計学が無視してきたようなイデオロギーも検討

しなければならないであろう｡

そこで､我々は､支配的なイデオロギーのみに絞って､三カ国の研究開発費会

計への含意について述べたいと考える｡我々は､三カ国の共通点を理解するため

に､軍需契約や研究開発政策等の政府のイデオロギーを取 り上げる｡ただし､こ

れは､あくまでも三カ国の共通点を考える上での限定的な結論でしかない｡本来､

支配的なイデオロギーと対抗イデオロギーのイデオロギーの争いにおいて､会計

基準に対するイデオロギーの影響を明確にできることができよう｡しかしながら､

我々は､既存の会計学に対してイデオロギーの役割を強調したいと考えるので､

支配的なイデオロギーの役割について考える｡

まず､アメリカの研究開発費会計は､航空機 ･軍需政策と資本化問題を調整し

て誕生してお り､支配的なイデオロギーは､大きく会計実務と妥協せざるえなく

なっていた｡次に､イギリスの研究開発費会計は､航空機 ･研究開発政策と資本

化 ･開示問題を調整して誕生してお り､支配的なイデオロギーは､直接的に影響
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を与えすぎない程度に会計実務を変更させている｡最後に､日本の研究開発費会

計は､陸海軍や企画院の航空機 ･軍需政策のために会計実務を変更させてお り､

支配的なイデオロギーは､直接的に会計実務に影響を与えている｡

このように､支配的なイデオロギーは､軍需契約や研究開発政策等に反映され､

研究開発費会計の歴史的経路を生み出した｡ゆえに､支配的なイデオロギーの影

響力が研究開発費会計の歴史的経路に差を生じさせたと考えることができる｡

具体的に示せば､アメリカは､支配的なイデオロギーが軍需企業への配慮とい

う形で影響を与えたが､会計実務と大きく妥協せざるえなかった｡イギリスは､

支配的なイデオロギーが軍需契約や研究開発政策という形で影響を与えたが､会

計実務の意向を受けつつも押し切ってしまった｡ただし､イギリス政府は､会計

実務を押 し切るに際して会社法等の直接的な規制を用いることができなかった｡

日本は､支配的なイデオロギーが第二次世界大戦下の総力戦体制という形で影響

を与え､会計実務をも取 り込んでしまった｡ しかも､日本政府は､経済統制法と

いう直接規制を用いていた｡以上の点をまとめれば､次の図表のとお りになる｡

図表7-1研究開発費会計の経路依存

アメリカ イギリス 日本

経路依存 軍需企業への配慮 政府の軍需.研究開発政策 政府の捻力戦体制

経路依存の具休的要素 Lockheed社の会計的解決 軍需契約.研究開発促進等 航空株開発/下請関係の是正

対立要素 企業や投資家の会計実務 良.R.社の倒産.CBⅠの反対 商法.銀行や国際的乗認

以上のように､各国の研究開発費会計は､支配的なイデオロギーの影響力に応

じて異なった歴史的経路を形成してきたD研究開発費会計の歴史的経路は､アメ

リカのソフ トウェア会計にみられるように､新たな制約条件あるいはインセンテ

ィブとなって新たな歴史的経路を形成する｡我々は､支配的なイデオロギーが会

計基準に経路依存を生じさせることを確認した｡したがって､会計基準を理解す

るためには経済的インセンティブばか りでなくイデオロギー的インセンティブも

必要とされているのである｡

220



参考文献

Aboody,D･andB･Lev,【1998】,"TheValueRelevanceoflntangibles:TheCaseof

SoftwareCapitalization,"JournalofAccountingResearch,Vol.36,Supplement,

pp.161-191.

,【1999】,"R&DandInsiderGain,"WorkingPaper.

AccountingPrinciplesBoard(APB),[1966],APBopinionNo.9,"ReportingtheResults

ofOperations."

,[1970],APBOpinionNo.17,"IntangibleAssets."

,[1972],APBOpinionNo･22,"DisclosureofAccountingPolicies."

AccountingStandardCommittee(ASC),[1972],StatementofStandardAccounting

Practice2,"DisclosureofAccountingPolicy."

,[1975],ExposureDraft14,"AccountingforResearchandDevelopment."
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配当 .7 ー 5 3 6.1 7.3 4.0

.5 .0 2 2_ 2_ 1 1_4 1.5 0_3 (9_0)

RB211に対する特別準備金-予測税緬免除研究開発将来の生産損失 78.8

ll.0

企業の脚保利益への(からの)尤TJJJ 1.5 1.0 2,8 2.1 2.9 1.6 1,4 1,5 (10.7) (87_8)

解煤刺 前期繰越残高 ) 2 2420 2 2 28 30_8 36_4 406 30_0

企業の留保利益への(からの)充巧過去に費用計 卜した研究開発の繰延 1 2.I 2.9 1_6 1_4 1_5 (10_7) (87_8)

投資保証-税魚群均等化勘定への充当ノゝ 1 (4.1) 0.3 0.7(0_4) 2.6 2.1 2.3 1.4
溢の その の変 (l967 -の - をrJ,む 1_6 06 18 1_1繰越残高 2 2 27 2 2 30 36.4 406 34.0 (55.3)

変臥 .3.3 2 2 2 2 36433 (55_3)

繰延残 高 2 2 27 2 7 2 30 36.4 406 34_0 (55_3)

*税負担均等化勘定を取崩｡
DTl[1973]AppcndlXl13より作成Cただし､連縦貸借対JR(ミ表の表示形式を変更｡
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付録 2各国の研究開発状況 1

US
(NewScientist,9August1984,p25)

France

UK

I/'t,;貯
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&D
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howmuchofeacht元7eQtreSearCh
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付録 3各国の研究開発状況 2(U.K.HouseofI.ordsl1983日80-Ⅰ]p･18)

PTGtJRE4.3
ACompriwnorLeydsMdTrend一OrTotAJN▲liondResotJrCeSD印01dtoAJtD

tpercent)
●

TOTALR▲DEm rTtTkEAS%OFONP

20.ltト○

抑 鷺I皿▲ND

uI_ i〟i idl

CANADA

sol,･CE 監 拙 ･,_7茂 芯 宗 ^-:- ,I- 酉 競 E･cE
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付録 4各国の民間研究開発の状況 (U.K.HouseofLords【1983日80-Ⅰ】p･18)

FIGURE4.●

JdicltOrSO†Shrcso†ProductAndProcBSD亡VeIopmenLActivityAmonBFive
Countries

Ft川 SLLAJuSOFJNDtJSTtY･FtNANCEDh▲D●川78

UK FRANCE W,OERMANY Fra y JAPAN
t̂ TJ97_IPfuCESANDEXCHANGERATES

uK F乳▲NCモ W.GE7tN^NY rr̂t.Y Ĵ P̂ N

･tLou'cE:,Oof,CxLl-,f恐 芯 .0.Eny.S,PCT.zE n .u% -盟oAtyJJm 'JW ''.～ f州 ∫'
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